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わかりやすい疫学研修日－
2004年 8月28日（土）～ 29日（日）

＠相照:c;
衛

圃日程

8月28卜I( I:) 

SARS、食ij1f:j;、タバコ、大気汚染、邸境汚染と人体

への影響、競古 ・・・・・。阪学・ l欠披から環境訴訟まで、

私たちの色fJ,liに関わるさまざまな/11来事の原凶と結よ誌

を追究する学IIUが 「疫学」。 各地の事件・訴訟で専門家

として抗縦し、昨年 10月 「市民のための疫学人｜”ljJを

山版されたばかりの11.l問敏秀さんが 「疫学」をやさし

く解説する、 rli民のための研修セミナーです。

:111 
。1958年 兵庫県生まれ

01985年 岡山大学医学部医学科卒業

医師国家試験合格

。1989年 同医学部医学研究科修了

医学博士

02001年 同大学院医歯学総合研究科社会

環境生命科学専攻・講師

13:30～17:00 セミナ一品舵編

17:30～ 19:30 交流懇組会

。主な活動 土呂久鉱毒事件（1986～90年）

／新潟県中条町ヒ索中毒患者調査（1987

～92年）／西淀川大気汚染訴訟（1990～

96年）／水俣病関西訴訟における証言・意

見書（1996年～）／杉並ごみ中継所問題に

おける証言・意見詰（1998年～）／たばこ

病訴訟における証言 ・意見書（2000年～）
8月29トI（ト！）

10:00～15:30 セミナ一応川編

・会場 …………柏戸・ Zピル（詳しくは品川j) 4階会議室A・B

・参加費 ・……・・ I Hのみは 1500円、 2卜11111通しは2000円

田申し込み方法 …哀而をご覧ください。締め切りは8月15卜｜です。

（主v催 〕 化学物質問題市民研究会／タイオキシン 環境ホルモン対策国民会議／止めよ
lニt ・11主 j う！夕、イオキシン汚染 ・関東ネッ トワーク／カネミ油症被害者支援センター／

＼ー／＼」／ 東京労働安全センター／労働者住民医療機関連絡会議／屯磁波問題市民研究会

化学物質問題市民研究会 E-mail：印刷ma@tc4.so-net.ne.jp 

〒136-0071 東京都江東区亀戸7・10-1 2ピル4階

TEL&FAX:03-5836-4358 PHS 070・5460-0568（醸原）
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特麋/全国安全乜ンターの厚生労働省交渉

安衛•労災法改正に向けて 思想的.根本的な議論を 
政策提言に建設的な対応を期待

古谷杉郎
全国安全センター事務局長

今年度の全国安全センターの厚生労働省交渉は、 
7月16日に行われた。厚生労働省側の担当者の都 
合で労災補償部関係の一部について午前中1時間 
行った後、従来どおり午後2時から4時の3時間行っ 
たので、合計4時間に及ぶ交渉となった。
主なやりとりは、8頁以下に報告するが、いくつか 

の特徴やトピックスについてふれてみたい。
情報公開

法令の解釈•運用指針は公開
この間私たちが力を入れてきたことのひとつが、 

情報公開を通じた労働行政の体質改善である。情 
報公開法が施行されたこくともあって、旧労働省時代 
から比べるとかなり変わってきたというものの、諸官 
庁と比べても、厚生労働省内においても、労働基準 
局の旧態依然たる姿勢はきわだっている。

その象徴のひとつが、厚生労働省のホームペー 
ジに「法令等データベースシステム」が構築されてい 
ながら、労働基準局関係の文書(とくに通達)がほと

んど掲載されないままになっていること。
省として2001(平成13)年7月31日付けで「厚生 

労働省における行政情報の電子的提供に関する 
実施方針」が策定され、「法令等の解釈、運用の指 
針等に関する」通達は公開するという方針が明定• 
公表されているのだから、それに従えと言い続けて 
きたが、改善されていない。
労働基準局内でも最悪なのが労災補償部関係で、 

「法令等データベースシステム」には、ここ7年以上 
の間における労災保険法関係の通達は一切掲載 
されていない。正真正銘のゼロなのである。
今回の交渉で労災補償部は、「広く国民の皆様方 

に周知させていただくのが有効であると判断される 
ものについて」のみを掲載するという回答をしたの 
で紛糾した。

また、どうも法令を制定•改正した場合の施行通 
達のみが対象になると理解している節もうかがえる 
のだが、1994年に施行された行政手続法では、申 
請に対する処分は「審査基準を設定し、公にする」 
ことと定められていることさえ、理解していないので 
はないかと思われる。この審査基準等が、「法令等
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左手前：井上浩•全国安全センター顧問、その右：天明佳臣•議長

の解釈、運用の指針等」に該当しないという理解が 
果して成り立つだろうか。
例えば、いわゆる労災認定は同法上の申請に対 

する処分に該当するが、労災認定に係る審査基準 
に該当するような通達を、この7年間にひとつも出 
したことがないという理解なのだろうか。
来年こそは同じ議論をしないですむように実績を 

示すよう要請しておいたが、仮に掲載ゼロという状 
況が是正されたとしても、掲載すべき文書の範囲の 
解釈をめぐっては、議論の余地が残りそうだ。
情報公開法に基づく開示請求をするにしても、情 
報(行政文書)の所在情報がなければはじまらない。 
本来その役割を果すべく整理されているはずの「行 
政文書ファイル」(厚生労働省では、http://koukai. 
mhlw.go.jp/p doc/download.htmlで検索できる)が 
現状ではほとんど使い物にならないので、結局、通 
達に関して言えHf、局部課等の発議•発送文書台 
帳を開示請求して、何が出されているのかを確認す 
る。その中から、「法令等の解釈、運用の指針等」や 
行政手続法上の審査基準等に該当すると思われ 
そうなものを抜き出すことによって、初めて所在情報 
を入手することができる。このようにして作成された 
ものが、7月号35-43頁に掲げた「労働基準行政 
関係通達」の一覧表である。

このすべてを開示請求しなければならないという 
のはあまりにも不合理であるから、一覧表を送りつ 

けて、厚生労働省の方で、「行政 
サービス」として提供できるものと 
そうでないものに仕分けさせてい 
る。現状では先方が「行政サービ 
ス」で提供できないとするものに 
ついては、開示請求手続をとって 
公開させてtゝる。莫大な費用がか 
かるばかりでなく、時間的にも長 
いものだと入手するまでに数か月 
かかる。

このようにして入手した情報を 
活用してもらおうというのが、全国 
安全センター「情報公開推進局」 
ホームページ(http://joshrc.org/ 
—open)なのである。

必然的にここでしか入手できない情報が、数多く 
公開されている。2003年分の労働基準行政関係通 
達も順次掲載しているところなので、是非ご覧になっ 
ていただきたい。新規に入手した文書等同サイトの 
更新情報と関連情報を配信するメールマガジン「情 
報公開推進局•新着レポート」の配信も開始したの 
で、ご購読を希望される方はオンラインで登録してい 
ただきたい(無料)。

リスク管理のレベルと優先順位
安全と衛生、対策の原則違う？
次期通常国会への改正案上程をめざして労働安 

全衛生法見直しに向けた作業が進められている。 
5月27日に、①「職場における労働者の健康確保の 
ための化学物質管理のあり方検討会報告書」が、 
また、8月18日に、②「今後の労働安全衛生対策の 
在り方に係る検討会報告書」、及び、③「過重労働• 
メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会報告書」 
が公表された。

④「労働者の健康情報の保護に関する検討会」 
も遠からず報告書をまとめる予定である。

また、これらの報告書も言及している「企業の社 
会的責任(CSR)」に関して、労働基準局ではなく政 
策担当官付の所管で、⑤「労働におけるCSRの在
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り方に案する研究会中間

報告書jも、6月25日に公

表されている。

予定される労働安全衛

生法見直しの大きな柱の

ひとつは、「リスクアセスメ

ントを基軸とした自主的な

安全衛生管理の導入Jな

いし「労働安全衛生マネジ

メントシステムCOSH-MS)
の導入促進」であると考え

られるが、このテーマを

扱った小木和孝氏(唄オ)労

働科学研究所主管研究員・元ILO労働条件環境局

長)の講演記録と合わせて、①②③⑤の報告書を

42頁以下に紹介したので、参考にしていただきたい。

交渉の時点では、①が公表されていただけで、ま

だ作業中の検討会が多かったこともあって、議論が

できなかったのだ、が、ひとつ気になる回答があった。

リスクアセスメントなりOSH-MSを導入するにして

も、そのこと自体が目的なのではなく、それらを活用

した対策 リスク管理をどう進めるかが問題なので

あって、①発生源対策、②伝播経路対策、③個人

保護対策という3つのレベルと優先順位を明示する

ことが重要であることを提起した。

これに回答したのが安全衛生部の計画課でも労

働衛生課でもなく、安全課であったということも特徴

的なのだが、その回答が、「ここで、言われている3つ

のレベルというのは衛生面の話だと思うので、安全

の分野ではマッチしない。機会安全では、①本質安

全設計(によるリスクの除去)、②作業マニュアルの

整備(情報によるリスクの低減)、③労働者教育、と

いうかたちになる」と答えたこと。

括弧内は私が付け加えたもので、①と②の聞に、

「安全防護等によるリスクの低減」を入れて、これが、

機械安全のリスク低減戦略の原則とされていること

は承知している。しかし、リスク対策のレベルと優先

順位ということで全く同じ思想に立つものとしちのが

私の理解であったが、あえて安全と衛生でリスク対

策のアプローチが異なるかのごとくとらえているとい

う事実の方に驚いたのである。
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最終回を除いて「今後の労働安全衛生対策の在

り方に係る検討会」を傍聴するなかでも、安全課が

厚生労働省事務方を代表するようなかたちで発言

することが多いとは感じていたが、そういう点も含め

て、報告書と議事録を読み直してみたいと思った次

第。小木氏が講演の中で、EUでOSH-MSの利点・

弱点の公開討議がなされるなかで、弱点のひとつと

して「健康リスクの相対軽視」があげられているとい

うことに通ずる問題もひそんでいるのかもしれない。

-・・・E温i正孟孟車韮主且盟・・・・
注文者の安全衛生責任

安全対策では、昨年に引き続き、 ETCレーン導入

に伴う高速道路料金所収受員の問題に時間をか

けた。

監督署や東京労働局との交渉の積み重ねの上

での昨年の厚生労働省交渉であっただけに、この

1年間、具体的な進展のない回答に、当事者の怒り

は大きかったが、実際に現場を見に行くことに含み

を残した。

前出の「今後の労働安全衛生対策の在り方に係

る検討会報告書」では、「施設・設備の管理権限に

関する安全衛生対策」として、「注文者による危険有

害情報の提供等」、及び「請負事業者に使用させる

施設・設備に関する危害防止措置の確保Jが掲げ

られている。



まさにETCレーン問題に適用すべきと考えられる 
し、待ったなしの対策を求められている現場に活か 
されない法改正であってははじまらないであろう。

また、「注文者による危険有害情報の提供等」は、 
アスベストが使用されている可能性がある建築物等 
の解体等に関して、当該作業に従事する労働者に 
対して、発注者にアスベストの存在情報を提供させ 
るというかたちでも適用すべきことを求めている。

アスベストに関連しては、原則禁止導入後の健康 
障害防止対策の充実ということで、特定化学物質等 
障害予防規則の改正も予定されており、その関係 
のやりとり等も行っているが、近く改正案を示してパ 
ブリック•コメント手続が実施される見込みであり、あ 
らためて取り上げることとしたい。

ハツリ作業者のじん肺、放射線作業従事者の問 
題については、資料提供等も含めたこちら側の具 
体的な問題提起に、誠実に応える姿勢が全く見ら 
れなかった。継続して追及していきたい。

労災保険法改正
御都合主義の検討会公開

労災保険法の改正も日程に上っている。7月5日 
に、「労災保険制度の在り方に関する研究会中間 
とりまとめ」が公表されている。これは次号で紹介す 
る予定で、内容としては、二重就業者、単身赴任者 
の通勤災害保護に係る改正が想定されている。

この発表にあたって、労災管理課は、同研究会 
が平成14年2月より9回にわたり検討を重ねてきた 
ことを明らかにしている。
実は、一昨年の厚生労働省交渉において、開示 

請求によって入手した労災補償部の発議文章台帳 
から、同研究会が参集されていることを知った全国 
安全センターは、研究会を公表し、何が行われてい 
るのか明らかにせよと要望したが、回答を拒否。昨 
年は、「審議会等会合の公開に関する指針」の対象 
となるのは、局長以上の決裁を得て参集したもので 
あって、同研究会は労災補償部長が参集したもの 
なので、「委員の氏名をはじめ当該会合については 
必ずしも公開する必要はない」と開き直った。

ところが、今年5月13日になって、同月21日に第 
7回会合を開催することを公表し、傍聴も可能とした 
のである。おそらくは、法改正を想定するに至って、 
非公開=秘密の研究会の報告をもとに法改正を行 
うことはできないと判断したのではないかと思ってい 
るが、御都合主義も甚だしい。
冒頭の通達の公開と根っこは同じで、労災補償 

行政の情報公開に対する姿勢を端的に現わしたも 
のと言ってよいだろう。

労災隠し

過去最高の送検件数
労災隠しについては、今回は議論の時間を持て 

なかったが、社会保険庁から、政管健保のレセプト 
チェックで外傷性傷病について本人に照会して、業 
務上•通勤途上のけが等であることがわかり政管健 
保の保険給付対象外としたものについての件数•保 
険給付費に関する最新データを入手したので、関係 
データとともに掲載しておく。

これによると政管健保のチェックで労災と判明した 
件数に顕著な変動はみられないものの、労働安全 
衛生法第120条「報告」違反による書類送検件数は、 
近年増加している。
労働基準局監督課は、昨年11月20日に「最近に 

おける『労災かくし』事案の送検状況」について発表 
しているが、2003年は1〜10月ですでに106件であっ 
た。交渉の場で明らかにされた年間件数は132件で、 
過去最高となった。監督課では、データを集計中で、 
何らかのかたちで再び発表する予定とのことであっ 
たが、送検件数が現実の労災隠し事案の「氷山の 
一角」にすぎないことを直視したうえで、排除に向け 
て新たに実効性のある具体策を示す、という点では 
無策に等しいばかりか、私たちの提案に耳を貸そう 
という姿勢も見受けられない。
東京労働局が、昨年3月に実施した「労災かくし」 

排除」周知•強化旬間で行った「労災かくし」ホットラ 
インに寄せられた事案がゼロであったことと、地域 
安全センターに寄せられる相談のほとんどが「労災 
かくし」事案であることを考えれば、監督機関が自ら

安全センター情報2004年8,9月号5



特集/全国安全センターの厚生労働省交渉
の蛸壺の中だけでどうにかできるものでないという 
ことは自明であろう。

石綿関連疾患の診断確定日等
過ちは遡及して権利回復を
今回の交渉では、労災補償業務の現場における 

明らかなミスが、二点取り上げられた。
ひとつは、東京労働局管内で相次いで3件起こっ 

た、じん肺合併続発性気管支炎の誤った不支給決 
定。「じん肺診査ハンドブック」に示された要件を満た 
しているにも関わらず、同一のじん肺診査医による 
「抗生剤投与という積極的治療が行われていないけ 
れば認められない」という勝手な判断に、別々の監 
督署長がそのまま従ってなされたものであった。

いずれも被災者が諦めずに審査請求手続をとり、 
原処分が取り消されたものの、あまりに明白なじん 
肺診査医の越権をどこでもチェックできなかった。
労働衛生課は、「再び起こらないように指導して 

いく」旨の回答はしたものの、具体的な対応を質す 
と、「会議や研修等を通じて…」というあてにならない 
答弁。「文書で通達せよ」との再三の訴えに、「(確約 
はできないが)それも含めて検討…」という方向には 
なったが、その場しのぎの印象はぬぐえない。

もうひとつは、石綿肺以外の石綿関連疾患一肺 
がん•中皮腫の「診断確定日」の取扱いについて。 
大阪や神奈111をはじめ、取り扱いを誤解している監 
督署担当者が多い実態が指摘された。
業務上疾病の「診断確定日」は、「医学上療養を 

必要とすると認められるに至った時期」=「当該業務 
上疾病であることが診断された日ではなく、現実に 
療養(医療)が必要となった時期」(理論と実際)、す 
なわち、一般的には「初診日」であるとされている。 
しかし、じん肺とその合併症についてだけは、「初診 
日」ではなく、「確定診断の根拠となった検査日」とす 
る取り扱いがなされている。
石綿肺の場合については、じん肺と同じ取り扱い 

がなされるわけであるが、石綿肺がん•中皮腫につ 
いても、石綿肺=じん肺と同じ取り扱いでよいと誤解 
しているのである。

大阪労働局管内でこの問題が2件続き、同労働 
局は7月12日付けで、「石綿による中皮腫をはじめと 
する業務上疾病の診断確定日について」という労災 
補償課長名の事務連絡を発出した(交渉時、本省で 
は、この内容を承知していないとのこと)。
各地の安全センターに問い合わせたところ、同様 

の誤解は大阪だけに限った問題ではないことが明 
らかになった。
職業病認定対策室は、「それも含めて、会議や研 

修等を通じて周知を図っていきたい」と答えたものの、 
「文書を発出して周知徹底」という要請に対しては、 
及び腰である。

この件では、関西労働者安全センターの片岡明 
彦氏が、交渉後、全都道府県労働局の担当監察官 
等に電話で問い合わせたところ、「正解」を認識して 
いたのはわずか2局だけであったという事実がある。
大阪労働局の事務連絡も、交渉後8月19日付け 

で情報公開法に基づく請求手続によって開示され 
た。しかし、この文書では、たんに「初診日」とするの 
ではなく、「当該傷病名を診断した医療機関の初診 
日」を「診断確定日=発病年月日」とするとしたうえで、 
なお書きで、「当該傷病名を診断した医療機関への 
転移前の療養までは、一般的には遡及しないが、 
検査所見や治療内容から明らかに当該疾病を疑 
い、関連する治療が行われていた場合には、転移 
前の医療機関の初診日を確定診断日と認め得る余 
地も否定されない」としている。

われわれは、これは本省の解釈例規等にもない 
不当な解釈であると考えている。そもそも発病年月 
日を、「初診日」ではなく「確定診断の根拠となった検 
査日」として、あるいは「最初の医療機関の初診日」 
ではなく「確定診断をした医療機関の初診日」として 
労災保険給付を行ったら、被災者の権利を侵害し 
ているという認識があるのだろうか。
間違った決定によって過少給付になっているとし 

たら、未支給分を遡及して権利の回復を図るの本筋 
であるが、実態がどうであったのかという調査をしよ 
うという姿勢すらない。中皮腫などの場合、「初診日」 
と「確定診断の根拠となった検査日」との間に数か月 
以上のタイムラグがある場合も考えられる。
実態は、不支給処分を被災者等が諦めているか、
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そもそも誤った理解で指導をして問題の期間に係る 
請求をさせていないという事例も多いと思われる。
石綿関連疾患一肺がん•中皮腫の労災認定に関 

しては、「確定診断日」の問題に限らず、石綿肺= 
じん肺を前提とした問題であるかのごとく勘違いして 
いる場合が多いことも指摘された。もっとも象徴的 
なのは、肺がん•中皮腫の労災申請に対して、監督 
署で判断せずに、じん肺管理区分申請の手続を求 
めるという対応である。
石綿関連疾患については、さらに、昨年9月に労 

災認定基準が改正されたものの、そこで示された言 
わば石綿関連疾患の診断基準に臨床の現場が追 
いついていない実態の矛盾が現出してきているこ 
とも指摘された。
確定診断のためのさらなる検査•情報を求める監 

督署と主治医•医療機関との板挟みになって患者や 
家族が困惑させられ、場合によっては、剖検によっ 
て確定診断を得てから判断すればよいと、患者を亡 
くなるのを監督署が待つというような非人間的な対 
応がすでに感じさせる事例すら現われている。
認定基準が改正されたばかりだからしばらく様子 

をみて…というような受け身の姿勢ではなく、いまか 
ら事例を収集•分析•周知して、対策を打てと言うの 
が要請の趣旨である。いずれにしろ、被災者と家族 
にしわ寄せが押しつけられる事態を回避しなければ 
ならない。

が出されていることを確認した。
すなわち、「本省においては、この判決を受けて、 

労災就学等援護費支給要綱等について必要な検 
討を行うこととしているが、当面の間の措置として、 
労災就学等援護費の審査請求について下記のと 
*り取り扱うこと」として、
① 労災就学等援護費の支給•変更•不支給決定 

は、行政不服審査法第2条に規定する行政処分 
であるものとして、審査請求の対象として取り扱う 
こと。

② 審査は、当該決定をした労働基準監督署長の 
上級庁である都道府県労働局長が行うこと。なお、 
再審査請求は行うことができないものであること。

③ 労災就学等援護費の支給•変更•不支給決定 
通知書には、「決定に不服がある場合には、決 
定のあったことを知った日の翌日から起算して60 
日以内に〇〇労働局長に対して審査請求するこ 
とができます。」という文を付記することにより審査 
請求の教示を行うこと。

④ 変更または不支給とする場合には、当該決定
の理由を付記する、または、理由を明記した別紙 
を添付して通知すること。

等を指示している。
この際、やはり長年の懸案のひとつであった、労 

働福祉事業すべてを、「恩恵」などではなく、「被災者 
の権利」として確立させるべきであろう。

労働福祉事業 労災認定
就学援護費は審査請求可能 最後は人間に対する愛情
外国人労働者の帰国後のアフターケアをめぐる 

やりとりから、労災就学援護金の支給を受けていた 
者が海外留学したところ不支給とされた処分の取り 
消しが争われ、同援護費の不支給決定は行政訴訟 
の対象となるとした最高裁判決(2003年11月号23 
頁参照)を受けた対応を質したところ、検討していな 
いわけではないようだが、あやふやな回答だった。
全国安全センターでは、昨年9月11日付けで、基 

労補発第091101号補償課長通達「労災就学等援 
護費に関する審査請求の当面の取扱いについて」

さて、交渉の報告としては、重要な問題をいくつも 
落としたままではあるが、詳しくは次頁以下の交渉記 
録を参照していただきたい。
今回の交渉でもっとも参加者の心を打ったのは、 

労災認定一労災補償行政のあり方を、多少声を荒 
らげて諭した、井上浩•全国安全センター顧問の発 
言であったと思う。それを採録して、締め«りとしたい。

「どんなことを言っても、強い人は救う、弱い人を 
少ないというのは駄目だ。それで人間か。法律でも、 
道徳でも、全部最後は人間に愛する愛情だ。」
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特集/全国安全センターの厚生労働省交渉

労働安全衛生.労災補償に関する要望事項と回答
2004年7月16日 厚生労働省1階共用第4_5会議室

|^A.全般的事項

1.情報公開
①厚生労働省の新着情報配信サービスにより、 
従来に比べ、厚生労働省のホームページの緊急 
情報及び新着情報の入手が容易になった。しか 
し、依然として通達文書(「事務連絡」「内かん」等 
含む)については、労働基準局関係の情報提供 
が不十分である。労働基準局とその全課室の発 
議、発送文書台帳は、毎回情報開示請求により 
入手しなければならない。厚生労働省のホーム 
ページの「法令等データベースシステム」に「法令 
等の解釈、運用の指針等に関する通達」全てを 
公開すること。

【労働基準局労災補償部補償課】
ホームページの「法令等データベースシステ 

ム」は、法令の他に、法令の解釈とか運用の 
指針等で広く国民の皆様方に周知させていた 
だくのが有効であると判断されているものにつ 
いては、掲載を行っていると理解している。今 
後においては、データシステムの趣旨を踏まえ 
て、国民の方に広く周知させてもらう必要があ 
るものについては、積極的に掲載を行ってい 
こうと考えている。
【労働基準局安全衛生部計画課】
安全衛生関係通達については、厚生労働 

省のホームページへの掲載については掲載 
があまりされていないという現状もあるわけだ 
が、従来から中災防に設置されている安全衛 
生情報センターの法令•通達に関する部分に 
掲載するようにしている。とはいえ、厚生労働 
省のホームページへの掲載についても引き続 
き努めてまいりたいと考えている。
【古谷■全国安全センター事務局長】
補償課の回答は間違っているので訂正して

いただきたい。「法令等の解釈、運用の指針等」 
に関する通達は公表することが厚生労働省の 
方針だ。補償課の方で、これは知らせた方が 
いいとか、セレクトしたり判断して選ぶものでは 
ない。違うか。
【労働基準局労災補償部補償課】
言葉としてはそうだが、通達の内容にはいろ 

いろある。広く周知させていただぐ"
【古谷■全国安全センター事務局長】

「広く周知させていただく」などと、厚生労働省 
の方針のどこに書いてある。補償課が省の方 
針とは異なる独自の解釈をしているのか。 
【労働基準局労災補償部補償課】

いや、そうではない。
【古谷■全国安全センター事務局長】

この3年間に補償課の通達がデータベース 
システムに何件のっているか。
【労働基準局労災補償部補償課】
細かく数えたことは…

【古谷■全国安全センター事務局長】
〇でしよ。何年同じ話をさせるのか。

【労働基準局労災補償部補償課】
今後はですから…

【古谷■全国安全センター事務局長】
去年も同じことを言っている。厚生労働省の 

方針を、なぜあなた方は従わないのか。毎年 
同じことを繰り返している。来年こそ従うのか。 
【労働基準局労災補償部補償課】
趣旨を鑑みて、掲載すべきものは掲載して 

いく。
【片岡■関西労働者安全センター】
掲載すべきかどうかあんたらが判断すべき 

ものと違うだろうと言っている。いつまでにする
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のか。

［労働基準局労災補償部補償課］

明記されているととについては、やる。

［古谷・全国安全センター事務局長］

安全衛生部の)jも去年と 緒だが、私たち

はやっていません、違うかたちで jD保してはい

るが、改書していきたいと。今年も厚恒労働省

のホームページの )jは改善されていない。

［労働基準局安全衛生部計画課］

+;.干載っているモのと載っていなし時のがあ

り、少なくとも安全衛生情報センターの )jで公

表しているように努めているので、同様に内部

で載せてしていくようにしていきたいと考えてい

る。

［古谷・全国安全センター事務局長］

これも過去と|司じ言葉だけではしょうがない。

［労働基準局安全衛生部計画課］

それは内部で徹底していく詩なので、そとは

私が全部作業するオコけにはいかないので、内

部で徹底させていきたい。

［古谷・全国安全センター事務局長］

総務課は～のところで同示請求のことだけ

を回得して、

いが、労働法準局の方針はどうなのか。厚生

労働省としての方針は明ら削こなっていて、私

たちは毎年お金をかけて開示請求をしている

から、「法令等の解釈、運用の指針等に関す

る通達」もたくさん出されていることも知ってい

るが、どうも労働基準局のなかでは守られてい

ないから、毎年こういう話をしている。もう来年

はこの話はしたくない。

［労働基準局総務課］

内部のシステムの話で申し訳ない、法令の

データベースシステム尉載はうちをJ l ! jっていな

い。直接官房総務課の )jとやるというかたちで

やっているのでコメントのしょうがない。

［古谷・全国安全センター事務局長］

労働基準情報システムといさ主主を労働基

準局の内部で独白でやっているが、厚生労働

省の方針である通述等江公闘が実現できてい

ないのに、 ゾJでそういうシステムができてい

る。 i、年のこの場では、官房ぽ託事課では、噂に

は聞いたことがあるが労働基準情報システム

の実態は知らないという訴も州てきた。乙うい

う事態が続くのであれば、ヘモヰまり金の使い方に

問題があるという話にならざるを得ない。l<年

はとういう議論をしないで済むようにしていただ

きたい。

［飯田東京安全センター］

「法令等の解釈、運用の指針等に関する通

述」については、数年来一貫して私たちがト、ソ

ブに掲げた要求として這っているにもかかわら

ず、民権局関係では、とくに労災補償関係では

出ているものは 0だとLめ話。しょうがないカも、

私どもで「情報公閣推進局」というものをつくっ

て、ホームページで開示しているオコけだ。毎年

江やりとりを議事録に伐して、きちAと引き継い

でほしい。担当者が変わったら、また最初から

という話ではないだろう。何らかの長止を示してい

ただきたい。

～また、毎年度、労働法準局長｛',の「斡督指導業

務の運営に当たって留意すべき事以」、労災補

償部長名の「労災補償業務の運営に当たって留

志すべき事項」が示されているようであるが、適

正な行政運営を促進するという観点力、ら、これら

の文書を公表するようにされたい。

［労働基準局監督課］

「監督指符業務の運営に当たって留意す

べき事項」には、当然、監督指導対象事業所

の選定方法だとか具体的な措置要領など、取

暫指導事務の実施内谷に閃する情報が含ま

れているということで、これを公にした場合には

こち:日コ昨督指導事務の千 J去が明らかになっ

てしまうということで、監督署の監督だとか股杏

とか逃れるようなことを存易にしてしまう、もしく

は助長してしまうといf三とかふ慌督指導業務

の適正な遂行に支障を及ぼすということで公表

することは適当でないと考えている。

［労働基準局労災補償部補償課］

「労災補償業務の運営に当たって留意すべ

き事項」については、労災補償行政において
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迅速かつ適正にそのうた務を実施するために、

行政機関の内部における内部的な規範を定

めたものなので、一般に広く公表すべきものと

は考えていない。ただし、もちろん情報公同法

に基づ、く開示請求があった場合には、今後と

も適切に対処してまいりたい。

③情報公開法に基づく開示請求において、全く

同一内容のモの、ないしは類似内容の文占の開

示を求められた場合には、闘不請求手続をとら

ずとも速やかに情報提供をfTうこと。

［労働基準局総務課］

私の方は事前のお話で基準局の情報公闘

についてのちえ )jについてということで、ご存

知のとおり情報公開法に某づく開示請求の取

り扱いは、基本的には通達・事務連絡等の~X

り披L叫ごついてはそれぞれの課で判断される。

～然のように倍初公明法第5 条の不開示事由

に該当するや再ゃについては厳正に審査させ

ていただいている。また、それに基づいて開示

決定を行っている。

［田中・えひめ労災職業病相談窓口］

4年前日労働省のときに交渉した際に、労働

法治幹督岩長が不支給決定した場台につい

ては、被災労働者には不支給決定通知書とい

う紙l枚しか送らない。したがって理F I lを明らか

にしてくオLと求めたところ、 3時は70 万件ほど

年|自lあるので非常に そういうことにお答えす

ることはできなしという答弁だった。その後情報

公開法が施行されたわけで、守正督者長が不支

給決定をした理山についての情報公閣を請求

すれば、山してくると理解してよいのか。

［労働基準局総務課］

実務的な話は私は答え巴れないが、情報公

開法の開示請求については、閣示請求人が

誰かというごとについては考慮、されないととに

なっている。したがって、仮に自分の請求の内

脊についての開示請求が行われた場合であっ

ても、あくまで第二斉か特定個人に対する情報

を求めて"る開示請求をしたと法律|解釈され

るわけであって、その場合は法 5条 l弓の不問

不情報に該当すれば閣不できないということに

なる。

［田中・えひめ労災職業病相談窓口］

労働保険審査会の再審査請求のなかで、調

書を公開しなさいということで、地元の労働局

を通じて、 i情報公開法で請求した。そのときに

労働保険福杏会の方から、まオlはl切下げて

ほしいと。相Jめてだから困るんだということだっ

た。労働早;1 1"恥督者長が不支給決定した理由

がわからないままに、最終的に労働保険高杏

会カら(口頭;蛍北陳述の)4週間前に資料を全

部送ってくる。情報公開法に法づ、く開示請求を

しなぐても、監督署段階で請求があれば出すと

いうのが当然ではないか。 貫性がない。

［労働基準局労災補償部補償課］

ィ、支給の理山については決定書にはあま

り詳しい話は書けないので、説明はこうしウ理

由で不支給にしたと、取習場でしていると思う。

どうして小支給なのかと尋ねていただければ、

監督署の )jは説明する。

［高山・東京安全センター］

なぜ聞きに来し通という態度なのか。

［労働基準局労災補償部補償課］

電話等でもそれは

［高山・東京安全センター］

どうしてそういう態度なのかと這っている。自

分たちでまず決定した理由を説明すべきだ。そ

れを、理由が出きたかったら、聞きに来いとい

う盗勢がおかしい。文書で山したうえで、さらに

聞きたかったら来てくださいというのならわかる。

［労働基準局労災補償部補償課］

繰り返しむなって申し訳ないが、説明する )j
j去にはいろいろある。われわれとしては今のと

ころ請求人の方に親切r寧に説明してく才lとい

う話をしている。

［田中・えひめ労災職業病相談窓口］

資料を出せとは書いていない。

Z 行政の運営方針・政策評価

(む労働基準局においては、毎年度の「地方労働

行政運営)j~1 Jを公表するようになっているが、
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この策定に当たり、方針案を不してパブリッケコメ

ント子続に準じた意見募集の子続をとるようにさ

れたい。

［大臣官房地方課］

地 )j 労働基準行政運営 MI全般につい

てだが、亡、京知のとおり、地方労働法準行政

運営方針を本省の方でつくり、それに基づい

て都道府県労働局で五情に応じた労働局独

白の運宵方針を策定している。運常方針そ

のものはパブリ、ソク・コメントにはしていない

が、そこに盛り込まれている個々の施策につ

いては、必要に比、じてパブリ、ソク・コメントな

りの拍聞がとられてL通るものと認識している

③ 2 00 1年度から実施されている「政策評価」を、

毎年度の「地方労働行政運営方針」及こ監督・労

災補償・安全衛生各業務の「運営に当たって也J

J吉、すべき事項」と有機的にリンクさせるようにし、

また、可能 tJ主眼り数値化できる H棋を掲げてその

達成状況を評価するようにされたい。

［大臣官房地方課］

本省で行われてIIる政策評価については、

それそ守れ政策に反映されているものもあるし、

行政運常方針の中にも取り込まれているモの

と14lっている。行政運営方針そのものにも、一

部の施策については今年かみ数何目標など

を軍事り込んでいるものなどもある。全てのもの

が数値 R様による定量的な評価ができるかど

うかという問題もちるとは思うが、運営 )j 主|に

ぷづいてちゃんと連常が行われているかどうか

各労働同においてフォローアッフOするようにと

いうことは、今後も指導していきたL辻考えてい

る。

［労働基準局監督課］

労働基準局の政策評価の施策目標として、

「公正労働条件の倖保・改善を|刈ξ 三と」とIIう
のがJ目げられているとニろだが、私どもとしては、

当然、「監醤指導業務の運営に当たって留意

すべき事項」とリンクしている宅ので庄ると考え

ている。また、監督業務の中で、例えば中告処

理という事案。これは申山受理があって初め

て実施されるところから、監督業務の特色とし

て受動業務と言われるものが非市に多くを占

めているというととろで、数値 U標を設定する

ことがなじまないとこぢうの方では考えていξ と

ころではあるものの、当然ながら監督業務が

|分な効果が上げられるよう耽督指導は行っ

てま LミりたいとJLLっている。

［労働基準局労災補償部補償課］

労災補償の関係では、政策 ～\I~価の施策 U

棋として、「労災保険給付の適正な処理を行う

ことによ℃被災労働者等の保護を図ること」とい

うモのを掲げており、とれについては、「労災桁

償業務の遥世に当たって留意すべき事項」と

リンクすべきものと考えているところ。ただし、労

災保険給付というモのが、労災保険が発生し

て被災労働者の方かう請求があった場合に保

険給付を行う義務が生ずるモのであるから、あ

らかじ民数値 U標等を設定して計｛曲するような

ことは凶難ではないかと考えている。

3目広島労働局の木正支出事件と再発防止策

について

①広島労働局の裏金作り事件発覚にともない、

職業安定部門にオ二ける'白白接待や土産、「借金」

等と L追う実態が明らかになっている。他の部局で

も同様¢ことがないか徹底して調査し全てを明ら

かにするとと。

［大臣官房地方課］ 

都道府県労働局に携むる職員の不祥事が

(一部聞き取れず)行政に対する|玉|民の信頼

を太きくJHなう問題であると認識しており、ここ

であらためてお詫び申し上げたい。

とくに今回の広島労働局における公金の不

正経理問題については、 7月30tl付けで処理、

3月5F 1付けで2人の職員む選戒免職にすると

ともに、 5月7口付けで出時の)ム島労働局の会

計担当者及び管理監督者4人を厳正に処分す

ξとともに、当時本省においても広島労働局を

指導する立場にあった斉についてもその指導

監督に小行財きがあったとして 4人を処分した

ところ。また、広島労働局の不iT経理に関連し
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て、ビール券、商品券、中元・歳"を受領した

り、広島労働局職員と懇親会を行い費用を負

但しなかった本省職以についても、捜査結果

に基づき 4 5人を|司じHに処分を行っている。

本省、においてはこうした事態を踏まえて、本

年4月から全労働局に対して適止な会古|事務

処理が行われているかどうかについての特別

監査を実施してきたところ。会計監査肉体は 7

月上旬に終わったが、その調査結果を取りま

とめ中で、調杏結果がまとまり次第ご報告する

かたちにいたしたい。

再発防止対策については、会百|事務処理

の適正化については、、λ|成 10年 4月に香川労

働局において同じような不適切な会計事務処

理、いわゆる預け金という問題があり、そのこ5

|噂に通達により指不をしているが、今般あらた

めで綱紀の厳在な保持及び会計処理の適iT
な執行について通達を発問して、公務比倫理

の徹底と綱紀の厳正な保持、会計の組織体制

の機能強化、契約事務の適正化、支払事務の

一層の厳栴化、公印等のi出止な管朗、予算の

計画的な執行、管理者等・下算または庶務担

当者へ正研修、内部監金の徹底を十分注;草

するよう指示してきたととろである。この通達の

趣旨を十分に踏まえて、今後も各労働局の再

発防止対策,::I)j全を期していきたいと考えてい

る。

［井上・全国安全センター顧問］

これは結局、いろいろ使ったのは税金では

ない。雇用保険料だ。それをわれわれは問題

にしている。労働者も半分を払った展川保険料

を使い込んだわけだ。広島労働局は、労働基

準局時代にも同じような問題を起こしている。

そのときには灰色の処分が出た。広局と愛知

の労働基準局が何下)Jという金を流し、やは

り本省にも還流していた。どうなったか。誰モご

存知なL功、ら驚くべきことをお話しする。愛知

労働基準局では結局減給処分にたくさんなっ

た。尾市局の徴収課長が台頭を取って、局で

は課長補｛!,以|、署は署長と次長に、その減

給分を補填するた訟のお金を拠出させた。その

お礼に靴下が配られたという。

4 労災かくし対策

む( 200 3年度、労災隠し事案の指l寺1'1数と司法処

分の件数を明らかにされたい。

［労働基準局監督課］

2003 年度の労災隠し事案正f'I数ということ

だが、ご耳主主防止は思うカえ年度でな統計はとっ

ていない。司法(処珂)とか指導の件数と, lうの

を、l'成 15年 1月 HJ から 12月 3HJ までの I年I~J

でみた場合の、いわゆる労災隠しというわけで

はなくて労働安全衛生法第 100条の報告義務

違反という意味での1'1数であれば、統計はとっ

ている。平成 15年 6りう首働安全衛生法 100条違

反事業場数は8 8 2 。合わせて労働安全衛生法

120条違反事業場数が5となっている。次に道

検件数 ロl法処分の件数が、同じように労働

安全衛生法 100条及び 120条とL行三とで、労

災隠しの事案に限るものではないが報告義務

違以として送致した件数が 132件となっている。

［井上・全国安全センター顧問］

労災隠しのi針金1 ' 1数はわかったけれど、起

訴卒、それから処罰内脊はどうですか。

［労働基準局監督課］

先ほどお答えしたように労災隠しという観点

だけのデータではないが、報山義務違反とい

う統計しかとっていないので、その範凶で 平

成 15 fドについては、労災隠しという点でのデー

タについて集計 '1'とご理解いただければ。この

場でいま答えられるのは、統計数値が倖足し

ている労働安全衛小法 100条、 120条の違反

件数とか送検件数だけ。どういうかたちで公表

するかも含めて検討中。

［井上・全国安全センター顧問］

それから労災隠しの事前の問題毛ある。化

亡事故の場台などは、例えば新聞には載る。

監督署はそれを見たら、死亡事故だから調べ

なければいけないと考えなければいけない。

ととろが、延岡i J " .労働県準常習岩。今年、用務

員の方が墜F存して死亡したのに、まったく調べ

にfTかなかった o 地 )j 公務員だから権限外だ
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とlLLったのだろう。柏の労働基準監督署も、墜

落事故で、調べはしたけれど、監督権がないと

間違った判断をしている。被災者は単純労務

者だった。監督権はあるわけだ。それかう越谷

の保育所での墜落の重症事故。春円音Eの監

督岩で、とれも転督権はあるのだけれど、どう

も監督権があるような姑肯はとっていない。労

災隠し以前に、すでに新聞等ではっきりしたも

のについても、調べていないという問題がある。

そういう点も少し考えてやってほしい。

( g )労災隠L事案(庶偽報件、労働者死傷病制作

書の未提出)の発覚は、ほとんどの場合、労災保

険の給付請求でのチエ1ソク、被災者からの申し山

等が端緒になっていると考えるが、その実態はど

うか。 方、本来、労災保険で治療すべきものを

社会保険で処理している場合が多いと考える。 i持
有する労災かくし事案に対しては、社会保険事務

所、健康保険組合、国保組合、I'k療機関等と連

携し、実効性ある防止対策に取り組むこと。

［労働基準局監督課］

いまは実態について事例を取りまとめてい

ているというような状況ではないので、広く

般論の内容で答えさせていただくが、要請に

も書いてまるように保険の給付請求でのチェッ

クというのは労災保険の lz:からの発覚の端

緒になりえるし、また実際に事故に遭われた

方からの中し出ということも発覚の端緒とし

て五態としてある。とくに五際に事故が起き

て事業者の方が労災を｛史わずにその場しの

ぎである科度まとまった金を払うなりして後は

これで済ませてくれと、その場で労働者の )j
も生活が岡窮しているという三とで納得してい

たものの、 11寺山がたつにつれて全然とても足

りないしどんどん不安が募るということから、

しまいには解雇されるという事態もあって、

監督署の方の窓円に相談等が。最初は解

雇という相談で;.kたような場合であっても、話

を聞いていくうちに労災隠しの事案が発覚す

るとか、または解雇という話は抜きに直接監

督署の )jに労災隠しがあるというような相談

等については、実態としてこれはある。一般

的にお答えすれば、そのようなことはあると

いうとと。

［労働基準局労災補償部補償課］

個別!のケースで労災保険で治療すべき補償

等にて恥て社会保険として話求されてL託事態

が認められる場合については、当殺事案を労

基署にまわしてもらう等、適切に対応してもらっ

ていると示知している。また、医療機関に対し

では、これまでも労災保険給十Jの適正に関す

る周知を行って、加えて医療機関に労災隠しを

なくすた此のポスターの掲示依頼、業務上の災

需により被災した労働者について監督署に相

談することを勧奨するよう依頼する等、労災隠

しの防止に力を入れてきたととろ。労災保険を

請求すべき事案をfE握した場合には、事業所

に対して適宜必要な子続を行うよう指導する等

労災保険制度の川知徹底に努めている。

［社会保険庁］

社会保険庁は政府管掌保険の保険者で

あるが、政官健保については全|玉154か所設

肯している事務センターの方でレセブ卜点検

を行っているo そのなかで外傷性の関係の傷

病｛',等については、被保険斉 受診された

方に対して、傷病の!京囚等を照会し、その内

零をチェックして、その原岡が業務上あるい

は通勤災害に該:目するものについては、医

療機関に対して健康保険給利の返還の手続

と合わせて労働基準監督機閣に通知する等

の指導を行っている。これについては、今後

も引き続き行っていきたいと考えているし、ま

た、事業主が集まる説明会等のなかでの周

知等も行ってまいりたい。

［古谷・全国安全センター事務局長］

レセフ下点検で判明した件数の最近のデー

タはお持ちではないか。

［社会保険庁］

いまデータは持っていないが、行日憶では、年

間約 6万件、保険給付余額で 20億円くらいで、

とくに最近増えているとかいうことはなかったと

思う。

安全センタ情報2004年 8.9月号 13



|特集/会国安余センタ耐の厚生労働省交渉 E

［保険局保険課］

私どもは健康保険組合 組合管掌の健炭

保険を扱っている。同様に、レセプト点検に関

する通知を出している。(よく出きl収れず)全体

のデータはとっていない。

［天明・全国安全センター議長］

とくに組合健保の担当の方にお願いしたい

が、労災隠しの乙とつの温床は事業所の附属

病院だ。少し前の話だが、ある忠者さんがやっ

てきて、その人は事業所の附属病院にかかっ

ていた。受診証をみせてもらったら、保険種別l
のなかに「課負抑」というのがある。この方は

ケイワンの患者さんだったが、 l止するにどこの

保険を使うのでもなく会社で払うとL、うことなの

だ、ろう。重点、的にチ工、ソクしていただくようお願い

したい。

③労働者死傷病報告占に、被災労働者本人及

び安全保i小委員会の労働者代表の記載内容確

認欄を設けること。

［労働基準局安全衛生部安全課］

死傷病報告については、労働者が労働災

当等により必亡または休業したときには、事業

者に報告を義務づけているというととで、報告

をしなかったり、虚偽の報告をした場合には同i
則を課している。労災隠しの排除については、

乙れまでもI~J知啓発に努めてきたが、また被災

者等カら保険給付の請求がなされたときとか、

あるいは災当の発生について情報を得たとき

に、肝 f督署の方で初告占が届け問られていな

いとか、あるいはその内容に食い違いがある

ということで虚偽報告のおそれがあるとLゅよ

うな場合には、事実催認を行っていξととろな

ので、今後もそうしたことで労災隠しの排除に

努めてまいりたいと考えている。

ご指摘の死傷病報告に被災者あるいは労

働者代表の確認欄を設けるということについ

ては、必ずしもそれでもって労災隠しの防止に

つながるかどうか疑問があるのではないかとい

うとこ弓と、また、以下のような難しいところがあ

るのではなL功、と考えている。亡とつUとしては、

実際に被災者が死亡してしまったり入院する場

合もちえられるので、被災者本人に確認を求

めることが難しい場台も怨定される。また、死

傷病報告の内容には被災者の伺人情報、氏

名、生年月円、傷病の部位等の個人情報が含

まれるというととから、県本的には他者に閣不

されるべきものではない。そういう観点からも

労働者代表向記載内存確認欄を設けξとIIう
ことtお壷切ではないのではなIIかと考えている。

④ 「労災隠し」撲滅の課題を政策評価の対象に組

み入れられたい。具体的には、ポスターの配布

枚数や説明会等の闘催|門|数・参加人数のみなら

ず、関連外部窓口も含めた相談受け付け件数な

どの数値U標を掲げ、検証・公表するようにされ

たい。その際、相談者の属fl及び伺談後の結果

の内訳等も公表するようにされたい。

［労働基準局監督課］

労働基準局の政策評『的政策円襟として公

王労働条件の確保・改善を図ること」といラモの

を掲げてお 13然そのなかに労災隠し対策に

ついても台まれてし通るものと考えている。労災

隠しの防止については、これまでも投働基準

昨督機関にキ3いて集団指導とか耽督指導を通

じて、あら11: ζ機会を通じて事業者に指導を徹

底してきでいるところであり、それとともに労災

隠しの事案が明らかに｝なれば司法処分を含め

て厳正に対処しているところでもあるので、今

後も強化、徹底等していきたいと考えている。

1 労働安全衛生法の改正

現在、「今後の労働安全衛生対策の在り)jに係

る検討会」等が闘かれ、労働安全衛恒法体制の

北l直しも含めた議論が千Tわれている。羽fT、労働
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安全街中it: fiに対し、次のように改正されたい。

① 労働安全衛生マネジメントシステムやリスクア

セスメン卜を導入するにしても、導入するとと白体

が円的ではなく、それ巳を活川した具体的な労災

職業病の予防、快適な職場環境の形成促進が

U的であるととを明確にさせるとと。

［労働基準局安全衛生部安全課］

労働安全衛生マネジメントシステムやリスク

アセスメントについては、～然実施結束を踏ま

えた改善を長伴繰り返すことによって、安全衛

生水準の向上を図る毛のであξという考えで、

現有も指針等に法づいて指導しているととろで

あって、したがって導入すること自体が円的に

なるということは考えていない。

②事業主江とるべきリスケ管理(対策)の原則

(1)発生源対策、 (2)伝播経路対策、 (3)個人保

護対策という二つのレベルと優先順位を明示す

ること。

［労働基準局安全衛生部安全課］

ととで言オコれている二つのレベルとtlぎのは、

主として衛十由の話だと思うので、私は安全課

の者だが、必ずしも発生源対策とかそういうの

は安全の分野ではちょτとマッチしなtlというふ

うに考えている。例えば、機械による災宵など

で言えば、まず初Jめに機械f ' : l休の本質安全化

をする、その次に安全な作業マニュアルを整備

する、そして最後に労働者、従業員の教育を徹

底するというようなかたちになるんじゃないのか

なと思っている。

③ (1 )矧 ξ権利、 (2)危険を避けξ権利、 (3)参
加すξ権利、 (4)教育・トレーニングを受ける権利

を柱とした労働安全街中に係る労働者の権利を

確立すること。

［労働基準局安全衛生部計画課］

制き収れず労働安全衛小法改正に10Jけ
て羽在行われている諸検討会の作業の説明つ)

④様々な法律・行政文書、固による監督、指導、

その他の労働安全衛生サービス等々の統合的

な活 JIJ戦略を確¥ r .して、 / 1 :体系のなかに明不す

ること。

［労働基準局安全衛生部計画課］

(前項と|可じく聞き取れず。 )

Z 首都高速道路の料金所の労災防止、安全

対策

① 首都高速道路の ETCv~ンで料金収受員の

死亡事故が続発している。 2 ω 2年1月志村料金

所E T Cレーンで収受員が進入卓にはねられ重傷

を負った心2日03年 12月にもJH浦和料金所E T C 

Lーンで死亡災害が発生している。しかし、未だに

道路公凶による効果的な安全対策がほとλどと

られていない。大半の収受員はE T Cレーン作業

では「こんな｛I事おっかない。早く安全対策を !J

と訴えている。厚恒労働省は |咋年来カものE T C

レーンの労災防止、安全対策に閣し、東京労働

局より初汗を受けているはずで庇る。厚生労働省

として、この問題をどのように検討したのか明らか

にされたい。

［労働基準局安全衛生部安全課］

まずご指摘の災需については、承知してい

る。災当を発生させた事業場に対しては、所轄

の関係局において必要な指導等を行っている

と聞いている。

指十l布されているような災当は、 般的に何か

G' eの作業を行う際に、 E T Cレーンに収受以さ

んが基本的に入らない それにはいろいろな

べ均 )jがあると思うが、人らないこと。その次に、

やむを得ず作業の性質上は入らなければい

けないような場合については、安全に作業が

行えるように作業子順を定めξことが、重要で

あると考えている。

いま現在も、国|交通省に話を聞いたりして

いる。今後、 ETCがあるのは円本だけではな

いので、諸外同の情報とかも収焦して、まず現

状について情報収集に努めでとJLLっている。

～現行、労働安全衛生法で規定された発作者、

施設管理者の安全衛恒管理責れは極めて限定

されている。そのため、道路公開は法的責任がな
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いことをもって、 ETCレーンの労災防止、安全対

策に取り組もうとしていない。今後 ETC機出の積

載率が向上するにともない、ますます料金収受

員の命が危険にされされている。厚十労働省は、

道路公同への指導を強化すること。

⑮発作者、施設管理者が「場としての安全衛生管

理」の責任を持つよう、労働安全衛桁法令を改正

すること。

［労働基準局安全衛生部安全課］

発注者とか施設管理者の長任については、

ご指揃のような件に限らず、日JIのところで検討

会(今後の労働安全衛生士J策の有り方に関す

ξ検討会)を闘いているので、そこで広範な仰

}.～から検討する予定である。

［栄谷・ハイウェー共闘］

このIUJ3年ほど束点労働局と交渉してきで、

去年初めてこの坊で E T C問題につLだ要請し

た。今日の回答は 3年間のやコ取りを踏まえな

い、内容のない|門|答であったということで唖然

としている。

ひとつは、去年お聞きしたのは東京労働局

の¥ r .場としては、やれることには限界があると。

現場で起きた事故等の防災対策について、発

作者としての首都高速道路公団に事業者責任

がないことは明確だかう、法令違反の足正勧

白書は山せないが、指導ベースでいくつかの

約束事を公団との聞で交わしてきたのだ品工い

ま道路公団の氏蛍イじということで予算の問題

とか機構改革の問題とかあって以占にされて

いる。東京労働局からは、法令の限界を超え

る問題について本省の安全課の方で検討願

いたいということであげたという報白を受けて、

去年もとの場で受けていると聞, lた。そのあがっ

た問題について安全課で 1"ド|山何を検討され

たのかということを聞きたい。

［労働基準局安全衛生部安全課］

まず法改正ム々とL追う視点では直慢話はあ

がってきていなかった。過去いろいろ公開に対

して束京局の安全課等から要請なりそうしたや

り取りなり、そオリこ対する|門|答:なり一定のスタン

スみたいなものは聞いていたが。法改正という
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のは最近、この1'1今にかかわらず、安全衛恒対

策の伝り )j検といさの立ち上げてやって, lるの

だが、そういう動きもあるので、この要請があ

る前にまた束尽同に連絡を収って現状等も聞

いたのだが、日JIの場で東京局として発注者に対

して何かやるには限界があるので本省に伝え

ξと言ったとその場で出いた。それに対する|門|

答が先ほどの、この件にかかわらず、発注者

の責任とか情干t提供とカヰこついては)ムい視点

から検討しているという

［栄谷・八イウzー共闘］

では東京局の方かう{日Iを要請されたのか。

［労働基準局安全衛生部安全課］

要請というかたちであがってくるをのではない

が、とういう事故が起きている、事政の概要を

教えてほしいとL追う汽当)1収りをして、その際に別

のところからこういうことを三われ、こういうこ

とを答えたというふうに聞いた。

［栄谷・ハイウ工一共闘］

それでは報告を受けただけではないか。

［労働基準局安全衛生部安全課］

報告と盟諸がどう違うのかわからないが。

［栄谷・八イウzー共闘］

去年から E T Cレーンでどのくらいの人がは

ねられて亡くなっているか知っているか。

［労働基準局安全衛生部安全課］

ちょっと全数については担保していない。

［栄谷・ハイウ工ー共闘］
知らないのだろう。 3人も死んで、その前に首

都内で重傷事政も起きている。 ETCレーンが

はじまる前から、当然こういう事故が起きるは

ずだと、そうLり職場ではおっかなくて働けない

と叫んでいるんですよ。それに対して発れ者と

しての公凶は、安全対策は必公だけれど、予

算がないからべもないと昌っている。予算かな

ければ安全対策をやらなくていいのかというと

とだ。その前提には、発注者で安衛法|の事

業者責任はなし功らということで居直っている。

東京局との問。:約束だ、って、単なる助再だろと

居直っているのをはっきり嗣いている。 rtfi改
iTの問題が 番重要になってくるオメすだ。先ほ



ど安衛i : i ;の改正ということでぢうと言われたが、

派遣労働者に直接,¥0らせる場合に当事者の

会社に責任があるととはわかりきっているが、

いったん請負や委託 首都高の場合は単な

る請負ではない。この問題についてまさに問題

怠識をもって、発 jで斉としてσ:公団の責任を問

えるようなかたちでの法令改正を台めて検討し

ていただけるのか。

［労働基準局安全衛生部安全課］

それは約束ではできないが、現状をいろい

ろ調べなければいけないとは当然思っている。

もう 3年間たってL唱と言われてて非常に巾し訳

ない気はするが、われわれの方としても国交省

などとも連絡も取っているのだが、なかなか本

～に膝をう足き台わせて話し台うような機会が

ちょっと持てないところが

［栄谷・八イウ工ー共闘］

今回の安衛法改止についても、この問題に

ついて入る余地はないですね。

［労働基準局安全衛生部安全課］

その問題に特イじしてはー

［栄谷・ハイウ工ー共闘］
し寸コゆる請負とか委託における発注者の責

任の問題。

［労働基準局安全衛生部安全課］

伝り)j検の資料を見ていただければわかる

カ1発注者の責任という視長では検討している。

ただどこの範岡まで、どういう業積、どう L追う分

: r r rといさことについては、ちょっとまだ明確になっ

ていないので。

［栄谷ハイウエー共闘］
問題意識を持っていなければそういうところ

へ入っていけないだろう。安全日県白身が ETC

レーンの安全対策の実態についてまず知って

いただきたい。

［飯田・東京安全センター］

在り方検は傍聴しているので、 7官注者責イT
のこともふれられていることは知っているが、

乙う, lう具体的な事案をどうすべきかというと

とを念頭に肯いたかたちで出していかないと行
けないと思う。東京局もfTかれてL沼討すだが、

全国の高速道路に E T Cレーンが導入されてお

り、これは全国的な問題だと言われているわけ

だから、まず一日現場に行かれたらどうか。

［労働基準局安全衛生部安全課］

そういうこ、若見は7其る。実際に目でみてみる

ことはよいとと。

［栄谷・ハイウ工ー共闘］

東京労働局の )jで行政指導ベースで助ー

していると言っているが、公団では両をくくって

いる。本省レベルでも行政指 l寺ベースというこ

とにはなりえないのか。

［労働基準局安全衛生部安全課］

なりえないことはない。ありえるが、やると約

束はできない。実態を踏まえて必要があれば

e 。スケジューりングまでは今日ことでお伝え

すξことはできないが、まず道路公凶に現状J巴

握という観点で話を伺いたいと思う。

［井上・全国安全センター顧問］

結局、詰)r則のある条文がないから｛可も言え

ないと百っているわけだ。しかし、労働安全衛

生法第3条でしヰナば、発れ者もいろいろとやう

なければならない。だからいろいろな勧告は十

分できる。引に柏の労働基準監官署はifrt山の

市役所に転督権はないと知っていながら、勧

告を出した。それは守派だ。だから同i則のある

条文がないからと逃げξのではなくて、勧奨と

いうのはそのためにあるのだから、ちゃんと責

任はありますよということで強く出ていく必叫が

あるんじゃないでしょうか。

［栄谷・ハイウェー共闘］
できるだけ早い|時期にやってほしい。

3目八ツ 1)作業者のじん肺対策について

ヨ>建設解体業に就労しているハツリ労働者にじ

ん!怖が多発しているが、衛生管理、労災補償が

立ち後れている。「はつり労働者の健康調査 52

事例江解析 2003 千円月 J(別途提供)が提言に

述べているように、全国規模の五態調金を早期

に実施するなどの対策に着手するととが必要で

ある。大阪府ではハツリ労働者からのじん肺管理

区分申請が数、別合とも相当数に上っているこ
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とが、本省に対してλ阪労働同担当部局よりここ

数年米報告されているはずである。しかるに、現

行の粉じん障害防止総台対策における重点対

策は、住設うたではトンネル一仁事がほり|一けきられ

ているだけであり、あまりにも偏った実態を無視

した重点、対策設定が行われてヰ却、きわめて問題

である。

③ハツリじんlIi市の存在、実態が量的、質的に深

刻であるととは、労働行政においてはほとんど認

識されていない。ハツリじん肺は重来者が多いこ

と、高齢化していること、アスベスト曝露によるリ

スクが重複しているとと、振動病や難聴という職

業'1" 1疾患が重なっていること、救済されていない

患者が多数にのぼっているとみられること、など

から、早急に対策を実施するととが必要である。

トンネル一仁事以外の建設業、とりわけ、ハツリ労

働者に閣する対策を重点施策として全国的に実

施すること。

［労働基準局安全衛生部労働衛生課］

ご存知のとおりハツリ作業を含めて、粉じん

作業従事労働者に対しては、呼吸用保護具の

使 JIJ等の予|坊対策をはじめ、じん肺健康診断

の実施等の健炭管理対策等の必要な措置を、

いま現有事業者に対し義務づ刊するとともに、離

職後においても、じん肺有所見者に対しでは、

健康骨理子l帳を交付し無料で必要な健成診断

を受けられる制度を設けているととろである。

また、じん肺の発十状況に関する実態調杏に

ついては、じん!防法施行規則第 37条に基づ、き、

事業斉は毎年じん肺に関する健康管理の実

施状況を報告することになっている。その結果

等によると、トンネル建設業以外の建設業に

おいて、平成 1 4年が忌析の宅のであるが、粉

じん作業従事労働者 10,849名、そのうちじん肺

健康診断受診労働者数7,140名、じんiJI市イl所
見斉数が44S名、新規有所見者の発生数は 21

名、と認識している。

［労働基準局安全衛生部労働衛生課］

ハツリ作業者も含めて振動病と難聴につい

ては、振動病については振動て具の選定 低

振動工只をできるたけ選定していただく、機械
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一仁具の点検・整備をきちんとしていたたいて振

動をできるだ九ナ減少していただく、ということを含

めた振動障害の総台予防対策 平成5年に

出しているので、これに基づいて実施している

ところであり、今後も引き続き指導してまい〕た

い。騒古障害について宅、騒音障害防止のた

民のガイドライン 、ド成4年に出している。これ

については、別表2において、コンク小一トブLー

カ一等のハツ 1)作業については、騒音発生場

所として、測定と測定結果に応じた対策を台め

た内零にしているので、事業者に対して周知徹

底に努めてまいりたい。

［労働基準局労災補償部補償課］

ハツリ作業者のじん!附に係る補償について

だが、じん肺起に係る労災補償については労

働基準法施行規則別表第 1の2の第 5号に基

ついて適切な処理に努めていξところであるカえ

八、ソリ作業従事斉というかたちにかかか3ず、

粉じん作業によるじん肺指等が発附した場合

には、所定の保険給付を行うこととしていると

ころである。

［片岡関西労働者安全センター］

健診卒の話があったが、届け山られている

事業場カtあって初めて健診率を云々ができる。

ハツリ事業者の中で何%くらいのた者がちゃん

と届け山ているか。沖縄県で聞いたらハツリ業

者で健診をやらなければならないのに、届け

て出ている業者が f ' Iモないと。全くJ巴握でき

てもいないのに、健診主主を云々ができるわけ

がない。八、ソリ労働斉が何人じん肺で死んだら、

何f ' 1裁判Iが起こったら、重点対策にするのか。

［労働基準局安全衛生部労働衛生課］

何人死んだらというわけではなくて、法体系

|は崩出を義務づけていて、これはおかしい

ということがあれば監管署に申白なりという制

度がありますので、巾告していただいて法違反

を摘発するというかたちになるかと以う。

［天明・全国安全センター議長］

ハツリ労働者の雇用実態についてどういう

担握をしているのか。だいたいは下請、孫請、

雇用実態がはっきりしないから、そのような回



答が出てくる。

［労働基準局安全衛生部労働衛生課］

もちろん現場に航督H去るいは労働衛生時L

門官等がいる

［天明・全国安全センター議長］

一般A' J t J : ? 'テマ工をい3べってもはじまらない。

ハツリー仁の履JIJ実態を調べたうえで、初めてハ

ツリ工のじん肺対策が山てくる。

［飯田・東京安全センター］

事前に「ハツリ労働者¢健康調杏 52 例の

解析」をお桜しして資料として読んでいただいて

いると思うが、とういう実態があるというととを

踏まえたうえで、どうアプローチしていくのか。

［労働基準局安全衛生部労働衛生課］

ご存知かと思うカ Lいま6次防 第 6次粉じ

ん陣需防止総合対策ということで、名同にお願

いして局ごとに計|向を組んでいる。その報山を

いただくようになっており、その中で一体どのく

らいの新規有所見者を出した事業者があるか

とかを把握するようにしている。それに基づい

て、各局がどのような対策を講じてきているカ¥

あるいは問題点は何かということを検討してい

きたい。お願いがあるが、ハツリ労働者という

くくりではなくて、建設業とかいうかたちで担保し

ているのでー

［天明・全国安全センター議長］

とりあえず建設業ハツリ労働者の実態が問

題だ。

4田原発被曝労災について

わ( l咋年度、原発作業者に充やした多発'1'1骨髄腫

が労災認定されfこ。これを受けて、多発性骨髄腫

を職業病リストに速やかに付け加えるとと。

［労働基準局労災補償部補償課］

労災補償の職業性咲病の範囲については、

労働法準法施行規則別友第 lの 2ととれに某

づく告不に不されているところだが、法令等に

只休的に列記されていない新たな疾病につい

て、省令あるいは許/J~に入れるべきか台かと

いうところについては、労働基準法施行規則

第 35 条専川検討会において定期的に検討を

行って、検討の結果に基づいて品商を諦じて

きているところ。今回の多発性骨髄腫に係る労

災認定において、～該疾病を業務上疾病とし

て新たに列記するか百かについては、次|門|の

労働基準法施行規則第35条専1J"検討会にお

いて検討する予定でいるので、その検討結果

を踏まえて対応することとしている。次|門|の専

1J "検討会は、年度内に開催する予定でいる。

晴催にあたっては、ホームページ等に掲載す

るというかたちになっている。

～この件に関連して、宿島第一原発における従

事期|山中に当時存在していたと内部告充されて

いるアルファ核種(主としてプルトニウム)汚染に

よって被災労働者が内部被眠していたととが指J宿

されてL渇。当該労災請求においても、重大な問

題として提起されたが、厚生労働省はこの件につ

いて未だに不同に付しているととは、見過ごせな

い大問題である。

当時の実態を可能な限り明らかにすることは、

古事者で主る東京電力、束芝等の不止行為を明

らかにするとともに、当時、重大な汚染の事実を

何も知らされないまま被曝させられた多くの労働

者の健康管聞にとって重要な志長を有している。

したがって、厚中労働省として、この問題につい

て、徹底した調査を実施すξとともに、これまでに

判明した事実を含めてすべての情報を明らかに

さオ Lたい。

［労働基準局安全衛生部労働衛生課］

特定の企業に関する事項については、法人

に関する情報で、情報公 H司法第 5条の問題も

～る。そういう観点から、詳細な事項について

は、との場で回答は差し控えさせていただきた

いとJLLっている。

昭和152年から 57 年当時、東電江福島第

原発においてアルファ絞種による IJ'i部被曝が

あったというこず指摘だが、このアルファ核種に

よる内部被曝については所轄署の )jで調査を

実施したというととで聞いているししかしなが

ら、ご指摘のような重大な問題の事実は、確認

することができなかったと聞いている。
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市離放射線降下害防止規則(',占離則)におい

ては、ご、指摘のと主力、内部被曝のおそれのあ

る作業に従事する労働者については、ト人I部被

曝線量を測定、記録、保存すξことを事業主に

義務づけている。また、内部被曝をしないよう

にするために、予防措置として呼吸保護具の

着川についても屯離則で義務づけていξ ので、

それらが徹底されるように指導しているところ。

放射線業務全般に係る安全管理について

は、労働安全街中i:i;と省高住則に基づき、各事

業者に各措置義務が課せられていξところで

あるが、原子力施設については、ノじ請と下請、

発注者、原子力事業者としめ閃係がある。惚

数の請負契約の毛とに事業がfTわれていると

いう特殊事情があるので、そのような場合につ

いては原チ )Jを設関してL渇事業者、首 )J会
社がそれに当たるむのことだが、労働安全衛

生法上のノじ方事業者、つまりノじ話というごとに

なるので、元首として悶係請負人に対して、的

確に法令が適用されるように指導なり援助を行

うごと、また原子力全体の安全管瑚が適切に

行われるように下防的な管理をしていくように

ということで指導を実施しているところであるの

で、引き続き法が遵守されるように、指導して

まいりたいと考えている。

③有:観的に発がんリスクを有すると認められるア

スベスト曝露作業者やJん肺有所見者などと同様

に、欣射線作業従事離職者に対して労働安全衛

生法上0:健康管理千帳を父付する制度を新たに

設けて、放射線作業従事者の健康管理対策を行

うべきである o欣射線被曝によるがんは長期間

の潜伏期間を経て発症する場合が多いとと、多

数の原子 )J発d屯所等でも放射線作業者カ'iijMA
な数になってきている。被災労働者保護の矧l.J
から、健康管理手帳の父付を行うこと。

［労働基準局安全衛生部労働衛生課］

政射線業務については労働安全衛生法及

び電離放射線障害防止規則(電離則)によ以

何々の放射線業務従事者につき、被曝限度

を超えないことが、事業者に義務づけられてい

る。これは、懲役十jきの詰)i則になる。そのi堅守

が徹底されていξところであって、健康管理子

帳による離職後に健康管瑚が必要とまではい

えないと、私どもは考えている。違法があれば

摘発するというスタンスで苛>っていξので、ご協

力いただきたい。

［片岡・関西労働者安全センター］

今までの労災認定された人で、違法な被爆

線量を受けた人はいたか。

［労働基準局］

それはー。いないと信じている。

［片岡・関西労働者安全センター］

いないのにがんの患者が山てL渇のではな

いか。そういうことを踏まえて健康管理千帳が

必 l止と言っている。それなのにあなたは違法の

被爆はないから、健康管理子l阪はいらないと

育っている。回答になっていない。適法な被爆

線量であってもりスケが反ることが証明されて

きていξということを言っていξのだ。回得げよっ

てないだろう。はぐらかしだ。

［労働基準局安全衛生部労働衛生課］

はくらかしとは思っていない。

［片岡・関西労働者安全センター］

いつから曝露の違法flが健康管理手帳を

つくる要件になったのか 0 %年もやる。?を面目

に考えてほしい。

5目石綿による健康障害防止対策について

① 吹き付けアスベストの主る建物等の解体等の

作業屈は義務とすべきである。吹き利けアスベス

トのある建築物等の改築工事は、リスクの高い

危険な作業である。既に改築時の吹き付けアス

ベスト飛散が問題となったえ尽K保古、園の裁判

で、発注者と建築業者共同の責任が 2004 年 4月

の和解で倖定している。吹き付けアスベストのあ

る建物等の解体等の作業は、規模必1'1をとわず

すべて作業計l向をたて作業届を提出する対象と

すべきである。

［労働基準局安全衛生部化学物質対策課］

建築物江解体作業'1'に吹き付け有祈』の除
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去作業を行うという場合については、規模を問

わず、労働安全衛生法第 88 条第4項に基づ

く百|画の届Hiを義務づけているととろ。

③有綿使用の状況の謝金には 定の資格を要

件とすべきで去る。石綿使用状況の調査は、その

後の作業計画均、ら作支出、建築リサイクル法に

よる分別や廃棄にいたる判断の最も重要なもの

である。判断が適切かつ修実でないと、その後の

過料でλきな問題となるわけで、 定の技術正も

ある毛のが担当すべきである。「建築物等の解体

等における石綿使用の状況の調査Jr作業百|画

の作成」は、一定の技能が必l立であり、一定江特

別教育を受けたものとすべきである。

［労働基準局安全衛生部化学物質対策課］

建築物等の解体等における、｛J綿の使 JIJ

の状況の調査、作業計|同lの作成については、

一定の資絡を要件するかどうかについては、

今後検討することとしたL止 ιlう。また、一定の

知識をイlする作業主任者が作業の)ji去を決

定するというととから、その段階で調査、芹|画

が適切かどうかある科度、判断されるモのと考

えている。

③ ガイドラインへのパブリ、ソケコメントと2年に 11nl
の見直しを明記すべきである。今後作成されるガ

イドライン(調査方法・作業百|回・作業届・粉じん

防止対策)の内容が極めて重l止である。ガイドラ

インの作成は、各 )j面に十分d首見聴取をした後

に決定すξ 三とと、今後2年に 1回は見直し、改善

することの担保をとる必山がある。

［労働基準局安全衛生部化学物質対策課］

ガイドラインについては、具体的な内容も全

然決まっていない段階で、今後検討すξことに

なる。ガイドラインを策定した場合であっても、

パフ、リック・コメントの必要性というのは判断さ

れていない。( 市出き収れず)

るのに、 30 年では発病11寺には廃棄され保存され

ていないことになる。作業語録等の保存期間は

疾忠の発症を考えると「足終 H暴露から50年」とす

べきである。

［労働基準局安全衛生部化学物質対策課］

現行の作業についてから 30 年というのを、

それぞれの記録の作成の都度 30 年に改める

ことによって、発症時において(聞き取れず)も

のと考えている。

⑤粉じん対策の原口JIにそった順番で、現場で五

行口J能な対策をとるべきである。防じん対策は、

1)粉じん作業の減少と隔離(手ばらし解体及び同

口部養生等)、 2)伝播防止(局所排気装置の活

用と飛散防止抑制剤の散布)、 3)倒人保護具の

活 JI J (マスケ着JIJと作業着着JIJ)でまる。大規模ビ

JLのアスベスト含イj建材対策として、子ばらし解

体及びf,~U部養生、局所排気装置のj舌用と飛散

防止抑制剤の散布、マスケ着 JIJと作業着着川は、

既に実施されている。しかるに粉じん防止対策と

して、 1 )作業着着用、 2)散ノド、 3)マスク右用が予

定されていると聞いている。散水は改築|持には難

しい)j法であるし、個人保護只に依存する提案

は阿凶0;作業者に粉塵を飛散吸入させるモのと

なる。現状の対策を後退させる提案は変更すべ

きである。

［労働基準局安全衛生部化学物質対策課］

大規模ビルのアスベスト台有建材対策として

1) ~3) で示されて L 渇対策がとられているとい

号ととだが、解体L 事と, lうのは大規模ビルだ

けではなく、当然小規模の建築物等もある。法

令は全ての規模の解休工事について、規制を

するもので主るので、粉じん対策は?M潤化、保

護具等の着川ということを考えている。当然、

大規模ビルでfTわれてし渇対策は法令以上の

対策を行っていただいているモので、今後も引

き続き行われるものであると考えている。

④作業記録等0; 早存期間は疾忠の発症を考え

ると「最終曝露から 50年」とすべきである。発病ま

でのj衿伏期は平均 40年、最大 50~óO年とされ

⑤発注者責任の強化が必要で主る。現状の防じ

ん対策の進展には、法的規制J・ライセンス制・監

督の強化・技術的)j法論以外に、発注者の責任
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の強化がなければ、建築業者では解決できない

課題が多い。新築と込みで改築や解休が発注さ

れる場台に、改築や解体のコストが|分百|上さ

れない実態が知られている。違法で事を強いる

発注者にたいする処罰等がなければ、コストの

点での改書が行われにくい内容である。

［労働基準局安全衛生部化学物質対策課］

発注者責任ついては、労働安全衛生法第

3条によって、建設上事の注文斉等11事を他

人に請け負わせる者は、施一仁方法、一仁期等に

ついて、安全で衛生自Jな作業の逐fTをそこな

うおそれのある条件を附さないように配慮しな

ければならないとされている。なお、労働安全

衛生法は、労働者の女P全と健康を確保するた

民の事業者のぷ務を県本ということにしている

ので、発注者に詰Ji則を課すということは、この

趣日から困難であると考えている。

⑦特化則改正に伴い、監暫署における監暫責

任の強化の観点を盛り込まれたい。既にある特

化則第38条の 10が|分実施されていない理由

として、改築解体|時の監督項Hとしての指符がわ

ずかであったことが指摘されている。今回の改iT
にあたり、改築汝び解体上事の際の斡督との連

携が重l止であり是非実施が望ましい。

［労働基準局安全衛生部化学物質対策課］

特定化守物質等障害予防規則第38条の 10

において、事業者は、建築物江解体等の作業

を行うときは、あらかじめ有綿の使用状況を調

査し、その結果を記録しなければならないとさ

れてお人伺別指導、監暫指特等の機会を通

じて、指導を行ってきたところ。今後とをこれら

の指導を徹底していくとともに、石綿に係る健

康障需防止対策の強化をいま検討しており、

その周知を含めて、今後徹底していきたいと考

えている。

［永倉・アスベストセンター］

特化則*38条の 10のところで指導・監督さ

れているというととだが、実績がどのくらいある

かということを伺いたい。それと、実際にて事

現場にfTって事前のアスベスト謝金をしたかと

出くと、ほぼしていなLミというのが実態だ。一仁事

の前のアスベスト調査がされないと、それ以降

アスベストが野放 Uこなってしまう。中間処分場

でも粉じんが出っぱなしになってしまうという実

態をとめようがほい。監醤の徹底を要請したい。

他にもいろいろあるが、長近の事作"uでいうと、

J R所管の駅の周辺の内装一仁事で乙どい一仁事

が行われていて、事前のアスベスト調査が行

われていなかった。その上事では、天 )1裏にア

スベストがあったのだが、その下の天井板を外

すだけならアスベストをいじらないわけだから

対策はいらないかと言うと、天 )1板を外すだけ

で、相当のアスベスト粉じんが出ることは確認

されている。そういった違法な工事現場でのア

スベスト対策とL、うことをもう一度見直していた

だきたい。

［労働基準局安全衛生部化学物質対策課］

指導実績と青う仇第38条の 10でどiJ".くら

いという1 ' 1数では(統計を)を取っていない。た

だ、高l金については、十分でないということが

あるということについては聞いていて、それで

省令改正内谷も検討していて、調査をしてアス

ベストがあるということを確認して解体等をす

るような方向でまとめているので、ご開解いた

だきたい。

⑧ 規模要件をso平方メートルとすべきである。 3C的
、'l方メートル(約 9 0 t半)の規模必1 '1では、商庖や

マンション等の改築工事の多くは適用外となる。

しかしとの規模でのアスベスト含有建材の飛散は

高い事が想定される。改築を考えξと、ヌ) 、ド方メー

トルとし、多くの工事を対象とすべきである。

［労働基準局安全衛生部化学物質対策課］

作業の計画は、規模を問わず、全てのて事

を対象としている。そのなかで作業の届山を、

300平方メートルとしているのは、規模を so 平
方メートルとすると、対象の1'1数がとてもに多

くなって、届山を受け付ける監督署の業務量を

考えると現実的ではない、というととで判断した

ものと考えている。
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［古谷・全国安全センター事務局長］

先円、左官用モルタル混手 11斉脚アスベスト含

有のととで発友があったが、結局あれは 10 月
lt1から禁止にはならない。

［労働基準局安全衛生部化学物質対策課］

そうですね。

［古谷・全国安全センター事務局長］

だから労働安全衛生法施行令での禁止の

規定の11方を、 10の製1f1 1についてだけ栄止す

ξむのかたちだと、こういうこ引の問題が出

てくξのではなL功、と指摘してきたオコけだ。左官

用モルタル出和剤にアスヘストか必要だとは考

えていないだろう。

［労働基準局安全衛生部化学物質対策課］

そうですね。なくても(I分)。

［古谷・全国安全センター事務局長］

だカミらアスベスト含イj製品の謝金江時に引っ

かかっていれば、栄I上になっていた。

［労働基準局安全衛生部化学物質対策課］

そうですね。こちらも全ての毛のを把握でき

なくて。経済産業省さんが言っていたものに刻

して{干たしていたというところがあって。

［古谷全国安全センター事務局長］

指摘していたとおりのととが同てきたわけで

あって、これからも出てくると思う。やはり、禁

止の仕)jを抜本から、病予を認めるもの以外

は全て主主l上するかたちにした方がよいと思うの

で、ぜひご検討いただきたい。

労働安全衛生法の比直しが予定されている

わけで、との機会にいま動いている検討会で

検討している以外の課題についても、盛り住む

ことをぜひ検討していただきたい。すでに話さ

れているように、検討会の報件』の骨子家を

見てL氾と、 r主主者による危険有需情報の捉

供等と請負事業者に使用させる施設・設備に

関する危害防止措置の催保といそのが入って

いる。アスベストについても、建築物にアスベ

ストが使われていないかという危険イl吉情報

を作業者に提供させるということに使えないか

と思う。せっかく法改正が了'定されているのだ

から、また先の機会と三わずに、盛り込めるよ

うなかたちで検討していただきたい。

1 じん肺合併続発性気管支炎の労災認定に

ついて

①昨年、東京都内rJ:複数rJ:労働尾市恥督署は、

じん肺合併続充' 1 "1気管支炎の労災請求事案を

不文給処分した。原処分庁は、「じん11市法で認め

ている続発性気管支炎は、市町菌感染などで増悪

した気道!感染は抗1 ' i ' i lJなどの投与で改菩しうるこ

とを前提に合併症と挙げられていξと理解してい

るので、そのような碕械的治療の開始時期が合

併府の|時期と考えたllJという束点じん肺診否俣

のd首見により、当該疾病を続発性気管支炎とは

認めなかった。しかし、いずれの事案も審査話求

においてJ尿処分)Tの決定収り消しとなり、業務|

浜病として認定されている。前述の東京じんl附診

査医のd意見は、じん肺診査ハンドブ、ソケに示され

た判定基準を再定していξのは明らかである。厚

生労働省は、あらためでじん肺合併続発性気管

支炎の労災請求事案において、じん肺診否ハン

ドブッケに示された判定基準に基づき判断するよ

う全|玉|の労県岩に指導を徹底するとと。

［労働基準局安全衛生部労働衛生課］

ここでこや指摘の事案については、本省として

も示知している。じん肺の合併屈の労災補償
|の～1(り扱いについては、従来か己研修や会

議の場を通じて周知を図っているところだが、

今回のこの事案を踏まえて、今後さ日こ泊止な

遥 JIJを図ってLミくこととしている。

［飯田・東京安全センター］

とれについて東京管内においてわれわれ

が妃握していξのは、 3什。続発'VI気管支炎と

しての診断基準を満たしているにもかかわらず、

続発性気管支炎ではないとして不支給処分を

受けている。それで禅杏請求をして、 3{'［とも原

処分取り消しとなっている。これはー昨年米か
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らなで続けに起こったことで、各署との話し合

い、交渉、そして昨年末と今年に人ってからも

東京労働局との公捗という経過を経て、今回本

省の方にもこの問題をあげている。

問題になっているのは、東京におけるじん

肺診査医の4吉見というものが決定占の中に州

てきている。従来、『じん肺診杏ハントブッケ』に

示された疾の量ゃ性状に基づいて、続発性気

管支炎の半 11断力ミなされていたはずでi l ' ;る。とと

ろがこれによらずに、「積極的な治療」が行わ

れているかどうかとLη判断基準を設けて、た

またま抗生剤の投与がないと, lう事実をもって、

不支給処分がなされている。結果的に審杏請

求によって牧消かなされたが、今後このような

ととがまた起きないとも限らない。いずれの岩

もじん肺診杏院の意見をそのまま受け入れて

そういう決定を山していたということを、われわ

れkとしても重大視して、岩や局と¢間で訴をして

きたわけだが、やはり本省からきちんと、*尽

だけの問題ではないと思うし、診金医に対して

ハンドブックに某つ手いた半11断を行うよう指等し

ていただく必l立があると考える。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第二係］

これまでも指符は継続してしてきたが、今 Inl
の3件の事例があったということを踏まえて、そ

の指導は徹底していとうと考えている。

とくにこの1 ' 1について通達等は出していない

のだが、会議や研修等の際に、今回の件を踏

まえて指導していくというかたちで考えている。

［天明・全国安全センター議長］

神奈川では今江ところそうLウ事例は山てい

ないが、非感染性の炎症は数限りなくあり、抗

干物質を使っていなければ駄 Rだなとと円走

るようなじん 11市診査医が現実にいるわけだか

らやはりきちっと文ムトで指導していただかない

と、また|司じような問題が起こって、審杏請求を

するのでは時間もかかる。はっきりしていただ

くよう要望する。

［斎藤・リサーチセンター］

埼玉労基署から、胸部工、ソクス線写貴から
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は続発fl気管支炎とは認められないというえ

書が斗えたという事例がある。それについては問

違いだったということになったが、東京以外で

も、『ハンドブ¥ソケ』どおりに続発刊気管支炎を

認めないという事例があるので、文書を山して

指導してほしい。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第二係］

文占をf十!して指導するかどうかとL、うことは

この場では明確には中し|げられないが、事

実、そういう取り消しが 3件あったといさことは承

知しているので、それを踏まえた指導の｛I方を

していくと、今考えてL喝。

［天明全国安全センター議長］

胸のレントゲンだけでは続発性気管支炎を

診断できないのは事実。疾の刊状、量力、らいっ

てこれは続発性気管支炎と判断するということ

は、『じん肺診査ハンドブック』にも占かれてい

る。それを守れとし追うことは周知徹氏してほしい。

［古谷全国安全センター事務局長］

何か朗自がaるような気かするのだが。例

えば、珪肺労災病院で江研修会等で誰かがそ

のような話をしたとか。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第二係］

私どモの )jでそのような話は存じあげない。

個別の事実がなぜそういう結論になったかとい

うことについては、情報もないですし、伺別事

案なので私どもから申し上げられないが、少な

くとも今言われたようなととがあったかどうかは

認識していない。何かあって、今|門|の 3刊の原

処分が起こったかどうかは・

［古谷・全国安全センター事務局長］

厚恒労働省職員への周知の問題とじA肺診

査医の問題とある。

［飯田・東京安全センター事務局長］

束尽の場合、審査官の決定書を見ているわ

けだが、じん 11i市診査医である東京労災病院健

康管開センターのA先生の志見』に長ついて、

不支給処分が出されている。『じん肺診否ハン

ドブック』に基づかない勝子な解釈と判断で,首



見を言っているがゆえに、守:て続けにこういう

ことが起こった。全て同じ診査医だ。とくにじん

肺診査医に対しては、 『じん肺診査ハンドブ、ソケ』

に基づいた意見を述べるように、通知していた

だかないといけないのではないか。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第二係］

じん!附診査医に対する指導は安衛法の )j
(安全衛生部労i出衛生課のJ百~)になってしま

うが、少なくともまず職員に閃しては、こちらか

ら周知徹底を行う。今あったお話については、

抑ヨ者の方に伝える。

(職員に対して)今のところえ書を出すかどう

かとしち話は持ち上がっていないのだが、今明

子専できるのは、そういう事案があったととを踏

まえた指専を行っていくということ。こういうお話

があったということは持ち帰るが、結県としてど

うなるかは今は

［飯田・東京安全センター事務局長］

東京労働局とは毎年交渉を行っていて、じん 

肺合併症の労災認定については、岩によって

対応がまちまちで非常にまずい対応もしている

と再三言ってきたことゐ補償課との問では、とく

に続発性気管支炎に関する労災認定業務に

ついてのマニュアルをつくって得署の職員に対

して指導すべきであξということを古ってきた。

そして、わかりましたということで、マニュアルを

つくξという話になっている。しかしながら、また

今回こういう事態が新たに生起するとはどうい

うととなんだとしη話で来ている。そう, lう経過

もあるわけだから、本省の方でなんらかの形

で通知をするというかたちで、また同じ問題が

起きるのではないかとい号ことも付け加えてお

くので、それを踏まえて対応してほしい。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第二係］

今 Inlあったことの教訓|を踏まえて、指専はさ

せていただく。

［飯田・東京安全センター事務局長］

それがどう行われたか、局・署での対応にも

反映されると思うので、われわれとしても比極

めさせてLミただく。

2目石綿による疾患の労災認定について

ヨ>ィコ綿による疾患の労災請求に際し、いまだに

じん肺管理区分決定申請の子続を求151)る労基署

がある。とうしたととのないよう全岩に指導徹底す

ること。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第二係］

イ」綿によるじん肺府と併発刊肺がんを除く

合併症については、原日11的に、じん!附の管理

区分の決定を受けたうえで、業務上について

の判断を行うことになっているので、じん肺管

理区分の決定を受けていない )jについては、

じん肺管開区分決定の申請を行うよう求めて

いるところ。

主主はこれ以外の原発性!怖がんあるいは 1''

皮脂等の業務上外の判断にあたっては、じん

肺管理灰分の決定を弘げ!としていないので、今

後とも、適iTな運用が図られるように、努めて

まいる所存。

② 1' '皮腫、 JJi市が/しの認定基準では、有紳』の職業 

収露作業照は要件を満たしていても、胸膜プラー

ク、七綿肺の所見がなく、アスベスト小体・繊維が

ない場合は本省防局げよってL泊。本省肪設では、

どのような事頃を協議するのか。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第二係］

石綿による疾病の認定暴慌について、肺が

ん及び中皮腫の労災認定にあたって、際学的

所見が認められない場合においては、本省に

協議するとととしている。～,省に協議がなされ

た事案については、業務|外の決定を行うに

あたり、慎重な判断をfTう必要があるというこ

とから再度これまでに収集した調査資料を検

討して、必必に応じて追加調査や専門限への

照会等をfTっている。

［片岡・関西労働者安全センター］

曝露暦の問題だが、 { i綿曝露暦はあって、 

石綿曝露所比の認められない事案が、具休的
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にもう何 f［か出ている。場合によっては、胸膜

生検を監官署の)jから半強制的にさせられる

とカ¥認定が遅延して胸腔鏡検査におけるサ

ンフ。ルの再検査を求められたりとかいういろい

弓な事態が生じていξことは、たぶ/しご存知だ

と思う。まだ死人が州ていないのでそんなに大

きな問題になっていないが、一醤危航するの

は、例えば胸膜生検をどうしてもやってくれとい

うからやるととにして、その後あっという問に中

皮腫が全身にまわって死んでしまったとか、そ

ういうことが山るまえに何とか考えてほしい。

との件については一つあって、ひとつは修

定診断をどのレベルで求めるかということ。乍

存していて病状の関係で 1［1皮腫¢特殊染色所

見がとれないという方がいらして、しかも臨床

院としては、特殊染色以外の諸検査や臨床診

断に基づいて悪性 1［1皮腫だと確信して、治療

をしている忠者さんの労災巾請について、労災

認定できないという事案も出てきてし渇と思う。

僕もそうLの患者さんを知っている均、らわかる

のだが、そういう忠者さんが、現場では全く指

不されていなし通ので、ある患者さんに対しては、

監官署はもう不支給にすると亘っているとか、

頭のいい労災課長だったら、いったん取り卜げ

てくださIIという扱いをさせるとか。患者の側力、

ら言うと、最後に誤診だ!ったとL行ことがわかれ

ば、そうでしたねで終われは九兆立と。おたくら

が求める確定診断のレベAと、現状における

臨床の坊の 1［1皮腫の診断・治療のレベルが隔

絶している医療機関だ、ってあるわけであって。

そうしりときにおける対処の仕方に本当に幽っ

ている。

もう亡とつは、中皮脂だという確定診断があ

るにもかかわらず、またィコ綿の曝露暦もある

にもかかわらず、なんとか有綿小休をみつけ

られないかとか、胸膜肥)字班がみつけられな

いかということを、～1'懸命本省協議の中でも

上からの指示で昌ってきているのだというよう

な話を聞く。

この一つの問題を解決しないと、中皮腫の

患者さんは勝負が早いので、ご家族は経済的
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に恵まれない状態の人が多いので、そうする

とオ災保険の本米の目的に台わないようなこ

とが生じているので、早く対処していただきたい。

先ほど公式には曝露暦だけでは駄 Rで、関連

所見が必要なんだという回答があったが、それ

はわかっている。しかし実際の運用をどうする

かということについては、ちょっと考えてくれな

いと。例えば、確定診断と曝露暦だけあって、

足後にやはり誤診だとオ;かつて不支給とした事

例が実際にどれくらいあるのか。ほとんどない

と思う。逆に、認定を絞っていて、化んで解剖l
して石綿が州てきて認定した事例の方がj土倒

的に多いと以う。そういうことの検討を本当は、

石綿認定基準の検討会でももう 度やっても

らいたい。 ｛同Jかする気はあるのか。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第二係］

今のところ再度石綿に係る検討会とL行の

は予定はしていないが、伺~rJの対応ということ

になると、やはり有綿小休等でできるだけ追い

かけて、どうしても駄Uだというととになれば、

特別の判断にどうしでもなってしまうというかた

ちだと思う。 9月に認定基準が改正されて、いく

つかそういう事案があがってきているというと

とは、お屯話でも伺っている。ただ現状で再度

の検討会ということは予定していない。

［片岡・関西労働者安全センター］

首話では、追っかけるだけ追っかけて、やは

りみつからなかったけれど、不支給にしたもの

は、今のととろないという話だったですよね。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第二係］

具体的に原処分がどうなっているかは全て

をfE握してL三村fではな, l,(しかし、 )知る範

囲では承知していない。

［片岡・関西労働者安全センター］

そうであるのなら、一つひとつの事例をきちっ

と現場に流してほしい。こういうケースではこう

した。長終的に石綿 Ult民所見は催認できなかっ

たが、曝露暦と中皮腫の確定診断だけで業務

上の認定を山した事例がaるということを、情



報として現場に流してほしい。

［飯田・東京安全センター事務局長］

中皮脂の巾詰・認定件数は現に増えている

し、これか3ますます培えるだろうと予想される。

まず乙とつ、 '1'皮腫の確定診断をどこまで求め

るかというとと。 H民館の事実はあっても、胸膜

肥厚却 fや｛i綿小体だとかの所見がない。また

Il i市の組織が必ずしも十分とられていないという

場合もあるわけで、その場合には本省協議と

いうかたちで、いくつかの事例があがってきて

いるわけだが、そこでどういう協議がなされて

指導されて返っているのかが、全くわれわれに

はみえないということ。りん｛百jではなし止言われ

ているが、どう L、うふうに協議されているのか。

追いかけられるだけ追いかけろと青われれば、

そオリまやるしかないだろうが、最終的に何日リ判

断といったときに、何をもって決めればよいの

か。現場でも初めての経験が多elと思う。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第二係］

具体的な事案についてどう指導しているの

かというのはお答えできないが、資料を全てあ

げてもらって、追加の調査が必要であればそ

の指示も問すし、また医予専門家に照会が必

些であオリ立、照会していただいて、その結果を踏

まえて個別の判断とLのかたちになる。 j占栄の

後にどうといそのは、まだ確立されている状態

ではないので、どうしても僻別の判断をさせて

いただいていると Lη 回答になってしまう。

［古谷・全国安全センター事務局長］

私たち自身、実際に経験する中で対応のイ士

)jができてきているところがある。 '1'皮腫の相

談があったら必ずすかさず会いに行くというと

とも、このI~J確なされてきた原則のひとつ。来

月会いに行こうなどと思っていると亡くなってし

まっているかもし才げよい。もうおわかりだとは思

うが、きわめて早 L功、ら、会いに行って本人か

ら聞ける話は聞いておかなかったら、後では聞

けなくなってしまそと Lゆととは、かなりたたき込

まれてきた。私たちの足場のないところには、

誰がどうやってfTくのかという話になっている。

そういう実態を踏まえて考えていただきたい。

新しLヰ否定基準でいろいろなことがすっきり

した反目、いま話が問ているように、医師の理

解や本人の状況などからL追って、確定診断を

要求される規定でできない臨床の引場もいろ

いろある。とれにどう対処していくのか。

下手をすると、引き延ばされて、亡くなってか

ら解剖すればよいじゃないかと、役所の )jが亡

くなるのを待っていると受け取られたら足悪で

すよ。きわめて非人|自l的な対応だと、すでにい

くつかの事例で感じられている被災者や家族

の方モいると思う。診断ができないので庄れば、

亡くなってから解剖して確定すれは ;e 'e'んじゃ

ないですかというような、化ぬのを待つ労災認

定行政になってしまう。

下後のJILさを前提にした速やかな対応、I'k
師たちにどう対処していったらよいかなど、ぼ

ち;王ちとういうふうにしていとうという話を, ' 1 " ,し

ていかないと現場が混乱するのではないか。

そ江ことと、毎年言っていることだが、認定基準

の検討会の先生方も』いたりしゃべったりして

いるように、やはり認定f'1数が少なすぎるとい

う認識をまメうためて持ってほしい。 昨年の'1'
皮脂死亡斉数が8 1 0人、ほとんどがアスベスト

が原因というところはいいだろう。労働者でな

い人が少しいて、労働者であっても労災保険

の対象でない人がノ少し、それでもかなりの部分

が労災保険の対象だろうということは、誰が考

えても思うだろう。 11市がんがその倍あったとして、

(中皮!悼と肺がん合わせて) 7 7件というげ忍定件

数)のはいかにも少ない。請求が出されてから

でないと対応できないというのが従;kか巳の回

答だが、そfいう女｛)~;と、死んで解剖して(修定

診断が)明らかになればいしミじゃなし功、という

対応と和泊じるところが山てきでは困る。

［天明・全国安全センター議長］

実際、の臨床の場で中皮腫の診断をそう安易

につけているはずはない。診断は難しい。!附

がんでモない、結校性胸膜炎でもない、様々な

除外診断の中でム綿の曝露l哲があることも踏

まえて、臨床医はかなり悩んで診断していると

安全センタ情報2004年 8.9月号 27



|特集/会国安余センタ耐の厚生労働省交渉 E

j心う。その辺の臨床院の判断を尊重するような

行政の対応が基本的に必要だと思う。 '1'皮腫
を知らない医師の方がまだ珍しくないわけで、

かなり検討した末につけた診断なのだカ治、い

いカ斗ず/しなことで引き延ばされたらかなわない。

［片岡・関西労働者安全センター］

言われるとおりだと ιlう。 λきい厚中年金の

病院でl年くらい'1'皮腫の診断をつけられて、

抗がん斉lの投与を何クールもやって。大Lさ

んで、｛J綿ボードを切る現場にずっといる。労

災申請を山したが、主|生検しかしてLぜよいので

特殊染色所見が, ' 1 " ,ていないので、局医からス

トッフ。が出た。内々に同院の方かう胸膜寸寸先

をやったらと、うかという話をされたり、僕らもしか

たないカもしたらどうかと青うけど、ノト人が納得

いかない。それどうなるのかなと以っていたら、

本人が胸膜生検をする決惹をして監督署の窓

uに行った。そとの次長が州てきて、不支給の

決定をするところだ、ったと言われたとしの。とり

あえず不文給は保留にするという話になって、

本人が病院に行って先日近議中央病院に入っ

て、それで外科に行って胸膜中検をしてくれと

百ったら、これは全Mの子術をした) jがいいと

青われて全摘の手術にかかった。全J両手術を

しようとしたら、もう憾着して出血がひどくてとれ

ない均以斗結局胸膜生検だけして帰ってきた。

そういう経過をなぜ乙の人がたどらなければ

ならないのかということを、全然伐は理解でき

ない。その問、監醤署が何かしてくれたのかと

青えば、特殊染色の結果が州ていないから、

いくらベテランの外科医が中皮腫と診断をつけ

たとしても、と。 )jで、近畿 '1'央病院の院長

は大阪のじん肺診査医もしていますカL乙れは

そこの先干の言うとおりだと。たしかに特殊染

色所見は山ていないけれど、だいたい '1'皮腫

だと考えてよいと青う。いま特殊染色所見の結

果を待っているが、ワリを食うのは全部、患者

と家族だ。

もうひとつは、遺族の方が、中皮脂だという

確定診断があって、死亡診断書にも中皮腫と

記載されていたという例があったとする。特殊

染色をやっていないこともある。過iえにも特殊

染色所見がなくても、総合判断して業務上と認

定された例が主ると思う。都道府県によって差

が出るのも問題だし、モと毛と厳しいところに合

わせるというのも絶対無理が変るし、どうしてく

れるのかというととだ。

つい最近あったのは、業務|の復命書を係

長が書こうとした直前に、局医がデータを此で

この人は特殊染色をやっていないじゃないか

とス卜、ソフ。がかかる。手術をしていて楳本が残っ

ていたから、その段階でやってク口の判断が山

たから、 3然すんなりいった。その時点で灰色

とか情ましい結果が出ていたら、どうしていたの

か。

現場の人はほとんど未経験の人が多いし、

経験した人だって自分で経験したことしかわか

らない。だからせめて処理した事例を研修会で

ちゃんと報告するとか、速報で各省の｝D " l者に

流すとか、あるいはわれわれのように患者と付

き合っているもののヒアリングをやξとか、もう

少し事態に対処するやり方があるのではない

か。認定対策室で一人か一人の担当者が一

生懸命にやって対応できる事態ではないとい

うことは、たぶんわかっていると思さので、ぜひ

お願いしたい。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第二係］

認定基準が改正されたのがり月なので、その

後職員に対する研修など行っているので、明

催にどんな話をするかというととは申し上げら

れないが、適正な処理をするための周知徹氏

は図っていくつもりである。なにぶん認定基準

が改止されたlまカ叩であり、先ほど若下話があっ

たが、患者数に比べて認定f'1数が少ないとい

うことも、医師の '1'で '1'皮腫のことをご存知な

い方もいるという話モあったが、医僚機関に刻

する認定基準改正についての周知広報は継

続して行ってし、くつもりである。

［西田・神奈川労災職業病センター］

中皮腫の認定にかかわる問題で付け加え

たいのだが、 '1'皮腫の確定診断円から労災の
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支給をするとIゝうふうに誤解している労基署が 
かなり、神奈川レベルでも多い。これは本省に 
も再三問い合わせをしているが、あくまでも療 
養の必要になった時期からということで理解し 
ているが。神奈)［Iという中皮種がかなり多い県 
でこういう実態が多いわけだから、全国的にも 
これから増えていく中で、認定した後の支給開 
始日の扱いをあくまでも療養の必要になった時 
点からということで徹底されたい。確定診断は 
非常に遅れる。場合によっては半年、1年かか 
ることもあるので、さかのぼって支給するように 
本省の方から徹底していただきたい。
【労働基準局労災補償部職業病認定対策室 
認定業務第二係】

それも含めて適正な処理について、会議や 
研修の際に周知を図っていくということとしたい 
と考えている。
【片岡■関西労働者安全センター】
今の話とからむが、大阪の羽曳野の監督署 

の事件と淀川の監督署の事件の診断確定日 
の問題で問い合わせがあったかと思う。初め 
両監督署とも、胸膜生検をやった日を診断確 
定日とすると言っていた。現場では、じん肺と同 
じにやったらいいんだろくらいにしか考えてい 
ない。局の監察官を通して本省にも問い合わ 
せをして、昨日の段階で大阪労働局から事務 
連絡で、文書で各監督署の方に通知がなされ 
た。大阪局の事務連絡の内容は、本省では把 
握しているか。
【労働基準局労災補償部職業病認定対策室 
認定業務第二係】

それについては、今は把握していないが。 
【片岡■関西労働者安全センター】
局の主任監察官と担当監察官は、本省の方 

にどうすればよいか問い合わせたと言ってい 
て、結果がその事務連絡になった。文書になっ 
ているので、本省の方から文書で大阪局に回 
答したものかどうかは聞いておきたい。
【労働基準局労災補償部職業病認定対策室 
認定業務第二係】

こちらから大阪局に対して、その件に関して 

何か文書で回答を出したということはない。 
【片岡•関西労働者安全センター】
大阪局の事務連絡の骨子は、確定診断を 

した医療機関の初診日を診断確定日とするこ 
とを原貝として、遡及はしない。遡及はしないけ 
れど、場合によってはする余地もある、という 
書き方になっている。問題の二人の件につい 
ては、とりあえずそれでカバーされるのだが、僕 
はこれはおかしいと思う。一回大阪局の文書 
を入手して検討していただきたい。一人歩きし 
てしまう。『理論と実際』の記述からしても、確定 
診断をした医療機関の初診日だっておかしい 
と思う。局でも言ったのだが、テクニックの問題 
ではないのだから、総合判断してできるだけ被 
災者の不利にならないようにするという原則を 
立てたうえで、例えばこうですよというふうな通 
達の出し方ならわかる。

おそらく日本全国同じだと思う。優しL祖当官 
や労災課長なら、それはもう初診日からだとやっ 
ているかもしれないが、なれていない者ならじ 
ん肺に準じた扱いをしているだろう。
兵庫でもこの間それがあった。兵庫東監督 

署で、たった2週間のタイムラグでも、初診日か 
ら認定せずに、検査日から支給決定を出して、 
後は(不服があるなら)審査請求でやってくれ 
という対応だった。それは、労災課長が代わっ 
て、支給決定が出て、不服審査を取り下げた。

そんな状況だから、中皮腫と肺がんについ 
ては、取り扱いを丁寧にやれという趣旨で早く 
文書を出さないといけないと思う。過去、これ 
でだいぶ被害を受けていると思う。知らなかっ 
たら、そういうものかと思ってしまう。
【飯田■東京安全センター】
要請事項には入っていないが、関連する問 

題で現場レベルでは重要だ。
【労働基準局労災補償部職業病認定対策室 
認定業務第二係】
運用レベルで対応がおかしいということがあ 

れば、適正な指導をしなければいけないという 
ことは当然ですので、大阪局の話は今初めて 
聞いたので、そこの部分は確認させていただく。
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［飯田・東京安全センター］

少なくと毛検金円からというのはおかしいの

であって、それがなぜそうなったかと言えば、じ

ん肺のやり方をそのまま持ってきたわけで、明

らかにおかしい。

［古谷・全国安全センター事務局長］

問題の所在はおわかりになったでしょう。先

ほどの要請項目の①の問題も含めて、石綿に

よる肺がん・中皮II ! I iが、じん肺を前提とした問

題かのようなとらえられ方がいまだに残ってい

て、じん肺管理区分申請をやってみたり、じん

肺だけに特別な診断修定日の取り扱いをヨて

はめたりとしゅ話が引きずられている。

ひとつ整理できるのは、有綿による!附がん・

中皮l悼をじん肺と切り離すという認識を徹底さ

せないと、たぶん|司じ問題が繰り返される。

［片岡・関西労働者安全センター］

症状催認口など、すぐに文』を附すべき問

題だ。 2週山くらいだったらまだ:いLゆもしれな

いが、 3か月も4かけも問があいてしまったり、

病院を定才つってしまった弘前の病院で抗がん

剤でも入れられていて、次の病院で確定診断

が山たら、大阪局のような文書があれば、じゃ

あ(労災保険は)そとからかという訴になってし

まう。

［飯田・東京安全センター］

との問題も、後で催認させていただく。

業燃が明らかであれば、業務上疾病として認定

すること。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第二係］

労働者災需補償保険は労働基準法  75条の

使用者の災当補償責任を担保する毛のであっ

て、業務に起凶するととの明らかな疾病につ

いて、労災補償の対象としている。

石品,?, I=:よる疾病の業務上外の認定要件は、

石綿日暴露作業に従事したことのみではなくて、

{ i綿曝露の事実に加えて、 {i綿曝露に起因す

る浜病であるということが必要になるものなの

で、これを裏づけるためにも医学的所見は必

要となる。

3 外国人労働者に関わる事項

①厚生労働省は、外国人研修生であっても、研

修内容の実態を調査し、それが就労にあたるか

どうか、日JIち労働者刊の有無について、 1985 't
労基研'1'問報白基準に基づき判断すること。

［労働基準局監督課］

外国人研修中は出入国管理及び難民認定

法上報酬を受ける活動が禁止されていること

もあり、一般的には労働某準法上の労働斉と

はならないが、実態によっては、労働基準法|

の労働者に該当することとなる場合毛ある。実

態によって労働某準法上の労働者と判断する

際には、 1985 fド労働基準法研究会報告を参

考にすることも、当然あるといううふうに認識

している。

［重松・全統一］

外国人研修生に関しても咋年と全く同じ回答

内容だ。実態に即して考えるという、その実態

とは{可か。使川者も実態は労働者だったと認め

ている事案であっても、労働者と認めない。

［労働基準局監督課］

まず労働者.1'1については、ご指摘いたた丸ミ

た 1985年の労基研報告ををとに・ 0・。ただ外国

人研修生に出入同管聞及び難民認定法上報

酬を受ける活動が禁止されていξことがまずあ

るので 。ただひとつ百えξのは、外国人であ

ろうとな均、ろうと、労働法準法上はば引をしてい

ないのでー。ただ研修平とL追うことに限定すれ

ば、やはり 義的に即労働者になるかぶりと、

そうではないと思う。実態によって判断するとい

うのは、私も現場で何人も労働者の実態に慢

してきたなかで、やはり請負とかの区別が非常

に不明催じなりつつあるし、委託との関係でも。

非常に実態に応じてというのがどういうことか

とご質問されても、実際に労働者に労{勤者と話

をしてみないとわからない。一義的に定義する

のはやはり難しい。

［重松・全統 ］
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賃金ももらっていた、残業もしていた、とした

ら労働者ですか。賃金と書いてある。

［労働基準局監督課］

賃金も、賃金かどうなのか検討しないと。賃

金という名目であったとしても、それが労務代

償性を帯びているのかどうか。

［J 11本・神奈川労災職業病センター］

研修生の五態について把握しているのか。

馴修生はそもそも労働者じゃないという規定で

きているから、伺別の事例があがるためにドタ

パタしている。

［労働基準局監督課］

認識不足で、そういった実態調査が現実に

行われているかどうかは承知していない。

［J 11本・神奈川労災職業病センター］

当事者の研修中がここに来てしゃべれれば

よいが、監督署に申白にl<れればよいが、三

えないから会社が好き放題やっている。厚労

省と入管のはざまで、入管の方は、適正に研

修をやってなければ困ると吾っているだけでお

しまい。そちらがやるしかない。

［飯田・東京安全センター］

法務省でも指導してい&謝金していると三つ

てはいるが、事業所に立ち入れるのは、やは

り監暫署だ。研修中は、いずれ技能実習寸てに

なる。実習生の労働条件の最低基準が守られ

ているかどうかは、あなた方のやるべきi1事。

実態としては研修乍あっても、実習サてになって

も働き)jが変オコっていない。伝留資格上の地

位が変わるだけ。そういうのが多いから、何度

も問題にしている。

いま再審金請求にかかっている事件でも、

新潟で起きたインドネシア人的「修生の労働斉

'VIを争っている。そうL追うのを踏まえたうえで、

どう彼ら、彼火たちの実態を判断するかという

とごろに踏み込んでやらないと。とれからどん

どん増やそうとしてし渇のがH本政府の施策な

のだから、ますますこういう問題が起きてくる。

［労働基準局監督課］

現実的な対処方針としては、へ当まり本人がそ

ういったかたちでお話できない場合には、本省、

としても積極的に監督署が対応していると認識

しているので、申し訳ないが、いまの労働者性

の実態についてはどういうことなのかというと

とにヨミては、様々な研究会でもすーちあげる(べ

き)ものなのでで。時代によっても変わり得るも

のだと、私は理解している。

［飯田東京安全センター］

裁決例ゃ裁判所の半Ij断例カ丸、くらかあり、

またその後、千間詰けや芸能人とか加味され

ているとはLミえ、現状では1 9 8 5 年の中 IUJ報告

しか判断する基準がないではないか。それに

法づいて判断すれば、制作室生であっても、労

働者刊を持った人たちがたくさんLミるということ

である。

［労働基準局監督課］

こ、指摘¢と;才弐)、平成5年 10月6tJの525号
通達は、いわゆる外国人研修生について、原

則は祭I上されているとともあり、一般的には労

働基準法|の労働者にはな己ないがと前世き

したうえで、そこで踏み込んで実態によっては

労働法準法上の労働者性に該ヨするとと宅あ

りうると。現実には労働者刊の判断において、

まさにこ干叶自のとおり、 19R5 年の労基研報白

をやはり現場でも対比、したうえで判断している。

② 昨年 11月4円、広島県の'1'谷造船て昔日きた爆

発事故で死亡したフィリピン人制修生に対しては、

その実態を十分に調査し、他の従業員と同様に

作業していたので正れば、労働災主として取り扱

うとと。

［労働基準局労災補償部補償課］

世空白~な局面で亘えは、労働者カx五青求があっ

て業務上の災害と認めらオれば、～然労災認

定されるということだが、個別江ケースなので、

個別手案についてのコメントは、差し搾えさせ

ていただきたい。

［飯田東京安全センター］

今回この問題を山したのは、個別事案だと

育っているカL ①で議論した実態を踏まえれば、

外国人研修平であれ、 H本人の下語、孫請労

働者と混然ー休となりながら、乙とつの現場で
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仕事をしているとL追うのが実態。

その'1'でも'1'谷造船所は最悪の事業所だっ

た。かつて事故も何回も発生していて、その中

に現場に実胃小、研修桁も送り込まれている。

そこでこういう被災事故が起きた。

ノド人は亡くなっているから、労災の請求のし

ょうがない。フ fリヒザンにいるご遺族が請求を

あげてくれという話になるかもしれないが、事

業者がやる場合モあると以前答えた行政の方

がいたが、こういう事業所で事業所が手続をす

るだろうか。そこまで踏み込んで、なぜ監督署

が調査をしないのか。どの程度調査したのか。

［天明・全国安全センター議長］

これだけの事例なのだカ渇、個別事例でも

きちっと調べて、あらかじめ提附しであるのだ

から、きちんとした本省としての姿勢を示すべ

きだ。

［労働基準局労災補償部補償課］

J巴握はしている。労災保険給付については、

請求に基づかないと

［天明・全国安全センター議長］

様々な問題を合んでいる外国人労働者の問

題だ。もう少し積極的な姿勢で取り組まないと、

信頼を失うよ。

［飯田・東京安全センター］

本人は亡くなっている。遺族は外国だ。それ

でも請求がないと何もしないといそのでは、彼

は死にJ員だ。

［重松・全統一］

白分σ)I :li lじゃないところで、仙修に来て死ぬ。 

そんなことが一度と起きてほしくないのだ。

③外|玉|人労働者に対し、労働安全衛生法令に定

められた定期健康診断、特殊健康診断を実施す

るよう事業主への指導を徹底すること。

［労働基準局安全衛生部労働衛生課］

ご承知のとおり、労働安全街中法において

は、事業者は国籍にかかわらず、市時雇用す

る労働背に対して、健康診断を行わなければ

ならないという規定がある。これまでも健康診

断の実施については、指導していξところであ

るし、今後~Ji'ii監督指導等を通じて、事業者に

対する健炭診断実施への指導の徹底を図っ

てまいりたいと考えている。

④外国人労働者で労働災当に被災し、最終的に

アフターケア制度の対象となるケースが増えてい

るように考える。実際にアフターケア制度による

健康管理子l恨の交付を受けた少国人の最近5年

聞の件数を明らかにされたい。

［労働基準局労災補償部補償課］

アフターケア制度の健康管理子帳の交付に

あたっては、 1:liI Wについての初得を求めてい

ないところであり、健康管理手帳の交利をした

外国人についての把握は現在していない。

@外国人労働者が帰圃した場合、アフターケア制

度が利用できない。外国人労働者別帰国後であっ

てもアフターケア制度に代替するサービスが受け

られるようにすること。

［労働基準局労災補償部補償課］

アフターケア制度は、業務災害または通勤

災需と認定された者が、治ゆした後に一定江麦

遺症状をイjする者に対してfTう措置である力主

労災保険制度に粘通し、労災保険診娠に造詣

が深い労災指定医療機関において実施してい

る。また、労災保険では、治ゅにより療養とア

フターケアを区別して才31) 、治ゅの制度がない

諸外国の俣療機関において、アフターケア制

度を適正に運用することを期待するのは困難

で主ると考えている。また、アフターケア制度に

代替するサービスを実施することは、|可様の理

F I lから困難であるとちえている。

［J 11本・神奈川労災職業病センター］

海外カら労災補償請求はできる。現実にやっ

ているケースはあって、払ってもいるのだから。

治原内容が決まっているのだから、僚養期間

中に治療内容が変化する場合よ悦ぶ簡単では

ないか。年金受給者多いところに、労災指定

医僚機関をつくったっていいじゃないか。日本

から海外に赴任する労働者のためにはつくっ

ているのだから、円本で被災した労働者¢こと
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を考えて不思議じゃない。

［飯田・東京安全センター］

現物給付でなく費用1 7 :請求でやればできる。

海外に行ったら、アフターケアが必叫になるわ

けではない。

［労働基準局労災補償部補償課］

アフターケアという江は、あくまで治療ではな

く予防的な措置・。症状固定後において後遺

症状に同様をきたしたり、後遺障害に付随する

疾病を7苦痛させるおそれがあξ二とから、必l止

に応じて予防その他の保健上の措置を講じる

のがアフターケア。

［飯田・東京安全センター］

そんなことより'1'味が問題だ。必要があるか

ら提供されているわけで、海外に行ってしまっ

たから受けら才 lないということにはならない。

［古谷・全国安全センター事務局長］

ちょっと外れるが、就学援護費についての最

高裁判決を受けて、労働福祉事業江位置τけ

を見直したりとかL行乙とは考えていないのか。

［労働基準局労災補償部補償課］

審査請求の対象とな泣いうかたちの判決だっ

たと思うが、私の抑ヨではないが、今のととろ

労働福祉事業全般をどうしようというところまで

は、省内で議論は・

［古谷・全国安全センター事務局長］

ておくが、以前に百ったこともあるが、労働福

祉事業全体について、審査請求の対象となる

ことを台めて、権利ド|を明らかにされたい。そ

うすればまた、いまの議論も、海外かどうかと

いうごとを問わず、被災労働者の権利をどう催

保するかということになってくる。

4 腰痛、上服障害等の労災認定基準

(わ股浦、卜肢降下守等の筋骨格系の労災認定基

準に際し、予め**かけで治るという記述がある

が、その医予的根拠を明らかにされたい。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第二係］

肢州、|目立障害の認定基準の中にある治

療期間については、当該認定基準策定のため

に開催された検討会において、認定県市策定

11寺の医学式献や臨床例等のI'k学的知見に基

ついて設定されたをので～ると認識している。

［斎藤・リサーチセンター］

束五でケイワニの患者さんで労災認定を受

けて休業 '1'に解雇された)jに、監督署が追い

Hr ,を州ナて治ゆだ、 6か月が療養期間だとい

うような、認定基準を内子定規に使った事例が

～る。認定基準は、それをもって数消するとい

うととであって、そこに占かれていることで切り

捨てる手段ではないと思う。しかし現実には、

三田署と '1'央署で、同じ局医で、補償たけでは

なく、社会復帰の問題や会社に対する指導の

問題とかを全く考慮せずに行われてL渇実態

がある。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第二係］

認定基準の'1'にある治療期間というのは、

あくまでも医学的に見て症状が軽快するとされ

ていとというだけで、療養の必必 'VIについて判

断をfTう時期、この時期に判断するという目安

として掲げられており、認定l ; ! ;ヂとして縛られて

いるものではないということなので、それをもっ

て、そこで療養を切るというちえ )jl7:主のでは

ない。実際にそう L巧乙とがあるというととで、

それは伺別正事案で、本当にそヨ浮判断であっ

たのかどうかはわからないのだが、少なくとも

認定尾市としては、そとで縛るモのではないと

いう|門|答になる。

この病気については 般的な医学的知此

としてとれくらいだから参考にしよそとtlう乙とは、

認定のあり方としてありうξと14lうが、基本的に

はその人の個々の身休と言うか症状を第一前

提条件だと思うので、個々の状況について医

師の意見等も聞き見極めたうえで、治ゆ認定

なり症状固定はやっていξと思う。

［労働基準局労災補償部補償課業務係］

認定基準の中で3か月で機械的に切ってく

れとかいう話はしていない。これを読んで、 6か
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月ですぱっと、その人の身体の状態、まだ治療

にかかっているとか、医師も治療が必要だと亘っ

ているにもかかわらず、いやとれは 6か月と占

いであるから明Hから駄円だなどということは

認定基準にも書いていない。

［斎藤・リサーチセンター］

あくまで同安であると。

［労働基準局労災補償部補償課業務係］

一般的な病態としてはこれくらいだと。これ

を全く無仰するかむりと、それはそうじゃない

と思う。 般的にこの病気はこれくらいで症状

同定するというのは、それくらいになったら気

をつけてみてみましょうかとしゅ話は、あるかと

思う。

［天明・全国安全センター議長］

だけれど鎖肩腕陣需に関しては、一般的な

医学的な判断などというのはあり得ない。ケー

スパイケースで。医'7'的な根拠はないでしょう。

ー醤悩んでいるのは患者さんだし、次にR者

だ。なかなか治せないことに。

［労働基準局労災補償部補償課］

です力、ら基本的には僻々の痕例に応じて。

事案こ三に症状が異なっているということはわ

かったうえで申し上げているのだカLあくまでも

府状が軒快しているかどうかを判断する時期

として、治療期間というのは設定しているだけ

なので、そこで切るというためのぷ準にはして

いない。

［片岡・関西労働者安全センター］

しかし、実際に、現場の jQ " Jの人がどう読ん

でいるかというと、 6か月たって治らなし辻私病

じゃないかという目でみる。

［飯田・東京安全センター］

肢焔の場合も|可じ。何か月とは書いていな

い爪急性の発症期と慢性移行期ということで、

現場では長ぐて例えば3か月といf運用のイ|方

を一律にやっている。

［重松・全統一］

楠談者がかけてくるのは、期限があるんで

すか、 6か月しか駄円なんですかという聞き方

だ。ということは、それに見合った古い )jを労
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基署の窓円でしているということ。そうとられて

いるという百い )jも含めて、きちっと認識をそ

ろえていただきたい。

［飯田・東京安全センター］

律的な指示のf士)jは間違いであるという

ことを、あらためてきちっと各署に言わなけれ

ばいけない。

［労働基準局労災補償部補償課］

とれに関しては、通達にとこで白動的にとは

書いていない

［重松・全統一］

実際に青われた。 ～'I'生腰痛症の人で、 3 か

月たって休業補償を出したら、まだ出すのです

かと言われた。そういう対応の現実がある。

［労働基準局労災補償部補償課］

対応の話はあるとj心うが、少なくとも丈書を

見れば 目瞭然で、 般的な病態、目安、参

考だと, lう話になる。

［鳥井・全統 ］

あなたの頭の '1'ではそうかもしれないが、現

場でそ乱行三とが起きているといそのは、ひと

1 ］ < 7コ担当者が勘違いしているのではなくて、文

書を比れば 目瞭然ではすまない。

［井上・全国安全センター顧問］

聞いていξと労災保険の担当官が警祭官の

目で患者をみている。疑わしきは支払わずとい

号ことだ。なぜそうなるかというと、労災保険法

江第 12条の 8江第 2 J良で労働基準法第 8章と

つながっているから。労働基準法の )jには罰

則があるわけだ。懲役もしくは罰金と。だから

業務|外でも何でも全て厳密に考えないとい

けない。使用者側lに刑事責任を負わせるわけ

だから、疑わしきは罰してはいけないというと

とで、証明は厳しくしなければならAということ

を労働省の通達や本なんかも書いている。そ

れが一番本ヨは問題だ。労災保険法は刑事

法なのか。そうではなL辻 iLLう。認定基準など

も個人ではなくて客観的基準でやるなどという

広も全て警察肖的な発怨。非災害性の腰痛で

認定された人が全国で何人くらいL渇か知って

いるか。ひとつの県に 人くらいしかいない。



そんなことが信L汚れるか。地方公務員災害補

償法は労災保険訟の 12 条の 8のような規定が

ないから、労働某準法とはつながっていない。

どのくらい非災需刊腰痛の認定の長があると

思うか。地) j公務員の非災当性腰痛の認定基

ヂと侍さん方の認定県準は全く文章が一緒だ。

解説も台めて全て 絡の立;書で非災需刊』里帰

を判断してL、るわけだが。地) j公務員は3( 0) j 。

単純に計算すると、労災保険の 16 f古認定して

いる。おそらく私は股焔は地方公務員よりも民

間の労働者の) j がたぶんかかりゃすい職場

が多いと思う。もちろん警察とか消防、 J占~~は

ある。国家公務員災需補償はもう少し|みた

いだ。もちろん預かった保険料だカもし、い力 ni戒

に払ってもらったら阿るが、しかし、疑わしきは

剖せずと同じような考え方で疑わしきは払オつな

いことになったら、労働者は牧われない。その

辺¢ところをもうそろそろ耐がり角になってきて、

考えてみたらよいのではないか。労災保険法

が労働基準法と 緒にできた場合に、労災保

険法は違うんだから業務上外だって別の考え

でいってもいいんだということを、それをつくっ

た人が書いている。考え )jを変えて警察官の

Uではなくて、労働保護をする人のはで被災斉

をみてほしいと Lり気がする

［天明・全国安全センター議長］

今の状況だと腰痛の場台も、その事案を通

じて事業所に予防対策を促すようなかたちには

全くならない。

［片岡・関西労働者安全センター］

認定｛'［数があがってから初めて安全衛桁対

策が発動されるというのが、この聞の労働行政

のやり方だ。トンネルじん肺だって、被災者を

山ほどつくっておいてカも安全衛恒対策をやっ

たって草昧かない。｝ド災当性腰痛をほとんど認

めていないということは、労災保険制度がほと

んと機能していないということふ自X~げ子為だ。民

営化以対などと昌っていて、そんなことをしてい

たらあべというまに足をすくわれる。民間がやっ

た巴とても儲からないと以うくら Lミ支払わなかっ

たら、民営化は阻止できない。機能させなけれ

ばならないのに、なぜ機能させようとしないの

か。

［飯田・東京安全センター］

ご存知とよL｛うが、全国安全センター顧問の井

上さんは、長年労働行政の現場で仕事をされ

てきて、非常に貴重な提青だと思う。

とくに腰捕、ケイワンについては、実態を踏

まえたうえで、ここに書いて～るじゃないかと私

たちに青うのではなくて、現場の一線の職はた

ちと意志疎通をしなければはじまらない。

［斎藤・リサーチセンター］

』かれているととでも、今年度の労災補償

業務の運営|の留意事組通達を読んでも、適

性給付管理等といって補償打ち切りばカォ;を取

り上げている気がして、昨年度は社会復帰の

促進についてモ」れていたのに今年度は落ち

ている。やはりきちんとしてほしい。

［飯田・東京安全センター］

今 H来れないがぜひ伝えてくオじというニとで、

京都¢仲間カも、上肢障自で労災申請したが

21牛不支給になったということで、託されている

ので紹介したい。

ひとつはサウナのマ、ソサージの職員の)jの、

デクエルバン氏病という干の病気で、手術まで

されたのだけれど、業務量が絶対的に多いに

もかかわらず定量的だとL行ことで不文給処分

になった。マ、ソサージといf三とで常時手や腕や

指を使うわけだが、皆手を骨折してまでもやっ

ているような職場で、全体に過重になっている

のに不支給とされた。こういうことでいいのか

ということで者杏請求を行っている。

もう乙とつは大円本スクリ ンという会社だ

が、下請の方が腿鞘炎になってしまった。この

方も 3か月の発痕までの期|山中に急激な作業

量の変化等かないということで不支給とされた。

認定1;1;/1'の内容そのものに不台聞がある

ということで伝えておきたい。

［古谷・全国安全センター事務局長］

もう亡とつ、「振動障害の検査手技に関する

検討会」がはじまった。私たちの関係者も北か

ら南まで非おに閣心を持っている。あらかじめ
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fiRの中に結論ありきでのぞむのではなく、しっ

かt~と実態を踏まえて、認定の人り口だけでな

く、治療や打ち切り、あるいは予防まで含めて

非常に影響のある話なので、検討の内容を見

守っているし、場合によってはその件で話し台

いの場を設定していただくととモ庇ろうかと思う。

(～)必ずしも、腰痛、頚肩腕陪吉等の被災者は、

**か月で治ゆするといった経過をたどるとは限

らない。労基署が被災者の痕状の予め 律に府

状固定時期を決めて、治ゆ認定または給付の制

限を行わないこと。

［労働基準局労災補償部補償課業務係］

治i ' Jの認定については、個別事案ごとに慎

重に行っている。一律に厄状同疋の時期を、

例えば何か月だとかと決めたうえで、機械的に

治ゅの認定をfTってL氾という取り扱いは、 Il,!
布のととろ行っていない。

5目過労死、過重労働の労災認定基準

①過労死の労災認定暴準について、同種労働

者の基準を改正し、 i且重負荷の評価を|百j種労働

者ではなく、被災者本人を基準として評価すξこ

と。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第係］

被災者本人をl ; ! ;準として評価するととという

盟諸でJちるが、労災保険制度というのは、労働

基準法上の災当補償責任を担保するむのも

のであり、脳・心臓疾忠と e'うのは業務以外に

も発症するモのであるから、被災者が充1在した

附・心臓浜患が業務上の過重負仰によるもの

かどうかといった判断にあたっては桐対的な評

価を行う必叫があると考えている。したがって、

脱・心臓浜患の労災認定にあたって業務の過

重性の計価は、被災者本人が行っていた業務

がその本人にとって過重であったかどうカゆみ

をもって判断する毛のではなく、本人と同様の

業務に従事している同僚等ーこれは長礎疾1:L¥
を有していたとしてもH常業務を支障なく遂行

できる者を含むと考えているが そうLりた)j

にとっても過重であるか斉かという観点かう、

客飼的に判断する必要があると考えている。

なお、乙のごとは、被災者本人の業務負荷

と|可僚等の業務負荷を比較して考えたりとか、

被災者本人と同程度の業務を行って  elる同僚

に脳・心臓疾忠、が発起しているというととを要

刊としているものではなく、あくまでを被災者本

人と同様の業務に従事する同僚等にとっても、

そr r .被災者の発症がIの業務が過重であったか

斉かという観点かう判断する毛のだというふう

に考えている。

［井上・全国安全センター顧問］

J平聴していても理屈がよくわカらない。精神

障当でも腰痛でも全て同種労働者を基準にし

ている。長近同種労働者がいくらか幅広くなっ

てきたようだが、それにしても六変おかしなこと

になる。例えば、腰痛の例がわかりやすいか

もしれないが、 30kg 以上の毛のをjOいで腰痛

になった場合には認定すξと書いてある。そう

すξと、非常に休力のある人が判kg担いでなっ

たら1 0 0 %認定され、体力の弱い人、女性や年

少者が 15kg担いでなっても 100%認定しない

ということ。同種労働者を基準にしてしまうと平

均以卜の体力の人は 1 0 0 %認定されない、平

均以|の人は 1 0 0 %認定さオ1るむのことにな

る。強い人は全部絞って、弱い人は全部数わ

ないというととになるが、とれでいいのだろうか。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第一係］

いまの訴は逆じゃないかと思う。本人がどう

いう人カヰこよってホ右されξ のが凶るから、 |司

じような仕事をしている人にとって過重かどうか。

それは体力とかそういう観点ではなくて、とくに

脳・心臓疾患に限って言えば、この仕事が過

重であったかどうかを判断するのは、例えば事

務の人が運転手をみればきっe'と思うかもし

れないし、運転手の人が|木作業をやられて

いる)jをみればきついと思うかもしれない。だ

からどとかに民権を置くとすると、同僚労働者

であって、例えば基礎疾患がある科度あって

も円常業務を問題なく逐fTできる)jという設定
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をしないと、例えば本人を基準にするとすオ U工、

非常に基礎疾患が高くてわずかな負術でも発

起してしまうという方もいらっしべるし、非常に頑

健で非常に過重な負荷を乏けたって充症しな

い )jもいる。そこの基準をどこに求めるかとい

う考え方をすれば、そのような同僚等という考

え方になってくるとJ4う。自然に。

［井上・全国安全センター顧問］

よくわかる。それは刑罰法的な考え方だ。刑

事責任を考える場合には、そういうふうに考え

ないとかわいそうだ。被疑者の )jが。だカも労

働長準法第8草の方て会考える場台には、そう考

えた方がよい。でないと使 JIJ者がえらLミ処引を

受ける。しかし、労災保険はそうではなく、とも

かく労災になった人を救おうと, lうわけなのだ、

から。そういう考え方でいったら弱い人は全て

数えない。それが保護行政の考え )jではない

だろう。よく考えてみてほしい。

［重松・全統一］

だ, lたいそれだったら同僚でなくてよいでは

ないか。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第係］

実務上は拝観的な千続でやっている。労働

|守山とそれ以外の負荷'～囚と、各項 Hに基づ

いてそれぞれの評価の視点があるから、それ

で判断する。拝観的なl ; ! ;準を設けているカミら、

それからずれることはない。ただ、過重業務と

百うが、何を過重業務と百うれどういうものが

過重なのか、その概念を問われた場台に、そ

う答えるしかないということなのだ。

［天明・全国安全センター議長］

実態的に中小零細企業の場台、きわめて不

安定展川の人たちが培えている。そうした労働

者は 人だけ、比較する人がいないことも多

い。あえて同僚労働者にもオーバーロードが

あった場合と言う必泌があるか。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第一係］

基準の作り方がそうだということ。基準はどこ

からつくったのかと言われたら、本人ではない、

では何か。それは同じような仕事をしている|司

僚を念頭において基準をつくっていると、そう

いうととだ。

［井上・全国安全センター顧問］

そうLゆ答えでは駄目。私ならこう答える。休

力の弱い人は 15kg でも腰が痛くなった。それ

は体))が弱くて股州になった場合には、相対

的にイl 力な原閃は体力の ～J~さだと。だカ沿いま

の労災認定県準では駄 Uだと、そう答える。そ

んな考え方だ。合理化病と言うか、作業関連疾

患はいろいろな原閃が競合している均ら、そう

いう場合には、業務が桐対的に有力であった

場合には伺当因果関係があるというのが、厚

生労働省の考え )jだろう。体力の弱い人の場

合には、相対的に有力な原凶は弱い体力の

方にある。だから相当因果関係がないのだ、

とあなたは答えなければいけない。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第係］

基本はそのとおり (爆笑)

［井上・全国安全センター顧問］

それは刑事法、刑剖法的な考え方だ。被疑

者を何とかつくらまいと、疑わしきは罰しないと

考えると、 d拝観主義になる。民j去の損害賠償だっ

て、第415条(債務不履行)で、まず通常背負

うべき損告を賠償するんだと。しかし、 $2項 I=:、
特別の事情がある場台には持、害賠償をしなけ

ればならないとあるだろう。あなたの考えは、特

別の事情も何も考えないということだ。刑事法

でいくとそういうととになる。なるべく犯人をつく

らないために。そこのところ、もっと広く考えて

みたらよい。

［労働基準局労災補償部職業病認定対策室

認定業務第一係］

労働基準法は一応刑罰法で…

［井上・全国安全センター顧問］

どんなことを言っても、強い人は救う、弱い

人を少ないというのは駄目だ。それで人間か。

法律でも、道徳で私全部品後は人間に愛す

る愛情だ。その愛情がない。弱い人を救う『が、

政治、また行政だろう。みんな個人個人追う。
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血圧だって、高血圧かどうかということは、まる

人の場合には1 5 0でまだ低いということ毛ある

だろう、ょをる人150でも而いと。それに比、じて治

療だ、ってするではないか。治療は、客観的な|司

種労働者の基準だけでやるだろうか。人間は

みな生きている個人だ。平均なんかでわカらな

い。おそらく私の考え方に賛成の方もおら才lる

と思う。役所の立場を守ろうとするのはよくわか

るが、それで人情を失つては駄Uじゃないか。

問題があるから、こうして全国かう来ているわ

けだ。そうしたことを単なる理屈で切り捨てられ

たらたまらない。そういうことです。

6田被災者の職場復帰対策について

① うつ病等、メンタル疾J忠により休職を2d'義fょくさ

れた労働者の臓場復帰対策について、厚乍労働

省は職場復帰文援プログラム作成に向けた調査

制|究を行っているが、現存の作業状況を明らか

にされたい。職場復帰促進のた止の事業主が講

ずべき措置等のガイドライ:等を作成し、被災者

の職場復帰対策と指導に生かすこと。

［労働基準局安全衛生部労働衛生課］

職場復帰対策については、行政としても重

要な事頃で庇ると認識しておっ、平成14年から

職場復帰支援フ。ログ、ラム作成のたるtの委員会

を設けており、調全検討を行っている。こちら

は平成1 6年度中に取りまとめる予定である。

作成された後は、その周知作発に努めていき

たいとちえている。

［J 11本・神奈川労災職業病センター］

今年度中に何か出るということも決まってい

るのか。

［労働基準局安全衛生部労働衛生課］

臓場復帰支援プログラムという毛のを、すで

に導入している企業のを毛とにして案を作り、

それをモニタ→コイ鴎に昨年度試行して抗い、

それをまた修正を加えている段階～亡、その支援

プログラムというものが、 1 6年度'1'にはとりま

とまる予定。

［J 11本・神奈川労災職業病センター］

ガイトラインみたいなも江として山されるσか。

［労働基準局安全衛生部労働衛生課］

実際の職場復帰にあたって、事業者が行う

ことが望ましい内容について総合的に示したも

のをプログラムとしてまとめる予定。

［J 11本神奈川労災職業病センター］

法的拘束力があるんものができるとは思っ

ていないが。発表があったように労災認定が

今年1.5倍。われわれのところにも相談がもの

すごく多い。職場復帰の楠談も、もうすく解雇

になるからなどというものが。とくにこの|時期、

3~6 月不安定だカら、先月受けた相談の半分

がそれだ。その中には労災病院の相談室で聞

いたのだけれどと言って私たちのところを紹介

された)jもいる。監官署には、労災認定になる

かという相談はあるようだが、相談がほとんど

来ないようだ。監督署は相談を受けていないか

ら、深刻さをわかっていない。 般の労働相談

窓Uはあっても、メンタルヘルスの問題は砲雑

だし、 11寺山lもかかって大変だかる、どういうルー

とか知らないがまわってくる例が多い。

企業も就業規則にない三とをやらなければ

ならないと凶っているところも多い。だから、そ

れなりのしばりを持って、只休白Jな内零のd ' :る、

わかりやすいものが求められている。職業性

疾病とはっきりしてL寸lば扉J111ま確保されるが、

そうはいカミない場合が多い。泣く泣く退職して

いる方がたくさんいる。

［飯田東京安全センター］

既存の(被災労働者の)職場復帰対策要綱

との兼ね合いはどうなるのか。とれがほとんど

実績をあげてきていないことを踏まえて、何ら

かの担保する工夫を考えないと、新しい支援プ

ログラムも実効性が期待できない。

ス労働保険審査会について

①労働保険審査会連常綱1! l J 'を明らカにされたい。

［労働保険審査会事務室］

提供する用惹をしたのだか本H持ってきてい

ないので、お詫びして、後ほどお渡しする。

②再審金請求の受理か主審理が開かれるまでの
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ほぼ 1+ドIUJ 、さらに審理終 f後、裁決に雫るまで

の期間は、甚だしい事案では 2年経過している均

台もある。行政不服審査制度として適切な運用が

行われているとは言い難い実状であり、放問でき

ない。直ちに貝体的な改善策を提示されたい。

［労働保険審査会事務室］

近年、再審杏請求i'I数が過ぷ最高となって

おり、高い水準で推移しており、受付順番順に

処聞している爪約 l年程度で公明審理が実ぬb

その後、裁決がなされるまでに、λ|均して約 1年

程度というところになっている。平均的な期間

はとのような状況であるが、長近においては特

別 k困難な事案が多くて、、 ':1均以|の期 IUJを'}J!:
する事案も山ている。

公開審開については、昨年 365 件審開した

が、今年は 4oo'f 1に噌)刑して下定を組み、高理

の促進、早期解決の達成に務めているところ。

昨年も同様のご、指摘があったが、全ての家

'f 1について迅速・適正な処理をf一子うべく、鋭意。

承知している。皆様 )jか巳の申し入れに対して

も、審査会長を含めて全 Hに伝えていξ ので、

その点はご理解いただきたい。

③ 2000 年度かう現夜に歪る各年度の再審査請

求の受理i'I数と事i'I内容ごとの内訳、裁決i'I数、

また、再審査受理から裁決に至るまでの期間の

平均を明らかにされたい。

［労働保険審査会事務室］

総請求件数は、 12 年度 364 件、 13年度379

件、 14年度441件、 15年度526 件。

労災保険と属 JIJ保険、中小企業退職金制度

関係の内訳は、 12年度346件、 lR件、 0件、 13

年度 369 件、 9件、 1件、 14年度 428 件、 11件、

2i'1、 15年度518 'f 1、6i'1、 2打。

労災保険に限つての内訳は、種類が多いれ

主なモので業務上外は、 12 年度 162 件、 13年

度 175'f 1、14年度2 1 3'f 1、15年度2泣f ' 1。陣需

が 12年度 92 件、 13年度76 件、 14年度90 件、

15年度 117件。再発認定が 12 年度28 件、 13

年度24'f1、14+ド度30判、 15年度24 i'1。労働

者資格が12年度8件、 13年度9件、 14年度14

打、 15年度14'f 1。通勤災需が 12年度7'f 1、13
年度 14 件、 14 年度4件、 15年度 11件。

次に、裁決件数だが 12年度30 3 件、 13年度

234'f1、14年度252'f1、15年度324i'1。

処理期間は、平均すると約 2年となっている。

受付かう審理まで l年、審理から裁決まで l年
という状況になっている。

④公開審開前に送られる事件プリントを再審査

請求受理後、直ちに作成して請求人等に送るこ

と。

［労働保険審査会事務室］

再者査請求受理後、速やカ斗こ当審杏会か

らJJ;t処分庁に対して受理通知をfTい、審理を

行うため資料提,'Hを依頼している。しかし、事

i ' Iフ万ントが配布できるような状況になるまで、

各資料の収集、印刷等の事務作業に時間が

費やされて、受理後に直ちに配布というご要望

にはお応えできないとしり状況だ。

事件プリントの配付は、あくまで審理を円滑

に進めるために必要との判断で行っており、現

在のiXiRでは、審理通知書に同封して、 4週 IUJ
前に送付してL沼状況。事件プリントの厚さも、

いろいろあるが、全ての事案を公平に取り扱

う観点で、現状でのご理解をお願Lミしたい。

⑤公開i J l 'j唱の調占を必要とする詞求人には、実

費負担でもよいから調書のコピーを送利するこ

と。地)jから公開審理に山席した請求人が審理

調占を閲覧するには、改めて労働保険審査会事

務局まで出向かなければならない。しかも、高理

調書をコピーする場合は、その円のうちに返さな

ければならない。とうした不規切な対比、は、概め

て官僚的であるばかりでなく、事実|、請求人の

知る権利を奪っていると百わなければならない。

直ちに、ごうした対泌を改善する三と。請求人対す

るサービス 101 1に努めること。

［労働保険審査会事務室］

昨年この点についてのやりとりがあったとい

うことで、それを踏まえてのことだと以うが、現在、

審理調書の閲覧等については、労働者保険

安全センタ情報2004年 8.9月号 39



|特集/会国安余センタ耐の厚生労働省交渉 E

者杏官及び労働保険福育会法施行規則第 11

条に基づき、当事者の ) jに調書の閲覧を可能

とする規定が設けられている。ヨ審査会の事

務的な対応がどうなっているかというと、当事

者の )jを確認する意味合いか三人審理調書閲

覧話求占を提刑していただく」易合の閲覧は宅ち

ろんのこと、請求人の方の不I jイ史ド|を考慮して、

審理調書の謄写申請書を山してt¥t ::Jピけす1ば、

l口だけだがお貸ししている状況。とくに法的な

ものはないが、利便' 1 '1という観点から、そうい

うサービスを行っているので、ご理解していた

だきたい。

⑥今年度の労働保険審査会の委員及び参句の

リストを提供すること。

［労働保険審査会事務室］

提供する用 d首をしたのだが、①と同じく、忘れ

てしまったので、巾し訳ないが後ほどおj度しす

る。

［田中・愛媛労災職業病相談室］

労働保険者否会の|門|答は、はっきりいって

去年と全く同じ回答だ。昨年も運営細川がある

が持ってきていない、今年は忘れたと、誠,吉が

ない。 |門|答:も円頭だけだ。事前に文書で|門|答;

をJ主すべきではなかったか。

とくに問題があるのは、事件プリントの問題

は、 i、年も言ったとおり、資料を集めるからと

百うが審食会独白に集める資料などない。JJ;t
処分斤と審査肖の資料だけだ。それがl年もか

からないと市刷ができないというわけはない。

4週間前に山されてから、立証しなければなら

ない問題がある。被災労働斉にとっては医 '7'
的主流とかは非常に難しい。そういう点につい

て、厚生に審理するというのなら、ICt処分庁と

審査肖から審査会の方に資料があがってか

らすぐに、少なくとも半年以内くらいには印刷

できる毛のではないか。印刷の準備だけでそん

なに時間がかかるはずはない。

［労働保険審査会事務室］

いや事務作業的にもでたらめに送られてき

たものはー

［田中・愛媛労災職業病相談室］

4週間前でなければならなL吐いう規定はな
L 、4。 

［労働保険審査会事務室］

l週 間前に審理の通知をするという規定しか

なく、事1 ' 1プリントを作成しなければいけないと

いう法的根拠は、逆にない。

［田中・愛媛労災職業病相談室］

i、年と|司じ言い方で済ませている。 HJ だけ 

貸すともいうが、地点から何 )j I斗もの飛行機

代を払ってそんなととができるか。情報公開法

もできたのだから、少なくとも請求があれば地

) jの労働局で閲覧できξと治、コピーをして送

るとか、そうtlうごとをするのが、本来の不服審

杏の公、;1なあり方ではないか。

［片岡・関西労働者安全センター］

角度を考えるが、平均処開期間が約 2年と

言ったが、未決最Aは、いま何年の事｛ ' ［があ

るか。

［労働保険審査会事務室］

手許に資料がないのでわからないが、 3年

とか、かかっているものはある。

［片岡・関西労働者安全センター］

個人的に未決8年という事｛ ' ［を知っていξの

だが、そういうことはありうるのか。事務局に何

度連絡しても、いつも、いまやっていると青わ

れて、ずっと来ている。紛失していたのなら不

祥事だが、いずれにしろはっきりさせないとい

けない。

［労働保険審査会事務室］

いろいろな照会等があるが、電話照会処理

簿なり審査対象 )0"J Iこ通知しているので

［J 11本・神奈川労災職業病センター］

問い合わせても理由を言わない。監督署な

ら、いま医者に怠見占依頼しているのだ、がなか

なか書いてもうえないのでもう少し待ってくれと

か説明する。

［労働保険審査会事務室］

同い合オせされでも俣学的知見とか|門|答す

ξことはできない。実際、事務としてしかやって
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いない。
【川本■神奈川労災職業病センター】

そういう意味の説明ではない。いま裁半IJの方 
がよほど早い。
【飯田■東京安全センター】
救済率も低いうえに、時間がかかりすぎる。 

再審査請求にいくまでのに3～4年かかるケー 
スはざらにある。それからまた2年待たされる。 
行政救済のあり方が根底から問われていると 
考えていて、同じことを何年も繰り返して改善さ 
れない。このままで労働保険審査会が期待さ 
れた行政機関として存続できるのだろうか。

8.労災保険料交付団体の公開について
① 労災保険料を出資金、助成金等名目の如何 

を問わず、交付を受けている団体について次の

事項を明らかにすること。
⑺名称
(イ)住所
(ウ)役員氏名、役付職員氏名、それぞれの前職 
(エ)過去3年間の貸借対照表、損益計算書、財産 
目録

(才)事業報告書
【本項は事前の調整で回答なしとされた】

【天明■全国安全センター議長】
貴重な時間を私たちのために割いていただき 

ありがとうございました。私たちからの要望書は、 
労働現場あるいは医療現場からの、一種の政策
提言です。もう少し建設的に、これからどうすると
いう回答をしていただきたいと期待してい 
ます。

全国労働安全衛生センター連絡会議(略称:全国安全センター)は、 
各地の地域安全(労災職業病)センターを母体とした、働く者の安全と 
健康のための全国ネットワークとして、1990年5月12日に設立されま 
した。

①最新情報満載の月刊誌「安全センター情報」
を発行しているほか、②労災認定•補償問題等々 M 故
での相談、③「労働安全衛生学校」の開催や講> 
師の派遣など学習会•トレーニングへの協力、④ン 
働く者の立場で調査•研究•政策提言、⑤世界の 
労働安全衛生団体との交流などさまざまな取り組 
みを行っています。

「安全センター情報」は、運動•行政•研究等各分野の最新情報の提 
供、動向の解説、問題提起や全国各地•世界各国の状況など、他で 
は得られない情報を満載しています。
♦購読会費：1部年額10,000円(複数割弓Iあり) 
♦見本誌を請求してください。

觀JOSHRC 全国労働安全衛生センター連絡会議
T136-0771東京都江東区亀戸7-10-1Zビル5階 
TEL (03) 3636-3882 FAX (03) 3636-3881 

HOMEPAGE : http:/j ca.ax. ape.or^/joshrc/
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OSH-MSのEUの経験と流れ

労働安全衛生マネジメント システ厶のEUの経験と流れ 
労研創立83周年記念シンポジウム講演

小木和孝
(財)労働科学研究所主管研究員/元IL〇労働条件環境局長

ILOエンサイクロペディア日本語版完成を機に
今日のシンポジウムで安全•健康文化を取り上 

げたのは、ひとつは75周年の記念事業であったILO 
産業安全保健エンサイクロペディア日本語版の完 
成を期にして、それとの関係も含めながら議論して 
みたいという意図があった。安全•健康文化が非常 
に大事だということは言うまでもないが、エンサイク 
ロペディア日本語版ができて、あらためて紐解いて 
みると、これは20世紀の最後にまとめられた国際労 
働機関の本とみると、20世紀を通じて培ってきた安 
全•健康文化への取り組みについて、ある程度まと 
まった考え方が述べられていると理解してよいのだ 
ろうと思う。

そのILOが考えてきた安全•健康文化に対する考 
え方と、EUが取り組んでいる労働安全衛生マネジ 
メントシステムの取り組みの関係を、皆様と一緒に 
少し考えてみたい。

エンサイクロペディアの大きな特徴のひとつは、 
産業現場のリスクの、職業の場におけるいろいろ 
な仕事、労働生活によって起こっている面をとらえ 
る。その中で現場に合った多面的な対策を浮かび 

上がらせて、それを有効に活用する方向をとってほ 
しいということで本が作られていることがわかる。
現実には、いま話された重大事故を考えても、あ 

るいは職場のストレス対策を考えても、要因が非常 
にたくさんあるので、それをどう定義するかというこ 
とになる。その定義の仕方を考えていかなければい 
けないということが、安全•健康文化を実際の職場 
で応用していく場合の一番のかなめの問題だと思う。 
多面的なリスクをどう評価するかということになると、 
職場職場にいるのは労働者、管理者であるので、 
労使が合同で、参加の体制をとって取り組むことを 
中心に据えることになる。

その参加と現場のリスク評価を多面的に体系づ 
けたのが、このエンサイクロペディアだ言えるのでは 
ないか。ILOでも、またEUは今年25か国加盟となっ 
て安全衛生面での位置も上がっているわけだが、 
そこではILOに合わせるようなかたちで、包括的な 
職域のリスクマネジメン'卜を重視している。
今日は関連付けをしてみようということなので、ふ 

たつの軸をとくに取り上げてみたい。ひとつは、多様 
化した就業に応じた労使のリスクマネジメントをどう 
やって支えるかという問題。もうひとつは、そのリス 
クの低減にどうやって多面的に取り組むかという問 
題である。
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小木和孝さん

ご存知のように、 ILO は 2001 年に、労働安全衛

生マネジメント・ガイドラインを制定している。 EUは、

1989年カ吃枠組み指令と言われる統一的な安全衛

生法規を、各国に実施させて才却、最近では '1'小企
業を含めたマネジメントシステムの普及を|、4ってい

て、その努力の中ではやはり、このふたつ リスク

マネジメントをどうやって文えるカ入その '1'で多面の

リスケにどうやって取り組むかというととが、大きな課

題になっていると以う。

EUには、スペインのビルパオに、労働安全衛生

機構 (EU-OSHA) が設立されて才式) 、各巨|の法規、

リスク評価、教育訓練等を中心的に ～x り扱ってい

る。 5 0名ほどのス夕、ソブが働いている、比較的小さな

機構だが、乙のホームページをみても、いま市し上

け芋た視点でのいろいろな活動を行っている (http://

europe.osha.eu. int) 。例えば、労働江質の向上、

②白主活動と経済的動機付けをどうするか。今年

の EUの安全衛中週I~Jは 10 月だが、テーマは建設

で、③安全な建設。それから、 (4 ,ノ)ジェンダーをどうヘシコ

て主流化するかとれ@オンラィ;の安全衛生情報

等、 H本のわれわれにとってもきわめて親しみ深い

問題が並べられている。

U的は、 E U 2 5か同の安全健康で生産性の而い

職場を作し進めること。そして、今年の安全衛十週

間にみられるように、 '1'小企業、下請企業を含めた

安全・健康立;化の浸透を図っていくとしのことで、非

常に合理的な関Jきをみせている。

E U諸|玉|で取り上げられている職場りスクをみても.

わが圃で取り|げている問題点をほとんど共有して

いる。 1995 年と2000 年の調査結米を並べたグラフ

(省略)だが、騒音、作業姿勢、重量物、反復動作、

有需物l吸入とし追った、われわれにとっても切実な問

題が、ほとんど同じくらいの比率で職場で問題になっ

ていると指摘している。 EU機関があげている、祈し

いリスケも、作業組織、丹年労働者、ストレス、資材

運搬、新規化学物質、医療介護部|町、高年齢労働

者、職場暴力 これは欧米共通の問題、反復作業

負担等が~Xり|げられていて、多由的な職場のリス

クを取り上げなければいけない。それをどうするか

を共通して考えていかなければならないというとと。

EUの職場リスクマネジメント
システム支援

そうするとEUの労働安全衛生マネジメントシステ

ムの経験と流れをどう考えていくかということを、今

Hは次の 3つの段階で考えてみたい。

① EU職場リスクマネジメントシステムの現段階

⑮多重対策に結びつく参加型リスク評価

③マネジメントシステム指標の提案

まず最初に、 EUにおける、 EUの職場リスクマネ

ジメン卜システム支援についてみる。そとでは、白主

的リスケ管理に有効な支援ということが考えは tて

いる。

EUでは、 2002-2006 年の労働安全衛生に関す

る中期戦略が出されていて、それをみると、以下の

ごとく非常に包括的なアプローチを重んじている 0

.労働生活の質向上への全体的アプローチ

-現存する法規のより良い適川

-法的、制度的枠組みを適応する

.予防文化の強化

-気づきと予測に関するリスケ知識の改書

.当事者による子段の組み合わせ

-革祈的なアプローチを奨励する

-労働安全衛桁を EU~ 策の主流に組み込む

.EU拡大に対応
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l~除1~ f.i,)[:(IM緩験Gと:流れ E

-圃際協力をJii進
EUのその枠組みを決めているのが、 1989年に

制定されている枠組み指令 (89β91 jEEC)0 E Uでは、

指令が出ると、その指令に沿って得圃の法制度を

改善していかなければならない義務が生じてきて、

青わばこれはEUの法律・法規と考えてよい。との

枠組み指令が、マネジメントシステムが太きく取り|

げられる1 9 9 0年代の前に制定されているということ

ころに、 EUの現状を開解するひとつの鍵があると

以う。

これは、各国共通した基本子段として、事業者と

労働者の責任と権利を明確にしたものであるが、現

場における一次予|坊に))点を開いて、ま日る権利、

訓練を受ける権利、参加する権利 つまり労使が

一体となって現場現場でrJスケ管聞を行ってl,<と L、
うことをH的としたものになっている。

EUは現在毛枠組み指令を重視しており、枠組み

指令が新しい加盟同でどのように適用でき、問題点

は何かとしり調杏を行っているくらいで、仲組み指

令をもとに安全衛生を進めようと今円でも考えてい

る。その中では、白主的な安全衛生マネジメントシス

テムの碓すということが共通の課題とされている。

今年も安全衛生週間の前の9月に、オランダ

現有のEUの議長同だがで安全衛生の会議をや

ることになっている。これは、「効果的な安全街中介

入」がテーマで、その文書をみると、ソフトな法律を

重視すると占いてある。

ソフトな法律を重視するということが、いまのEU

の考え)jかと思って、あらためで読んでみた。ソフト

な法位とはどう IIうことかというと、法的な規制で安

全衛桁水準を高めるというよりは、企業ごとの自主

的な労使の協力による安全で健康な文化を育成し

でヨーロッパでは労使の協約も重要ですので労使

の協約も台めて、取り組むを強化していく方|句に、

法律も合わせξという考え)jで£る。枠組み指令は、

その、ノフ卜な法律の言わば走りであるという受け止

め方をしていることがわかる。

その文脈カ沿いうと、安全衛生マネジメントシステ

ムのような白主的なソフトなととをしたいというととに

なる。実は、マネジメントシステムについて、 EUの中

では、統 的な規格や指令はなく、枠組み指令をも

とにした自主的なリスケ管理を企業で行うということ

をマネジメントシステムと呼んでいる。

日本でも普及しつつ主るOHSAS1800りとL汚治

国際規格 これはイギリス等が入る がヨーロッパ

でもよく知られているが、それが背景にありつつも、

しかしヨーロッパ全体の統一規栴はないまま、しかも

安全衛恒マネジメントシステムを重視すξと言ってい

るところに、ひとつのEUのちえ )jts山ていξのでは

ないかと思う。

このマネジメントシステムについては、欧州労働

安全衛生機構が2 0 0 2年に調査結県を発表してい

る(http://a耳cnc ¥,仁 sha.cu.int/pulヲ1ications/rcports/

307/en/index.htm) 。これは11企業を対象に調査

した結米だが、インターネ、ソ卜でも調べると円本語で

モ概要を見るととができるが(http://www.iicosh.gr

ip/Japanese/index.html) 、マネジメントシステムの考

え)jを知るには非常によい謝金になっている。

この調査制令占をみると、多様なモデ ;1の中では、

2仁J1年に出たI I ρ O SH 2001 これは労働安全衛

生マネジメントシステム・ガイドラインとしての明白の

同際標準と考えられている-まあJ S 0 1 4 ω oに近い

規格と考えてよいが、このI L Oガイドラインに注同す

ると書いてある。それと同じ構成で、 EUの '1'でも考

えていると言っているとみてよいと思う。

中では、現状で安全に師川下業関連障需を軒倒

しているという批判もあるし、また、良好実践を取り

入れるコミュニケーション不足も反省しなければな

らないとも書いてあるが、いまのマネジメントシステ

ムを進める考え )jとして、報告書均渇3つを指摘す

るととができると思う。

ひとつは、やはり、ヨ>法規準拠だけでなく労使の

肉主点検から進める これは枠組み指令の基本

的な考え方。そして、(g)現場現場に台った有効策を

現場の人にみつけてもらって、しかも必良好実践

グッド・フoラクティスとL汚横の経験交流をそういっ

た機関を通じて行しずょがら、現場現場で良い実践に

うつしていくということを円襟とするという考え方。こ

れはある意味、安全・健康文化の羽場五践型とLり
てもよいのではないかと思う。

そこでは、マネジメントシステムを現場で進め己才l

ている)jは熟知されている｝.~だと思うが、計|向|段階
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労働安全衛生マネジメントシステ厶の5要素

入力：
(Plan) I

経営側の積極的関与と順法
全委員会を通じての従業員参加

プロセス：
(D。) |

g標設定と責任体制、購入制度 
現状の判定とリスクr嗰と改善訓練

実績:
(Check)

%功事例、生産性向上度
害と疾病発生比率、健康状態

フィードバック
(現場 Chec^J

報の更新と配布、災害原因調査
康診断

継続改善：
(Act)

定期的評価、マネジメント見直し
安全衛生の経営管理への統合

から、リスク評価を行って、改善を実践し、さらにそ 
れを評価を行い、継続的な改善につなげていくとい 
う、いわゆるPDCAサイクルを、ヨーロッパの統一 
的な考え方として取り入れていこうというふうに主張 
している。

それを、インプット、プロセス、チェック、フィードバッ 
ク、そして継続的というようなかたちでまとめている。 
これはIS014000から始まったいろいろなマネジメ 
ントシステムの考え方を、EUの中でも取り入れてい 
ることを示している。これは、枠組み指令が目標とし 
た企業のそれぞれのレベルで現場管理者が中心と 
なってーラインの責任でと言ってもよいがーリスクを 
自ら評価して、労働者の参加を得ながら実践してい 
くという基本的な考え方が、マネジメントシステムの

まの考え方と合っているということ。
だから、EUの法律的な規格を導入しなくても、労 

働安全衛生マネジメントシステムは現実には通用す 
ると考えているとみてもよいと思われる。報告書でも、 
特別のいまのマネジメントシステムの規格に解消す 
るということよりも、現実に現場現場で行われている 
マネジメントシステムが、十分枠組み指令のもとの 
なかで、実質的な進め方として進められているとい 
うことをg平価している。
労使が一体となった職場マネジメントの例として、 

11企業の調査結果をあげており、ADARGOという 
スウェーデンの印刷会社、HERLEVというデンマー 
クの自治体、MIRBAGというドイツ系の露天炭鉱を 

基盤とした会社、Amplifonというイタリアの補聴器を 
扱っている会社といったところで、特徴とされている 
ものに共通点があるということがわかった。
例えば、ADARGOでいうと、従来型を革新的に 

更新し、年ごとのリスク低減目標を定めて、職長•安 
全代表でチームを組んでやるというやり方。あるい 
は、在宅介護のHERLEVでは、労使一体型で、作 
業改善を支援していく、人間工学的手法を導入して 
いく。それから、露天炭鉱の場合にも、安全健康宣 
言を行って、評価の文書化を進めながら、訓練•情 
報で職場改善を進める。イタリアの企業でも、自主 
安全文化ということを言って、自ら評価と巡視を交え 
て、全員参加で行う。

もうひとつ例をあげると、ルクセンブルグの建材 
企業でSermeluxという会社では、労働安全衛生マ 
ネジメントシステムをこの10年来導入しているが、次 
のようにまとめられている。「サーメレックス社では、 
ゼロ災害目標を達成していくにあたって、4つの主要 
な段階を定めている。まず1番目として、リスクに関 
する詳細な分析を実行した。そして2番目に、2名の 
外部コンサルタントを使って一定のトレーニングを行 
なっている。彼らはトレーニングを行うかたわら、安 
全衛生活動全般をコーディネートし、関連規則を遵 
守できているか確認している。3番目に、企業内に 
安全衛生の実施に関する明確な責任を負う責任者 
を任命している。しかしそれは、安全衛生の実施が 
その人たちだけに委ねられていることを意味しない 
で、あらゆる従業員がこのプログラムに参加し、自 
由にアイディアを出し合うように求められる。それゆ 
え、導入されたあらゆるイニシアティブは、明確でわ 
かりやすい方法で話し合われるようになった。そして 
最後に、社内でいかなるリスクといえども発見した段 
階で、できる限り迅速に対応していく。以上の4段階 
の取り組みによって、企業内の災害率および疾病 
率の低減が実現した」と報告している。

この11企業の例をみても、職場でリスク評価を行っ 
て、参加型で改善を進める。それが労働安全衛生 
システムの今日の望ましい方向である考えているこ 
とがわかる。共通した3つの特徴をもう一度まとめる 
と、①広い視点で現場の多面リスクを取り上げて、 
②現場の労使がリスクを評価する、そして、③訓練
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労働安全衛生マネジメントシステ厶の5要素

伝統的な設計と
工学対策

(専門家主導)

不安全行動の
最小化

(トップダウン)

現場方式の
•> 危害要因管理 
、(発生源制御)

参加型の経営
■> 優先策実施
、(安全-健康文化)

を重ねることによって参加を支えていく、ということに 
なる。

多重対策に結び付く 
参加型リスク評価

それではその中で、多重対策に結び付くような参 
加型リスク評価をどう行っているのかをみていきた 
い。参加型という、いまのマネジメントシステムのと 
るべき方向が、ヨーロッパでは非常に重視されてい 
ることがわかる。そのことをよく示しているのが、いま 
紹介したEU調査が示している4つのマネジメントス 
タイルで、そのうちふたつは比較的伝統的な、従来 
型のマネジメントスタイルで、あとのふたつはこれか 
らのマネジメントスタイルがあげられている。

この4つがみられると書いてあるのだが、どうも読 
んでいくと、その4つのうち、どちらかというと伝統的 
な一①専門家主導(で専門家によい安全衛生条件 
を設計してもらって工学的対策で改善していくという 
やり方)や、②トップダウン(で不安全行動を減らす 
というようなやり方)が、そうではないマネジメントスタ 
イルー③発生源制御(現場方式の危害要因管理) 
や、④安全•健康文化(最新情報を現場現場で共有 
し組織ごとに目標を管理する方法、あるいは参加型 
である意味では安全•健康文化を現場に定着させ 
るというやり方で方式)に移行していってほし■いとい 
う考え方が、背景にあるように思われる。現実には 
この4つのマネジメントスタイルが認められると報告 
しているのだが、将来の動きとしては、現場でリスク 
を管理し、参加型でそれを改善するという考え方が
46安全センター情報2004年8-9月号

労働安全衛生マネジメントシステム(OSH-MS)の 
利点■弱点の公開討議が進められています

通っているように思われる。
そういう意味では、労働安全衛生マネジメントシス 

テムの利点•弱点の公開討議が進められていて、 
先ほどの調査報告もそうだが、EU全体でどうやって 
進めるかという議論が活発に行われている。

マネジメントシステムの利点としてあげられてし込 
のは、私たち日本で考えているのと共通だが、弱点 
もいろいろ指摘していて、例えば、経験•能力の不 
ぞろい、健康リスクの相対軽視、ルーチン化による 
硬直、等が言われている。

そういうことで、マネジメントシステムの定着に非 
常に努力している。そこで取り上げているいろいろ 
な問題点の幅をみると、これは非常に広くて、ストレ 
スから伝統的な危害要因、作業組織に結び付くも 
の、メンタルな問題点まで、取り上げている。中心的 
なものは、筋骨格系疾患、ストレス性疾患、新アレ 
ルギー、室内環境疾患、過敏性疾患、がん•石綿 
がん、生殖器障害、労働関連非感染性疾患などが 
あげられている。

その幅広い健康問題の中でも、ストレスを重視し 
ていて、調査も頻繁に行われており、各国比較も行 
われており、マネジメントシステムの中でストレスや 
職場内暴力やいじめにも、どうやって対処するのか 
ということの議論が非常に活発に行われている。
日本の場合には生活習慣病対策がひとっ大きな 

課題になっていることも影響していると思うが、職業 
性の健康要因に対する取り上げ方をあらためて見 
直す必要があるというのが今日の議論である。その



題であり、またそれがマネジメント

労働安全衛生マネジメントシステムの5要素
点検していく体制をとることが、マ

ネジメントシステムの根幹と考えら

<入力>

経営者の積極的関与 3
予防と改善措置
購入と下請け

れている。その中で段近はやり言

葉になっている、リスケコミュニケー
法令遵守
説明責任の分担

従業員の参加 7

<出力>

目標の達成度

傷害疾病率 日

ションを、 EUでは非常に重要な課

題として取り上げている。

く評価プロセス>
安全衛生ポリシ 2

労働者江健康

作業効率の変化

一言でLめと、作組み指令のも

とでプロセス(子l闘)を垂杭いそこ参加
目標の設定
明確な実績尺度

システム計画
ベスライン計画

4
組織全体の実績

くフィード) ¥ッウ>

コミュ三ケションシステム
文書記録管理システム 4

促進策が「之|られていると、干主t唱す

ることができるとj心う。このフ1コセス

(子順)という員長を、調査でもEU
OSHMSマ三ユア)"と手順

く実施プロセス>
トレ二ング制度
技術的専門経験と資格

ハザド制御システム
目工程設計

6

評価システム
監査と自己点検
事象調査と原因分析

保健サーベイランス
<継続>
目継続的改善 2

のいろいろな施策でも、先ほどの

ソフトな法規の議論の中でも、重

1見していることがわかる。

つま仏リスクを的停に取り上げ

る現場のリスク評価のプロセス
緊急時¢備え
八ザド管理の体系

経営への統合
マネジメント見直し

2
参加型でできるたけすぐの改苦を

進ふとる現場の取り組み姿勢が、問

職業性の健康問題とL、うのは非常に大きな問題で

あって、安全衛生分野の課題に共通してなってると

いう意識が中まれている。

労働時間問題も、ドイツやフランスなど短時間労

働がl皆伝されているが、 EUレベルでいうと長時間

労働は依然として伐っており、長11寺|山労働に対する

対策、'"るいは労働時間制度の弾力化の '1'でのい

ろいろな問題点、パートタイマーの問題点などが、

今Hでも安全衛干の大きな課題として取り UfGれ
ている。

EUにおける虚業保健サービスの対象労働斉数

の割合に団する調査をみると、固によってまちまち

で、北欧諸国のように比較的進んでいるところでも

まだ 1 0 0 %カバーしてはいないし、その他の|玉|、とく

に束・中央ヨーロッパ諸国になるとさらに低い数字

で問題となって才到、 '1'小企業対策が大きな課題で

あるというととを浮かび上がらせている。

そういうことから参加型のリスケ対策ということを

非常に重んじていて、人間工学を重視する、ストレ

スを重視する、日本でも問題の危機管理を重視す

る。現場が評価するというのは、先ほど紛介した調

査報告にモあったように、職長を含めたグル プで

システムを進める課題になっている。

グ、ッドプラクテfスに非常に重きが行われている

のは、そういう伺点であり、 EUがほり 1-げているグ、ソ

トフ。ラクティスは報償制度を導入して、グ、ソトフ。ラクティ

スを各国で集めて、それをEU全体で検証する、それ

をまた情報で流すということで広めている。

そこでグッドフ。ラケティスということで意味している

のは、リスクを低減する解決策を実施するマネジメ

ン卜が碓守されているということを、グッドプラケティ

スと考えているようである。これにはグッドの(判定)

条件を立てており、個別企業カら集因企業まで対象

はあるが、現場ごとのリスク評伺の体制、及びそれ

による何らかの改苦が圏られるものをグッドと考え

ている。

労働安全衛十マネジメントシステムのEUの指標

を、最後にみてみたい。これは調査報告書のまとめ

にあるものだ、が、とれで取り上げているEUの指標

は 30 ほどあるが、それを書き出して説明する|時 IUJは
残念ながらないが、これを労働科学研究所で導入

している安全文化の指標と比べていただくと非常に

似ているというわかる。分煩の仕方もかなり似てお

り、同じような考え )jで、 EUもマネジメントシステムの
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導入を図っているということがうかがわれる。
先ほどの11企業のうち、それぞれの企業の特徴 

点をいぐか指摘しており、その特徴点としてあげら 
れている数を出してみると、経営者の積極的関与、 
従業員の参加、トレーニングによる現場のリスク評 
価、実績としての傷害•疾病率の文書化、に重点を 
置いていることがわかる。ここでは2つ以上の企業 
にあったものを取り上げている。(前頁囲み参照)

こうした特徴をみてみると、EUがマネジメントシス 
テムとしていま力点を置いている進め方、これがよ 
しとするグッドプラクティスの考え方が、ここにも浮か 
び上がってくるのではないかと思う。従業員の参加 
による取り組みの体制から、リスクを評価して、改善 
して、しかもフィードバックを的確につかんで、継続 
的な改善をしていくという、これが枠組み制度のもと 
で一差異はいろいろであっても一企業で職場レベ 
ルを巻き込んだかたちで進めていってくねればそれ 
をグッドプラクティスと考えていきたいということだろ

うと思つ。

まとめ
まとめてみると、職場の良好実践を支えるマネジ 

メントに参加型で取り組むことが、EUの共通の課題 
とみてよいと思う。多重リスク要因を取り上げる広い 
視点を基盤にして、現場主導での参加型のリスク評 
価、リスク低減策に重きを置く/仍込とレ、うことであ
る。

この考え方は、ILOエンサイクロペディアにみら 
れる、広く多面的な事項を取り上げている位置づけ 
とも共通している。日本の安全•健康文化の構築を 
考えていくうえでも、またそれを支える私たち労働科
学の現招ことっても共通する重要な課題と 
もなっている。
(講演資料とテープをもとに編集部の責任でまとめ 
ました。)

8月3日、都内で(財)労働科学研究所創立83周年記念シ 
ンポジウム「安全•健康文化の構築に向けて〜労働科学は 
何をなすべきか〜」が開催された、以下の3本の報告とディ 
スカッションが行われた。今号で紹介したのは、このなかの小 
木和孝氏の講演内容である。
「頻発する重大事故にみる安全文化の重要性」
井上枝一郎(労研研究主管/関東学院大学教授) 

「労働安全衛生マネジメントシステムのEUの経験と流れ」
小木和孝(労研主管研究員/元ILO労働条件環境局長) 

「麻酔科医にとっての過労予防と医療ミス防止」
酒井一博(労研研究主管•常務理事)
またシンポジウム終了後、ILO産業安全保健エンサイクロ 

ペディア(日本語版)全4卷完成記念パーティーも行われた。 
日本語版は、全4卷十CDROMそろって絶賛販売中(定価 
28万円+税、分冊は各巻7万円+税)。驟徽黔

日本語版
労働調査会出版局

〒170-0004東京都豊島区北大塚2-4-5TEL (03) 3918-5517/TEL (0120) 351-610URL : http://www.chosakai.co.ip/
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今後の労働安全衛生対策の在り方に関する検討会報告書
平成16年8月今後の労働安全衛生対策の在り方に関する検討会

1.今後の労働安全衛生対策の
在り方に関する検討

(1)検討の視点
ア昭和47年に制定された労働安全衛生法は、多 
発する労働災害に歯止めをかけることを目指し、 
当時労働基準法等の中に定められていた安全 
衛生確保のための条文を独立させ、体系化する 
ことにより創設された。労働安全衛生法において 
は、労働災害の防止のための危害防止基準の 
確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促 
進の措置を講ずる等防止に関する総合的な対策 
を推進することにより、労働者の安全と健康の確 
保を図ることとしている。具体的には、第10次の 
労働災害防止計画を策定し、種々の施策を講じ 
ているところである。

イ しかし、現状をみると、労働災害は長期的に減 
少してきたとはいえ、労災保険の新規受給者数は 
今なお年間52万人を超え、そのうち重篤な休業 
4日以上の死傷者数は約12万6千人となってお 
り、一度に3名以上が被災する重大災害は昭和 
60年以降増加傾向で推移している。さらに、「過 
労死」等の労災認定件数は高い水準で推移して 
おり、化学物質等による健康障害も後を絶たない。 

ウ また、昨今の社会経済情勢の変革の中で、企 
業においては、製品寿命の短縮、多品種少量生 
産の進展等に伴う生産様式の変化、業務請負等 
のアウトソーシングの増大、合併•分社化による

組織形態の変化、企業内の組織の再編が進行 
し、また、労働者においては、就業形態の多様化、 
雇用の流動化等が進行している。このため、所属 
や就業形態の異なる労働者の混在が一般化し、 
安全配慮義務を負うべき事業者の範囲が暖珠に 
なっている。さらには世代の交代に伴い安全衛 
生に関わるノウハウが伝承されないことによる「現 
場力」(現場における人材力)の低下、安全衛生 
管理組織の縮小、業務の質的、量的変化による 
労働者の負担の増大等、労働現場における様々 
な変化が進行してきていると考えられる。

ェ このような状況下において、昨年の夏以降、製 
鉄所における溶鋼岡の流出災害、ガスタンクの 
爆発災害、油槽所におけるガソリンタンクの火災 
災害、タイヤ製造工場における火災事故等、我 
が国を代表する企業において重大災害が頻発 
した。

このため、関連する3省庁共同で設置した産業 
事故災害防止対策推進関係省庁連絡会議にお 
いて、火災、爆発災害等が多発する原因及び今 
後取り組むべき事項が検討され、また、厚生労 
働省においては、安全管理活動の充実を図る 
観点から大規模製造事業場に対する自主点検 
が行われた。その結果、災害発生率が高い事業 
場では、
① 事業場のトップ自らによる率先した安全管理 
活動の実施が不十分であること

② 事業場のトップが安全管理に必要な人員• 
経験や経費に不足感を持っていること
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③下請等の協｝J会社との安全管理の連撹や

情報交換が不十分であること

@)労使が協力して安全問題を調査審議する場

である安全委員会の活動が低調でまること

⑤入社後の定期的な現場労働者への再教育

や作業マニュアルの見直しが不|分である三

と
⑤設備・作業広危険性の大きさを評価し、災告

を防くための措置を実施するととが低調であ

ること

が明らかとされた。このような問題に対応し、重大

災害の確実な減ノタを凶るためには、

ヨ)事業場のトッフ。による安全衛恒方針の表明

②安全委員会の活性化

~ 所属ノしの異なる労働者がiM有している事業

場における団係者相付の確実な連絡調整の

確保

@)安全管理者に対する選任時等の教育の充

実
⑤雇人れ時あるいは作業転換時などの労働

者に対する安全教育の充実

⑥臓場の危険箇所江特定・評｛而及びそれに基

づく対策の徹底

⑦設備の適切な維持管聞の倖保等

に加え、同庁止!lの法令・基準・制度の整備、ガイド

ライン・マニュアル等の策定による災告防止対策

の推進を催実に|ヌ|る三とが重要で主るとされる報

告、分析結果がとりまとめられたところである。

オ国際的にも、 E Uにおける安全衛生枠組み指

令の策定、 I L Oにおける労働安全衛生マネジメ

ントシステムに閃するガイドラインの策定、 ISOに

おける企業の社会的責任に関するガイドライン

の策定着手等、事業者の白主的取組の尊重、 rJ

スクの先取,;の重仰という発恕に基づく動きが i活
発である。また、機械関係では E U機械指令、

I S O I 2 1 0 0等が策定され、安全に設計された機械

の供給としゅ考え方が重仰されるようになってき

ている。

リスケ並びにリスケの詐｛曲及び管理(マネジメ

ン卜)は、安全を扱う欧米の法令では重必な概念

になっており、園内法においても医療や食品の

分野ではリスク及び(1)スク評伺江既念が存在して

いる。

カ 経済再生還常と構造改革に関する某本方針

2004 (骨太の方針)においても、新たな成長に InJ
けた課題の っとして人問力の抜本的な強化に

取り組むことが掲げられ、また、同際農境の厳し

さが増す中で、安全と安心が重点課題として不さ

れている。我が固における安全衛生対策を推進

することは、との流れに治うものであり、ひいては

我が固の活力のInJ 1につながるものである。

キ毛とより、労働者の作業環境、作業に治在する

危険を把梶し、それを除去・軽減する三とにより労

働者の安全を確保することは事業者の基本的な

責務である。幾多の裁判例lにおいても事業者の

安全配慮義務の存有を前提に損害賠償の請求

が認められている。さらに、近年、企業活動にお

いて企業の社会的責任が厳しく問われて主如、重

要なステークホルダーで去る労働斉の安全と健康

を守ることはこの社会的責作の考え方のλきな

要素のーっとなっている。安全衛生の分野にお

いては、方針、 U標の設定、経常資源の配分等

に決定権を有する経首卜ッフ。の役割lは極めて重

要であり、率先弔範して安全衛生活動を推進す

るととが求められる。

回全従来から各作業に内在する危険を避ける
た詑の最小限fTうべき対策については法令で示

しその遵守を求めてきた。しかしながら、同が /j,し

うとのは各事業場に共通するいわば最大公約数

の基本的な対策であり、事業拐の個々の作業を

網羅するモのではない。事実法令違反が認めら

れない死亡事故も起こっている。加えて技術革新

の進)民により生産子段の多様化も進んでいる。

事業者は法令に定ゅう才Lた措置を実施するだけ

でなく、事業場｛岡~rJの特'1"1に応して安全衛中対策

を講ずる必要がある。国はその努力を文援しなけ

ればならない。

また、労働災需を減少させていく|で労働者の

役割も重要で£る。労働災告で最大の被告を被

るのは労働者ヨ人であり、また、労働災害の危険

を下知しやすいな場にいる。労働安全衛1'11;に

おいても労働者の責務が定められているが、そ
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の中心は事業者の講ずるHli世に対する対応義

務に限られている。労働者の安全;首識を高め、

労働者も主体的、かつ、積械的に労働災害の防

止活動に参加することが望まれる。

ケ 事業者のf':l主的な安全衛生対策を推進する

ためには事業場の労使で構成する安全衛生委

員会のィ ～ðrJは重咲である。職場の安全衛恒に悶

わる労使が「労働者の危険を防止するための基

本となるべき対策に係 ξ 三と」等を審議することに

より、労使双方の労働災需防止に対する意識が

高まることが期待される。

ケ 今まです:労働安全衛生法は、労働斉の安全と

健康を確保するために最低限必必な拍簡につき

法令で定め、その遵守を図ることを基本として法

の11組みが組み立てられている。乙の 11組みを

維持しつつ、今 度労働災害の太l陥な減少を実

現するために、労働安全衛生訟の基本自 Jな考え

方を、後追い的に個別の予防対策を追加してい

く手法から先取り的に予|坊対策を存入する手法

に転換し、事業者が積極的に自ら危険・イj告な

状況を担保し、その除去・低減を|刈る三ととする制

度的な環境整備が重法である。事業者の自主的

な活動が十分光返していれば、さ却さ国が施設

設備の設置百|回等につき事前チ工ツクを行ったり

直接事業場を指:ヰする必 l止'VIも減少し、安全衛

生水準に問題のある '1'小企業等に対して、安全

衛生行政の活動を強化する三ともロJ能となろう。

コ 以|の状況の下で、今後、企業及び労働者を

とり巻く社会構造の変化に対応し、爆発災当をは

じめとする重大災害の増加をくL川上め、さらに労

働災需のー屑の減少を図るためには、労働安全

衛生閣係法令に基づく最低基準の履行確保に

加え、事業斉による白主的な安全衛生活動の-

Rの充実を図り、職場のリスケの確実な低減に収

り組むこと及び多様化した就業形態を踏まえた安

全衛生管理体制の確立が必要で主る。このため、

①事業者による自主的な安全街中への取組

を促進するための環境整備

②ノじ請等を通じた安全衛生管理体制の実現

③岳、③l外で、安全衛桁対策|検討すべき

事項

等の新たな課題について検討を行い、今後の安

全衛生対策の伝り) jをとりまとめることとした。

(2)検討の経緯

今後の安全衛生対策の在り)jについて検討をfT
うため、別紙の参集者による検討会を設置し、平成

凶作3月2 9 tJから 8月4tJまで、 61門|閣催した。その|山、

職場の実態等を把握するため、企業、業界川休か

らヒアリングを実施した。

2.職場における安全衛生をめぐる現状

(1)労働安全衛生法体系に基づく対策の推進

労働安全衛生訟は、安全衛生確保のたゲメワ総合

的な法制として立法化されたものであり、本法にお

いては、事業者が講ずべき危宵防止J首置の他、事

業場内や混在作業場所における安全管理体制!の

構築、機械、化学物質に関する製造、流通段階で

の規制、固による各碕の援助拍関等の幅広い規定

が設けられており、また、本 j去の委任を受けてより

具体的な措置内容を定めた労働安全衛生規則、特

別則が制定されている。

これら労働安全衛生関係法令に規定された安全

衛生管開体制、安全衛生長準等は、労働災害防止

に関する科学的知見や多くの災育事例を台む過ょ

の経験均も件巳れた最低限fTうべき措置として列挙

したものである。とれを jD保するために第二者によ

る確認が必'～なものについては、検杏・検定市 I 度

の対象とされ、また、計|向|屈の提山等の措置が採ら

れている。また、特に危険な作業については有資イ存

者以外の就業制限や作業主任者の選任により安

全衛生を確保されてきた。

労働安全衛生法はとのように事業者等に対して

各樟拍肯義務を課すとともに、安全衛十改善計画

の作成・実施、労働安全衛生コンサルタントの活用

等事業者の白主的な取組を促進するととにより、労

働災需防止対策を靴進してきた。

さらに、事業場において日律的に労働災告防止

対策が推進されるイ|組みである、労働安全衛生マ

ネジメントシステムの導入を抑進するため、「労働安

全衛生マネジメントシステムに関する指針」を労働
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安全衛桁規則に基づいて公表している。

(2)労働災害の発生状況

労働災需による死亡者数は同和 36年に過よ最

高の 6,712人を記録し、その後も 6下人前後で推移

していたが、昭和 47年の労働安全衛生法制定を契

機に 5,631人かう昭和 51年には 3,345人とわずか4

年で4 0 %以上減少したれ平成 15年においてもな

お 1,6 28人の方が亡くなっている。

なお、 「過労死」等に係る労災認定｛ ' [数は、ド成 15

年度には312件、うち先亡は 157件に達し、精神障

害等の労災認定件数は 108件、うち白殺は 40件に

;土している。

休業4円以上の必傷者数については、平成 15年

には約 12万 6千人となっており、労災保険新規受給

者数については、平成 14年には 52万人什となって

いる。度数ギについてもil:I年大きな変化はなく、平

成 15年は1 . 78となっている。

一方、重大災需については、昭和 48年に 331 ｛'[

であったものカ叩百前160年に 141件まで減少したのち

増加に転じ、増減を繰り返しながら現存まで増加傾

向が続いている。 、 l '成15年は249'f 1の重大災需が

発生しており、これは昭和 50年代前干の水準であ

る。

昨年発やした主な労働災需等についてみると、製

鉄所のコークスガスタンクにおける爆発災当、タイ

ヤL 場における火災、油槽所における火災等、我

が圃を代表する大規模な製造業において、爆充・

火災等の 般公衆に影響を句える大きな災当が発

生しているととが特徴として挙げられる。乙れらの災

需によって、当殺事業場を台も企業グ)1一フ。では、

それぞれ 1∞倍、円から 400億円の損百を比込んで

おり、企業経常に大きな影響を与えている。

本年に入ってからも、令室数の労働者が死傷する

大規模な労働災当の発生が続いている。

(3 )職場における安全衛生活動の現状

ア経営卜、yプの取組

労働災害防止において、経常卜yフ。の活動が

重注であることはもちろんであるが、これを畏｛,J

ける毛のとして、産業事故災告防止対策推進関

係省庁連絡会議の中山とりまとめにおいては、産

業事故災当防止上の問題),～として、経営ト、ソプの

認識や取組が安全候保を|刈る上で非常に重要

であり、経営トップを中 ;L 、とした全社的な取組が功

を奏している事例が比られるゾJ、事故が発生

した産業施設では危機管理恵識が希薄と思木れ

る事例がみられたとされている。

当検討会が行った企業ヒアリングにおいても、

経常卜、ソブ戸が安全に関して強い姿勢を表明したと

とによって、安全管理部門の｛士事がやりやすくなっ

たという事例があった。

また、厚生労働省の大規模製造事業場に対す

る白七点検結果において全体を労働災需の発

生率でみて五分位に分けて比較したところ、事業

場のト、ソフ。が年間の安全管用活動計画の作成に

積極的に関与しているとするところは、最も災需

発生率が低い第 l五分位では 75.3%でξaのに

対して、足も災害発生率が高い第 5五分位では

65.8%と10ポイント料度の長がみ巴れた。事業場

トップがf ' : lらfTう他の安全管理活動について宅、

第 1T r :分位と第5五分位と(f_問で概ね10ポイン卜

科度の長がみられた。事業場の卜、ソプが安全活

動に閣日する項目数が増え引ゴy主って災告発生

率が低卜する傾向もみられている。

イ下請等の協力会社等との連携

下請等の協力会社等との連携については、産

業事政災害防止対策推進関係省庁連絡会議の

中 IUJとりまとめにおいて、下請、一次受けゴ走者等が

保安閣連業務をfTう事例が増加しているが、これ

らの業者に対する安全確保而での連携が|分

行われていないおそれがあると指摘されている。

実際に、注文者が所イlする設備の保守点検

等を r詰に行わせた際に、危険性・有害性に関

する情報が提供されなかったこと等の安全衛や

管理上の問題があったことに起肉する兆亡災当

も発生しているととろである。

大規模製造事業場に対する自主点検結果に

よ才ll d:、元)j事業者と協力会社の災当の発生率

を比較すると、千人不が 5.09と11 . 3と、協力会社

が 2倍以|高くなっている。さらに、作業IUJの連絡

調整の実施状況をみると、「安全担当を含めて、
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定期的に進捗状況の｝E握及び再調整」、「安全

担当を含めて、当初計l向段階で調整」を行ってい

る割合をみξと、第1五分位が第5百分位を 17か

ら18 ポイント ［.1門|っている。協議組織の設問運

営、作業場所の巡視においても同レベルでま泊。

また、危険に係る情報iT.云達方法については、

大規模製造事業場に対する自主点検結果によ

れば、文書と共に工事開始前に必ず現場で工事

内容を確認しているととその千人率が 4.4 0である

のによfし、特に知らせていないところでは年千人

半が11.8であったo

ウ安全衛生委員会の活動

平成 1 2 "ド労働安全衛や基本調査によれば、

安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会

における議題は、「職場蝶境の向上に関する検

討」、「労働災需の原因及び再発防止対策の検

討」等が 80?出向であるが、「労働災告防止計 l同Iの

作成、計F 価及び、見直し」は 5 0 %強となっており、

安全衛恒水準を継続的に［01 ［今させるために安全

衛生員会を活用すξことは十分普及していない。

大規模製造事業場に対する口主点検結果に

よれば、安全委員会において「安全管理体制の

検証、比 l直し」について審議した事業坊は第 1五
分位では 68.5%であるが第 5冗分位では 56.6%

と、約12 ポイントの長があり、「安全に悶する新

たな規定の作成、改訂」、「設備等の新設・変更を

行う」易台の安全而からの事前詐価等」等、いず

れの唄円についても第 1 立分杭と第5 立分｛,'iとI~J

に、 10 数ポイントの差がみられている。

また、安全衛生委 H会で活発なJ吉見交換が行

われており、結果が現場の改善に反映している

とこ弓の年下人卒は 4.98であるのに対し、伝達事

」頁や現場等からの報幹事項が主体で志見父換

は十分行われているとはLミえないところの年千人

半は 7.19であった。

総合的な安全衛生管理手j去の調査検討(中央

労働災害防止協会,平成 10年度)によれば、安

全衛生委員会の台;草事項の 8 0 %を実施してい

るのは、安全衛生以会活動の活発な事業場では

78.0%で庇ξのに対し、ィ、活発な事業場では 28.5
%となっている。

安全衛小委員会の活動についてはマンネリ化

が指摘されているが、企業ヒアリングにおいても

マンネリ化を感じているとする事例がみられた。

工安全衛生教育の実施状況

平成12 年労働安全衛生基本調査によれば、

安全衛生教育を実施している事業所のうち、「常

JIJ労働者として新しく展しミ入れた労働者」に対して

教育を行っているのは 90.1%であるが、「作業内

容を変更したときの関係労働者」では 51.1%、 「祈

しく就任した職長、現場監智者、主 ｛T等」につい

ては 27.6%、「新しく就任した安全管理者(安全衛

生推進者)Jは 15.3%となっている。

また、 λ規模製造事業場に対する自主点検結

県においては、現在の安全担当部署のスタッフ

の知識・経験に係る総折安全衛生管開者の認識

について、「十分」としているところの年千人率が

4.19で正るのに対して、不足してL三とこ弓の年下

人不は 8.50となっている。企業ヒアリングにおい

て毛、管理監督者、特に管理者屑の知識が不足

しているという指摘があった。

安全衛生教育実施百|回の作成については、

作成している事業場の年千人率が 5.05でまるの

に対して、作成していない事業場は 9.72に達して

いる。現場労働斉に対する定期的な再教育につ

いてみると、実施じ亡し渇事業場の年千人率は 4.81

で庇るが、実施していない事業場は 6.5 5となって

いる。

(4)労働者を取り巻く社会経済情勢の変化

ア企業内の安全衛生管理の変化

検討のよ日点にまるとおり、社会経済情勢の変

革の流れの '1'で、企業内の安全衛生管理につ

いても、君主化がみられる。

産業事故災需防止対策抑進関係省庁連絡会

議の '1'問とりまとめでは、製造現場で起こってい

るとととして、個々の虚業施設における火災・爆

発等の発桁頻度は比較的小さいために潜在的

危険性や安全対策の重要性が認識されにくくくなっ

ているとと、虚業技術の進展等に伴い施設イン

フラや操業・管理手法等が高度化・自動化してい

ることから 般従業員が危険を休感する機会が
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きわめて少なくなっており、「安全への慣れ」が桁

じているとしている。また、産業技術の進民等によ

る両度化・白動化、アウトソーシンゲイヒ等により

業務の合理化・効率化が図られているが、これ

に対応した安全対策の弘直しが十分図られてい

るとは青い難い而があるほか、台開イヒに付随し

て産業施設に精通した者が減少等し、安全確保

面での知識や技術が次位代に円滑に伝承され

にくくなっており、従業はの災害発生時の適切な

対応に凶難が桁じていξとも指摘している。

平成 15年度ものづくり基盤技術振興基本法に

艮づく年次報告(ものづくり 1'1Jl)においても、虚

業事故災需|坊止対策掛進団係省庁連絡会議と

同様の認識のをとに、事業場において安全管理

に必要な能力を倖保していくことが求められてい

るとされている。

また、干十同法人円本経済同体連合会経営労働

政策委民会報許2004においても、従来ほとんど

起こらなかったで場での太規模な事故が頻発し

ているとした上で、この問題を「現場力」、すなわ

ち現場の人材力の低下の反映と認識すべきとし

ている。また、高度な技能や知的熟紋を持つ現場

の人材の減少、過度の成県志向による従業員へ

の圧力が原凶との指摘がある三とを紹介している。

本検討会が行った企業ヒアリングにおいても、安

全衛生管理部 IJ"の人数が大幅に減少していξ例

がみられたところであり、企業の安全衛生管理体

制は、従来と同様の能))を維持していないのでは

ないかと懸念されている。

総務省労働力調査の平成 15年平均かう労働

者数の年齢階J i i l ~rJにみξ と、就業者に而める 50 

代の芹Jr台は、特に製造業、建設業において、他

17:年齢層に比べ大きい。今後「団塊の世代」にヨ

たる50代の労働者の相当数が定年を迎え、退職

すξことが予想され、その際、 I ! I :代交代とともに安

全衛生管理に係るノウハウが失われるととによっ

て安全衛小水準が低下するおそれがあることか

ら、技術技能が羽場に確廷に継ヌ評されるような

11組みを考える時期がきている。

イ所属等の異なる労働者の混在の進行

業務請負等のアウトソーシングの増大、合併・

分社化による組織形態の変化、企業内の組織の

再編や、就業形態¢多様化、雇用の流動化等が

進行しているととにより、所属や就業形態の異な

る労働者の混在が一般化している。

総務省事業所・企業統計調金によれば、派還・

話負労働者数は平成8年に 192万人であったが、

5年後の、ド成 13年には 216万人と 12.5 %1曽川し

ている。製造業に限ってみれば 49))人からの))

人と28.6%の大幅な増加となっておじ、業務両負

等として働く労働者の数はλきく伸びている。

また、派遣・下請のいる事業所でみても、平成

8年に 21万 7千事業所であったものが 23万 9千

事業所と、 9 8 %の増加となっている。製造業につ

いては、 3))8 下事業所カら 4)) 事業所に 5,1%

増加している。

分社化についても、分社化により設¥r.された企

業数は、平成 10年から 11年及び平成 12年から

13年にはそれぞれ約之∞oに達しており、平成 8

甘ドカら9 +ドにかけてZI11された企業数の 2倍以

上となっている。製造業についてみると、分社化

により設立された企業数は平成 10年から 11年及

び V成 12+ドから13年は330前後で抑移し、全産

業と同様に平成自年から 9年にカ斗すて設立された

企業数の2倍以上となっている。

ウ業務の変化による労働者の負担の増大

労働者の負担については、厚生労働省平成

14年労働者健康状況調査によると、 11事による

d郎通小安、ストレスを抱える労働者は 6割以|に

達してお〕 、また、 般定期健炭診断の粘巣、附・

心臓疾忠につながる所見を始めとして何らかの

所見を有する労働者の割合が噌)JUしている。

また、「過労死」等及び精神障百等に関する労災

認定件数は、前述のとおりである。

(5)企業の社会的責任からみた安全衛生対策

長近の不祥事の多発等を受けて、企業において

は、社会的公正や環境などへの配慮を組み込み、

労働者、投資家、地域社会等のステークホルダー

に対して責任主る行動をとるとともに、説明責任を呆

たしてしミくことが求めるれている。こうした考え方は企

業の計会的責任 (CSR: Co咋 Jrate Social Respons
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ibility) 11子ばれ、欧米では企業が社会的責任を果た

しているかどうかを基準に投資する社会的責任投

資 (SRI :Sociially Rcsponsiblc Invcstmcnt)と呼ば

れる投資運動が普及している。

企業がCSRとして取り組む分野は、コーポ［/~卜・

ガパナンスや域撹分野、社会分野など多岐にわたっ

ているが、社会分野の一つの l止素である「労働」に

ついては、環境などに比べて取組は決して十分に

進んでいるとはいえない。

企業は人や物、資金と言った経営資源割引JIし
て、財を生産したりサービスを提供し、干十会的な価値

を創造する主体である。その際、企業は社会の一

員であり、社会と無関係であり得ない存在であるこ

とに鑑みると、社会の多様なステークホルダーへの

影響を|分に考慮しながらj舌動を行っていく必要が

ある。なかでも、労働者をはじめとした「人」に団する

取組については、他とは異なる特別な配慮が必要

になる。労働者の働き方等に|分な考慮を行い、

かけがえのない同 '1"1や能 }Jを活かせるようにしてい

くことは、「公器としての企業」にとって、本来的な責

務である。

労働災宵や長|時|自l労働、ストレスの増大等によっ

て労働者の安全と健康が損なわれると、企業には

経済的損失が発生する。こうした中、「人」の観点か

らも持続可能な発展を実現する社会を形成してい

くことが垂要となって才刻、 C S RにおいてA労働者の安

全衛生対策を考慮する三とは、重要性を士目している。

また、 C S Rについても、 ISO においてガイドライン

策定に若子することとされている。

(6)安全衛生施策等に関する海外の状況

米国では、 1982 fドより自主的下防プログラム

(VPP: Voluntary Protection Program)と呼ばれる

白主管理制度を導入している。乙の制度は、包折的

な安全衛桁管理を自主的に行ってしく意思を持ち、

この肖を安全衛生庁へ申請をした事業場に対して、

占類審査と現場視察を行ったのち Vpp参加事業場

として認定するモのであり、認定事業場は定期監督

の免除などのインセンティブ、措置がとられるといった

制度である。とれまでに約 900 の事業場が認定され

ているところであるが、この認定については、安全

衛生管理システムがイl効に機能しているかというシ

ステム監奇的な事組に )Jはえて、過去=チドIUJの災需

と浜病の発生率が同じ産業の平均発生率を下回っ

ていることが要求されるなど、 11組みだけでなく実績

評価の必素も有している点が特徴でまる。

労働安全衛生マネジメントシステムについては、

裁が|玉|においては、平成 11年に「労働安全衛生マ

ネジメントンステムに閃する指針」が策定されている

が、平成 13年 (2001年)にはI L Oが「労働安全衛生

マネジメン卜システムに関するガイドライン」を公友し

ており、各圃においてもガイドラインの策定が進め

られている。

EUにおいては、 1989 年に rEU労働安全衛生の

改菩を促進するHli肯の蒋入に悶する欧州理事会

指令 (89/391尼EC)J ( E U労働安全衛生枠組指令)

が採択され、労働者の安全と健康の改善を促進す

るための対策を導入すべきであるとの認識の下に、

リスクアセスメントに基づく安全衛生確保措置の休

系を導入するとととされ、 EU加盟同においては、 |玉|

内の法制度等の整備を 1992 年末までに進陀 ξこと

とされ、主要国では国内法での整備が行われた。

また、 1989 年に「機械に係る加盟 t司法令の接近

に悶する理事会指令 (89β,見直C)J但u f投械指令)

が策定されているが、その後幾度カゅ改正を経て、

1998年には機械指令の整問統台がなさオた (98/37/

EC) 。機械指令においては、 EU域内で流通する機

械は、健炭と安全の必須要求事項を満たさなけれ

ばならないとと、製造業者等は機械のi且台性計{曲

を行わなければならないこと等が定められている。

I S Oにおいては、機械の設計者が危険j原を同定

し、リスクの評価を行って、許容できないリスクにつ

いてはリスケ低減拍置をとり、除去できなかったリス

クについては使用上の情報をユーザーに提供す

るという機械の包折的安全ぷ準が 2003年に ISO

1 2 1 0 0として規格化されている。我が国においても、

平成13年 (2∞l年)、に機械の包括的な安全基準

に関する指針が厚生労働省労働法準局長から不

されて手三札機械の設計段階からリスクアセスメント

を行うための考え )j が示されている。

3.今後の安全衛生対策の在りんふ(提丘)
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①事業者による自主的な安全衛生への取組を

促進するための環境整備

ア危険・有害要因の特定、低減措置等の推進

(ア)職場における危険・有害性の調査等の推進

労働災害による被災斉は今なお 52万人を超

え、重火災需はJ自J刑している。特に、 |咋年来、大

規模製造業でな爆発火災、 酸化炭素ガスの漏

州、建設業での解体作業中の倒壊災害等の重

火災需が社会の注円を集めた。これらの'～囚の

むとつとして、事業場内における危険・イl当性の

調査とそれにぷづく対策が|分でなかったことが

あげられる。また、製品方命の矩縮、多品積少量

生産等に伴い、生産工程の多様化、複雑化が進

展するとともに、新たに有害な化学物質が等入さ

れており、事業場内の危険・有需必囚は多様化

し、その把握が困難とTよっていることが懸念される。

とのような状況卜において、労働安全衛生法令

に規定される最低基準しとしての危害防止基準を

遵守しつつ、さらに企業が日主的に安全衛生水

準を向上させていく上で、危険・有害要凶を特定

し、これに基づきリスクを評価し、リスケの伐減措

置を検討するリスクアセスメントを実施することが

効果的である。

六規模製造事業場に対する自主点検結果や

O S H M S促進↑品議会の調査等によれば、リスクア

セスメ討を某本とする千 j去を導入している事業場

は、導入していない事業主語と比較すると、災需の

発生主主は相当に低くなって章二灯、労働災当防止に

効呆が上がっているという結束が得られている。

また、第10次の労働災宵|坊止計画においても

リスクを低減させる安全衛生管理子法の民開が

県本方針として/J~されている。

このため、|咋年来の爆充、火災災需のJ!;Jj充及

びこれに壊がる重大災当の増加傾向を抑制し、

労働災害を一層減少させるため、重大災害が頻

充したでた的業碕等の事業場においては、事業

者が危険・イfti要閃の特定、リスケの評価等をfT

う危険・有害性の調査に取り組むイ|組みを確立

することが必 l立である。

また、その際、危険・イfti性の謝金粘県に閣す

る安全衛恒委員会における調杏審誌等、現在各

事業場で確立している既存の安全衛生管理体制

を忌大限活用するととがとの 11組みの円滑な実

施のために必 l止である。

(イ)機械に関するリスクアセスメント

事業場l付の機械の使用段階における労働災

需を防止するためには、製造段階であらかじめ

リスクアセスメントを実施し、リスクを低減した上で、

残存リスクの↑古却を機械の使用者に提供するプ

ロセスを確有することが必叫でまる。そのために、

既にグローバルスタンダード化してL、る IS012100

の考え方に買わた「機械の包折的な安全県 ifJの

実効' 1 ' 1を高めるための仕組みを導入することが

必要である。

(ウ)化学物質管理の推進

化学物質に団する管理については、「職場に

おける労働者の健成確保のための化学物質管

瑚の有り方検討会J(座長機)1治以(慶比、義塾

λ学名誉教j立) )において:くの検討結果を得たと

ころであり、こうした仕組みの導人を図るべきであ

る。

危険・有需' 1 '1を有する化学物質について、絵

表示等を求めた化学品の分類及び表示に関す

る世界調和システム ( G H S T' I連IiJJ丹羽lcGlobal

ly Harmonized System of Classifcation and 

Labelling of Chemicals)との整合性を確保しつ

つ、作業場の容器への危険・有害性に応じた絵

表不等によって、{岡々の化学物質の危険・有需

性、取扱上の注;草等を 層明確にし、事業者の

適切な管聞を促進することが必要である。

さらに、これらの表示、化学物質等安全デー

タシート(MSDS:Material Safetv Date Sheet)に

某づく事業斉の白主的な労働災害防止措置の明

確化等も必必である。

イ 自主的取組の推進と普及促進のためのイン

センティブ措置

(ア)自主的な取組の必要性

危険イl主性の調会f等が必要となっていξこと

に加え、現場の実態汝び現場における危険予知

活動等の安全神～1'活動を熟知しているベテラン

労働者が、定年退職、リストラクチャリング等によ
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り現場をぷり、また、今後「団塊の世代」が大量に

退職することを考慮すξと、現場における安全衛

生 jQ "J者のレベル低トによる事業場の安全衛

恒活動の弱体化に対して早急に対処する必l止が

ある。

乙のため、事業場において個人の経験と能力

江みに依存せず、トッフ。の方針の下、組総として、

安全衛生活動を維持改苦するために、危険・イj

害要凶を特疋し、リスクの詐イ曲及びリスクを低減

させるHli聞を体系的に実施し、安全衛や水準の

段階的な向上を圏る仕組みの活用を図ξことが

必要である。そのj1組みのひとつで効果的な千

法が労働安全街中マネジメントンステム(以下「マ

ネジメントシステム」という。)である。さらに、この

11組みの運用の実効性を高めるには、事業I場単

牧江みでなく、全社的な収組を進めることが望ま

しい。

マネジメントシステムの導入を促進するために

は、「労働安全衛桁マネジメントシステムに閃す

ξ指釘 J(平成11年 4月五l R付け労働省告示第

53号)の性栴が明らかになるよう労働安全衛生

法体系の中でのj, ;肖づけをより明確にすること、

また、実施事項を明確にすξことが必要である。

さらに、～該指針については、指針制定後同際

基準として制定され、認知されている ILOの「労働

安全衛生マネジメントシステムに関するガイドライ

ンJ(双山l年 I L O理事会示認)との柊台性にも配

慮する必l止がある。

また、総括安全衛生管理者による安全衛生);

針の表明等、既存の安全衛生管開体制を応大

限活JIJすることが、この仕組みの円滑な実施の

ために重要である。

なお、祈たな 11:組みの導入を促進する際、中

小零細企業においても比較的容易に実施可能

な子法の閣発及び支援措置も併せて検討する必

要がある。

(イ)普及促進のためのインセンティブ措置

マネジメントシステムが定着し、安全衛生対策

を推進する体制が確立するととにより、事業場内

に主卦ナる労働災害の防止が自律'1'1を持って作進

されることが期待されることから、各事業坊にお

ける積極的な蒋入を図るための誘導促進策を検

討すξ ことはイl益である。第 10次の労働災当防

止古|固においても、インセニティフ手措置の存り方

の検討と蒋入がjt Jげられている。

インセンテイブ措置としては、マネジメントシステ

ムが降立し、安全衛生ノ主権が而いと認められる

事業場について、

ヨ) f':l律的な安全衛生管理が定着しており、危

険・有害性の調査等が倖実に実施されること

から、行政機関が事前にチェッケを行う仕組み

で~る労働安全衛生法2耳目白条に規定されξ機

械等の設置、移転に関する百|画届を事後の

チェッケに変更する等の法令|の拍肖に閲す

る措置

争ミ 中小企業に対しては、白律的な安全衛生管

理の符入を促進を図るために、労災保険の特

例メリッ卜制を適用する等の経済的な措置

③ 企業?,の顕彰、マネジメントシステムが修立

されていることを表す標章使川の許 d主主等の社

会的な評価に閣する措置

が考えられる。

ウ安全衛生委員会の活性化

安全衛生委員会は、事業拐の卜1ソフ。が市rJ)主的

に関与し、かつ労働災害防止のヨ事者であると

同時に現場の状況について最も熟知している労

働者が参|向|する場であり、その活用は労働災告

防止に有効である三とから、労使が協力して労働

災宵防止対策を実効あるをのにする機能を果た

すことが期待されている。しかし、大規模製造事

業場に対する口主点検結果によれば、災害の発

桁率が高い事業場では「安全管理体制の検証、

北l直し」 、 「安全に関する新たな規定の作片見、検討」

等の事項を審議した割台が相対的に低く、報告

事項を中心亡して毎月定期自ヲに闘催されるだけの

毛のとなっている事業坊も多く存在している。この

点については、第 10 次の労働災害防止百|固に

おいても、安全衛桁委員会の活動は必ずしも活

発でなく、また、労働安全衛生法令で期待されて

いる機能が|分果たされているとは青い難い状

況にあると評価している。

そのため、安全衛生委員会の活性化を図るた
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め、委員の選出、高議事組、決定事項の扱い方

等委員会のあり )j全体の見直しが必要である。

一方、安全衛生委以会は事業場単位で設置

されているが、規模の大きい企業では、「全社安

全衛生委員会」を設置している場合が主る。企業

全体の安全衛生に関する事項を労使が話し台う

ことも有効であることから、中火段階においても

安全衛生に関する事項を検討する場の設置を推

進するととが必要である。

さらに、事業場内における安全衛中活動の効

米を上げるためには、労働者の女P全衛生対策へ

の瑚脅す、協力が必要であるととから、事業者の労

働災需防止に閃する義務の履行を前提とした|

で、労働者自らも労働災当防止に閣する責任あ

る行動をとるととが必要である。

工安全衛生担当者の教育の充実

大規模製造事業坊に対する日主点検粘米に

よれば、安全衛生 jD " Jス夕、ソフの知識経験の不

足感が高い事業場ほど労働災需の発恒率が高

いことが明らカミとなった。この背景として、安全衛

生管用組織の紺小、安全衛生管瑚.｝"03斉の兼

務の増大、さらに、労働災需防止に悶するノウハ

ウの継ヌ手の不十分さ等により、事業場における

安全衛生管理J百出者の実務能力が低下しつつ

あるという事情が考えられる。衛桁管理者、産業

医については実務能力が制度的に担保されてい

るのに対し、安全管理の中伎でよをる安全管開者

については、法的に学歴と実務経験のみで選任

されξことが許されていξことが、その一閃と考え

られる。安全管用者は、今後、事業場において

リスクアセスメントの実施、マネジメントシステムの

導入、構築等において重要な役割を担うことから、

安全管理者に対して、安全衛生管理の実務を泊

切に処理するために必叫な知識等を｛,J与する教

育を選任時において実施し、 一定の実務能力を

jQ保することが必要である。

また、現場の長である監督者(職長等)と組織

の長である管理者(部、課長)でせ安全衛生に閣す

る瑚解度を比較すると、管理斉には|分な教育

がなされていないこと力、ら安全衛干に対する理解

が乏しい場合が多く、現場を知っている管理者も

減少している。さらに、現場の作業者も現場の危

険・イl当性を認識しないまま作業を行っていξこ

とから、災害の発生につながる場台がある。

このような状況を改善するために、リスクアセス

メント等安全衛生に関する新たな知識の獲得、安

全衛生に関する志識の改革及び向上を U指し、

管理者を台む職長等や労働者に対する安全衛

す生教育の内零の見直しを検討することが必要

である。

(2)元方等を通じた安全衛生管理体制の実現

ア一体的な安全衛生管理の構築等

企業の分社化等組織形態に関する構造的変

化が進む1' 'で、企業分割等により生じた企業グ

ループにおいては、それまでの安全衛生管理の

システム、ノウハウが活かされるよう一体的な安

全衛生管理を推進すξことが適当な場合もまる。

このため、事業を日ーの場所で実施し何故な経

岳|の悶係がある等、 定の条fl下において、

企業グ凡ープ内の事業坊の安全管理者等が、

企業グループ十人Jの他の事業場における安全衛

桁管理を併せて実施すξ二とが可能となるような

仕組みが必要である。

また、職場の安全衛生管理体制の確保・向上

を図って ll< Iでは、必ずし宅事業場内の資源に

限定せず、外部資源の活用を図ることもイl効で

ある。とのような観点から例えば有害業務がな

い業種等について、事業場に直接展川されてい

ない者であっても、 今定の条件の下、衛生管理

者等として選任できるような｛I組みが必要で庄る。

今後とも、労働災需の動向、就業形態の多様化

等の社会経済情勢の変化等を踏まえ、労働安全

衛生士J策の ffり方を検討していくととが必要であ

る。

イ元方事業者による安全衛生対策の調整

事業運常においてアウトソーシンゲが進行し

ており、製造業等において、|可ーの場所におい

て指弾命令系統の見なる労働者が混在して作業

をすることによる危険が増大するととが懸)～され

ている。

大規模製造事業場に対する［':j主点検結県に
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よれば、作業山の連絡調整が十分になされてい

ない場合等には災当の発生率が高くなっている

ととかう、同ーの作業場所においてん方事業者

と請負事業者が作業を行う場合には、|司一作業

場で作業する労働者について、 元自Jに連絡調

整等の安全衛生管聞を行う統折的な管理を行う

べきであり、その主体は元方・請負の契約悶係か

ら元)j事業者でiJ'; ξことが適当でi J ' ;る。特に製造

業等においては、ノじ方事業者が請負事業者との

IUJでより緊密な連携を図り、労働災害の発中を防

止するための対策を講じることが必要である。

ウ 施設・設備の管理権限に関する安全衛生対

策

(ア)注文者による危険有害情報の提供等

危険・有害性の高い設備について0:果守等の

作業を外注化する場合、注文者が施設・設備に

内配する危険・イl当性を請負事業者に知らせな

いまま発注し、詰負事業者が危険有害性につい

て適切な措置をとらfよかったため労働者が保守等

の作業'1'に被災する労働災告が発生しているこ

とから、とのような災害を防止するため、注文者

が請負事業者に、当該作業に閃する労働災害

の発生を防止するたぜの措置をとる上で必要な

危険・有害性に関する情報を提供する11:組み等

が必l立である。

(イ)請負事業者に使用させる施設・設備に関す

る危害防止措置の確保

注立;者が請負事業者に施設・設備を使川させ

て作業を fTわせる場合、請負事業者が当該施設・

設備に関し管用権限を有していないととカら、～

f究施設・設備等に閲する労働災宵|坊止のたるとの

措置をfTう必要性がある場合にも、十分な措置

がなされず、関係労働斉が作業中に被災するこ

とがあるため、使川させる施設・設備の安全flを
確保する必要がある。

(3)その他安全衛生対策上検討すべき事項

ア中小企業における安全衛生対策の推進に

ついて

中小企業においては、人的、財務的基盤が十

分でないことも多く、規模が小さくなるにしたがっ

て、労働災需の発恒率が高くなっている。

今後の '1'小企業における安全衛生対策の推

進には、「危険・有害要闘の特定」汝び rrJスケの

評価に基づくリスケ低減品開」が有効で庇ると考

えられることから、 '1'小企業においてリスクアセス

メントを普及するための支媛が必要である。

また、中小企業において、安全衛乍水準の 101

上を図るために、安全衛生サービスを提供する

外部与門機関等をj舌用する11組みの検討が必

イ安全衛生活動と社会の評価

市場を通じた形で企業σ社会的責任を推進す

る方策として、社会的長作投資 (SRI)の活川があ

る。安全衛生活動を積極的に行い、安全衛生水

準が向い企業に対して、資金の投資を］1-lす11組

みを構築し、安全衛桁活動の取り組みを促す仕

組みの検討が必要である。資金を投資する機関

においては、議決権の行使を通じて企業におけ

る安全街中活動を積極的に併進させξことが望

まれる。

な才L資金の運用に関しては、受託者責任とい

う点に鑑み、今後、信託銀行などの遥川機関に

対し、 定の説明を求める必要性が高まることが

予怨される。これは、運用方法を制限しようとする

ものではなく、情報開示を求めるものであり、フラ

ンスの公的資金の運用において既に始まってい

る。我が l:li lにおいても、運用機関が社会的視点

あるいは労働安全神～1'的視点をもって投資先の

評価や決定を行っているときは、その基準を開示

するととが期待される。

また、経営トッフ。が安全衛恒に関する姿勢を明

確にし、企業の社会的責任を米たすために経営

の中収まで安全衛生に関する伯却が伝わるとと

が必l止である。

さらに、企業の海タ進出の増大に伴い、進山

|玉|における安全衛生問題の発生が懸)～されてい

る。海外進出企業については、進出国の法令を

遵守するととともに、国内外に閣係なく適了Eな安

全衛生活動を展開する姿勢が求められる。

ウ資格制度の検討

労働者が安全衛生に関する多様な知識、技能
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を獲得すξ二とは事業場内における安全街中活

動にもイl効であり、また、事業者汽シオ働者の負担

軽減を|刈るためにも、一度に複数の資栴取得が

可能となるような資格制度の検討が必l立でまる。

用語の解説

0 機械の包括的安全基準

機械の製造z等が機械の設計、製造等をわニ

う」易台及び事業者が機械を労働者に使用させる

場合において、機械のリスクを低減させ、機械の

安全化を図るため、すべての機械に適用できる

包折的な安全方策等に関する尾市

0 リスク

労働災当の発生する確率とそ7)'労働災面の大

きさを組み合わせ丘とによって表す危険性をい

つ。
0 リス勿アセスメント

利用ロJ能な情報を用いて危険・有害要凶を特

定し、そのリスクを見積もり、かつ、評価をするこ

とによって、当該リスクが許存可能か否かを判断

し、りスクの大きいものかう順にそのりスケを低減

させていく手法をL円。

0 労働安全衛生マネジメントシステム

事業者が労働者の協力のザに、「芹|回実施

評価改斉J( P D C Aサイクル)という一連の過

程を定めて、連続出Jかっ継続的な安全衛生管理

を白主的に行さ三とにより、事業場の労働災害の

潜在的危険刊を低減するとともに、労働者の健

炭の増進及び快適な職場環境の形成の促進を

|刈り、事業場における安全衛生水準の向上に資

することをR的とする安全衛桁管理の仕組みの

ことをいう。

具体的には、事業場において、①安全衛生方

針の表明、②安全衛兵tFl棋の設定、③リスケア

セスメン同ワ結以等に基づく安全衛生計|向|の作成、

④安全衛生育|画の実施及び運用、⑤安全衛生

計画の実施状況等の恒常的な点検及び改菩、

⑤ー定の期間ごとにfTう今速の過程の見直し、

等を連続的かつ継続的に実施する宅のであって、

恒産管理等事業実施に係る管理に悶する仕組

みと 休となって五施され、及び運用されるもの

である。

資料覧
国

1 労働災害発中状況

2 平成15年以降に発生した主な爆発・火災災当

等の概要

3 大規模製造業における安全管理体制及び活
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過重労働•メンタルへルス対策の在り方 
に係る検討会報告書

平成16年8月
過重労働■メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会

1はじめに

〇厳しい経済環境の下、企業間の競争の激化、 
人事労務管理の変化等を背景に、労働者の受 
けるストレスはますます拡大する傾向にある。こ 
のような中で、長期間にわたる疲労の蓄積による 
健康障害やいわゆる過労自殺などの問題が発 
生しており、労働者の健康確保対策の充実強化 
が課題となっている。

〇 厚生労働省では、平成12年8月に「事業場に 
おける労働者の心の健康づくりのための指針」を、
14年2月に「過重労働による健康障害防止のた 
めの総合対策」を策定し、事業場における取組 
について指導を行ってきたところであるが、労働 
者の心身の過重な負荷•ストレスに対応し、すべ 
ての労働者の健康確保を図るためには、事業者 
等による取組をより一層充実する必要がある。 

〇本検討会は、職場における過重労働や心理 
的ストレスによる健康障害の発生に的確に対応 
した防止対策の在り方について検討を重ねてき 
たが、このたびその結果を取りまとめた。

2労働者の健康に関する現状と課題
(1)労働者を取り巻く状況
〇我が国経済社会は、高い実質経済成長率を 
期待しがたい環境の中で、経済活動の国際化、 
情報化、サービス経済化、ホワイトカラー化並び 

に生産設備の海外移転、規制改革等に伴う産業 
構造の変化が急速に進展している。

〇このような経済社会情勢の下、企業間競争の 
激化、企業における能力主義、成果主義的な賃 
金•処遇制度の導入など人事労務管理の個別化 
も進んでおり、労働時間は長短両極へ二分化す 
る傾向にあるとともに、仕事に関して強い不安や 
ストレスを感じている労働者は6割を超えるなど労 
働者への負荷は拡大する傾向にある。

〇 一方、一般健康診断結果をみると、有所見率 
は年々増加の一途をたどり、平成15年では何ら 
かの所見を有する者の割合は47.3%にも達して 
いる。その中でも高脂血症、高血圧症等に関連 
する所見を有する者の割合が高くなっている。こ 
のような状況の下、労働者に業務による明らか 
な過重負荷が加わることにより、脳血管疾患及び 
虚血性心疾患等(以下「脳•心臓疾患」という。)を 
発症したとして平成15年度に労災認定された件数 
は310件を超えている。また、業務による心理的 
負荷を原因として精神障害を発病し、あるいは当 
該精神障害により自殺に至る事案が増加し、平 
成15年度の労災認定件数は1(»件を超えている。 

〇過重労働による健康障害や職場のストレスに 
よる精神障害等の事案のなかには、民事訴訟が 
提起され、事業者が安全配慮義務違反によりそ 
の責任を問われる結果となったものが多く認めら 
れる。判例においては、事業者が健康状態の把 
握やそれに基づく業務軽減措置を怠ったことによ 
り労働者が上記のような疾病に羅患したような場
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合は、安全配慮義務違反となるとされており、民

事上、過重な労働負イ';jがかかった場合の労働者

の健康倖保については事業者の責任として定着

してきでいる。

0また、最近、企業¢社会的責任が厳しく問われ

るようになっており、企業活動において、労働者

が健康で安全に働くことのできる職場環境を整庸

することも、企業の社会的責任の要素と考えら

れている。乙のような点からも、事業者による労

働者の心身両面の健康確保対策の重必刊がま

すます高まってきている。

0 今後働き方の多椋化等が進むととが予怨され

る中で、労働負荷が～～高まる可能刊がある。

どのような働き )jであろさとも労働者の健炭の確

保は事業青の長低限の責務である。ましてや働

き方の多様化等に起因して労働者の安全と健康

の水準が後退することは、あってはならないこと

であり、労働者の健康倖保をさらに進めていくこ

とが求められている。

(2)過重労働による健康障害に関する現状と課

題

0労働時間の状況については、毎月勤労統計

調査によれば、労働者一人3たりの所疋外労働

時IUJは年I~J 1301噂I~Jカも 14011寺山lで近年横ばい

から若一「増加の傾向にある。事業者が時間少労

働メは休日労働をさせよそとする場合には、労働

基準法の規定により労使協定の締結が必民であ

り、その内存についても延長時間の限度など

定の条件を遵守することが求められているが、平

成 14年度労働|明日I等総合実態調査によれば、

1か月の法定労働時間外労働がl∞時間以上の

労働者がいる事業場が全体の1.6%、4 5 時間を

超える労働者カtいる事業場が全体の 14.7%となっ

ている。

0現夜の医学的知見によれば、長期間にわたる

長|時|山労働やそれによる睡収不足に山来する疲

労の蓄積による健炭への影響について、(力発症

前1か月間ないし6か月間にわたって、 1か月ヨ

たりお才うむね451持|日Iを超える|噂IUJ外労働が認め

られない場合は、業務と日制・心臓疾患の発症との

団連刊が弱いが、おおむね 451時IUJを超えて11寺IUJ
少労働時間が長くなるほど、業務と発症との閣迫

性が徐々に強まる、②発症前lか月間におおむ

ね1仁:11時|自l又は充症前2か月山ないし6か月山

にわたって、 lかけ当たりおおむね 80 時間を超え

る時間外労働が認陀られる場合は、業務と脳・心

臓疾患の発府との関連刊: 7列車し入とさオLている明日・

心臓浜患の認定基準に閣する専門j検討会報白

占(平成 13年 11月)。)

0脳・心臓疾患の労災認定事案を見ξと、健康

診断を受診していないてF例が比受けられるー)j
で、健康診断で異常が認められなかったにもか

か:bらず、発痕に雫った事案が認められるなど、

従;.kか月の健康管理子法のみでは十分な対応

が閃難であると考えられ、特に、月 100時間を超

える11寺|自l外労働を実施させた場合等にオヨドては、

健康管理措置の層の充実が必要でよをるといえ

る。

0厚桁労働省は、'l成 14年2月に「過重労働によ

る健康障告防止のた誌の総合対策」を策定し、周

知啓発、指導にあたっている。この総台対策の

事業場でのほ組状況をみると、|時IUJ外労働時IUJ
の把握が徹底した、極端な過重労働が減少した、

事業者が過重労倒防削減に怠欲を示すよヨゴよコ

たなど 定の効果は認められるものの、こうした

対策を五施していない事業坊も少なくない。

0このような状況に対必して、今後、過重労働に

よる健康|埠需防止を図るために、健康管理対策

をより一層強化することが求められている。

(3)職場における心の健康に関する現状と課題

。我が固において精神浜患で医療機閣を受診

している人は、平成 14年では同民の約 45 人に1

人にあたる 260 万人に|っている。また、自殺者

の数は、平成 10年以降全国で3) j人を超える状

況が続吉、平成 15年には 34ヲ427人と過去段高と

なり、そのうち約り, 000 人が労働者となっている。

O また、精神障告等Pう首災補償状況を見ると、請

求件数、認定件数とも近年増加しており、そのう

ち未遂を台めた自殺の労災認定f'I数は年 I~J 40

件に及んでいる。これら精神障告による自殺の
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労災認定事案の分怖結果をみると、、'l成 14年度

以前に労災認定された 51件の事案のうち、 27件
において月 100 時間以上の時間外労働時間が

認められ、長時|自l労働が心の健康にも大きく問

日していることが考えられる。また、企業における

過重労働対策の効呆に関する研究結果によれ

ば、長|時|自l労働を行った者に対する由接等の結

米、当該労働者を医療機関に紹介したことのあ

る並業医は全体の 37.5%であ仏そのうち 59.1%
の産業院が労働者を仰うつ状態と診断して院療

機閣を紹介した経験があった。

0粘神障害による白殺の労災認定事案 51件の

うち、全体の4 分の3 が発病から死亡までの期I~J

が2か月以上となっていた。また、全体の 8;'刊にお

いて職場よりもJぷ族が先に白殺の兆候に気付い

ていた。さらに、自殺企図者に係る研究によれば、

日殺企図労働者の日殺企図の兆候について、

80件の事例庇うち同凶の者が気付いていた例は

13例と少ないものの、このうち職場で気利いてい

た例は1例だけだ、ったのに対し、家族が気付いて

いた例は 10例と少なくなかった。こ. : tlらのことを考

えると、家族を合む関係者が心の健康について

理解を拐さめ、自殺に至る過程の '1'で連携するこ

とにより、口殺予防のために何らかの形で介入す

ることができる可能 flがあると考えられる。

0 厚生労働省は、平成 12年8月に「事業坊にお

ける労働者の心。:健康づくりのための指針」を策

定し、さらに、平成13年 12月には「峨場における

日殺σ予防と対応J(通称「自殺予防マニュアルJ)
をとりまとめ、そのj山l知普及にあたっているが、心

江健康づくりへのl収組を実施している事業場は、

平成14年労働者健康状況調l査結県によれば23 .5
%と未だに低い状況にある。

0 このような状況に対応して、今後、自殺予防対

策を含め、メンタルヘルス対策の取組を一層強化

するととが求められている。

3 J主本的考え方

(1)対策の方向

0 過重労働による健康障自防止対策について

は、、 'l成 14年2月の「過重労働による健康障害

防止のた訴の総合対策」に示されている事業者

が講ずべき措置(①時間外労働の削減、(g)年次

有給休暇の取得促進、@労働者の健康管理に

係、る措置の徹底)を確実に実施すること、特に、

適止な労働時間管聞と健康診断を制止した健康

管理を進記ξことが基本であるが、やむを得ず長

時間労働になり、疲労の蓄積が生じたと考えられ

る場合にはそ才Uこ応じた健康確保のための措置

を講ずる必必がある。

0 メンタルヘルス対策については、平成 12年8月

の「事業場における労働者の心の健康づくりの

たるとの指針」に不された、①セルフケア、②ライン

によるケア、 くきノ)事業場内産業保健ス夕、ソフ等によ

るケア、④事業場外資源によるケアの4つのケ

アによりJ心の健康づくりを進めることが基本であ

るが、自殺予防の飼),～からも、職場のストレスに

より労働者がうつ状態になったような場台に早期

に対応できるようにする必盟がある。このほか、

家族によるケアも重視する必要がある。

0 また、乙れらの過重労働による健康障害、メン

タルヘルスの小調は、職業'1"1囚ずのみに山来す

る職業病とは異なり、 般人にもみられる多原岡

性の疾病で、④その発病原凶の一つに職業性凶

ずのあるもの、③版業 '1'1因子が原因にはならな

いが、増悪・促進の原岡となるモの、とLりたいわ

ゆる「作業関連疾忠」に分類されている。これらは

業務|の必囚のほか何人の必囚がその発痛に

影響するものであることから、 律の対策がとり

にくい而があり、個々の事伯に配慮して対泌する

必山がある。また、労働時|山管理、人事配置等

人事労務管理とも密接に閣速する面毛あり、労

｛史一体となった白主的な取組が求められるもの

である。

(2)事業者の責務

0 過労死等について事業者の安全配慮義務違

以が認められた裁判例に見られるよう、事業者

には労働者の労働時間管理や健康状況を把隠

し、そオll:::応じた適切なJ首肯を講ずる長務がある。

事業者は、対策に取り組む;首志を表明し、確実
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に実行していく必l比がある。

O只休自Jには、事業者は、健成管理に係る体制

を整備するとともに、健康診断結果、虚業医によ

る職場巡視、 |持IUJ外労働時|日Iの状況等様々な情

報から労働者の心身の健康状況及び職場の状

況を把搾するよう努め、労働者の健康状況に間

慮して、職場環境の改吾、積極的な健康つくり、

労働時間管理を含む適切な作業管理等様々な

措置を実施することが求められる。

0このような措置を通じて臓場の負荷'}J!:囚・スト

レス要閃の低減等を図ることにより、過重労働に

よる健康障害等の防止はもちろん、心と身体の

健康の保持増進、快適でいきいきとした臓場っく

りが進むこととなる。また、このことにより、労働者

1 7 :労働怠欲が両まるとし句たメI J yトモ明待できる。

(3)労使による自主的な取組

0過重労働による健康障害防止対策、メンタル

ヘルス対策については、国が一定の基準を示し、

それに沿った措置を五施することはもとより、事業

斉が労働者の,ê~見を汲みつつ事業場の実態に

日I1した取組を行うことが必必である。特に、労使、

産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会

等を活用した労使の口主的取組が重要で主る。

(4)労働者自身による取組

0 過重労働による健康障害、メンタルヘルスの不

調は、業務|のl止囚のほか何人の叫囚がその

発症に影響するものであり、その対策として、事

業斉が適切な措置を講じるばかりでなく、労働者

自身が積極的に自己の健康管理を行うことも六

切であり、労働者自身の自主的勿力、取組を促

進するととも重要である。

(5 )産業保健活動の充実

0過重労働による健康障害防止対策、メンタル

ヘルス対策については、俣学的知識を基礎とし

た健炭管理が対策の軸となるモのであり、産業医

等の医師の積概的な関与が重要である。このた

め、産業医に対すξ研修をは仁め産業保健スタッ

フの研修等により産業保健活動の充実を図るこ

とが必弘!でまる。特にメンタルヘルス対策につい

ては、その専川性にかんがみ、産業保健を理解

した粘神科医等の育成、虚業保健ス夕、yフと粘伸

科医等との協力及び連J莞を図る必叫がある。

Oまた、長時間労働や職場におけるストレスは、

業種や事業場規模に関係なく全ての事業場に共
通ずる問題であり、全ての事業場において必'～

な対策を講ずることが求められる。このため、事

業場に対する支段、特に、小規模事業場への並

業保健サービスの提供の充実が望まれる。

(6)健康情報の保護

λ、|成 15年5月に、 {同人情報の有川- 1 '1に配慮

しつつ、個人の権利利益を保護すξことを目的と

する個人伯刊の保護に関する法律が成立してお

り、何人情報の中でも健康情報は、特別に機微

な情報として慎重に取り倣われるべき毛ので～る。

事業場において健康確保対策を実施する場台、

健康診断結果、医師による由慢の結果等何人の

健康情報の保護について十分な配虚が必要で

ある。特に、メンタルヘルス対策においては労働

者が安d心して事業者が講ずるHli世に参加できる

ために、すなわち事業拐のメンタルヘルス対策が

より実効主るものとなるために、労働者。:健康情

報の保護及び労働者の意JLLの尊重に留意する

ことが重要である。

4取り組むべき対策のん一向

(1)過重労働による健康障害防止対策の在り方

ア健康診断の実施とその結果に基づく適切な

事後措置

0 労働者の健康管理については、現行労働安

全衛桁法において、脳・心臓疾患に団連する項

目も含む健康診断の実施とその私以についての

医師からの4意見聴取、健康診断実施後の措置、

保健指導等を確実に実施すξことが事業者の責

務とされている。これらの事項は、労働者の健版

状況に泌じた措置として健康管理の某ノドとなるも

のであり、この徹氏が先ず重山である。また、こ

れらの措置の適切な五施の促進を図るために、
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今後、健康診断結果の的確な判断基準、健康診

断の事後措置に係る情報提供等を進めξことが

必要である。なキ3、 次健康診断等給付の活用

も図る必泌がある。

イ 疲労の蓄積によるリスクが高まった場合の面

接指導等

0 労働者に長11寺山の|時IUJ外労働など過重な労

働をさせたことにより疲労が蓄積している場合に

は、脳・心臓疾 1: L ¥発症のリスクが向まるとされてい

ることから、このような状況となった労働者の迅速

な把握が不可欠であり、また、その健炭の状態を

1I'O!1¥lし、適切な措置を講じるようにするため、医師

が直般労働者に由接すξ二と及び健康確保|の

指導をfTうことを制度化すべきである o

0 さらに、事業者は、医師による而技指等の結

果に基づき、必必に応じて健康診断、労働11寺IUJ
の制限Aヰ本養・療養等の適切な措置を実施する

ようにすべきである。

0 このi *!lliによる由接指導が必山な場合として

は脳・;L j,i蔵疾患、発症との関連性が強L、とされる月

lω 時間を越える時間外労働メは 2ないし6か月 

IUJに月、 'l均 801時IUJを超える|時IUJ外労働をやむ
なくfTった場合が1］えられる。只体的には、事務

処理などの実効性を考慮すると時間外労働時間

の算定は月半牧で江処理が適当でま ξと考えら

れる。

0 また、とれより時間外労働時間が短い場台で

あっても、下防的な意味を台め健康|問題が認

訟とられる場合には面接持導を行さことが必要と考

えられ、例えば、労働者が脳・心臓疾忠に係る某

礎疾患を有する等一定料度以|のリスケを有し

ているとき、労働者日身が健康に不安を感じたと

きやI~J凶の者が労働者。:健康の異常を疑ったと

き等であって産業俣等が必 l止と認めた場合等に

は医師による面接指導を実施することが必要と

考えられる。さらに、これらの対象者が事業場内

の産業俣等による曲肢を希望しない場合、自ら

外部の医師の面接指導を受け、その結栄を事業

斉に提刑するととができるようにすることも必要

と考えられる。これらの場合に関しては、専属産

業医のイJ無等事業坊の実施体制、労働者の惹

見等も考慮する必 l止があることから、 律に基

準を定めξのではなく、各事業場において、衛生

委は会等の,吉見を聴き、白主的な法準により制

度化していくことが適当でi l ' ;る。

0 なお、上記の面接指導は、月 100 時間を超え

る時間外労働を行った者等については必ず実施

することが原則であるが、ハイリスケグループに

集 '1 ' して効米的に健康管理を進めるという飼 ,I.~ 

かみ労働者の健康診断結果、それまでの而接

指専の結果、労働者が従事する作業内容、|時|自l
少労働時間の状況等の要素を勘案した上で医師

の判断によっては、毎月連続して行わなくともよい

場合もあるものと考えられる。

0 上認の措置等を的確に五施するため、また、

虚業医等が現場の労働負荷の状況に応じてi且
切な助言ができるよう、|時 IUJ外労働時IUJ等の情

報が産業医、衛生管理者、衛生推進者、保健師

等の虚業保健ス夕、yフに適切かつ迅速に提供さ

れる必叫がある。

0 また、長期出張1' 'の労働者、管理監醤者、裁

畳労働者など一般の労働者とは労働時間管理が

異なる者についても、過重労働による健康障需

のリスクを考慮すξと、原則として一般の労働者

に準じた措置を実施する必要がある。

0 なお、長時 IUJの11寺|日I外労働により疲労が蓄積

している者に対しては、適切な休養を取らせるこ

とにより帯結した波労を解消させるようにすること

も必'～である。

ウ事業場における労使の自主的な取組

0 過重労働による健康障害防止対策としては、

|時|山外労働の削減等により過重な負荷を排除す

ることが基本であり、労働基準法令の遵守はモと

より、時間外労働、公替制勤務、深伐勤務等の

負荷'~囚のJ巴握と改需にInjけて労使が協))して

自主的な取組をfTうことが期待されξところであ

る。特に、月 100時間を超える恒常的な時間外労

働はさせないようにすべきである。

0 職場における負仰要閃を把握し、これを改善

して, lく方策を検討する場としては、労働者の健

康障害を防止する観点から、労使、産業院、衛

生管理者等で構成される衛生委員会等を活用す
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べきでil';る。衛恒委員会等で有効な議論が行わ

れるためには、時間外労働時間等の情報が衛生

委H会等に適切に提供されるととが必要である。

街中委員会の設問義務のない小規模事業場に

おいても、労使による職場改苦の検討がなされ

るととが適～である。

工労働者自身の取組の促進

0過重労働による健炭陪主防止のためには、事

業者が1且切な拾置を講じるととが不可欠であるカ1
労働者自身も健康的な中活宵慣を身につけるな

ど日らの健康管理に対して自覚と肉助勿力が必

要である。

0これらの収納を促進するためには、労働者自

らが五施可能な業務の管理、健康がJな生活習慣

の降立等に関して事業者が教育、情報提供等を

行い、労働者自らが実践していくことが必叫であ

る。

(2)メンタルヘルス対策の在り方

ア計画の策定

0職場の改善等を含め、メンタルヘルス対策は、

中長期的畑野に¥r:って、継続的かつ計画的に行

われることが重要である。しかしながら、平成 14

年労働者健康状況調査によれば、心の健康づ

くり計画の策定を行っている事業場はメンタルヘ

ルス対策に取り組んでいるとする事業場のう宅の

7 . 6 %に過ぎず、事業場における可|画の策定を促

進する必泌がある。計画を策定する際には、事

業場においては、衛生委員会等における審議の

上、職場の現状とその問題点を明憾にするととも

に、その問題点を解決する具体的な方法等につ

いての計l向が策定されることが重要である。

イ職場のストレスの把握と改善

0作業環境、作業方法、労働時|山、仕事の量と

質など職場のストレス要肉を把握し、それを改善

していくことで、労働者への心と身体の岡町での

負担を軒滅することが可能である。これは、集団

的アプローチとして、産業保健ス夕、ソフと職場江背

朗幹督者等が連携し、ストレスに関する調査票等

をJIJいた峨場環境等の評価結果等を活川して職

場単位で問題),~を把握し、改善してL 、くという在の

である。

O様々な情報から、健康管理部門がストレスの

大きいと判断した職場については、健康管理部

門から職場改善について当校職場の管理監督

者、人事労務部IJ"に問題提起していくことも必要

である。

0職場のストレスの必図、影響は様々であり、一

律の基準を定めることは適当でないことから、こ

のような措置は、事業場での白主的な取組として

進めることが適当である。

0他) j 、個人の対応として、産業保健スタyフが

健康診断時等に個人のストレスの状況等を把搾

し、本人に対して情報を提供するとともに、事業者

がその状況に対応した必要な配慮をfTうことも垂

要と考えられる。ただし、その際には、事業者は、

何人のストレス状況の抱握のために得られた情

報を、心の健炭問題を抱える労働者に対する健

康催保上の間慮を行うためにのみ利用し、不適

切な利JIJによって労働者に小利益をやじないよ

うにすること、プライバシ 保護について特に注

志すξ三とが必要である。な才ム健康診断時等に

質問宗によってうつ状態などの伺人のストレスの

状況を把握し、スクリーニングしようとすることに

ついては、質問票単独で行い計'{I曲する手法が催

すーしていないこと、安易にスクリーニングを行うこ

とで問題が生じるおそれがあることなどの指摘も

あり、質問票等による形式的な点数評価になら

ないようにしなければならない。個人のストレスの

状況を把握するとすれば、質問票等に加えて専

門的知識を有する者による而談を実施するなど

適切な評何ができる方法によξこと、診断や事後

措置の内存の判断には医師が介在するなど問

題を抱える斉に対して事業場において事後措置

を適切に実施できる体制が存在していξ二と等を

前提として実施すξことが重要である。

ウ個人のストレス対処能力の向上

0 メンタルヘルスケアとして、セルフケア、すなわ

ち個人がストレスに適切に対処できるようになる

ことが重要である。とのためには、労働者各人が

メンタルヘルスに関する正しい知識を持つことが

必要であり、事業者は労働者に対して教育、情報
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提供等を行うことにより、ストレスへの気付き、ス

トレスの予防・軽減・対処の )j法、事業場内外の

相談先等について知識を付与する三とが必要で

ある。これは、心の健康問題に対する偏見を減

らすことにも資するものである。

。乙のような教育については、心身同刊の健康

保持Jil進対策川健康づ、くり CTotal Health pro
motion Plan :THP) の健康教育の 環として行う 

ととも考えられる。

O また、この教育、情報提供等は、労働者のメン

タルヘルスに対する;草識を維持向上するために、

繰り返し行われることが重要である。

エメンタルヘルスの不調に早期に対応する方

策

(ア)セルフチェックの裏施

0 労働者本人が自分のストレスの状況について

気付くことは非常に重要であり、労働者のストレ

スの気付きのために、事業場のイントラネットを

活 JIJしたストレスチ工、ソケなど姐11寺セルフチ工、ソケが

できる機会の提供がイl効である。

(イ)長時間の時間外労働を行った者等に対する

医師等による面接指導

0 精神障自による肉殺の労災認定事案におけ

る労働時間を見ξと、長時間であったケースが多

く、また、企業における過重労働対策の効果に閃

すξ研究結以を比ると、長時間労働を行った tiに
ついて医僚機関に紹介したことがある虚業医の

うち約6割が労働者を仰うつ状態と診断して俣療

機関を紹介した経験があった。このことから、長

時間の時間外労働を行ったととを一つの尾市と

して対象者を選定し、メンタルヘルス由でのチェッ

ケをfTう仕組みをつくξことは効米的であξと考え

られる。 ( 1) イにおいて、過重労働による健康障

宵防止のために長時|山の 11寺|山外労働を行った者

等を対象とした医師による面接指導を実施すべ

きとしているが、との際、メンタルヘルス而にも同

意した由接指専を行うようにするべきである。具

体的には、(1) イにおいて月 100時間又は2ない

し6か月間に月平均 80時間を超える時間外労働

を行った者に対して直接指導を行うほか、それ以

外の場合でも労働者自身が健炭に不安を感じた

とき、同開の者が異常を疑ったとき等について事

業場で肉主的な基準を設けて面接指導を行うべ

きとととしているが、とれらの而抜指導において

メンタルヘルス出についてもチ工、ソケを行うように

するべきである。特に、心の健践は外部からは

評価しにくいものであること、 J~J 凶の者が異常を

疑うようなときは相当科度深刻lな状況となってい

る可能性があることを考えると、本人ゃ周囲の者

を端緒とした而技指導は重要で去るといえる。

0 この場合も、事業者は、 pq'liによる由擁指専

の粘米に基っき、必要に応じて適切な措置を講

じるととが求められる。

0 さらに、労働者本人又は周阿の者が労働者の

メンタルヘルスの不調を疑った場合、事業場内で

の而接指導に繋げる11組みを整備することに加

えて、労働者本人が、そのPII属している事業場内

の者にメンタルヘルスの不調を訴えξことは抵抗

があることも考えられることから、口ら外部の医

自J'Iの由接指導を受け、その結果を事業者に提出

することができξ仕組みをつくることが必要で変る。

また、との場合、事業者は、事業場卜人Iで而接指導

を実施した場合と|可様に産業区等の意見を出い

た上で、必要に応じて適切な措置を講じることが

求められる。

(ウ)介入が可能となる仕組みつQ くり

0 精神障告による日殺等の最悪の事態を避け

るためには、労働斉が深刻Jな状況に陥った場合

における専門家による介入が可能となる仕組み

つくりが必要で正る。この)j法としては、周囲の者

の気づきを端緒として上記(イ)の而抜指導に繋

げるようにすることのほか、|司が直擁専門家に

相談することがよいような場合も考えられる。

0 また、との介入の端緒としては、、上司・同僚に

よる気l.j きのほか家族による気l.j きも重'～であ

る。この介入のための仕組みとして、事業場側の

相談;告はを明俸にしておき、米族が気付いたとき、

その窓円に伺談して|記(イ)の由接指専に繋げ

られるようにすることがちえられる。このほか、プ

ライバシーの保護等に配慮して、家族が所属事

業場に知られることなく相談できるようにメンタル

ヘルスに闘する外部の医療機閣を含む専門機
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悶と契約するといった方法も考えられる。また、家

族が適切に対応できるように、家族に対するメン

タルヘルスに関するアドバイス、 i情報提供等の支

援を行うことも重'～である。

0しかしながら、上記(イ)の面接指導の契機とす

るととを含め、メンタJレ,,)レスの不調の者への介

入の端緒として周岡の者が悶わξことにフいては、

周囲のの不適当な判断により青報提供が行わ

れるととなどもあり符るととから、そのiI組みつ、く

りに当たっては、衛乍委員会等において労働者

や産業医等の;意見を聞きながらプライバシー保

護に|分に開4百しつつ検討するととがきわめて

重盟である。

(工)相談体制の整備

0労働者がセルフケアを進める而から、労働者

が自らの心の健康にノト安を感じたとき、他者に知

られることなく、日発的に気軽に相談でき、必要

な情報や助再が得られるととは、非常に重要で

ある。このため、事業場において、随時、職場の

内外の専川家に相談できる休市11を整備すること

が重要である。

0この際、事業場内での相談体制の整備のほか、

公的機閣を含めた事業場外の機閣の利用も考

慮する必要がある。

(オ)管理監督者に対する教育

0職場において円常的に労働者の指弾・管理を

行うrJ:は管理常督者であり、労働斉のメンタルヘ

ルスケアについて、管理監智者の役割は非常に

重要である。管理監督者は、労働者の状況を円

常的に担保し、個々の労働者の能力、適性等に

合わせ、適切に業務の管理を進めるとともに、労

働者の日主的な相談への対応、適切な情報の提

供や必要に比、じて事業場内外の相談窓U等に

繋ぐなど適切な配慮を行うことが重注である。こ

のため、管理監留者に教育、情報提供等により

メンタルヘルスについての知識を付与する三とが

不可欠である。

オメンタルヘルスの不調による休業者の職場

復帰の支援

0 メンタルヘルスの小調によ川木たしていた労働

tiの職場復帰について、当該労働者が円滑に

職場に復帰できるようにするとともに、再充を防

止するため、職場における支援、配慮等が必要

である。

0その際、治療に当たっている主治医との十分

な連携が欠かせないが、事業者は産業医に、主

治医と相談しつつ本人への就労上の間慮や職場

内における様々な支援につLぺ具体的な指不や

調整を行わせること、人事労務部 1"1 、受け入れ

る職場の管理昨督者等と|分な連携を|刈らせる

ことが必必である。産業俣が選任されていない事

業拐にあっては、地域産業保健センターから専

門家の紹介を受ける等によりもL門dポカもの指導

援助を受けるべきである。

0職場復帰については、個々のケースに応じて、

復帰する職場の選定、復帰時の就労形態、業務

内容等の検討のほか、受け入れる臓場の者へ

のd首識啓発、適切な情報提供等も含め様々な要

素に情志して進める必要がある。職場復帰は企

業にとってメンタルヘルス対策!大きな課題となっ

ており、その只休的進め)j等について、今後さら

に検討、制究を進めていく必要がある。

力健康づくり・快適職場づくりの活用

o $業場においては、これまでも心身向面の健

康保持増進対策( T H P )の取組や、 r1 l事による

疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい

職場づ、くり」を目指した快適職場づくりの取組カヰ丁

われている。とれらの取組をメンタルヘルス対策

に活 JIJすることも重必である。

(3)体制の整備

ア事業場内の体制整備

0過重労働対策及びメンタルヘルス対策につい

ては、医"7'的知識を某礎とした健康管聞がとれら

の対策の軸となるものであり、産業I'A等の俣自iの
積極的な闘旬が重要である。特に、メンタルヘル

ス対策については、事業場外の機関を利用して

いる場合はその機関を台めたネットワーケを作り、

産業医に関連情報が染まるようにし、産業医が

指導的に取り組む体制が不可欠である。

0産業院にはその責務について認識し、積極的

に取組むことが求められ、他) j 、事業坊には産
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うi' PAがその職務を適切に遂行できるような体制

や環境を整えることが求められる。

o w属虚業医を選任していない事業場では、皇室

業区等の医師の指障を受けつつ、円滑に対策

が進められるよう衛生管理者、衛生推進者、保

健師等といった産業保健スタッフをその役割や専

門 '1'1に応じて活川することが重 l主である。

0 過重労働対策及びメンタルヘルス対策をはじ

るととした健康管開対策がより泊切肥行われるよう、

事業場における産業保健スタッフの体制Jめ整備、

ス夕、ソブの資質の向上、情報提供の充実等によ

り産業保健活動の充実を伊(1ξ 三とが不ロJ欠であ

る。

0 過重労働対策及びメンタルヘルス対策を進め

る上では、労働時間管問、就業場所や作業の転

換など、人事労務管理由からの措置がノト可欠と

なる。このため、産業保健スタッフと人事労務部 I"J
との連携が重要であり、相互に協力して必要な措

聞を実施して ll<必 l立がある。これを進める|で、

人事労務音sI J"の者への知識等の付旬が重要で

ある。

0 さらに、過重労働対策、メンタルヘルス対策と

も、労働者白身の;意識、個人の要閃に閣わる部

分もノ少なくなく、対策を事業場において効果的に

実施するためには、労働者の意見が反映される

よケオ使、産業医、衛生管理者等で構成される衛

生委H会等の場を活用するととが重要である。

街中委員会の設肯義務のない小規模事業場に

おいても、これら対策の実施に係る検討を行うに

あたり、労働者の,晋見が反映されるようにすると

とが必民である。

イ事業場外の機関の活用

0 過重労働対策及びメンタルヘルス対策につい

ては、産業医等の院自Iljの積極的な関与が重l立で

あることは前述したが、産業医の選任義務のない

小規模事業場に宇品、ては、地域産業{果健センター

を活 JIJすることのほか、「会社のかかりつけ俣」と

いった医師を事業場外に持つことも有効と考えら

れる。

0 メンタルヘルス対策について、産業院は必ず

しも精神医療に精通しているとはいえないことか

ら、必弘!に応じ、産業院が精神科医等の支援を

受け、あるいは労働者が直接精神科医等の助

再を受けられるような体制を格備するととが望ま

れる。このためにも、産業保健について理解した

専門精神科医等の育成が望まれる。

メンタjレ')~スについて利用できる事業場外の

機関には、産業保健伊進センターや地域産業保

健センター、精神保健福祉センターなど公的機関

からメンタルヘルスサーヒ、スを提供する民問機関

(Emp]oyee Assistance Pro日ram:EAP) まで

様々な機閣があり、事業坊が担える問題、事業

者が求めるサービスに比、じた機関の活用が重要

である。利 JIJに当たっては、事業場外機関が提

供するサービスが事業坊にとって実効あるもの

となるよう事業場内のメンタルヘルスを }0.3 する

者を配関する等により事業場外の機関と円滑な

連携を図るなど留惹が必要である。さらに、家族

を通じた支媛策として、地域と職域が喧携して、メ

ンタAヘルスの不調に気利いた家族を対象として

;意北交授や交流、相談を行うことができる場をつ

くるととが必要である。

ウ国の支援措置

O 回は、事業坊に主卦ナる過重労働対策、メンタル

ヘルス対策の円滑かっ効呆的な実施を支駁す

るため、事業場、労働者に対する周知将充、具

休的な実施子法の検討・提示、事例の紹介、関

係伯却の提供等を姐宵〕歯切に行っていくととが

求められる。特に、中小規模事業場に対しては、

実践的、只体的な子t去を示し、必要な支援・指導

を行うなど対策の普汝に努める必要がある。

0 また、事業場内江本市I整備を進めるため、事

業場内での教育研修の実施や事業場での対策

立案等をJ口出する虚業保健ス夕、ソフ等の育成に

対する支援が必l立である。

O さらに、今後、過重労働対策及びメンタルヘル

ス対策を推進する上で、虚業医等の専門的役割

がこれまで以|に重山となることから、産業俣等

に対して、面接指導のβ法、メンタルヘルスに関

する知識等を付与するた民の支媛が必要で去る。

また、職場に才卦ナるメンタルヘルス対策の充実強

化を図るため、広く楕神科医等に対し産業保健に
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労災職業病なんでも無料電話相談専用
フリーダイヤル常設化
[;f:lfll]

全国安全センターの不ットワークでは、|記のt屯話醤号(0120-631202)で常時相談を受け付けて

います。複数の地域センターが分担して全国をカバーしており、最寄りの相談窓口につながります。

閲する知識を付与するよう支援するとともに、事

業坊の求めに応じ適切な精神科医等を紹介でき

るようにするようなことが必要である。

0固が過重労働対策及びメンタルヘルス対策を

推進するにあたって、事業坊における医学的知

識を某礎とした健康管聞が対策の南Irとなるモので

あり、産業院の選任義務のない小規模事業場で

は対策の実施が困難となることが懸念される。こ

のため、小規模事業場に対して虚業保健サービ

スの提供を実施してL渇地域産業保健センター

の活動の充実を図ることが必要であるo

5おわりに

o ~,刊Hf与』においては、過重労働による健康障

宵防止対策及びメンタルヘルス対策の今後の在

り)jについて提昌をとりまとめたが、その内存が

具現され、対策が定着し、倖実に実施されるため

には、必l止な事項の法制化と法令の施行に当た

る都道府県労働局、労働基準監督署の事業場

に対する指導の徹底を含め、保境の穂町rr河
備を進めることが小可欠である。 祉岨
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安福慎一中央労働災害防止協会参与
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教授

黒木宣夫東邦大学院学図利尉姉院育仲

神経医学研究室助教授
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職場における労働者の健康確保のため 
の化学物質管理のあり方検討会報告書

平成16年5月職場における労働者の健康確保のための化学物質管理のあり方検討会

1職場における労働者の健康確保のため
の化学物質管理のあり方検討会

(1) 目的
職場で使用されたことのある又は現に使用されて 

いる化学物質等は約57,000種類を数え、毎年新た 
に約500種類以上の化学物質等が職場に導入され 
ている。また、近年、我が国の生産現場が多品種少 
量生産型へ移行するなどに伴い、化学物質等を取 
り扱う形態等も、多様化するとともに頻繁に変更さ 
れる傾向にある。

このような状況の中で、有機溶剤中毒予防規則 
等の特別規貝IJによって規制されていない化学物質 
等による職業性疾病や、重篤な障害に結びつく有 
機溶剤中毒、一酸化炭素中毒等が引き続き発生す 
るとともに、ダイオキシン類、石綿、いわゆるシック 
ハウス症候群問題等、職場における化学物質の問 
題に対する社会的な関心も高まっている。また、化 
学物質の危険有害性の分類、表示の統一に関す 
る国際的な取り組みなどの国際的な動向への対応 
も求められている。

このため、労働基準局長の下に有識者の参集を 
求め、平成16年3月を目途にこれらの状況等に対応 
した職場における労働者の健康確保のための化学 
物質管理のあり方について検討を行うものとする。
(2) 検討事項
ア職場における化学物質管理の役割

イ国による化学物質のリスク評価及びリスク管理 
のあり方

ウ事業者による労働者の健康障害防止のため 
の化学物質の自律的管理のあり方

ェ化学物質管理に係る国際的動向への対応の 
あり方
才その他
(3) 参集者
岩本公宏 三井化学(株)環境安全役員付部 

長
大前和幸 慶応義塾大学医学部教授
北村 卓 大日本インキ化学工業(株)レス 

ポンシブル•ケア部長
櫻井治彦 中央労働災害防止協会労働衛生 

調査分析センター所長(座長)
城内 博日本大学大学院理工学研究科教 

授田中 宏司立教大学大学院経済学研究科 教授田村昌三 東京大学大学院新領域創成科学 研究科環境学専攻教授名古屋俊士早稲田大学理工学部環境資源エ 学科教授畠中信夫 白鵡大学法学部教授
毛利 哲夫 毛利労働安全衛生コンサルタン 

卜事務所長
(4) 検討会開催状況(省略)
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2 職場における労働者の健康確保のた
めの化学物質管理を取り巻く状況

(1)化学物質の取扱状況等

ア化学物質問題等への関心の高まり

i［午、廃棄物焼却施設におけるタイオキシン類

による労働者の健康問題、いわゆるンッケハウス指

候群に関連した微量正化学物質による健成リスク、

石綿等による職業がんの発生など職場における化

学物質の問題は製造・取扱現場のみならず廃棄物

焼却施設、事務所等に至るまでの広がりを比せて

おり、事業場関係者にとどまらず、 Jムく l:li l民の関心

を集めている。

また、近年、企業の社会的責任 (CSR:Cor仁Jrate 

Social Rcsponsibility)への関心が向まり、企業に

対して法令、社会的規範を遵守した事業活動の実

施、関係情報の透明性の向上等を積極的に求め

るftli向にある。

イ化学物質の種類等

職場で使用されたことのよをる又は引に使用されて

いる化学物質にれまでに労働安全衛生法におい 

て周出物質として妃握されたものは約 5万 7千を数

え毎年新たに 5 00以上¢化学物質が職場に導入さ

れている。

新規化学物質に対する有需刊調査等が行われ

ているものの、 般に、化学物質の全ての種類の

有害性の調査が実施される状況になく、その後の調

杏等により新たな有需刊が明らかになる場合や、さ

らに、化学物質のばく露後、数十年の長期間を経

過して発恒する場合があるなど、化学物賢官聞に

当たっては長期的・潜在的なリスクを考慮すξことが

必要である。

ウ化学物質の取扱事業場等

約 1万事業所等を対象にした、 1 ' :成13年の労働環 

境調金(厚生労働省)によξと化学物質の取扱業務

がある事業所は全体の 21 %であり、規模別に見る 

と、 1 ,000 人以|の事業所では 88%、1O ~29 人の 

事業所では 1 5 %において化学物質の取扱業務が

ある。

(労働基準法適川事業場及び労働者(、l'成 13年)は、

それぞれ443 ) j事業場、 5026 )j 人であり、規模別

に見ξと、 300 人未満の事業場数が全体の 99.7%、

労働者数が全体の R5.2%を占めている)。

多 l日1種少量生監化等が進む中、一般に化学物

質が取り扱われる職場環境、作業形態等は凶定的

でなく変化する傾向にある。

(2)固によるリスク管理等の状況

ア輸入等の禁止、製造許可、特別規則

|玉|は、化宇物質による労働者の健康障害の防止

を図るため、労働安全衛桁訟に基づく製造・輸入・

譲従・提供・使用の禁止のほか、製造許可、ばく露

防止方法等を規定した特別規則による規制を 130

弱の物質等に対して実施している。

具体的には、化学物質等の製造・輸入・譲渡・提

供・使用の主主l上は、労働安全衛生法第 S5 条に法づ

き、ベンジジン、アモサイト、ケロシドライト等の合計

9物質・製品に対して実施して才却、これに平成 15年
10月の政令改止により 101f1 rUの石綿製lf1 rが追加

されている( 、 'l成 1 6 +ド10月施行。)

製造許可は、労働安全衛生法第 56条に基づき、

P C B、ベリリウム、ジケロルベンジジン等の台百 17 物

質に対して実施している。

特別規Q i J l斗二る規制は、イl機溶剤'1'毒予防規則、

特定化学物質等障害予防規則、同アルキル鉛中

毒予防規則、鉛中毒予防規則により、アセトン、キ

シレン、水銀等の 109物質に対して実施している。こ

れらの特別規則は、物質の種類、 3該化守物質に

係る具体的な作業内容等に基っき規則が適JIJされ

る。なお、特別規川は、昭和 130年代、 40 年代に制l 
I正されており、特別規則の規制対象物質の近年の

主な見直しには、昭和 53年のスチレン等の有機溶

剤!の追加、平成 13年のエチレンオキシドの追加等

がある。

イ労働者の健康障害を防止するための指針

労働安全衛生法第 2R 条に基づき、がんその他

の重度の健康障害を生ずるおそれが主る化予物質

等に係る労働者¢建康障需を防止するた記の指針

が酢酸ビニルケロロホルム、凶栴化炭素等の 12物

質について公表されている。

ウ表示及びMSDS

労働安全衛生法第5 7 条に基づき、労働者に健
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康|埠需を乍ずるおそれのあるベンゼン、アクリルア

ミド、アセトン等の合計9 2物質について、当該化学

物質の提供者等に対して化学物質の人体に及ぼ

す作JIJ等の情報の表不が義務イ、」けられている労

働安全衛生法第5 7 条の 21=:基づき、労働者に健炭

障害を生ずるおそれのあるベンゼン、アケリルアミ

ド、グルタルアルチヒド等の合計6 3 8物質について、 

当該化学物質の提供者等に対して、化学物質のイl
害性等の情報の文J H化学物質等安全データシー

ト(MSDS:Material Safety Data Sheet)の交付が義

務付けられている。

また、化'7'物質等広危険又は有害な性質等につ

いて、事業者、労働者等の理解を深めξとともに、

化学物質等に関する適切な取J泣いを促進すること

等をい的に、化学物質等で一疋の危険有害性を有

するをのに対して、包括的に、表不、 M S D Sの交イ、 J

を求めた「イヒ学物質等の危険イl主性等の表示に関

する指針(平成4年労働省汗示第60号)Jが公表さ

れている。

工包括的な化学物質対策

対象化予物質等を/j,した特別規則による規制と

併せて、作業方法の改害等による有需原因の除去

(労働安全衛生規則l第 576 条)、ガス等の発散の抑

制(同規則第 577条)等の包折的fな規制が行われて

いる。

オ化学物質管理指針

労働安全衛生法第お条第1項においては、労働

者の健康障需を中ずるおそれのある化学物質等に

対して、事業者は、イ fti性等を調査し、法律に基づ

く命令の規定による措置を講ずるほか、健康障害

防止のため必必な拍置を講ずるよう努虻ることとさ

れている。

さらに、同法5 8条第1項の措置を適切かつ有効

に実施するため、|司法第5 8条第2羽に基づき、事

業場に字卦する「化学物質管理計|向 IJの策定、化学物

質等の管理をj Q "Jする者(化宇物質管問者)の指

名、リスケアセスメン卜(リスク評価)の実施、定期的

な監金・パトロールに基っく改善等を内存とする「化

、f物質等による労働者の健康障害を防止するため

必'～な拍肖に関する指針(、ド成 12年公示第 I 号) J
(以下「イヒ学物質管理指針」という)が策定されてい

る。

な主、化学物質管理指主|による措置は労働安全

衛生マネジメントシステムの一段として運用しても差

し支えないとしている。

力有害性調査制度

祈土地化学物質を製造し、ムくは輸入する事業者は、

労働安全衛小法第5 7条の3に基づき、製造又は収

扱いのMf;等カ沿北て労働者が新規化学物質に

さらされるおそれカザよい旨の厚生労働大口iの修認

を受けた場合、年 IUJの製造量又は輸入量が事業場

あたり1 0 0 k g以下である胃の確認を受けた場合等

を除き、変異原性試験又はがん原性試験の実施及

びその結果の崩出が義務付けられている。また、が

んその他の重度の健康障告を投働者に生ずるお

それのある既存イヒ宇物質については、同法第 57条
の4に基づき、国は事業者に対して有需'1"1の調杏
(がんat性の諦l金)を指示することができるとされて

いる。

キ報告制度

労働安全衛生法第 lω 条に基づき、労働者死傷 

病報件等の報告が事業者に対して義務付けられて

いる。なお、化学物質の取扱状況に悶する報告は

労働安全衛生法令では規定されていない。

ク労働衛生関係の担当者等

労働安全衛寸'1主に基づき、事業場において、産

業医、衛生管理者、衛生推進者等が選任され労働

衛生関係の業務を行っているまた労働衛生コンサ

ルタントが労働安全衛桁訟に基づき、他人の求め

に応じた事業場の衛生に閣する診断等を、作業環

境測定士が、作業i環境測定法に法づき、作業場の

作業環境測定を行っている。

さらに、化学物質管理指針においては、化学物

質等の温切な管理について必要な能力を有する者

のうちから、化学物質等の管理を担当する者(化学

物質管理者)を指名することが求められている。

なお、欧米等の労働衛生に関する専門dポの骨!と

してはIndustri叫 Hygienist等がある。

(3)化学物質による職業性疾病の発生状況

労働安全衛小規則第9 7条で規定された労働者

兆傷病報告により把握した「化学物質による休業4
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H以|の念、干|中毒等による疾病者」は、 、 'l成例C386

入、平成 10年 309人、平成 11年 229人、平成 12年

302人、平成 13年 254人、平成 14年 287人と、近年、

増減を繰り返している。

原岡物質別に比ると、イl機溶剤'1'毒予防規則等

の特別規則の規制対象物質以外の化学物質によ

る疾病が半数料度を"めている。

また、特別規則の規制対象物質による浜病につ

いて私特別規則の泊用がない化学物質の取扱作

業によるものが見られる。

職業が/しによる労災補償状況は、平成9年度に

新規支給決定を行った疾病者は3 8人、平成 14年

度は9 4人と増加している。特に、ム綿にさらされる

業務によるl怖がん又は '1'皮腫が、平成9年度2 2人

から平成 14年度7 7人へと増加している。

(4)職場における化学物質管理の現状

ア化学物質管理計画

、:'1成 13年の労働環境調査によξと、化学物質の

取抜業務のaる事業所江うち、「化学物質管理計|向IJ
を策定している事業所は3 1 %、策定の予定がある 

事業所は2 3 %、策定予定はない事業所は4 7 %で

ある。化学物質の取版業務のある事業所で「化学

物質管瑚百|回」を策定している事業所の害JI台を規模

別に見ると、 1,0 0 0人以|は7 8 %であξのに対して、

1O ~29 人は 25%である。

イ化学物質管理担当者等

平成 12年の労働安全衛や基本調査によると、労

働安全衛生マネジメントシステムの導入予定なしと

した事業所の4 3 %が、 r1分な知識を持った人材が

いなしりことを湾入しない理山としており、人材碓保

が肉律的な安全衛生管理促進の主な障告のlつに

なっている。

また、 、 λ|成 13年の労働環境調杏によると化学物

質の取扱業務のある事業所のうち、化学物質管理

J口~斉を退任している事業所は 46%、選任の予定

がある事業所は1 6 % 、選任予定はない事業所は 39

%である。化学物質の取扱業務のaる事業所で化

、f物質管理j Q "J者を選任している事業所の割台を

規模別に見ξと、 1,0 0 0人以|は8 1 %であるのに対

して、1O ~29 人は 40%でæ る。

(5)海外における化学物質管理を巡る主な動向

アアジェンダ2 1

団連地球サミットの採択式書であるアジヱンダ、 21

においては各国政府は化学物質の全ライフサイク

ルを考慮に入れて、使用制限、製1f1 1ラベル、使用

が適切に管理できない物質の漸減・禁止等の規制

及び規制以外の )j法により、イl主化学物質のリス

ケ削減のための活動を行うなどとしている。

イロッテルダム条約

ロッテルダム条約(条約)においては、複数の締

結|玉|において使用を禁止メP I Cは厳しく規制さオぴこ

化学物質が、 定の手続きに従って不され、締結

固に予め当該化学物質に対する輸入意思の確認

等が行われるとされている。

ウ化学晶の分類及び表示に関する世界調和

システム

平成15 年に、化学物質の引火性、発がん性等

の約3 0羽同の危険有害ド|について、一定の基準

に基づき、その程度等を区分けし、危険イl当性の

程度等に比、じて絵友不(ピケトグラム)を付すとと等

を内容とする化学品の分煩及び表示に閲する世界

調和lシステム (The Globally Hannonized System

of Classification and Labcllin耳 of Chcmicals) tJl, 
国際連心、から勧告として公表(以下 r G回国連勧告」

という)され、平成2日年までの完全五施、また、 A P E C
域内においては、平成 18年末までの実施(APEC

閣僚会議共同声明等)がよ伝記うれている。

しかし、現行の労働安全衛生法令に基づ、く表示

等の制度は、 G H S I司連ωJ件で示された方法とは異

なっている。

工 REACHシステム

欧州委H会は平成 13年に 1'1占今後の化宇l日1 

政策のた詑の戦国再にお当て化学品約登録 (Re'叩由at-

1叩)、評価 (Evaluation) 、認可(Authonzation)等か

ら構成されるR E A C H (Rcgistrationサ Evuluation and 

Authorization of Chemicals)システムの蒋入を提

案するとともに、平成 15年には、 REACHシステム

に関する協議用文占の公開、欧州議会汝び理事

会に捉出さ才lる最終規制J案の採択カ吋子われている。

オ ControlBan dingによる取組
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英国等においては、物質の有需判、発散・蒸

発のしやすさ、取扱量によるリスクから、専門家

による指導によらずばく蕗防止措置|人j容を決定

することを可能とする場合などを不した「仁 ～mtrol

BandingJ による取組の導入、検討カサオオつれてい

る。

(6) 圏内の環境汚染の防止を目的にした化学物

質管理を巡る主な動向

特定化学物質の環境への排出量の但握等及び

管理の改善の促進に閣するj去律(化学物質排山把

保管理促進法)が平成 11年に公布され、一疋の要

刊に設当する事業者は特定の化学物質の排出量

等の報告が義務付けられている。

また、化学物質の審査及び製造等の規制に関す

る法律(化審法)については、平成 15年に、環境中

の動植物への影響に着目した化学物質の審査・規

制制度の導入、難分解・高帯積性の既存化J予物質

に閲する規制の導入、環境中への放出可能'VIを考

慮した段階的な事前審金制度の導人、事業者が人

干した難分解性等の一定の有害性情報の報告の

義務付け制度の導入を主な内容とする改正が行わ

れている。

(7)化学物質の有害性情報等

職場のイl吉物質等による労働者の健康障告を予

防するととをU的にした指標であるばく蕗限界値と

して、 H本産業衛小学会は、約 200 物質の化学物

質について許存濃度を勧告している。米国産業衛

生4門'*会議(ACG1H) は、約700 物質の化学物

質について、許容限界値(1工'vs)等を勧告している。

また、多数の化学物質のイl当性情報等に基づき、

欧州委H会が提案した R E A C HシステL , Iこ才3いては、

充がん刊、変異j京'1' 1等が一定以|の有需物質約

1,4 0 0物質を使用許可物質とする予定であるなど、

|付外に多数の化宇物質の有害性情報が存夜して

いる。

なお、今後の GHS国連勧告の導入等に伴い、

GHSの分類思準に思づく一定以上の危険有害性

を有する化学物質等が、国際的にも明らかにされ

ることが予想されている。

3 職場における労働者の健康確保のた

めの化学物質管理のあり方

(1)職場における労働者の健康確保のための

化学物質管理の位置づけ

近年、いわゆるシ、ソクハウス痕候群、ダイオキン

ン類、有綿等の化学物質等による健康問題、化学

物質による牒境汚染問題等が、社会的な関心を集

めている。

また、毎年、新たに、多くの化学物質が、イ fti性
が必ずしも|分に明らかでないまま職場に導入され

るとともに、多くの既存化学物質も、その後の調査

等により新たなイl当性が明らかになっている。

さらに、企業(事業者)と社会との関係において、

労働災需防止、環境汚染の防止のみならず、化学

物質の取抜いに対する地域住民、労働者等の不

安感を軽減するとと等も、近年、重要な課題となっ

ており、 K~l 場におけξ 化学物質管理は、企業のリス

ク管理としても大きなウエイトを占めている。

このような状況卜、 lサ000 人以上の事業所では約

り剖の事業所に才ヨ Vlて化学物質をi周り扱っているな

ど、多くの事業所において、労働者が事業者の指
揮命令r,多様な形態で化学物質を取り扱ってお

り、作業内容、ばく露防止方法等によっては、労働

者がこれらσ化学物質にばく露するなど、 般環境

の性民と比較すると、一般に、ばく蕗する可能性が

高いこと等から、今後とも、化学物質による労働者

の健炭陪当防止のための化学物質管理は、環境

汚染の防止のための化学物質管理等とともに重要

な役割を担っている。

また、新たな種類の化学物質の製造・使用、イfti
性に関する知見の集積、化宇物質による健康問題

への社会的な関心の高まりなどを踏まえると、従前

より化学物質管理の充実は図られてきたところであ

るが、今後とも、より一層の充実が必要である。

(2)予防的な取組方法を踏まえた化学物質管理

化、 f物質による労働斉の健康障害の防止をい1(る

ため、団は、労働安全衛叶ci ; l ;に基づく製造、使JIJ等

の禁止、製造許可、具休自Jなばく露防止)j誌等を
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定めた特別規則による規制を、職業'1'1疾病の発中

を主な契機として実施してきたところである。

しかし、職場で使用されたととのある正は現に使

川されている化学物質は約 5万 7千積績を数えてお

り、未だに、イl吉性の程度、種類が不明な化学物質

が多数存有しているとのような状況及び化学物質

へのばく露後長期 IUJ経過して発痕する場合がある

こと等を考慮すると、職業性疾病が発生していない

段階においても、化学物質に対する予防的取組方

訟を踏まえた管理が必叫である。

(3)リスク評価

化学物質管理においては、当該化学物質の危険

イl当性の程度が小さい場合であっても、ばく露の程

度が大きい場合には、人への健康リスケは無視で

きないこと等を踏まえて、当該化学物質へのばく露

の程度と当該化学物質固イlの危険イJ当性の程度

からこ5 設化学物質のリスクを詐価し、～該評価結果

に基づき化学物質のリスクを適切に管理することが

求められており、職場における労働者の健炭確保

のための化守物質管理においても、リスク評価に

基づく化学物質のリスケの程度に応じたリヌケ管理

を基本とすることが必要である。

(4)リスク管理

職場における化学物質は、その種類が多様で、

かつ化宇物質を取り扱う作業も多岐にわたり、また

変化する傾向にあること等を踏まえると、事業場に

おいて、事業者が自らの責務として、個々の事業場

でのばく総状況等に思づ、きリスクを計｛曲し、その結

果に基づき、ばく露|坊止対策を講じること等の自律

的な化学物質管理が重要でilSlJ 、また、化学物質管

理の県本である。

しかし、これらの自律的な ～X組は、現状において

は、化学物質管理休制の整備状況等カら凡て1' '小

企業等を中心に必ずしも|分でないとと、労働者が

ばく露すると重篤な健康障需発干のおそれがある

物質が多数存在すξこと等を考慮すξと、全ての化

学物質管理を事業者の臼位的な対比、に委ねる三と

は凶難であり、国自らも、必 '～に応じて、リスケ評価

を行い、健康障自発生のリスクが特に高い作業等

については、製造等の禁止、特別規則による規制J

を行うなどの固によるリスク管理の実施が必要であ

る。

その際、有機溶剤中毒予防規則等の特別規則に

基づく措置は、事業者のi'1律的な化学物質管理を

も促進する観点かう、安全衛生ノIJ( ' I告が継続して一

定以!となること等の条刊の下、事業者が事業場

の状況に応じて、自らの判断にて、より多様な措置

が選択できるよう柔軟化、性能要件化を|刈るととが

必 l比である。

さらに、固によるリスク管理の多様化等を図るた

め、倒々の化学物質について、|玉|が事業者に対し

て自主的な健康障宵防止Hli簡を求めることによる

管理も必要である。な主主 肉主的な健康障自防止

措置については、中小企業等の実効主る取組を促

進するため、具体的な拍肖例等をガイドライL等に

より示すことが必要である。

(5)化学晶の分類及び表示に関する世界調和

システム (GHS 国連勧告)への対応

平成 15年7月に、 G H S同連勧告が刑され、 APEC
域内では、;1成 18 fド末までに、化学物質について、

引火性等の危険性を含むがJ30項目の危険イl当性

に関して統一された分類法準により、その程度等を

灰分けし、一定の危険有宵'1"1の基準に該当する物

質に対しては、統 された jパ去によるM S D Sの作成

を行うとと、作業場に供給される際に容26に表示(ラ

ベル)を付し保持すること等が求められている。

しかし、現行の労働安全衛生法は、化学物質の

危険性皮び有害性のいずれをも対象としているが、

労働安全衛乍法に基づく表不及びM S D Sの交付

制度はイl当性のみが対象となっていること、表示-

MSDS の内容も、 GHSI:li 1連勧告で求めている絵友

不(ピケトグラム)等の表示の規定がないこと、表不

制度は指定された約 100物質について当該物質を

容認に入れメは梱包し誌渡又は提供する者が行

うなと官民定されていξ二となど、 G H S圃連勧告と異なっ

てが3、また、危険イl当性に応じた絵表示等の表示

(ラベル)によって個々の化守物質の危険有害性、

取扱|ーの注意等を一層明確にすること等により事

業者の適切な化学物質管理を促進すること等が必
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t主であることから、労働安全衛! f ' i 1 :に基づ、く表市、 

M S D Sの交付制度を国連勧白に対応したモ σとす

ることが必要である。

また、 G H S国連勧告では、一定の危険有需flの

基準に該当する化学物質については、表示及び

M S D Sの作成を求めているとと等を踏まえて、同は、

包括的に、化学物質の提供等を行う者に対して、当

該化学物質が 定の危険イl当性の基準に該当す

る場台には G H S I :li 1連副作に県づく友示、 MSDSの 

交｛、 jを求めることが必l立であるさらに、圃は、個々

江化学物質について、データ等の評価をfTい、 GHS

|玉|連勧告による危険有害性の思準に設～する一

定の化学物質については、順次、労働安全衛桁法

に基づく表示対象物質及び MSDS交付対象物質

に追加するととが必要である。

また、事業者が何々の混合物等の化学品につい

て適切に G H S国連勧告に基つく表示、 MSDSの作

成を行うための情初提供等の支媛、さらに、これら

の表不等を十分に理解し、適切な対応を行うた詑の

事業者及び労働者への教育の充五などが必要で

ある。

(6) 未規制有害化学物質への対応

現行の労働安全衛生法令においては、約 100物

質について、具体的なばく露防止方法を規定する

などの特別規日11により規制しリスク管理を行ってい

るが、化宇物質等による疾病(労働者死傷病報汗

によるもの)の原因物質のうち、特別規則の対象で

ない毛のが半数程度を占めている。また、円本産業

衛生宇会においては約 200物質について許容濃度

の勧告を、米国産業衛や専門家会議 (ACGIHJ!こ

主ういては約700物質について許零限界値の勧白を

f了っている。さらに、欧州委以会 (EUJにおいては、

充がん刊、変異j京'1' 1等が一定J;J,!の有常化学物

質約 l 点JO物質を使用許可物質とする予定で~るな

ど、多数の未規制の有害化学物質が存有している。

未規制化学物質で有需刊があり、わが圃の職場

でも使用されている場合には、 G H S国連勧告に基

づき、～該化学物質の提供等を行う者は、～～を化

学物質を取り扱う事業者に対して、具体的な危険有

主性等を表示(ラベル)及び MSDSにより周知する

とともに、当該化学物質を取り扱う事業者は、当由

の基本的な措置として、交付された MSDS等に基づ

き白主的に健康障害防止措置を講ずξ 三とが必要

であることから、圃は、これらの必必な Hli世を当該

化学物質を取り扱う事業者に対して明確にすξこと

などが必要である。

また、国は、化学物質に係る労働音の作業内谷

等のはく露関係情報等に基づきリスク評価をfTい、

中小企業等では白律的な化守物質管理が必ずしも

十分でないこと等を考慮し、健康降下守発恒のりスケ

が特に高い作業等については、順次、リスクの程

度等に比、じて、製造許ロJ、柔軟化・性能要件化を|ヌっ

た特別規則(伺々の事業者が、特別規則に基づき

五施すξことが必要なばく露防止対策等について、

気中の化学物質の濃度等が縦続して一定以トとな

ることなどの条｛'［の下事業者が事業場の状況に応

じて肉らの判断にで、より多様な措置が選択できる

よう措置したモの)への追加、労働者の健康障害を

防止するための指針の公表等の対策(固によるリス

ク管理)を講じることが必要である。

このような一連の取組をロJ能とするためには、 |玉|

は、必l止に応じて、当該化学物質を取り扱う岡々の

事業者に対して文援等をfTうこと及びリスク評価を

行い適切なリスク管瑚を行うとと等をU的に事業場

における労働者の作業内容、作業従事労働者数、

密閣系で使用する等のばく露関係情報を収集、提

供する 11組みを格えることが必要である。

また、これらの未規制J物質への対応方法等を踏

まえ、個々の既存の規制物質についても、必要に

凶じて、製造許ロJ、特別規則による規制等の規制

内容について検討が必'～である。

(7)事業者によるリスク評価とその結果に基づく

自律的な化学物質管理

ア事業者による自律的な化学物質管理促進の

必要性

職場における化学物質は、その樟績が多様で、

かつ化学物質を取り扱う作業も多岐にわたり、変化

する傾向にあるとと、未規制物質による疾病が半

数科度をr'iめていること等を踏まえると事業場にお

いて特別規則等によξ措置の実施に加えて事業者

安全センタ情報2004年 8.9月号 77



EHL!:M嗣þ1;君臨副主主主主b班長町民~~';-:fUi一一一一一一圃ー

が事業者の責務として自らリスケを評価し、その結果

に基っき、ばく露防止対策を講じること等の日律的

な化学物質管聞が重要であり、また、化守物質管理

の基本である。しかし、これらの取組は、事業場に

おける化学物質管理計|向|の策定、化学物質管理

J口3者の選任の状況等を見ると、中小規模事業場

を中IL¥fこ必ずしも十分な状況でなく、化学物質管理

指針、労働安全衛生マネジメントシステムに閣する

指針等による白律的な化学物質管理の一層の促

進が必'}J!:である。

また、事業場における自律的な化学物質管理に

宇3l ~て重要な役割をjDうリスク評価について、同は、

より具体的でかつ合理的なリスケ評価方法をガイド

ライン等により示すことが必要である。

イ化学物質管理に係る人材の育成

事業場において化学物質管理指針等に基づき

リスク評価等を実施するためには、 一定の専I"J的
な知識、能力が必要であり、化、f物質管聞の専門

家の育成、確保が必立主である。

しかし、これまで、わが国においては、 般に、法

規遵守埠Jの人材は必要ではあっても問題対比、埠Jの

人材は必ずしも広く必必とされず、人材育成の動機

つけが少なかったこと等を背景に、事業拐におけ

る白律的な化ι芋物質管理に必要な人材が|分に

育成されなかったといわれており、専門家の育成、

確保カ¥ R律的な化学物質管理の促進における障

害の 1つであるとされている。

このため、化学物質管理において専門家が果た

す役押!ないし、その活躍の拐を、制度的にも 層明

催に、また充実するとともに、 4門的な知識、経験

を有する民IUJ企業の退脱者等の積極的な活JIJ 、産

業医その他の労働衛生に関わる者の化学物質管

理に係る能力向上等を含めイヒ宇物質管理のもL門

家育成のー屑の靴進が必l止である。

また、 '1'小企業等の自社内に専門家をイlしない

企業においては、外部のもL門dポの活用が有効であ

り、外部の支援体制jの充実・整備が必盟である。

ウ化学物質の有害性等の情報の収集、提供

等

事業者による自律的な化学物質管理江促進を図

るためには、化学物質のリスク評価・リスク管理に

おいて必 l止な化学物質の有需刊情報、作業内容、

作業環境等のはく露閣係情報、職業性咲病の発生

状況、局所排気装置の設置等のばく露防止方法、

具体的なリスク評価手法等の悶係情報の収集、 1A
供等の充実が必要であり、国際的な協力、閣係省

庁の連携等による関係枯報の効率的かつ効果的

な収集、提供体制等の整備、充実が必 l止である。

特に、化学物質固イl江危険イJ当性に関する情報

は、同の内外を通じて、また、関係省庁、事業場の

化学物質管理において共通の情報であることから、

国は国際的な協力閣係、省庁の連携等により効率

的に情報の収集・提供を行うことが必要である。

また、化学物質管理を行う際の重弘!な指様であ

るはく露限界値について、当該官官が策定されている

化守物質が限定的で去ること等カも、その充実を収|

ることが必 '}J!:である。

さらに、閣係業界阿休等による関係情報の提供、

中小企業等への指導等の口主的な取組の充実も

必 l主である。

また、危険イl告な化学物質を取り扱う事業者が、

危険有害性に関する〕歯切な情報の入手を促進す

ること、危険有需.1'1に応じた絵表不等の表不(ラベ

ル)によって1 I I T I 々のイヒ学物質の危険イl当性、取扱

上のit怠等を関係労働斉等に対して一層明停にす

ること等により事業者の適切な化学物質管理を促

進すること等の観点からも、表示及び MSDS制度

をG H S I玉|連勧告に対応した宅のとすることが必要で

ある。

工特別規則に基づくばく露防止方法等の柔軟

化・性能要件化

事業場において、 般に、規制物質と未規制物

質が混在して使用されている '1',、 Jスケ評価に基つ

くばく蕗防止措置は、特別規則による規制物質が存

在する場合には、特別規則で規定する特定のばく

露防止)jiまとなり、現場の状況に即したばく露防止

方法が必ずしも採用できない制度となっており、口

律的な化学物質管理の促進における降需の 1つで

あるとされている。

これGを踏まえて、有機溶剤中毒予防規則等の

特別規則に基づくばく露防止方法等について、定

期的な監金・パトロールによる維持改善等により、
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気中の化学物質のj農度等が継続的に一定以下と

なること等の条件の下、ばく露防止 )j法等の措置の

柔軟化、性能要件イヒを「之|り、化学物質管開指針等

に基づく自律的な化学物質管理を促進しやすぐする

ことが必要である。

また、これらの措置を通じて、イヒ予物質管聞に関

する専門家の役割ないし、活躍の場の拡六、充実

を図ることも必要である。

オ社会的な評価の観点からの化学物質管理

の取組の促進

近年、企業の社会的責任 CCSR)への閣心が高

まるなどの状況卜、企業倫理、企業の社会的責任、

社会的な評価等の観点から、企業は、積極的に、

消費者、労働者、地域住民、職場環境等に関する

企業の行動法準を定め、社会一般に対し積械的に

公開・実施し、また、その成果を積極的に公開する

ことが求められるなどの状況にある。

とのような状況卜、企業にとって、化予物質管理

の充実は、労働災需の防止はもとより、地域住民の

不安感軽減等の地域社会との閣係においても重要

な課題であり、企業の社会的責任を果たす観点か

らも重必な役割lを担っている。

このため、職場における化学物質管理について、

経常のト、ソ7が、化予物?空管理の重要性を|分に

認識し、経営戦略に盛り込み、経営と密着したマネ

ジメントシステムとして構築するとともに、企業が、化

学物質の取扱情報、化学物質管理の活動成東等

の悶係情報を積極的に公閣し、社会からの評伺を

高めるなどにより、 R律的な化学物質管理を促進す

ることも必要である。

さらに、これらの企業における自主的な~X組を、

牡会的にも、積極的に評価することが重要であり、

これらの一連の取組の具体的な促進方法等につ

いて検討が必l立である。

力中小企業等における自律的な化学物質管

理
300 人未満の事業場が全事業場の  99.7% を山め

るなど、 '1'小者紺規模事業坊が大きな古1'台を占め

ており、中小零細規模事業場、中小企業等におけ

る化学物質管理の充実は重 l止な課題である。しか

し、 '1'小事細規模事業場、 '1'小企業等においては、

専門的な知識が必'～なりスケ評伺等を中心に、自

律的な化学物質管理の取組が不十分な状況にあ

る。

このため、中小零細規模事業主語、中小企業等は、

.*~に、自社内等に専門家をイj していないこと、多

大な費用負J口は岡難であξ 三と、経常斉が安全衛

や管理に対して十分な閃心を向ける余裕に乏しい

こと等を考慮し、また、欧米等における '1'小企業等

を念頭に置いた具体的な取組等をも参考に、具体

的でかつ効率的・効果的な収納方法を不すととも、l二
外部の専I"J家による文援、取組を促進するための

具体的なインセンティブ措置等を講じることが必要で

ある。

その際には、外部の適切な専 1J"機関への衛生管

開業務(現場における直技的な作業指揮に係る事

項は除く)の委託江仕組み、その場合の財政的な支

援措置等についても検討が必要である。

また、化学製 1f1 tをtLJ台・集約して品終製 1f1 tとする

場合で中小企業、関係会主1から原料等を調達する

場合には、サプライ・チェーン全体の管理の lっとし

て、原料等の調達ノしに対して、原料等の l'IT r質確保

と併せて、労働安全衛干の観点からの化学物質管

理についても積極的に支援等を行うことについて

検討が必要である。

(8)その他

ア事業形態の変化等への対応

近年の分社化の進展等の事業形態江変化等に

対応した適切な化学物質管理を促進するため、

般に、親会社及び子会社の事業場が同ーの場所

に存在し、事業運営カヰ目悶連して一体となって行わ

れていることが多いこと、社会的には、親会社、了一

会社が一体として見られる状況にある三となどを踏

まえて、親会社及び子会社の事業場が|可ーの場所

に存在する場合の安全衛生管理水準を向上させる

ための具体的な取組方法、また、とれらの取組に係

る制度のあり方について検討が必法である。

さらに、近年、業務の外注化が頻繁に行われる

中、化宇設備の所有者が、他の事業者に設備の改

造、清掃等を行わせる際、設備かう有害物質が漏

山するなどの労働災当が発生している。このため、
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設備全体の状況を十分に} E握しており、かつ、業務

の発注者である設備の所有者(管理権限者)に施

i事業斉に対して設備の構造、運転状況等に関す

る情報をお(不すること、また、自らパルフ閉止等の

隔離措置、内存物の除去等の必要な措置を実施し、

あるいは施_L事業者の実施状況を倖認するとと、

さらに、その他必弘!な指符・援助を実施すること等

を行わせることにより、これらの災当防止の徹底を

|刈るととが必要である。

イ有害性調査

新規化学物質を製造・輸入する際には、労働安

全衛生法令により変異原性試験の実施が義務付

けらオ"亡いる。

しかし、平成 15年のGHS国連勧告においてイl当

性に係る具体的な分類県準に関する情却が不され

たこと、急fl毒'1'1等に閃する情報が化学物質管理

において重要な役許Jrを担うこと等を踏まえ、化学物

質の有害性調査のあり方について、検討が必要で

ある。

ウ 化学物質による職業性疾病等の把握

化学物質による皮膚・眼への障害、遅発性の疾

病等の職業fl疾病、健康影響について、より一層、

王確な実態把握が可能となるよう検討が必 町内
要である。 魁よ... .

(参考1)労働基準法適用事業場数及び労働者数(告官再)

(参考2)主な労働衛生関係の担当者等(台略)

(参考3)ロッテルダム条約
口、ソテルダム条約(The Rotterdam COllvention 011

thc Prior lnformcd Conscnt Proccdurc for Ccrtain 

Hazardous Chemicals alld Peslicides in IllLernaLional 

Trade)は、平成4年の地球環出サミヴトリ川際環ほ開発
会議)で採択されたアジ工ン夕、に基っき、有害な化、f物

質の21の適了仁な符理学を行うことを目的に、平成1O{1
にロッテルダムにおいて採択された条約で、複数の制
約国において使用を禁止され )(1創設しく規制された化

学物質及び極めて有宮な駆除用製剤lを定の手続に

従って条約の附問書に掲載し子め締結1' ,1に愉入意思
を碓日記し、締約国は、自国の輸出昔がf也の締約国の当

該化学物質の輸入に係る決定に従うことを確保するこ

と、締約1"1問で有告な化学物質等に闇する情制交換を

促進すること等を規どしている。

(参考4)化学品の分類及び表示に関する世界調和シス

テム (GHS園連勧告)

GHS( The Globa1lV Harmonized System () f 

Classification and Labclling of Chcmicals)は、人の 

健康正確保守を強化すること、化学品の国際取引を促
進するとと等を判的に、平成 15年7月に11"辿か3附さ

れた勧告で、危険有害陀(ハザド)に応して化学物質

を分類するための基準、表巾及び化学物質守安主デー
タシート( M S D S )に関する表示頃H等を位界的こ統一・
調和するシステムであるロイじρ?物質の約30r且目の~I火

性、ブEがん性学の危険有害性のそれそすれについて、定
め巳才lた~~I 々 ω危険イ当者性ごとの);(準に正っき、具体

的な試験デタ等か3危険有害性の程度等を|え分け

し、 定の危険有宮性を有する物質については、その
程度に止、じて絵表示(ヒJケトグラム)等を表示し、三れら

の情報を記載したM S D S剖乍成すること等が求められ

ている。

G H Sは、平成却年までの元全実施、また、 APEC域

内においては、半成w年末までの実施 (APEC閣僚会

議共同声明学)が求められている。
本勧告の概要(抜粋等)は以トのとおフ。

(1) GHSの対象
G H Sは、全ての化学品及びその混合物に闘するシ

ステム問ω制整に王立点を置くものであるoll'薬l品、食品

添加物、化粧品及び食物中の姥留駆除剤は、ラベル表
小の範囲としない。しかし、これらの物も労働者がは守く

露される "1能性のある場台等には適用される。

作業場においては、全てのG H Sの要素が採用され

ることが問11寺される。

(2) G H Sが対象とする)¥ザードクラス(危喰有害性の

車重要買)
急性毒性、皮膚腐食性/刺激性、限によJする重篤な

損傷監刺激性、呼吸6～感作性又は皮膚感作性、生殖

細胞変異l阜件、発がIvl't牛殖毒性、特i i : :標的臓器/
全身毒性(単回曝露)、特定標的臓器/全身毒性(反復

曝露)、水生環出毒性、火薬類、引火性 1"1燃性ガス、
~I火性工下/-)"、階化性ガス類、高IJ:ガス、づ|火性液

体、可燃性団体、同己反応性化学品、自然允火性恨体、

白然発火性同体、自己発熱生化学l品、水反応 "1燃性/

士号水性化宇占ι階化件液休、般化十全国休、有機過般化

物、金属腐食性物質
(3)選択可能方式(ビ1レディンゲブロック方式)
選択可能h式によって、各国は、それぞれσ〕システム

に、どの部分を当てはめるかを向山に決めることカγとき

る。しかし、あるシステムがG H Sの一部を含み、かっそ 
のシステムによりG H Sを実施する場台には、その適用

方法には 貫性を持たせるべきである。例えば、あるシ

ステムが化学l目的発がん性を対象にするキ»のならば、調

和された分類休系と表示項目に従うべきでil"るロ
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(4)ラベル表示
表示すべき製品を決λとするために、異なるカ、ソトオフ

怖を用いることは調和の努力に反するものである。
G H Sラベルに必要な情半|ほは、(雲注意喚起訴、 (:Dftι 険
有害件情報、③注古書きと絵表示(ビクトゲラ L)、ヨ>製

品江特定名、 l主供給者の特定である。
G H Sの範凶に入る製日は、作業場に供給される時

点、でG H Sラベルが付けられる。そのうベルは、作業場

で供給されたdか出上に保持するべきである。 GHSラベ

ルあるいはラベルの要素は作業場の容:5gにも便用す
るべきである。

労働者を対象に、作業場で用しミられる情報伝達方法

について理解できるような訓練を実施すべきである。

(5)化学物質等安全デーヲシート (MSDS)
ア M S D S作成の是非の決定の基準

MSDSは、 G H SにぶつくfLi険性、有者性の判定法準

を満たす全て正物質及び混合物について作成さIIるべ
きである。

イカットオフ値/濃度限界
M S D Sは、カットオフ値/濃度限界に基づき作成すべ

きである。
各制~h拒および壊J 廷のハザードケラスlこ対するかソトオ

フ値/濃度限界は、急性毒性1.。 %以上、皮膚腐食件/

刺激性1.。 %以上、限に対する重篤なm傷性/刺激性
1.0%以上、呼吸6～感作性又は皮膚感作性1.0括以卜

変異原性(GHSにおけるカテゴリ 1) 0.1%以よ、変異
原性(GHSにおけるカテゴリ-2)1.0%以上、:mがん性

1%以 h、生殖毒性0 . 1 %以九特定標的臓661全身
毒性(単|ロ［～暴威) 1仁%以よ、特返標的臓器/全身毒件

(反復日暴露) 1. 0 %以上、水生環境ハザード1.0%以上で

ある。

ウ MSDSの情報
MSDSが、 iY;る物質又はある混合物において必要に

なった場台、そゴJ M Sじ51二台記うるべき情報は、 GHSの
規返に従って提供されるべきで主る。

下記の 16項目を使用し、下記に小さ才口E順序で出

示するべきである。
下記の最小情報は、入下可能な場合等において、

M S D Sの各項目に含めるべきものである。個々の事項

が、入手不能である場台等は、その事実を明示すべき
である。所管当局は追加情報を求めることができる。

Cu化学r質守及び会社情報、②危険有吉札の要約、

③組成、成分情報、連応急措置、③火災時の措置、⑥

漏出時の措i置、⑦取岐い及び保管上のf主,在、る>ばく露
防止及び保譲附置、($)物理的及び化学的性質、⑩安
定性比び反応性、 ⑪qb有当2百性↑恰古品紺ιH枇、q哩巳

他の情地

(参考5) Yジzンダ2 1

平成4イ|に開催された園連地球サミット(園連環境開

発会"韮)の採択文書「持続可能な開発のための人類行
動計画(アジ工ンダ21) Jの第 19草「有害かつ危険な製

品の小法な園際取引の防止を含む有害化学物質の環

出 h適切な管開」においては、江)化学的リスクの［,［際

的なアセスメントの拡大及び促進、(2～化学物質の分類

と表ノl、の調和、③有宮化学物質及び化学的リスケに閣

する情報交換、④リスク低減計画の策定、 l芯化学物質
の管理に関する国レベルでの対処能力¢強化、⑥有害

及び危険な製品のイ、法な国際取引江防止のプログラム

分野に関する提案がなされている。
これらの分野においては、各国政府は、化 J芋物質に

対する調和された分類と1上換性のあるラベリングFシス

テムを確立し実施するたゲ川コ7 ' 0ジt ク｝を開始すべき
であること、輸入国が化学物質を輸入するかどうか、ど

のように取り扱うか判断し決定することを可能とし、化

学物質の貿易に才Jける輸入|川と輸出|川との共同責任
を碓止するため、厳しく制限、禁止されている化学物質

に附する情報を輸人園に提供すること、化学物質の全

ライフサイクルを考慮に入れて、イ当当化学物質のリスク
削減のたダの関連活動を行うこと、これらの活動は、放

出登録、製品ラベル、使用制限、適切に符理さきない

場台の漸減又は禁止等約制山I及び別訓以外の方法の
両占をヴむこと等が言及されている。

(参考6)REACHシステム
欧州委員会は、平成 13年に、門書「今後川七学 l日l政 

策のたtの戦略」に才ういて、化守占占に登録評価日記可等

均九構成されるR E A仁百(Re凹 slralion ,Evaluation四 d 
A u出onz山 on ofChemi凶|ぉ)システムの導入を提案す

るとともに、半成 15年には、 REACHシステムに関する 

協議用主書の公開欧州議会及び理事会に提出され
る足終別刷l案 σ;採択が1Tオオlてし、る。概要(竹書等)は

以下のとおり。

(1) 登録義務

欧州域内で、年間 1トン以卜製造する事業育、もしく
は欧州域内に年間1トン以上輸入する事業昌は、欧州

化学品庁に、有害性情報の概夏守を提出しなけれはな

らない。約 3h物質が該当するとしている。
(2)評価

登録さ才た化学物質に闘して化学物質単位で提案

される試験実施計画について、 EU各［,,［の制品l当局は

評｛, II ,し、必要に応じて「孜物質の登録苫等に対して試
験の実施を要求する。約 5,0 α 1物質が該当するとして
いる。
(3)認可
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発がん性、主主異原性、生殖毒性のカテゴリー 11立び

2(67/54会E E C )の物質、難分解ト牛体蓄積性及び毒
性物質学の物質については、製造者、輸人昔、ユーザー

は、使用前に許りを得ξことが必要である。発がん性、

変異原性、牛殖毒性のカテゴリ 1及びZの物質は、現
在分類されてし渇物質は85 0物質、今後分類される可

能性がある物質は5 0 0物質であるとしている。
(参4: 67/548/E E Cにおける分類の例(発がん性))

カテゴリー1人に対して先がん性があることが畑られ

ている物質(庄必物質の人へのばく露とがんの発生
の因果関係を確白するに十分な証拠を有する。主に

疫学的なデータによって判断される)。

カテゴリー2人に対して発がん性が亙るようにみなされ
るべき物質G直切な長期の動物での調在、その他の

関連情報により、ある物質の人へのばく露ががんを

発生させるおそれがil0るという強い推定を句えるた
/J)O)十分なun :拠がある) 。

カテコリー 3: JCがん性作用を及ぼす可能性があるた
め、人に対して懸念を引き起こすが、利用 "1能な情

報では、これについて評判が適切に行えない物質G直
切な動物での調査から、ある程度の証仰はあるが、

カテゴリ-2に含めるには不十分である)。

(参考7) Control Bandingによる取組
英国安全衛生庁(HSE) は、平成 11イ:1 (1 999イ1)に

IHSGI93:C コSHH essentials: Easv Steps to Control 

ChcmicalsJと題する資料を刊行し、その中で、ばく震の
程度を推定し、抽置を決定するための手段の1つとし

て、取り扱う物質のイ当者世の種類、発散又は蒸発のし
やすさ、取扱量の3つの要素から、リスクの程度をレ;分

する指標を小し、この指標によア亡、リスクの程度が

定以下の区分に該当すると判断されたときは、守門家
による指導によらず措世内容を決A止し、一止以上のリ

スクの場合は専門家による指導により抽置内科を決定

する三ととしている。本方式は、中小企業等に却する化

学物質管理O )f!i'進の観点カら、国際的にも注目されて
おりIConlrol Banding_として、 WHO、I L Oを中ι、とす

る央司作業が開始されている。
(参考8)レスポンシブル田ケア

円本を含む官界σ化学工業界では、化学製品を取り

扱う事業育が、環J見・安全・位k誌を保保していくため、従

日"以上に責任iJtる白主的な行動を行うことが求められ
ていること舎を踏まえて、個々の企業が化学物質の開

発力ら製造、物流、間用、足終消費を経て、破棄に至る
全ての過程において、白主的に「環埼・安全・健康」を確

保し、活動の成果を公表し社会との対話コミュニケー

ショシを行う市宮Jが、レスポンシブ) J ,・ケアと称して行わ
れているロ

(参考9) 化学物質の審査及び製造等の規制にj関する法

律(化審法)の改正
平成15イ|に、①新規化学物質の事前審企において

動相物へのイ当者性についても審査すξ三と、環上高巾で
分解せずと主態毒性が亨るイ七"7"物質に対して、製造・輪

人実績数量の届出を求虻るなどの監出抽置を講じるこ

と等の「環撹中の膏」柄物への影響に者Hした化学物質

の干存在・規制制度」の導入、必高苔績性が判明した既
存化学物質について、長則毒性の有無が明らかでない

段階においても、製造・愉入実績数量の届「ドI等を求め
ること等の「難分解・高苔梢性の既存化学物質に閣す

る規制」の導入、③環境中への放出が極めて低IIこと

が事前に格認された化学物質について、その管県状
況を監視下に世くことを ～íi t,是に事前干存在の対象外にす

ること守の「環境中への放出可能性に着目した審企制

反」の導入、じ主化学物質の製造・愉入背が当該化学物
質の難分解性等の-ii::の有害性に関する情報を入下

した場合には、園への報告を義務付ける「有害性情報

の訓告制度」の導入を主な内容とする化審法の改正が

行われているロ

(参考10) 日本産業衛生学会の許容濃度の勧告(省略)
(参考11)米国産業衛生専門家会議 (ACGIH)の許容

限界値の勧告
米国産業衛生専門家会議( A C G I H )は、約司旧物質

0 )化学物質について、許容限界値 ( TLV s)等を勧告し

ている。なお、司容限界値(TL V s )は、通'山HI8時間 
及び1週間1:4C時間の労働時間に対する時間荷重平

均浪j立 (TLV-TWA)、又は 15分間の短時閣ばく露限
界( T L V - S T E L)、又は作業中のば三原のいカグよる時で 

も超えではならない濃度で庇る上限伺 (τ'LV-C) として

表示されている。

(参考12) 職場の環境要因に関する ILO code 01

practlce

平成13年の職場の環撹要凶に関するI L O日叶eot

practicc CAmbicnt factors in thc workplacc,A nI LO

code 0'1 praclice)においては、「主務官庁又は二t務官 
庁によりj手認もしくは認定された機関は、その 1'.1の、又

は国際的に日記め巳れた技術基準に従って作業環境の
評価と特理を行うためのばく露限界又はそ江他のばく

露ぷ準を策定し、見直し、更新する三とが望ましい.Jな
どとしている。 EUの主たる加問国及び米国等の先進諸

国においては、国又はそれに準じる機関が、ぱく露限

界の策定、見向し、更新を行っている。

また、 EUとしてのばく長限界の策止が逐次進められ
ている。

(参考13) 労働安全衛生法令関係条文(抜粋)(省時)
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〜労働におけるCSRのあり方に関する
研究会〜中間報告書

平成16年6月25日発表
労働におけるCSRのあり方に関する研究会

1労働に関してCSRを検討する背景と
意義

昨今、不祥事の多発や環境意識の高まりを受け、 
企業の社会的責任(CSR)を求める動きが大きな潮 
流となっている。ここでは、CSRとは何か、また、CSR 
を労働について検討する意義は何かについて記述 
することとする。
(1)CSR/SRIとは
♦企業においては活動するに当たって、社会的 
公正や環境などへの配慮を組み込み、従業員、 
投資家、地域社会等のステークホルダー(禾瞎関 
係者)に対して責任ある行動をとるとともに、アカ 
ウンタビリティ(説明責任)を果たしていくことが求 
められている。こうした考え方はCSR (Corporate 
Social Responsibility)と呼ばれ、我が国におい 
てもCSRについて本格的な取組みが始まってい 
る。
♦また、CSRを推進する手法の一つとして、従来 

の財務分析による投資基準に加え、社会•倫理• 
環境などの点で社会的責任を果たしているかどう 
かを基準に投資することがあげられる。こうした 
投資行動はSRI (Socially Responsible Invest- 
ment)と呼ばれア刈力や、欧州(中でもイギリス) 
においてSRI市場が発達している(注1)。我が国 
においてSRIは萌芽期の段階に過ぎないが、1999 
年には初めてSRI投資信託(エコ•ファンド)が発

売され現在は環境のみならず、労働を含めた社 
会面をも考慮した投資信託が登場している胜2)。 
♦企業がCSRとして取り組む分野は、コーポレー 
卜•ガバナンスや環境、社会など多岐にわたる。こ 
のうち、既に環境分野については、環境報告書 
ガイドラインの作成やエコ•ファンドの創設など、 
各般の取組みがなされている。これと比較すると、 
社会分野の中の一つの大きな要素である「労働」 
については、取組みが進展しているとはいえない。

(2)労働についてCSRにより検討する意義
労働に関する課題は、最低労働条件の遵守はも 

とより、労働安全衛生、高年齢者雇用、障害者雇用、 
女性の能力発揮促進、職業生活と家庭生活の両立 
等、多岐にわたり、それぞれの課題について議論 
がなされ 政策としても推進されている。また、これら 
の諸課題については、人事労務管理論としてもこれ 
まで議論が重ねられている。にも関わらず、本研究 
会の中間取りまとめを行うに当たり、労働について 
なぜ特にCSRの観点から検討するのか、整理して 
おく必要がある。
♦ 企業は、人や物、金といった経営資源を活用 

して、財を生産したりサービスを提供し、社会的な 
価値を創造する主体であり、価値を最大限創造 
し社会に貢献していくためには、経営資源を効果 
的に投入していくことが不可欠である。

♦ その際、企業は社会の一員であり、社会と無関 
係であり得ない存在であることにかんがみると、 
社会の多様なステークホルダーへの影響を十分
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に考慮しながう活動を行っていく必l止がある。そ

うした取組みは、環境負仙の軽減や消費者の安

全対策など多岐にわたるが、従業民をはじ陀とし

た「人」に珂するほ組みについては、他とは異な

る特別な考慮が必要になるものと考えられる。

.例えば、保坑負荷を軽減するに出たっては、経

営資源を別な物に聞き換えξことによって対処で

きる場合があるが、従業員は多様な個性と能力

を有しており、従業以の健康が損なわれ、消耗し

たかるといって必ずしも代替がきくモのではない。

また、職業能力の蓄積なしに火業するようなこ

とになれば、さらなる職業能力の低卜を招き、保

業期IUJが長期化しかねないが、これは従業員本

人の職業生涯に取り返しのつかない損百を日え

るのみならず、社会全体でみても悪影響を及ぼ

す。すなわち、限られた資源である労働 )Jについ

てはイl効に活用していく必要があるが、職業能力

の減退を招くととは、貴重な労働力の「浪費」につ

ながる。こうした事情は少デ化が進行し労働力供

給が制約される今後、 層胤苫になろう。

したがって、従業以の働き方等に|分な考慮

を行い、かけがえのないf阿門や能力を活かせる

ようにしていくことは、「社会的公器」としての企業

にとって、本来的な責務であるというととができる。

. しかνながら、近年、企業|自l競争のj数化等によっ

て長時間労働ゃ刀、レヌが増大したり(注 3)、火性

の耳実用が|分に進まないなど(れ 4) 、働き方の持

続可能刊や公、:'1刊に照らして懸念される状況が

多くみられる。

乙うした中、「人」の観長からも持続可能な社会

を形成してしミくことが重必となっており、社会的基

盤の損火にもつなが新丁き過ぎた利益至上主義

に対し、従業以、求職者等のステーケホルダーに

対すξ考慮を強調する C S Rの考え方は、企業や

巾坊のあり)jを変革し、社会の持続可能性を保

持して, lく上で重要性を増してきでいる。

.特に、従業員等に対し責れよ軽る行動を積極的

にとっている企業が、巾坊において投資家、消費

斉や求職者等から高い詐価を受けるようにして

いくことは有益と考えられ、 C S Rを果たしている企

業に対して投資する SRIのあり)jについては、こ

うした観点からモ検討をj菜めていく必 l止がある。

加えて、市場で適iTに評価されるためには、現

状では情却が外部に開示さ才11:::くい「労働」分野

についても、企業は「社会的公器」としての姿を世

に示していく必要がある。 C S Rは、従業員等のス

テーケホルダーに対して説明責任を果たすことを

も意味しており、こうした～1(組みの重 '~'VI は高まっ

ているといえよう。

+C S Rはあくまで企業の臼発性に某づいて進め

られるものであるが、それそ、れの企業が、社会的

公骨量としての認識を深め多種多様な取組みを積

み重ねていくことで、「人」の観点からも持続可能

な社会が形成されていくことが期待される。圃に

おいても、こうした企業の取組みを文援していくこ

とが求められよう。

2 社会情勢の変化に応じた従業員への

考慮

従業員等に対し、企業がどういう事項について責

任ある行動をとらなければならないかについては、

労働をとりまく社会情勢の変化によって異なってくる。

ここでは、従業員、求職者というステ クホルダーと

の関わりにおいて、企業が考慮するととが望まれる

事現について概観する(注 5)。

(1) r人」の能力発揮のための取組み

+jgLかな社会の下で、経済のサービス化が進行

するとともに、消費ニーズは多様化してきており、

画一的な生監の重要性は薄れてきている。とうし

た中にあっては、従来のように決められた一仁科・

サービスをこなすだけでは足りず、様々な資質と

寸能を持った個人が、その能力を|分に発揮し

創意下今夫をしていくことが、経済活動のλきな源

となってきている。

また、豊かな社会は従業H等の働く志向にも

変化を与えている。すなわち、就労の円的をみる

と、白己実現など生活費の獲得以外の要素が大

きくなってきており、働くことに何を求めるかは、千

古万別ともいえる状況にある。

. 今後高い付加価値を創造してい勺三めには、機
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械などのや産設備司まなく、多様な伺flや考え方

を持つ(従業員をはじめとした)r人」が、これまで

以上に重要な役割を果たす。こうした中にあって

は、

(1 )人材の育成やキャリア形成文援が積極的に

行われ、能力の向上が|刈られるとと

(2) 何人それそ、れのやき方・働き方に応じて働

くことができる環境が整備されξ こと

(3) 全ての{凶人について能力発揮の機会が与

えられること

(4) 安心して働く環鳴が整備されること

が、個人の能力を発揮させるに 3たり特に重要

になると考えられる。

・只体的には上記(1)かS ( 4 )に対応して、企業

においては例えば、従業以等に対し以卜のよう

な考慮を行うことが、重 '}J!:となってきている。

(1)企業による人材育成の状況をみると、 OFF

JTを中心亡して実胞割合は低卜してし渇 (it6) 。

こうした状況を踏まえ、従業員の採川後退職に

至るまでの問、継続的に能力開発をfTい、職

業生活の全期間を通じて能力開発が行われる

体制を確なしていく。

また、労働移習J' )I I増加している 1' '、従業員肉 

らが白己rJ:キ守リア形成のあり方を考える必要

'VIはI巨大していξ ことカら、自己の峨う",1'活設
計に即して能力開発を行う際に、そのあり)jに
ついて相談・助手干した以能力開発に関する情

報提供・休暇の付与などの支援策を講じる。

(2) 従業員にとっては、かつて多くみられた仕事

一辺倒ではなく、育児や介護など、不妊生活と

両守:しながSI士事することへの希望が高まって

いる。また、 NPO!S動への参加等を通じて地域

社会に貢献しつつ、ノト業においても力を発揮

したいという希望の高まりも見受けられる。

しかしながら、グローバル化等による競争の

激化を背宗として、 30～40歳代を中心とした一

部の従業員に仕事が集中して主力、週601時IUJ
以上働く者も少なくなく、働き)jを選択すξ こと

が閃難になっている。とうした事態に対応する

ため、育児や介護に悶する支援拍簡を充実し

たり(注7)、ボランティアに閣する休暇の制度

化・活動情報の提供や講習の実施などに取り

組むことを通じて(注 8) 、職業生活と家庭生活・

地域生活との両立を一層支t差していく。

(3) 我が圃においては、例えば女YIの管理職へ

の登用が先進諸外国と比べ遅れているなど、

女性の活躍が必ずしも|分ではないこと等を

踏まえ、女' 1 ' 1労働者の能))発揮を促進するた

訴の積極出Jな取組みを行う。また、我が国の高

齢者は、就労を通じた社会参加への,ê~欲が強

いことから、長年培った知識や経験を活かせ

る雇用の拐を提供してt¥ < 。さらに、働く;意欲と

能力を持った障害者についても、働く怠欲と能

力が十分に引き出されるような黒川の場を提

供していく。

(4) 企業間競争がijjl{{じする中で、 11今事で心身の

負担を感じる労働者の割合は 6aJ Jを超えてお

り(平成 14年労働者健成状況調金)、また、安

全に対する認識の低卜が懸念される。労働者

のメンタルヘルス不全による欠勤や過労死の

発生は、労働者のみならず企業全休に大きな

悪影習を及ぼす。さらに、事故・災害の発生は、

直接・|日JI妾の経済的J見失をもたらし、労働者の

安全・安心を損なうことになる。

とのため、心身同而¢健康確保士、J1 + i及び労

働災需防止対策を行い、労働者が安心して働

ける環境の整備を圏る。

(2)海外展開の進展に対応した取組み

事業の海外民聞が進む1' 'で、海外において労働

問題が頻発している。海外進I引先においても現地

従業員等に対し、企業は責任まる行動をとっていく

必要がある。

また、海外を含めたサ7'ライチェーンの事業所に

おいても、労働等のC S R Iこ配慮しているか百かが

l剤取引上の要件となってきており、こうした点につい

ても考慮する必要性は増大している。

(3)人権への配慮

今日において弘社会的身分、門地、人種、民族、

信条、判別、降下害等による小当な長別その他の人

権侵当はなお存在している。企業においても、差別
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の禁止やセケシュアルハラスメン卜の防止等につい

て、社内研修など従業員の人権に配虚するような取

組みをしていくことが重要である。

(4) 企業からみたメリット企業の側からみても、労

働に関して C S Rを踏まえた活動を行うことは、例え

ば以ドのような利点があるモのと考えられる

・人材を重伺しその育成を図っていくことは、優れ

た人材を集めξとともに、優秀な人材の定着にも

資する(注針。

.地域中活との両守今支援等によって、従業員が

企業社会と異質な経験を積めるようにしたり、火

性の活躍の場を拡げることで人材のダイパーシ

テ 1(多様刊)をJ広げることは、新しい発想、をやみ、

ひいては高い付加価値の創山が期待できる。

.働く人を大切にしている企業が市場において

評伺されることを通じて、当該企業が提供する財・

サービスの消費の増加や、投資の増加をもたら

す。

3 労働に関するC S R推進における困の

役割

労働にヰ卦するC S Rを推進する主休は企業である

カ日同の役割としてMが考えられるのか、また、企業

の役割との関係はどうなξのかについて検討する。

(1)国の役割

• C百Rを附進する主体は企業であり、企業が自

主的に社会的責任を米たすべく取組みをfTうも

のである。また、 C S Rを構成する諸要素のうち、

どれを重点的に実行するかは、社会でふJ<められ

ている毛¢を勘案しながら、企業が決定していく。

したがって、巨|が施策を講じるに出たっては、企

業の白光' 1 ':1や多様flを尊重する必叫がある。こ

うした観点からすξと、例えば労働における CSR

規栴を|玉|が策定・認証するような施策を講じると

とは凶難であり、 C S Rについて企業の関心が高

まり、日主的な取組みが進んでいる羽在、望まし

くないものと考えられる。

なお、 C S Rの桁進主体は企業であξ といって

も、 '1'小企業については必ずしも CSRの取組み

が進んでいるものではない。サァ。ライチェーンや

取引先企業にCSRの配慮を求めることをi且じ、

中小企業を含めて労働に関する CSRの取組み

が行き届くことが期待される。

• C S Rを企業が主体的に推進しようと思っても、

単独では岡難な点もある。企業は社会全体で{日J

が求められているか鋭敏に祭知し、対応策を実

施していく必要があることから、社会の変化の);

向性や、社会から必要とされているモ σについて、

団が情報や判断材料を提供すξ 二とは、 CSRを

推進しよさとする個別!の企業にとって大きな利 lz:
があるものと考えられる。

固においては、 C S Rを桁進する主体である企

業を、側面から支援して L、くことが求められよう。

.また、 SRI に関する取組みが結械的に行われ

る環境を整備していくことも、国の役割としてあげ

ることができよう。 lで述べたように、多様性に富

む「人」を重視する社会を形成してし、くためには、

企業の自主的な収納みを支援することは全とより、

C S Rを県たしている企業に対して投資をしていく機

運が而まるととが有主主である。投資家啓発の実

施など、 SRI が積極的に行われる環境を整備す

ることにより、従業員をはじ陀とした「人」を重視す

る社会への君主革が進むととが期待される。

(2)国の施策の方向性

以上を踏まえつつ、労働に宇到する CSRを推進す

るた記の国の施策の方 InJ刊をまとめると、以下のよ

うになる 0

.企業の白主的な取組みを促す、ノフトな手法の

採 111
企業との関わり台いについていえば、法律に

よって直接的に CSRや SRI の実施そのtのをぷ

務 {.Jけるのではなく、例えば労働に係る取組みの

うち企業が情報開示することが望ましい事項を提

示するといった形で、 CSRや SRIに関する企業の

自主的な収組を支援し、促していく。その際には、

氏問機関に委託するなど、できる限り民間のイニ

シアティブ、を尊重するととが望ましい。

.各樋持充・広報を通じた CSRJSRI の雌進

投資家啓発や消費者広報を行うとともに、経営
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者屑や担当者を対象とした CSRや SRIの研修に

資する情報を提供することにより、 CSRや SRIに

ついての理解者を増やしていく。

.固の既存の施策・制度を通じた CSRJSRIの町i
進
上記の他に、同の既存の施策・制度に CSR や

SRIのl止素を組み込むことにより、 CSRや SRIの

取組みを促進していくことも )j策としては考えられ

る。

4 労働の C S Rを推進するための環境整
備の方策

3で述べた労働に関する CSR の推進に主うける国

の役割を踏まえた施策としては、具体的には、以卜

のようなものが想定され得る。

(1)企業の自主的な取組みを促進する施策

①情報開示項目の提示

.労働に関する情報開示については企業にお

いて|分進んでいるとはいえず、開示してL治企

業の|叫においてもその以 Rは尺々であるため、

現状では例えば求職者が企業情報をみて、会社

問の比較対照を行うことは閃難である(注 10) 。
企業の積極的な情報閣不を促進し、求職者や投

資家の会社判断に資するようにするため、牡会

部汗J Hサステナビリティ干 tfヰ占)に時り込むとと

が望ましいと考えられる項 Rについて、圃におい

て民問機関叶 J力しなかE検討を深め、その成県

をjムく企業に提示・公明しながう普及してC'<とと

が望まれる。

・また、特に労働に閣する情報は非閣示とされ

がちであるととにかんがみると、結果は必ずしも

伴わなくとも、まずは情報開不そのものを広めて

いくことも検討に値しよう。こうした観点から、労働

に関する情報公明の好事例をjムく)~J知したり、積

極的に情報公開している社会報告書自体を顕彰

すξことも、 )j策の つのあり)jとして考え巳れる。

②企業による自主点検用チェック指標の作成

.企業が労働に悶してC S Rの取組みを行おうと

思っても、何をどこまでやれば良いか、明確にわ

かうない場合も多いものと考えられる。このため、

労働 C S Rの事項として牡会的に求められるもの

を、|玉|が民問機関と協力しながら選定した上で、

それらについて企業がどこまで自社の取組みが

進んでいるか、自分で点検できるツールを閣発し

ていくととが雫まれる。

なお、その際には、業界平均や、自社と|可じよ

うな規模の企業平均と比較できるようにすること

が、企業が的確に進捗状況を測れるようにする

kで小可欠である。また、既に労働の｛同別の分

肝においては、企業が日らチ工 1ソクする子段とし

て「両立指標」や「女性のj舌越推進状況診断友」

の闘充がなされており、労働全体に係るチ工、ソケ

指標の点検項目等を検討するに当たっては、こ

れらを踏まえることが必要である。

.これにより、企業は労働の中で取り組むべき課

題を自ら把握し、日主的な取組みを 層進める

ことができる。また、とのツールを使って白社の取

組み状況を採川応募者に対して広報すれば、優

秀な人材の確保を図る 助となる。さらに、投資

系に対して広報すれば、臼社企業に対する投資

を呼び込むことにもつながる。

③表彰や好事例の情報提供

労働関係については、厚生労働省だけをみて

も労働安全衛刊に降下害者雇 )IJ 、男女の機会均等

推進(ポジティブアクション)、職場と家庭の向立

推進など、様々な表彰制度がある。とれらの友彰

制度ゃあの基準について横断的に整理した|で

ホームページなどに公開し、企業の取組みに役

立てていくととが考えられる。

また、労働の C S Rに閃する企業江好事例につ

いて、幅広く収集・整理した上、企業に広く発信し

ていくととも有主主である。 (it1 1)

(2)各種啓発広報を通じたCSR/SRIの推進の

ための施策

.社会的な責｛iを果たしている企業の製品を購

人したり、株を買うことで労働に配慮する企業を評

｛曲するC S R 、SR1の考え方を普汝させる上では、

消費者や投資家を対象とした作禿・広報が重 l立
となる。消費者や投資家の多くは労働者でtあり、
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こうした枠光・広報を行う効果は λきいのではな

いかと考えられる。

.また、企業におけるトッフ。や経常幹部、さらに

は担当者に雫るまで、 CSRや SRI についての理

解を深めていくことは重要である。基本的には経

常者団体や業界団体などの民間においてとうし

た11 1 (組みを進めてL通くことが望まれるが、圃として

も、例えば、在職者訓練のメニューの っとして

CSRや SRI に関するカリキュラムを開発し、その

成果を整理した|で広く企業に発信するなど、各

般の情報提供を行ってし、くことが望まれる o

.さらに、大宇等において、企業と社会に関わる

問題について基礎的な教育を行うとともに、専門

的な研究を進めるなど、 CSRI::対する理解の裾

野を広げるための取組みを行うごとが雫まれよう。

(3)国や地方自治体が業務の中で行うC S R / S R I

への配慮

①公的年金等のSR I 運用

働く人が重視される社会を形成していくために

は、投資市場において SRI 的な要素を強化して

いくことが効果的でまる。そのためには、公的仔

金等の積立金を SRI 運用することも考えられるこ

とカも、今後、 SRI の投資効果に関する検証を深

めるとともに、公的な保険等の積寸:金を SRI 運川

することの是非について、受託者責任との関連

で検討を進めるととが期待される。

②株主議決権の行使

企業における SRI を進める子法として、ステー

クホルダーの関心に即した経常を行っている企業

に対し、排他的に投資する他に、株主議決権を

行使しつつ、それぞれの企業の望ましい )j向に

向けての経常を似し、企業のj静夜的な課題・問題

点を未然に解決することも考えられる。例えば、

1' '途脱退者や解散基金加人員に係る年金資産

について運用を行って L沿厚生年金法令連合会

においては、コーポレートガパナン 7,iJ 1十分に機

能する経営を求め、株主議決維を行使している

が、ごうした手法について、さらにそのあり方を検

討していくことが重必と考えられる。

③調達におけるC S Rの考慮

団や地方自治体が調達する際に、労働などの事

項について C S Rに配慮、している企業を優先する

こと宅考えられる。例えば、東京都千代国ぼや大

阪市においては、建設て事等入札参加資格者

の評価項目に、障当者雇用など独白の社会的貢

献度を加えており、ごうした C S R調達が、全同に

おいて広まってしミくことが期待される。

(4)上記施策を行うに当たっての留意点

.これまで述べてきた施策を講じてll くに当たっ

ては、特に1' '小企業への配慮が必要とされよう。

中小企業においては、労働を含め CSRに関する

ほ紺みが十分進んでいξ とはLげ」ない(注12) 。
また、欧州においても、 1' '小企業向けの事例集

を発行したり、白己診断用のツールを閣発したり

してL渇(注 13) 。こうした取組みを参考にしなが

宅入国は企業の日主的な取組みを促進する施策

を講じていく際に、特に中小企業に才j付る CSRの

取組みが進むような一仁夫を講じる必泌がある。

.また、上記の施策の1' 'には、厚生労働省が単

独で行うととが閣難なモのがある。宅とモと CSRは

企業の経営全般に悶わる概念であり、施策を講

じていくに当たっては、関係省庁問で十分な連携

をい1(っていくととが不ロJ欠である。 国
※注1~ 13 、付表等省略

労働における C S Rのあり方に関する

研究会委員名簿名簿

足達実一郎 日本総合剖げ初7害発戦略センター

|席主任研究員

阿部正治濁協大学経済学部助教授

安生 徹社団法人経済同友会常務理事

小畑史子 京都大学地球環境学坐助教J9

佐藤l1¥l樹 東京大学社会科学研究所教授
。谷本寛治 一橋大?大学院商γ削げE科教授

(0: 庵長・敬称略・丘十音順)
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連載第29回

労研の協力を得て腰痛調査
塩沢美代子

冷蔵庫勤務者に多発
大洋漁業労組で働いたのは4年余りだった 

が、さまざまな活動の記憶がぎっしりつまって 
いる。しかし先を急ぐので、本誌に関りの深い 
テーマにしぼろう。

それは労働科学研究所の協力をえて行った、 
腰痛に関する調査である。

これは冷蔵庫勤務者に多発している腰痛症 
に対して、組合として調査し対策をとるようにと 
いう、現場からの問題提起ではじまった。

しかし腰痛は、冷蔵庫勤務者に限らず、年 
令はじめさまざまな要因で起る症状であり、仕 
事との因果関係はわかりにくい。したがって、 
これを職業病として、会社に保障を求めていく 
には、きわめて科学的な観察が必要と考えら 
れた。それで私が、かつて製糸労働者の疲労 
調査をしていただいた、労研に相談にいった。 
疲労調査のときの医学的な手法を思いだしな 

がら、この場合はどんな方法があるのだろうと 
考えていた私は、斉藤所長と肝付(きもっき) 
研究員の指導を受け、“なるほど、こんな簡単 
な方法があったのだ”と思った。そのことに気 
がっくか否かが、専門家と素人の違いだった。

職種間の比較調査を実施
その方法とは、冷蔵勤務者のみでなぐ大洋 

の各職場で働ぐ者全般にわたって腰痛者の有 
無や程度を調べ、その職種間の比較検討をす 
ることだった。
全組合員を対象にするのは、時間的•労力 

的に無理だった。それで、事務関係者、一般現 
場関係者、冷蔵庫関係者、各300名を対象に 
アンケート調査を行った。冷蔵庫勤務者に中 
高年が多いので、それと年令帯の見合う他職 
種従事者を対象にした。

アンケートの内容は労研の指導によるもの 
で、回収率は高かった。しかし調査結果は、会
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社との交渉資料になるので、全項目にもれな

く正確な記入がないと、クロス集計による分析

も正確さを欠くため、厳密にチェックして、集計

対象としたのは 684名だ、った。集計は、 1冷凍・

製氷で重最運搬、 2冷凍・製氷一般、 3元冷

凍・製氷、 4一般現場、 5事務関係者にわけ、

かつ年代別に比較した。

冷蔵原勤務者と呼んでいたが、実際は冷凍

庫で、温度は 8度から 4 0度まである。そ

の制度目I jを4段階にわけ、 1日にその低制下

で、何時間作業するかを、 3時間以卜と3時間

未満に区分するなど、凶答結果をみながら細

かく分析した。その結果、はっきりした事'支を、

おおまかにまとめると次の通りである。

1 腰痛発牛はおなじ年令帯で比較しても、

職種によって著しい孟があり、冷蔵庫勤務

者に多い。その中でも重量物運搬者に特に

多い。

2 年代に|則係なく冷蔵庫勤務者及び元勤

務者に、股摘発生率がきわめて高い。

3 冷蔵庫勤務者は就労した直後から、軽い
腰痛になり、 5~6 年続けると重い症状にな

る。

4 冷1歳庫勤務者のなかでも、 10 度以下

では、!車内作業時間の長短によって、腰痛

発牛率とその程度に聞きがみられ、 1Rの

庫内作業が3時間を越す者に多発し、程度
もむどい。 (-30 度 ～40 度の庫内勤務者は

実数が少ないので、 2 0度以下の温度差

による比較は、はっきりしない。)

5 腰痛発生の県凶が、業務と関りないとみ

られる職種は事務関係だけであり、 今般現

場のなかでも、重量運搬には発牛がきわめ

て多い。

対策を協約化

調査対象者に、腰痛を防ぐのにどうしたらい

いかの立見を聞くと、冷蔵庫勤務では、防寒具

の完備、庫内時間の適正化、允分な休忠時間

と休憩時の完全暖房が圧倒的に多かった。冷

蔵庫と一般現場に共通して多かったのは、無

理な重量運搬 (2人で持ち上げるものを1人で

やるようなこと)をしないですむ適止人民の確

保ということであった。

労研のお墨付きの調査結果を、労組につき

つけられると、“腰痛なんて年とともに誰だって

なる"という会社のいい逃れは通じなくなった。

そこで、 1予防のための定期検診、 2治療費の

会干|負担、 3通院・入院の業務上扱いを骨子と

した内容を、労働協約に織り込ませるに至った。

事業所閉鎖・人員整理の提案

職場ではこのような厳しい労働が行われ、

その状況に対応して、多様な活動をしてきた労

組lことって、とんでもない緊急事態が発干した。

大洋漁業は粉飾決算を重ねできたらしいが、

ついに有価証券報告占を大蔵省からつき返

されたのを機に、約T人に及ぶ人員整理を労

組に提示してきたのである。全回数か所の事

業所閉鎖などによる、組合員の4分のlくらい
に～る人数の解雇である。

時期は正確に覚えていないが、私が働きは

じめて2年くらいたったときだ、から、 1960年代の

終りごろである。それまでもフル阿転していた

大洋労組は、不眠不休と表現したいほどの勢

いで闘いはじめた。この労組の姿勢にほれこ

んでいた私は、体力の限界をかえりみることな

く、このペースに乗って働いた。

労組の姿勢は、一族で占める経営のトップ

が、企業のあり方について真剣に考える宇l員
の進百を退けて、飽満経営をつづけてきた“つ

け"を、忠実に働いてきた労働者に廻すことは
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許さないという点で徹底していた。その 例を

示すと、宮城県気仙沼工場が閉鎖対象のひ

とつだった。ここで働く、 4 0人前後の女子労働

者全員の賃金と、前けに記した、ゴルフだけし

ている重役の報酬が、ほほ同額であり、その

重役をやめさせるのが先決である。それが実

現したら交渉に比、じようといった。この l場の

存続は得策ではないと、組合も考えていたの

である。私もこの現場にいったが、中年の火

性ばかりで、長靴にゴムの前掛けをしての立

作業で、厳しい労働をしていた。

一事が万事、組合はこの姿勢で会社に対

決したので、人員整理は実現しないまま、約 2

年がたつていた。こういう場合、会社は組合の

切り崩しにかかるのだが、円頃から民主的な

運営をしていたから、組合の結束は固かった。

管理職まで経営トップへの反感から、組合の

シンパが多かったくらいた、から、組合はますま

す強くなっていた。

闘争の最中に委員長退陣

このように組合員をひとりも解雇できないう

ちに、管理職の人員整理が次々と起っていた。

中央執行委員会では、“非組合員だからといっ

て、彼らを見殺しにしていいのか"ということが、

真剣に議論されたこともあった。しかしそこまで

は労組にはやれないということになった。

委只長は、この闘争のころから、胃潰場で

通院治療をつづけながら、奮闘していた。しか

し会社の“合理化"案提刀くから 2年くらいたち、

組合員の人員整理を、棚上げにしたまま迎え

た定期大会で、ついに力つきて退陣した。後継

者は、私に海上で働く者の実態をいろいろと話

してくれ、もっとも親しみを感じていた芹記長の

M さんだったから、組合員の路線に全く変りは

なかった。

この頃になると私自身も体))の限界を、ひ

しひしと感じていた。前委員長が 4歳、1fr委只

長が 10 歳年下で、私は 40 代半ばだ、った。せっ

かくこんないい働きの場にめく品りあっているの

に、やめるのは惜しい。北海道から九州まで

港町を歩き廻って、出会った職場の活動家た

ちとは、親密な関係が牛まれていた。

総合的に考えて、この労組の体質は少なく

とも5年、あるいは 10 年は変わらないだろう。

しかし会社の人員整用提案が撤回されたわけ

ではなく、厳しい闘いのつづく労組の勤務には

耐えられそうもない。 毎朝、“寝台卓で山勤し

たいな"と思うほどの疲労感のなかで、なんと

かしなくてはと思いはじめていた。

労組、とくに企業内労組に雇用されて働く書

記がもっ問題を、改めて考えさせられた。委員

長はじめ点従役員は、長いか短いかの差は

あっても、限られた期間その任に着き、役員を

降りると会社に復職する。組合活動に;な欲を

もやす兵|白ie Jな役只ほど、自分の任期' 1 'に成

*を kげようと、全力投球する。書記はつねに、

そのベースにあわせて働くことになる。私が 50

代になっても、 30 代の役員たちの全力投球に

つきあうことになり、体力的にもつわけがない。

したがって、一牛の仕事とはなりえない。

大洋労組の委員長だった Sさんl立、私がお

どろくほどの活動によって、労使関係を対等に

保った熱血漢だったから、本人は気付かなかっ

たろうが、ヒロイズムを伴っていた。

会社の人員整理提示後のある年度末に、

次年度の運動力主|について、徹底的に論議

を煮つめようと、ふだんは組合事務所で~tJう中

央執行委員会を、宿泊施設で行った。夕食後

に再開した会議が、復 12時頃になったとき、委

員長は、「このまま続けていいだろう」と、メン

バーに聞いた。彼は何事にも、自分の怠はに
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貸成かどうかを、順番に全員に聞くという、民

主的な方法をとっていた。誰も反対しないまま

占記の私にも順蚤が廻ってきた。そこで私は、

「私は疲れてますが、中執ではないから席を外

して寝てしまってもいい立場です。しかし労働

科学的にいって、なんと非合理な会議のやり

ノむをするのですか。披労はこまめに中断する

ほど、よく回復するのですよ。いま議論してい

ることが、明Hからストライキにはいるかどう

かということなら、合意に達するまで、徹従で

討議する必要があるでしょう。しかし議題は次

年度の運動方針ですよ。ちゃんと睡眠をとって、

疲労のとれた心身で、明Hやるほうがよっぽど

いい討論ができるとd思います」といった。

なんと私のこのひとことで、会議は散会となっ

た。本;1毛は発言権のない書記にも意見をきき、

納得すればその意見にしたがったという点で、

民主的といえるが、私がおどろいたのは、その

後の中執たちの反応だった。ある人は私に「君

は勇敢だ、なァー」と言ったoまた広いメンバーが、

「おどろいたなァ一、泊まりこみの会議とは、徹

夜でやろうということだったのか」などと話しあっ

ていた。どうやらみんな私の発言で寝られたの

を喜んでいたらしい。たいへんカリスマ性のあ
る人だったから、いかに民主的なF法をつかっ

ても、異論を唱えにくかったのだ、ろう。

委員長がMさんになって、雰阿気は多少は

変るにしても、彼も会社に対する対決姿勢を

継止位するから、勤務の厳しさは変らない。これ

まで経営姿勢の問題を攻撃されて、会社の人

員整理案は立往生しているが、遠汗漁業は|司

際規制が強まるなかで、前途多難なのである。

入院を機に考えたこと

私はこの職場を離れるのは惜しいという思

いと、身体がついてこないという現実とのジレ

ンマに苦悩していた。退職しても、次の職のあ

てはないので、どうやって当面の暮しをするか

も考えていた。健康保険がなくなるが、抗職1[1
にかかっていた病気については、退職後もあ

る期間は、治療費が無ff (こなるので、健康チェッ

クはしておく必些があると思い、被保険者には

低額で受けられる人間ド、ソクを、はじめて受け

てみた。すると意外にも、円のレントゲン検査

にひっかかり、胃カメラの検査で「胃潰療です

ぐ手術を受けるようにjといわれておどろいた。

全身倦怠感はあっても、胃に白覚症状はなかっ

たのである。

胃を切るという重大事を、行きずりの医師の

診断にまかせられない。そこで伝頼している医

師に相談して、彼のすすめる消化器外科医に、

ドックでの検査資料をもって診断を仰ぐと、全

く|司じことをいわれて憎然とした。

かくして私は人院の身になってしまったので

ある。

当時は婚は絶対に告知しなかった。肖腕は

胃潰場といって手術するのが常識だった。

そこで私は癌だと信じこんで、これまでの人

中をかえりみた。全蚕糸労連時代、“労働組合

の活動をするような女は嫁にいけない"と脅か

されながら、活動をしてきた仲間たちは、今ど

うしているのだろう。私の活動は彼女たちを不

幸にしたのだろうか、と考えはじめた。

癌で余命は限られたにしても、手術して退院
後、 1~2 年は少しは働けるだろう。その聞に、

かつて活動した仲間の消息しらべをしよう。組

合活動で芽生えた意識は、農村の封建性や、

6 0年安保闘争以降、さらに強まった抑圧によ

る円本の右傾化のもとで、風化してしまったの

だろうか?

死ぬまえに、それだ、けは知りたいとj思い、病

院のベッドで、消息しらべのh i去につ 町T河

いて、思いめぐらせていたのである。 凪以.:d
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ドキュメント

アスベスト禁比をめぐる 
世界の動き

フェルナンダ•ギアナージのたたかい
2004年7月11日 第13回田尻賞表彰式配布資料

※既報(7月号巻末)のとおり、今年、第13回田尻賞 
の受賞者のひとりにブラジルの労働監督官フェル 
ナンダ•ギアナージさんが選ばれ、さる7月11日、 
都内で表彰式が行われた。残念ながら、フェルナ 
ンダさんは、この場に出席できなかったが、フェル 
ナンダさんに焦点をあてたドキュメンタリー •フィル 
ムが放映され(95頁右写真)、また、天明佳臣•全 
国安全センター議長がフェノレナンダさんを紹介す 
るスピーチを行った(95頁左写真)。フェルナンダ 
さんは、11月に2004年世界アスベスト東京会議 
参加のために来日される予定であり、田尻賞の 
賞金•表彰状等は、その機会に直接手渡される 
予定である。今号では、表彰式の場で配布された
文章を紹介する。
XXX

フェルナンダ•ギアナージ(Fernanda Giannasi) 
は、1983年以来［ブラジル連邦政府］労働省の労働 
監督官であり、ブラジルにおけるアスベスト禁止の 
闘いのシンボルである。屋根材や貯水タンク、ブレー 
キパッド、その他の製品に使用されるアスベストは、 
呼吸器疾患やがんを引き起こす。ブラジルでは、今 
なおアスベストを使用しているが、すでに20か国以 

上で禁止されている。
フェルナンダは、ラテンアメリカ•アスベスト禁止市 

民バーチャル•ネットワークを設立し、また、この繊 
維使用による被災者であり、雇用されていた産業を 
相手取って提訴した300人の労働者とともに、法廷 
闘争を先導している。経済的利害が関わっているこ 
とから、エターニト(Eternit) ーブラジル第2のアスベ 
スト製品製造業者って、フェルナンダ•ギアナー 
ジは名書毀損の科で提訴された。彼女は、カナダ政 
府一世界最大の輸出国一からも圧力をかけられ 
死の脅迫の対象にもされた。フェルナンダが講演を 
頼まれたアメリカやヨーロッパでは、彼女の仕事はよ 
く知られ、また尊敬もされている。
貯水タンク、ブレーキパッド、車両用ブレーキディ 

スク•クラッチ、屋根用タイル•、断熱材、ワックスクレ 
ヨンやある種の玩具などの子供向けの商品一これ 
らすべての製品がアスベストを含有している。鉱物 
由来の繊維で、人類が2000年以上も前から知って 
いたアスベストががんの原因であることが、イギリス 
で科学的に知られたのは1906年のことである。ブラ 
ジルでは、アスベストによる疾病の事例が報告され 
るようになったのは、ようやく197◦年代以降のことで
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ある。

アンフィボール系とクリソタイ)¥の2種類のアスベ

ストが存有している。製造業者が白らを利するため

に川いる主娠のひとつは、 H本やタイ、インドネシ

ア、マレーシア、インド、コロンビア、アフリカ等の諸

|玉|に、毎年3正ω万米ドル以上の価額を輸附されて

いるということである。

アスベスト曝露に閣速した主な疾病には、胸膜

肺を覆う膜σ)-肥!早、アスベスト(アスベスト繊維)を

吸入、肺内に蓄積することによって桁じるム綿肺、

'1'皮腫 すなわち胸膜等のがム及び11市がんがあ

る。いずれの疾病も治すことができず、主な症状は

11 '1' I吸凶難である。「すべての積煩のアスベストがが

んを引き起こす」と、労働閣連呼吸器疾患6モデル

医療機関のひとつで£るFundaccntro医学部の呼

吸器学者D r 忌lu出 10 A l grantiは解説する。

アスベストによる咲病の最初のサインが山てくる

までには、何年もかかる場台がある。繊維にl年間

曝露しただけで、 30年後になって影響が出てくる労

働者もいる。 A B R E A (フ守ラジル・アスベスト曝露者協

会)が2001年初めに実施した、960人のノじアスベス

ト・セメント産業労働者の調査は、 2 2 2 'f 1の呼吸器 

障告、 118件の胸膜肥厚、 98件の石綿!附及び4件

の肺がんを知得している。

フェルナンダ・キγナーン(46歳)は、イタリア人の

孫娘として、サンパウ口州リベイラン・ 7"［ /卜(Ribeirao

Prcto)に生まれた。彼女は、白分が決断力と粘り強

さにおいて、相母のエレナ(Elena)に似ていると感

じている。 r｛皮交は私がタフだと考えていた均ら、私

にいつも厳しく対処していた」と、フェルナンダFは思い

出す。小学校の教自 11で彼女が学んだ学校の校長で

毛あった父の娘として、フェルナンダは父を火望させ

ないようにとベストを尽くした。リベイラン・プレ卜上科

大学の|フk一仁学科を卒業した後、フヱ)レナンタは1981

年に、ある企業の役員だった J::とともにサンパウ口

市に移った。フェルナンダ、は、サンパウロ州地方労

働局の労働監督官の採JIJ試験に合格した。フェル

ナンダじた仕事は、工場の安全を監留することだった。

1985年、他の同僚らと一緒にフ工jレナンダも、労働

環境のなかで羅患した疾病を調査する決J心をした。

彼らは、アスベストによって被災させられながらも、

企業を訴えξ二とには跨路する労働者たちを発見し

た。アスベスト企業のなかでもブラジリット(Brasilit)

とエターニl斗立、ブラジルの［アスベスト］繊維市場の

5 0 %以|を山めていた。こうして［政府］組織 IUJアス

ベスト・グループがつくられた。

1985年かう1990年までの問、同グループは、サ

ンパウロ州内の9つの一仁場において、不備を摘発

し、また、いくつかの改苦を成し遂げた。例えば、マ

スクの温切な使用、換気扇、加温2～、また、作業服

に付着した粉末を家に持ち帰らないようにするため

の洗濯設備の設置、及びこの繊維によって引き起

とされる危害に関する労働斉の作怠喚起などであ

る。「彼らは、アスベストの発がん .VIについて何も知

らなかったし、ほとんどの企業ではきわめて危険な

状況のもとで働いていた」と、時tf雪肖フェルナンダは

言う。充がん物質に曝露する労働者の防護を保障

する法律が何もなかったことから、同グ )V~ プは、

アスベスト使用に対する規制 7 "ロジ工ケトを実行し、

これは1991年に発効した。
,Jオ 92(リオデジャネイロにおける地r,j環境サミ、ソ

ト)の期間中に、フェルナンダ1立、アスベスト繊維の

禁止を支持する各国からの参加者はもちろんのこ

と、リオテ守ジヤネイロ州議会議員の仁arlos M i n c Wr

労働党)と知り台った。アスベストの管理化用と闘っ

てきた 紺総山アスベスト・グ凡ーブは散り散りにな

り、フェルナンダは新たな提案について検討する決

心をした。 l午後、フェルナンダは、イタリア・ミラノに

おけるアスベスト禁止会議に糾待され、そこで彼女

は翌年に彼ぷの国で会議を開催することについて

提案した。 1994年、 lr玉|際アスベスト会議 管理使 

JIJか禁止かむがサンパウロにおいて闘催され、ア

メリカ、イタリア、フランス、イギリス、ベルギーなど、

14か|司の代表が参集した。

この会議を受けて、アスベスト禁止ネットワーク

( B A N )が設立された。それは、 I ! l界'1'における公

のデー夕、統計、そして弾劾をつくりだ、す情報ネット

ワーケである。 |司じ年に(再婚 1983年に離婚 し、

妊娠'1'だった)フェルナンダ、は、オザスコ(サンパウ

ロ州)に異動になった。そこでフェルナンダは、 1993

年に閉鎖された|司国最λのエタ一二卜一仁場の、アス

ベストにより病気にかかった数名の元労働者と山会っ
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た。彼らに対する彼交の提案は、間結することであ

り、ノしの同僚たちを訪ねアスベスト問題を知らせな

がら、小さなグルーフ。が出発した。「私たちは葬式に

も出かけて、そこで多くの別の被災者に山会った」

と、フ工)～ナンダは諮る。 1995 年後半に彼らは AB

R E Aを設なしたが、今では会員数千名を数え、その

うちI旧名がエターニトを相子取って裁判を提起して

いる。

1998年にエターニ卜は、フェルナンダを名誉製 J民
の罪状で起訴しようと試みたが、裁判官はこの告訴

を棄却した。「緊張した時期だった。労働省力もは何

の支援も得られず、屯話の向こうから死の脅迫を

受けるようになった」と、彼火は明かした。 1999年、

労働省はフェルナンダ?をサンパウ口に再異動になっ

て、彼女ははいまもそこで働いている。しかし、フヱ

ルナンダは、オザスコの ABREAでの活動を続け、

様々な集会で役割を果たし、すべての』類イ|事をこ

なし、病気にかかった元労働者が訴訟提起を希望

すれば、彼が働いていた期間に関する同工場の状

態に関する詳紺な報f与を提供している。フェルナン

ダはしは℃ば、ブラジルベコ海外でスピーカーとして糾

かれる。すでにフランス、イギリス、アメリカ、カナダ、

ベルギー、オランダに出かけた。 1996年以降フェル

ナンダは、情報及び弾刻jを流布する、ラテンアメリカ・

アスベスト禁止巾民パーチャル・ネットワークのコー

ディネーターである。

サンパウ口、リオデジャネイロ、マトグ口、ソソスル、

リオグランデドスル州においてすでに、アスベストの

売買を禁止する法律が発効している。サンパウロで

は、州議会議H Rぬ叫oGouycia(円党)の法案が、

2005 年までのアスベスト使 JIJの段階的禁止を定め

ている。この法案はすでに 10年間存住しているが、

今年だけは Gouvia はようやく法の示認のための|

分な証拠を集めた。「フェルナンダはこの|山の議論

のすへてを提供してくオ11" 。彼失はリスクを引き受け、

骨泊を受けているが、信念を持っている」と、彼は述

べた。リオデジャネイロでは、 CarlosMinc議員の法

案が、禁止以上のものに到達している。それは、被

災者への補償をカバーしている。彼の志見によれ

ば、フェルナンダは勇敢な女 '1"1であり、「彼女は、市

ゴム採取の問題でチコ・メンデス (ChicoMend田)が

行った (f;とまさに同じように、わ才はコれの関心をアス

ベスト問題に引きつけている」。

1999年、フェルナンダ・ギアナージは、アメリカ・シ

カゴにおいて、アメリカ公衆衛生学会 (APHA) カも

国際環境労働衛や賞を贈られた。フェルナンダは賃

金は稼いでいるが、いかなる資金援助も受けてい

ない。彼女は、主に Forca Sindical、Ccntral Unica

dos Trabalhadores、そ¢他Lミくつかの中古労働組

合か月の援助を当てにしている。これらのパートナー

シツフ。が、 A B R E Aの様々な文占を印刷し、行事の

会場や機材、その他を提供している。

ゴイアス州に所在するブラジル最大の［アスベス

ト］鉱山は、毎年 20 万トンのアスベストを屋市し、そ

の 6 0 %を国内消費に、銭りを愉出している。ゴイア

ス州知事 Marconi Perillo (PSDB党)によれば、こ
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の繊維は価値の高い原料で、|木建築のコストを

減少させ、 20 )j人以上の人々の製造連鎖と閣わり

を持っており、また、安全に取り扱えば健康に対す

る危需は何も引き起こさない。したがって、アスベス

ト禁止は、火業及びその他の経済問題を引き起こ

すごとになるだろう。 RobcrtoGouvcia議以は、台成

繊維をil'; t文)に使うことができξと言って、このよ長

にJぇ言論している。

エターニl斗立、法令カミ許す限り長く、との鉱物繊維

を使川し続ける意 rnjでまる。 「しかし、アスベストに反

対する国際キャンペーンはフラジルにおいてもす

でに効果を発揮していることかう、市場は代替l日1を

求めており、われわれは無アスベスト製品を提供す

ξことじなるだろう」と、最高経営責任者 (CEO)Elio

Martinsは諮っている。

フランス企業サンコパン (Saint-Gobain)の子会社

で、ブラジルにおけるアスベスト・セメント製品販売

のリーダーであるフ守ラジリ、ソトは、アスベストかう台成

物質へ江転換を準備しつつまる。「来年半ばまでに、

われわれはP V A (ポリビニルアルコール)を用いた

操業の準備を終えるだ、ろう」と、ブ、ラジリット取締役

Carlos William Ferreriraは言ってし泊。 「しかし、わ

が従業員は完全に安全に働いていξと固く信じてい

る。人々はまた、家屋に貯木タンクやアスベスト屋根

材があることは、 l吸入の ;it~れはないことから、有需

ではないといさことに気づ、くべきである」と、彼は付け

加えている。

環境省の環境基準部長Fernandu Vascuncelos

は、安全な場所ではクリ、ノ夕刊レは健康に自は及ぼ

さな, lと繰り返し育っている。「虚業界が今日採用し

ているJ位置は、きわめて厳重である」。呼吸器の専

門家である Algrantiは、近年では労働者もより用心

深くなっておコ、より防護措置をとっているモのと信じ

ている。「しかしながら、この問題はて場や鉱山の境

界線を超えていることかう、何の知識毛なしにアスベ

ストに曝露している人々がいる」と、 A l耳rantiは明か

す。彼は、そのような産業に展われていたことがな

いにもかかわらず、胸映の咲J丙を発症した患者の

伽Jを引き合いに問す。まれな疾病であるととから、

これはかなり珍しい事例である。「彼は、古い一仁作

物の修復作業に従事していて、ある種のペーストを

使っていた。われわれは、その製品の成分としてア

スベストが使用されていることを発見した」。

ブラジル連邦議会においては、アスベスト繊維の

使川を禁止する法律のた記の手続が進行中で庇る。

連邦議員Perando Gabeira ( P V党)によれば、フェル

ナンダ・ギアナージはとの問題に関する同内の主

政な専門家で反る。「彼女は、技術的問題を超越し

たところに到達しており、アスベスト被災者の社会的

側而について憂慮している」と、彼は述べた。エター

ニットで3 2 +ドIUJ働いた退職者10ao Baptista M山田

(71 i,~) は、「会社がよい賃金を支払っていたことを

諮りに思っていた」。彼は、白身がアスベスト忠者で

あξ二とを以い出す。「しかし会社が、この粉末が有

主だと私に警告してくれたことはf心わった。マスケを着

けたとともなかった。荘、はだ、まされていた」と、彼は訴

える。彼はこの6年|自l、エターニ卜を訴えた裁判の判

決を待ち続けている。

「私は、人々の利拾を守り、 i動く者の安全と健康に

資するために働いているのであり、私企業や政府

の利益のためにではない。私は、日分の信念に従っ

てアスベスト被災斉の事例に取り組んだ、のであって、

国際的な一時的な熱中によるものではない。 1993

年までは私はこの繊維は安全に使用できるものと

信じていた。そσ後それが実行口J能でない三とを悟

り、アスベストの代替化のために社会の人々にこの

問題を広めはじめた。いま私は、それが公正かつ必

要な闘いで主ると倖信している J0 (フ工)～ナンダ・ギ

アナージ)

口一リー・力ザンアレンさんの推薦文

名声のある田尻宗昭記念、基金の2 0 0 4年の賞

に、ブラジルの労働常習J肖フェルナンダ・ギアナー

ジ [Pemanda GiannasiJを喜んで掛騰します。ヨ)庁

以上フラジルで安全衛生に関する労働監賢官を

務めているギアナージ慌督府は、彼女の同の危

険有需な労働条1'1を改善するために倦むことなく

働いてきた、勇敢かつ献身的なパブリック・サーヴァ

ントです。さらに、彼女は、疾病と死の地球的な流

行を引き起こしている致死的な物質である、アスベ

ストの使用をラテンアメリカにおいて禁止させるた
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めのキャンペーンを先導してきました。

1Cヨ2年、サーモイド [Therrnoidl社の工場監督

の問に、ギアナージは、数字Iの労働者たちから(会

社には)硲密に会ってくれるよう求められました。こ

の会合で、同工場におけるアスベスとやその他の

物質の危険な使用から生じている諸問題につい

て話し合われました。さらに会心、がアレンジされま

したが、それらは市に最大限秘密傾にもたれたも

のでした。しばらくしてカ唱、ギアナージ斡督 Hはオ

ザスコ市[サンパウ口市仙北の一仁業都市]に異動

になりました。彼火は、エターニ卜 [Eternitl干十の占

いアスベスト・セメントーじ場の解体作業を航督して

いて、危険なアスベスト汚染を発見、現場を閉鎖し

ました。この話が地元のニュースで報道されると、

この_0暑のノし労働者のひとり、 Fabiano dc C a rvalho
がキマナージ監督官に連絡してきました。 Carvalho

は、彼が健康を告しているのは、このオザスコ工

場におけるアスベスト～践の結果だと信じていまし

た。ギアナージ監管官は、医学的検杏を手配しま

した。 2円後、ギアナージ監督官は、同じ工場で働

いていた別の労働組合活動家が、石綿肺に桝思

していることを充見しました。

少人数の被災労働者たちと取り組んで、ギアナ

ジ昨督 d肖は A B R E A =ブラジル・アスベスト被災者

協会を設¥ r .しました。この協会は、エターニトの一仁

坊でかつて働き、または付涯に住んでいて、羽在

病気になっているオザスコ市の人々の数と同じ数

にまで、瞬くI~Jに成長しました。 ABREAの最初の

会合に集まったのは 8人でしたが、 2回目には 16人
に、そしていまや協会はオザスコ、リオデジャネイ

口、レシフェ、その他の場所に 1,600 人の会員をJ推

しています。 A B R E Aの垂要性を、強調しすぎるこ

とはありません。それは、ブラジルにおいて、パワ

フルなアスベスト企業によって広められたフ。ロパガ

ンダを否定した、相Jめての同休だったのです。アス

ベスト被災者のた陀の、社会的そして政治的なネ、ソ

トワーケなのです。

A B R E Aの設立当初Jにおいて、ギアナージ監醤

宵の役割はこのグループの確立に決定的なもの

でしたし、被災労働者へのギアナージの支援は続

けられています。こうした活動のすべては、週末に、

また労働省の正規の職務との悶連においてなされ

ています。

ギアナージ恥督宵はいくたびか、死の骨泊、労

働省、の幹部からの嫌がらせ、一度のもっともらし

い裁判を含めた深刻!な法的威嚇の自 Jとなってきま

した。 1998 年に、彼女は、ブラジルの大手アスベ

スト企業のひとつエターニト社から、被災労働者に

対する同社の対応に関する彼失のコメントに闘し

て提訴されましたが、この訴訟は却卜されました。

いま彼女は、アスベスト多圃籍企業サンコパン

[Saint Gobainl社によってつくられたaる労働組

台を支持した、前労働大口iの名誉を傷つけたとし

てとして、刑事裁判所に告充されています。 2004年

2月 17 円、この円山延した労働監賢官フェルナン

ダ・ギアナージは、連邦裁判長 Joao Carlos Da

Rocha Mattosが、ブラジル最大の組織犯:wスキャ

ンダルのひとつオペレーション・アナコンダの結県

として収賄罪で拘置されている三とを理由として、訴

訟手続を進行できないと知らされました。

ブラジ) [刀工スタブVッシュメント内の強力な勢力

は、ギアナージに沈黙を強いる別の手段を追求し

ています。労働省の幹部は現在、彼女に、彼女は

サンパウ口事務所に閣じ込められ、もはや労働現

場を昨督するととは許ロJされないと通告しています。

ギアナージ監督官の献身を知っていれば、これは、

明らかに彼失に辞職を強いる策略です。アスベス

ト虚業、労働省、堕越した裁判宵、そしてブラジル

のエスタブリッシュメン卜の末になった )Jにもかかわ

らず、ギアナージ監管官は、無実を証明し、被災

労働者を暖助する努力を続ける決怠をしています。

彼女は国中の様々な労働者のグルーフ。と変わら

ぬ述絡があり、その多くがこの困難な時期に彼交

の防衛のために結集しつつあります。彼女の勇気

と献身に鑑みて、ここにギアナージ監督官を肝尻

賞に推薦します。 国
20仁4,3,24 ローリー・カザンアレン

※ 1B AS (http://www.btintcrnct ∞rn ( i bas/) 、

Hazards Chttp://www.hazards.org/asbestos/

!ernanda.htrn)のホームページも参照されたい。
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15万人の組合員のなかに!!
東京♦参加型現場改善運動を

7月6日、建設産業の労働組合 
で秘全建総連東京都連合会(組 
合員数15万人)の第14回労働安 
全大会が開催された。
全建総連東京都連は、数年間 

にわたって、参加型「現場改善運 
動」に取り組んできている。本年度 
の大会は、参加型「現場改善運動」 
を東京都連合会全体へy皮及させ 
ることを目標にしていた。
東京都連の「現場改善鵬」は、 

2002年に「現場改善委員会」が結 
成されたのが始まり。今まで東京 
都連では、「安全パトロール」を行っ 
て、建設現場における不安全な行 
動などをチェックしてきた。また、東 
京木造家屋等低層住宅建築工事 
安全対策協議会(低建協)が推進 
する、自主的な教育活動=現場 
作業者教育講習会を飜し、6,000 
名に及ぶ組合員が受講した。

このような自主的活動を一層豊 
かにするために、現場改善委員 
会は、建築現場を訪問し、アクショ 
ンチェックリストを禾_して、良い点 
と改善点を見つけ、事業主でもあ 
る組合員の仲間に、報告文書を 
提出する活動方法を開発した。東 
京労働安全衛生センターは、東京 
労働安全衛生学校や海外での参 
加型活動で学んだ経験を生かし 
て、この東京都連の活動を支援し 
てきた。

写真入りの「建設業アクション 
チェックリスト」を完成させたことは、 
現場改善委員会活動に大いに役 
立った。このアクションチェックリス 
卜は、1.運搬と保管の安全(10)、
2.高所作業と安全設備(9),3.エ 
具と機械、電気の安全(4)、4.有 
害環境の改善⑼、5.作業を人間 
に合わせる(5)、6.福利厚生と作 
業編成、環境保護(9)の計46項 
目からなり、「現場改善が必要、優 
先、不必要」の三つをチェックする 
ことで、現場改善のポイントを誰で 
も把握することができるもの。

これを用いて、2002年度と2003 
年度に、7回の現場見学会が実施 
された。2003年4月、東京労働安

全衛生センター職場改善事例発 
表会では、東京土建一般労働組 
合の高木さんが自らの経験を発 
表され、参加者の共感を得た。

2004年春、東京都連は、現場 
改善委員会の活動を全組合に拡 
大するためのトレーニングキットを 
開発した(次頁写真)。

「建設現場改善キット」と名づけ 
られたこのトレーニングキットに 
は、1.「始めよう！現場改善」とい 
う、現場改善の方法を記したリー 
フレット、2.建設業アクションチェッ 
クリスト、3.現場改善ビフォーアフ 
ターシートという、改善前後を並べ 
て貼り付けられるシート、4.現場見 
学を受け入れてくれた事業主への 
報告書である、現場見学会報告 
書の表書き、5.トレーニング参加 
者用行動計画シートが入ってい 
る。また、プレゼンテーション用や 
結果報告用のパワーポイントソフ 
卜が入れられるようなポケットもキッ 
卜入れに付いている。

2004年5月に行われた労働安
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全衛生活動者会議では、とのト

レーニングキットの原案と、「この

問、都連では、事業主を '1'心に自

分の現場を実際に改書していくと

とを円棋とする『現場改菩運動』を

提起し、 1札場見学会などに取り組

んできた。

都連段階で結成された「現場改

善委員会」では、結成以米7回の

見学会を重ねることで、現場の『良

t~ ｝点』の評伺と『改善提案』を行っ

て五際の改善につなげてL、くとい

う千J去を身に付けてきた心また、単

組段階でも、同様の方式で見学会

が企|向|・実行されるなど、現場改

善の取り組みが開始されている。

今後は、運動にl切組む組合・

支部を拡大することと、既に取り組

んでいる組台・支部においては、

現場見学会の実施1"1数を噌やし

実際に改善を積み重ねていくこと

がU標となります」、というぷ調和

告が確認された。

者から初夏にかけて、東京都

連傘下のいくつかの組台で、現場

改再活動が行われた。佳設ユニ

オン主｛催罪の現RM士場z改苦運重劃動型到Jには、

却2O名,f lの組台以L4が集まり以、現場訪問

¢あと2ググ、 j凡l一フプ。に分かれて討論

を行し川¥良いL川、、点JI

束京土建一般労組は、たまたま昨

年訪問した隣の家犀の建設現場

を訪問し、同じ事業主さんが 年

間で施上方法をどのようにしてい

るかを確認できた。束辰建設労組

は雨の '1' 、熱心に、現場見学を行

い、東京建設従業H組台は、 4件

モの佳設現場を|門|ったあと討議を

fTったo
とのような運動を集約して、「束

ボ都連の符組合・支部段階に『現

場改善委員会』を結成すξ こと」

が、今回の安全大会の大きない

棋のことつだった。基調報告の中

で渡辺安全対策委員長は、現場

改善運動は、「従来の『安全パト

ローA lの延長線|のようにとら

えられている面も見受けられます

が、従来の『点検・法令i堅守型』の

むとは異なり、協同的な『組合員

参加ヰヰ』の取り組みであるという点、

を定着させる必叫があります」と述

べ、「現場の『良い｝,~j］を評価し、そ

とから学ぶとともに、『改善提案』

を行って実際の改善につなげると

いう子法」を、拡大・継続発以させ

ようと訴えた。

次に、連合会傘下の、 4組合か

ら、現場改善運動の取り組み報白

が行われた。各組台とも、デジカ

メとパワ一ポイントを使 111して、見

事なブレセコテーションを作ってい

た。各組台に参加埠J現場改善を

主i拝する人々 (Facilitator )が育っ

ていることがわかった。また、全建

総連束京都連』記の桝)1さんよ

り、建設現場改書運動トレーニン

グツールである「現場改善キット」

が紹介された。段後に、全建総連

束忠;都連用H書記長が、「現場改

善運動を東京都連傘下のすべて

の組台の中に定右させよう」と訴

え、 λ会を終fした。

京J03年度、東京都兆亡災当日6

f,のうち33 f,(3 8.4%)カえ死傷災

害9,789 名のうち、 1,996 名 (20.4
%)が建設業で発生して主力、建設

業で働く労働者に対する安全・健

康・福祉曲の11 1 (り組みの強化は、

非常に垂要でま>る。建設産業で働

く労働者カ1臼主的な参加卑J活動

の活'1"1化で安全・健康問題の改

善と予防に取り組み、顧客にも信

頼される事業活動の発展が行わ

れξことをλいに期待して、私たち

も現場改善運動の支援を 層積

ゴ了引きたいと阻

(東京労働安全衛生センター)
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g主管理職場で参加型
山形參「農産物加工研究会」でトレーニング

參約束を果たす
2月中旬に山形県西置賜郡白 

鷹町へ行った。30年も前に、私は、 
この中山間村の町立病院に3年 
8か月勤務したことがあり、その頃 
からの友人たちとの約束を果たす 
ためだった。
彼らは、小農複合経営をしつ 

つ、なんとか農業だけで生活を維 
持していこうと農産物を加工して 
付加価値をつけるグループ「農産 
加工研究会」似下「加工研」)を立 
ち上げて、20年余りが過ぎた。今、 
二つの作業場で398顏もの漬物、 
餅、梅干、ジャムなどを作り、販売 
するところまできている。
初めから加工研に参加してい 

る人たちは、孫がいる年齢になっ 
た。腰痛を訴えない人はいない状 
態にあるので、一度、作業現場で 
仕事をしているところをみて、助言 
してほしいと数年前から言われて 
いた。しかし、加工研のほとんどの 
作業は、冬に行なわれる。冬は私 
にとって出稼ぎ健診の季節であり、 
日程調整が難しく、これまでなかな 
か実現できなかったのだ。
參二つの作業場にて

この日は快晴。福島まではほと 
んど雪はなかったが、そこで山形 
新幹線が切り離され、県境の板谷 
峠に入ると、車窓からの風景は一 
転して白銀の世界になった。赤湯

駅には、加工研の大内さんが車 
で迎えに来てくれていた。正月3日 
までは雪なしだったが、それから 
は、どかどかと降り出し、近年にな 
い豪雪になったと言う。国道の両 
脇には除雪された雪が1メートル 
を超える壁を作っていて、屋並を 
すっほ°りと閉じ込めていた。長井市 
に入ると、ところどころに大きなビ 
ルが雪の間からのぞいていた。
私が勤務していた頃にはなかっ 

た建物だ。駅から30分余りで加工 
研の第一作業場に着いた。大内 
さんは、すぐに雪下ろしのバイトに 
行った。
作業場は、以前農家の納屋だっ 

たところで、入ったときの第一印象 
は、「少々暗ぐr狭い」だった。作業 
は、白菜キムチの初めの方のエ 
程で、4分の1に切る人と切られた 
白菜の中を洗う人がそれぞれ2 
人、あと1人は、洗われた白菜を 
「船」と称する大きな漬け箱に並べ 
て、塩水をかける。計5人の女性が 
働いていた。白菜切りの作業台の 
高さが75センチ、かごを乗せた洗 
浄槽の高さが85センチで、見事に 
人間工学の「肘高原則」が守られ 
ているのに感心させられた。

これは考えてみれば当然の結 
果なのだろう。限られた人数で自 
分たちがしなければ何も改善され 
ない状況下で、少しでも働きやす 

さを追求し、工夫しっっ現在に至っ 
ているのだから。ちなみに加工研 
の人たちの賃金は、自主管理の 
時間給で、ベテランも新入りも全 
く同じだと聞いて驚いた。これは改 
善の余地なしかもしれない。

その日、町営のロッジに宿を取っ 
た。夕食後、加工研の人たちが来 
て、話に花が咲いた。その中に、 
ア穴太平洋資料センターで活躍 
していた疋田美津子さんもいた。
彼女は、この町に来て、農家の 

青年と結婚し、2人のお子さんのお 
母さんになっている。そして、町に 
嫁いできたフィリピン人や中国人 
の支援活動をしつつ、加工研でも 
中心的メンバーの一人として活躍 
している。
翌日、第二作業場で餅つき作 

業を見学した。一番先に来た人は、 
4時起きだったようだ。洗米などの 
準備作業をするためである。私が 
作業場に入っていくと、1階では男 
性3人と女性3人がすでに忙しく働 
いていた。しかし、案内役の新野 
佑子さん(彼女はかって大阪国際 
女子マラソンに出場したことがあ 
る)は、先に2階の麹部屋を見てく 
れと言う。1階の天井がずいぶん 
高いと思ったが、3分の1ほどの2 
階部分の他は、吹き抜けになって 
いた。2階にあがると、幅2 メート 
ルほどの細長い部屋には、麹作 
りのための、大きな木製の「船」が 
あった。

ここに蒸し米をねかせて発酵す 
るのだが、1階で蒸した米を2階に 
運ぶ装置がなかなか秀逸だった。 
アルミ製のはしごの片方は2階の 
窓に固定され、もう一方は天井に 
吊るされている。それを一階に下
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ろすと、はしごの両端にはレール

が付いていて、蒸し米を入れるコ

ンテナを乗せて、コンテナの片 )j

に付いている綱を2階にいる2人

の女刊が引っリ長り|げる。

8回上け三と「船」広規定量にな

るそうだカえ彼女らの希望では、そ

れを 101門|にして、 1101あたりの重量

を軽くしたいと長う。実際にやって

みれば、 8回の」易台がどれほどの

重さなのかわかるが、いずれにせ

よ、私がどさこう百えるものではな

く、むしろ蒸し方とよく話し台うべき

問題だろう。私としては、 2階のフ

ロアの微妙な段差と、コンテナか

ら「船」に蒸し*を移す時に使うと

いう、扉U.:で重いシャベルの方が

気になった。

餅つきのi程は、 3段ステ、ソ7の,

ー岳|に¥r.つ男刊が、円筒型鉄

製の蒸し骨量から、米をシャベル(こ

れはアルミ製)で大型の電動式ひ

き肉機のような器具に入れる。ス

テyフ。に立つ男性は、本のすりこ

ぎで米を器具の中に押し入れる。

101転している器具からは、直f手4
センチほとの棒状半ねりの米が山

てきて、大きなボールの中に法ち

る。ボ-)(の下には計切 1あって、

半ねり米が8キロになξと、第三の

男が天)1から卜がっている組を

せ|っ恨ってい|転を止め、ねり米を

丸めて電動餅っき機に人れる。つ

きあがった餅は、ステンレスの容

器に移す。ここからは3人の女刊

の作業で、彼火たちは、餅を零骨量

の中に均等に伸ばしていき、終わ

ると、 8キロの餅入り谷器をJ令蔵窒

に運ぶ。

とれらの作業の問、誰も手を休

めている人はいない。一連続の組

作業である。玄米餅から白餅、そ

してよもぎ併と種類を変えるとき

に、餅っき悶連器具を洗浄する。

その時が、各人がそれぞれちょっ

と一息入れる、いわゆる「微小休

息(マイクロ・ブレイケ) Jになってい

るように比えた。

大型円形の) fこぶし機はメンパー

の鈴木健ーさAの手製だそうだ。

鈴木さんは、溶接の技術主持って

いて、作業場で使っている多くの

器具を、例えば廃車やJ舎で己才lた

電気器具から材料を払ってきて、

作ってし認という。 2ての作業場で

のすべての作業について、消毒・

洗浄かう安全作業rJ:詳細なマニュ

アAがえ書化されていた。

・改善への参加型討論

この日の午後、fI事のある人

を除いたメンバー 11人l、こ2つの

作業場に分かれてもらって、グ

ループ討論をした。その中には、

町の農家に嫁いできたフィリピン

人のレイコさん(姉さんが呼び名

としてずIづけた)もいる。彼女は、

長井市の屯千部品メーカーでI C

チyフ。の検査をしていた力主目を悪

くして、加_ l削|に入ったと言う。そん

な説明を聞くまでは、ただ幸せなぷ

妻風で、他のメンバーとのへ廿〕とり

からも、フィリヒDンのf十!身とは気が

つかなかった。

グループ討論では、働き )j(作

業 1-'1容、作業条件、作業保境)に

ついて、 「働きにくLミところ」と「これ

は危険ではないか」と思われると

とろを、できるだけ多くあげてもら

い、対策の優先l順イιを考えるとと

もに、その対策を実行するために、

職場の仲間と一緒になって取り組

む可=は、どんな具体的な改喜をす

べきか議論してもらった。

どんなととが討論されたか、改

善捉案と共にいくτかあげてみる。

*11 月と 12月は、 1日 10時間以

|働かなくてはならず、休みも

ほとんどないのが辛い。

・一連続作業を短くして、千休め

休息を入れる。

・特に負担の大きな作業はこま

めにローテーションする。

・一晩寝ても疲れがとれないよう

なときは、 (み/しなそうなると言う
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11倭織の便り E

ので)午前中を休みにするなど

の対応をちえる。「慢性疲労」状

態にしてしまうのは、是非とも避

ける。

*発送作業のときに、子の指が冷

え、しびれたり痛んだりする。い

や、私はそんなことはないが、

子の指、とくに爪の周囲が荒れ

て岡る。

-冷えて、しびオUたり焔んだりする

ときは、子の湿り気をとって、ヘ

ヤ・ドライヤーをヨててみてはど

うか。

荒れについては、朝夕オリーブ

油を塗って手入れをする。

*漬物心が重い、なにか良い一仁

jえはないか0

・持ち千を付けた布σ:袋を使コて

はどうか。そして 2人で持つ。

石の置き場の工夫、腰の高さに

置くととはできないか。

*作業中にかかってくる世話への

対応をどうするか。契約者から

の注文電話のとともあり、すぐ

に出たいが、作業中はどうして

も待たせてしまう。

-F再守番電話というレイコさんか

ら提案。これは借手に川を足せ

す守三 回通話とfよってしまうし、

注文を逃してしまうカヰしれえ品、

それぞれの作業内容を勘案し

て、ローテーションにするか、検

討するなど。

短い訪問jで、加工研の仕事の

ごく一部を見たにすぎない。しかし

作業の全体像については、一応

話が聞けた。この改善志向型の

人たちに、改善のヒントになるよう

な事例を集めて道ろうと、私は考

えているところである。こちらも元

気をもらってきた旅であった。

・いま農村でも

終わりに、小泉内閣の構造改

革協線卜での農村の揺れ様につ

いて出いた話に、少し触れておき

たい。

まず、「二位一体の改革」。その

内容は地方への財源委譲、国庫

補助金の削減、地 ) j交付税の比

直しとされている。ところが、そもそ

も委譲さ才応財源なと見込みのな

い自治体では、赤字予算を組まさ

るを得ないのだ。

それから町村合併。明治 20 年

代の地 )j制度の確立のた試の合

併、敗戦後の昭和の大合併に次

ぐ、団が勧める第三宅の合併だ。地

) j分権の推進、高齢化への対応、

多様化するキ民ニーズへの対応、

何舌圏の広域化への対応、行政

効率化の向上を目指してL沼とL、
う。しかし、現夜において 1'1鷹町に

おいてはっきり見えるのは、「効率

化」だけだと這う。

さらに、農dポの定義の問題があ

る。 10アール以|の経岳または伴

問の良産物販売金調E15)j円以上

が「農当(Jであり、乙のうち30アー

ル以|または販売金額却万円以

上が「販売農家」、それ以外は「日

給農家」となっている。そして、「認

定農家」なる主江を農業経営基盤

強化促進法に基づいて、巾目l村
が認定し、税制上の優遇措置が

受けらオlるという。ところが市町村

は認定に戸惑っている。なぜなら

小農砲合経常農dポの全台疋にな

りそうな話だからだ。

加工研の設立メンバーのひとり

で、取然と*作¢減反拒合を民吉、

かつては町役場や農協に煙たが

られた加藤秀 さんに、さまざまな

公的な諮問委H会の委はになっ

てもらいたいとLり声がかかって

いるそうだ。既成の公的同体・組

織が、件民参加を求めざるを得な

いような混乱状態にあ ξ ょうだ。白

鷹山lの友人たちも、より一層足を
～-功、りと踏みしめて、地域の人々

の恒活の少し先を押さえつつ、 7苦

言してゆかねはならなくなっている

ようだ。 開T1'司
天明佳臣 Lμ』

(全国安全センター議長)
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各地の便り

JRで相次いで中皮腫労災
兵庫•千葉•国鉄清算事業団が補償

JR運転士のT氏(61歳、兵庫県 
加古川市在住)が、「約1年半前に 
発症した悪性胸膜中皮腫は、 
ディーゼル機関車補修作業での 
石綿曝露が原因」として、国鉄清 
算事業本部(以下「事業本部」)に 
対して業務災害認定請求をしてい 
た件で、事業本部西日本支社は 
3月31日付けで、認定通知書を交 
付した。国鉄時代の作業が原因で 
あるので、事業本部が直接災害 
補償を行う。

T氏は、1964年に国鉄に入社 
し、60年から8年半、気動車の保 
守、点検作業に従事した。ブレー 
キ、マフラーなどに石綿が使用さ 
れており、また、防火用にも多くの 
石綿が使われていた。例えば、T 
氏の同僚の記憶では、車両の下 
にの気管にアスベストクロスら 
しきものが卷かれていたし、パッキ 
ンにも使われていた。溶接作業の 
ときには、燃えない手袋と前掛け 
をしていた。

T氏は、その後は運転士として 
勤務していたが、定年前の2002年 
8月に、職場健診で右肺に胸水が 
溜まっていると指摘された。大学病 
院で胸腔鏡検査をしたところ悪性 
胸膜中皮腫と診断され、右肺摘出 
手術を受けた。
発病時はJR西日本社員であっ 

たので、JR健保の適用を受けてい 

たが、労災補償については、原因 
である石綿曝露が国鉄時代であ 
るため、労災保険ではなく国鉄清 
算事業本部が補償を行うことにな 
る。このため、事業本部西日本支 
社に認定申請を行った。
支社では、早速当時の作業で 

の石綿曝露状況を確認したようで 
あった東京の本社の指示を仰ぎ 
ながらの調査が進み、3月31日付 
けで災害認定通知書が交付され 
た。通知書上は、「車両検修掛、 
昭和43年11月1日〜昭和49年2 
月8日、石綿ばく露」が原因であっ 
たと記載されている。

T氏の申請と前後して、JR東日 
本でも中皮腫で労災申請してしめ 
方がいることがわかった。同様の 
作業をしていた労働者は数多いは 
ずで、そうした人たちに情報を伝え 
ることが急務といえるだろう。

(関西労働者安全センター)
XXX
昨年9月、池袋の東京芸術劇場 

の展示室で、写真展「静かなる時 
限爆弾一じん肺•アスベスト被害」 
を開催している期間中、久冨さん 
の妻から会場に相談の電話をい 
ただきいた。
久冨義孝さん(76歳)は、1960 

年から1983年まで旧国鉄に勤め 
たあと、2か所の民間企業で働き、 
1992年9月からは千葉県内の自 

宅で妻と年金生活送っていた。
昨年7月、自治体の住民健診を 

受けたとき、右肺に胸水が溜まっ 
ていることがわかり、千葉市内の 
病院に入院。8月には、びまん性 
胸膜中皮腫と診断され、壁側胸膜 
を切除する手術を受けた。術後に 
抗がん剤による化学療法を続け、 
10月に退院。その後、通院しなが 
ら自宅療養していたが、今年に 
入ってから様態が急変し、3月13 
日亡くなった。
久冨さんは、旧国鉄職員時代 

は都内の電車区に勤務し、山手 
線の車両の補修、検査の業務に 
従事した。車両の屋根のパンタグ 
ラフ、架線、車内の電球、スイッチ、 
吊革、ドア、運転台、座席のシー 
卜、床下の抵抗器、メイン回路の 
高速遮断機等の点検、補修、ブ 
レーキ交換等の作業を毎日行っ 
ていた。
当時の車両には、床下の抵抗 

器や発熱する部品の周囲に石綿 
含有スレート板が使われていた。 
一部の車両床下の台枠、配管等 
にも、石綿が使われていた。

ピット内での作業では、床下の 
抵抗器の箱を開け、石綿を含む 
粉じんをエアで吹き飛ばしながら、 
遮断機の検査やボルトの締まり 
具合、コードの破損の点検•補修 
作業を行った。ピット内は大量の 
粉じんが飛散していたが、当時、 
防じんマスクは支給されていなかっ 
た。
久冨さんは、胸膜中皮腫を発症 

したのは、旧国鉄職員時代に石綿 
に曝露する作業に従事していたた 
めであるとして、今年2月、旧国鉄 
の業務災害補償を担当する国鉄
安全センター情報2004年8*9月号 W3
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清算事業団東日本支社に災害補 が悪性胸膜中皮腫で労災認定さ こうした労働者が中皮腫などのア
償認定の申請手続をとった。久冨 れており、国鉄清算事業団関連の スベスト疾患を発症する可能性が
さんの死後、遺族と共に何度も国 
鉄清算事業団担当者との折衝を 
重ねてきたが、6月に労災認定の 
通知を受けることができた。
今年3月には、同じ国鉄職員 

だったTさん(兵庫県在住、62歳)

認定事例は2例目となった。
国鉄時代から車両の断熱材に 

石綿が使用されており、JRに移 
行後も石綿使用の中古車両の補 
修、点検及び車両解体作業に従 
事した労働者が数多くしるはずだ。

ある〇
今後、旧国鉄一JR関連におけ

るアスベスト疾患の対策が大きな
課題になると思われる。

(東京労働安全衛生センター)

A

參 笠原さんの場合(6月号55頁参照)
私がこの仕事を始めて、最初にお手伝いをさ

たことを危惧されていた。
ご本人の希望を叶えるベぐ関西安全センター

潜在患者の掘り起こし•救済
皆に現実を知ってほしい

せてもらったのは、広島市に在住の故笠原昭雄 
さんだった。中国新聞の「アスベストホットライン」 
の記事を読んで、東京のサポートセンターに相 
談の電話が入ってきたことがきっかけだった。
昔、蒸気船の機関員としてボイラーの缶を焚 

く仕事等に携わり、その後に転職して数十年。平 
成14年9月に、異常を訴えて病院を受診。その 
後の検査でついた病名は、悪性胸膜中皮腫とい 
うアスベスト特有のがんである。「この病気はア 
スベストでなる」という医師の言葉にも、「まさか何 
十年も前の仕事が原因だとは」思いもよらなかっ 
たそうだ。
広島の自宅にお伺いした時の笠原さんの印象 

は「がっちりとした体格の、物静かな紳士」という 
感じだった。にこやかな笑顔で迎えてくれて、昔の 
船員時代のお話をされる時には非常に誇らしそ 
うに話されたのが、印象的に残っている。必要な 
情報をお聞きしてお宅を去るときに「果たして、日 
本郵船は証明を書いてくれるでしようか?」、「私 
が生きている間に、認定されるでしようか?」といっ 

の片岡さんと必死になって頑張り、なんとか生存 
中の認定は実現したものの、認定後間もなく他 
界された。

「せっかく認定されたのだから、これからはゆっ 
ぐ壌生して長生きしなきゃ」と、放射線治療で弱っ 
た顔に笑みを浮かべて語っていたのに。
今にして思えば、逝去される前日に、「古川さ 

ん、これからもよろしくお願いします」と苦しい息 
の下で語られたのは「遺言」となってしまった。4回 
しかお目にかかっていないのに、笠原さんは、 
厚い信頼を寄せてくださっていた。それは、この 
アスベストが原因である中皮腫という病気の「孤 
独性」にある。40年も前の仕事が原因で発病す 
るということが、非常に理解しがたいことであり、 
その病気の情報の少なさから来る孤立感。
死の覚悟を強いられてもなお、自分の状態を 

理解してくれる人はほとんどいない。
そのような状態の中で、私たちと出会うまでは 

笠原さんは一人で、死の恐怖と対峙してきたのだ。 
笠原さんへの哀悼の意を込めて、一刻も早く、潜

ノ
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認定の誤りさらに明らか
兵庫♦宝塚市指曲がり訴訟全面勝訴

兵庫県宝塚市立の小中学校で 
給食調理員として長年働I、た宝田 
英子さんが、指曲がり症(変形性 
手指関節症)を発症し地方公務 
員災害補償基金兵庫県支部に公 
務災害申請したところ公務外とさ 
ね、その公務外認定処分の取消 
を求めた裁判で、神戸地方裁判所

在的にいるであろう患者さんを掘り起こして救済 
しなければ、と決意を新たにした。
參Tさんの場合
Tさんの奥様から連絡があったのは、今年の 

お正月気分も抜け切れない1月5日だった。お話 
を聞いて早速翌6日に加古川のご自宅までお伺 
いした。ご自宅では、優しそうな笑顔のTさんが 
ベッドに起き上がって待っていてくださった。右 
肺を全摘出しているTさんは大きな声を出せな 
いので、ベッドのすぐ横でお話を聞き取るとい 
う形になった。以来、私は必ずTさん宅を訪問 
するとベッドに手を掛けるようにしてお話を聞くこ 
とになった。平成14年9月に異常がわかって、12 
月に右肺を摘出手術。以後は、入退院の繰り返 
しで、現在は自宅療養中だ。

Tさんも当初病院で、「アスベストを扱いました 
か」と質問されても、アスベストを扱ったという認 
識がなかったのだ。私が最初の訪問をした時も 
「アスベストは…」といった感じであったが、時間 
をかけて昔の仕事の話をお聞きしてゆくうちに、 
徐々に、「あ、そういえば車両の下のマフラーの 
部分に何か布が卷いてあった」といったように、 
具体例が見えてきた。1時間半のお話の中で、か 
なりの正確さで、アスベストの存在が浮かんでき 
たのである。

また、最初にお伺いした元同僚の方も「アスベ 
ストは使っていないよ」と、いった状態で、当時の 
10国鉄の危機管理不足が浮き彫りになった感じ 
がする。

しかし、現実に使っていたことは紛れもない事 

実だから、さらに別の同僚の方のお話を聞くと、 
それらは明らかになった。

Tさんは程なく労災認定となったが、「このよう 
に何も知らないで働いてきて、何十年もたって発 
病して苦しんでいる人がいるかも知れないと考 
えたら、悔しくてたまらない」と訴えている。先日 
も清算事業本部西日本支社の担当者がTさん 
のご自宅を訪れた際に、「あんた達は、アスベス 
卜が危険だということを知っていたのか？知って、 
自分達に使わせてきたのか」と、苦しい息の中で 
訴えていた。

いくら認定されても、Tさんと奥様が夢見てい 
た「楽しい老後」はもう取り戻せない。
自宅での療養生活は奥様と娘さんたちによっ 

て、懸命に支えられている。私自身、夫の自宅 
療養という経験もあるが、それはどれほどに大 
変なことであるかがよくわかる。Tさんのお宅に 
はご家族の愛が溢れている。だからこそ、家族 
のためにと懸命に働Vゝてきた結果が、この病気 
では酷すぎる。Tさんも、「同僚たちのために、こ 
の現実を皆に知ってほしい」と願っている。

古川和子(中皮腫■アスベスト疾患- 
患者と家族の会代表幹事)

古川さん御自身の、お連れ合いとの闘病につ 
いては、石綿対策全国連絡会議のホームペー 
ジにも紹介されてI、る(http://park3.wakwak.com/ 
~banjan/main/higaisha/html/higaisha- 
hurukawa.htm)。いまは関西労働者安全センター 
のスタッフとともに、患者、家族の相談•支援に奔 
走中だ(写真は7月25日、福岡総会)。
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第6民事部•田中澄夫裁判長は、 
処分を取り消す原告勝訴の判決 
を言い渡した。裁判闘争に取り組 
んだ、宝田さんが所属する自治労 
宝塚市職、同兵庫県本部、医学 
面から支えた田島隆興医師、弁護 
団の位田浩、平方かおる両弁護 
士のご努力に敬意を表したい。
豊中市訴訟(2001年4月25日大 

阪地裁•確定)、堺市訴訟(2001年 
5月23日大阪地裁、2003年2月27 
日大阪高裁•確定)、安来市訴訟 
(2003年2月10日松江地裁•確定) 
に続く 4例目の勝訴となった。地公 
災基金を相手取った指曲がり症訴 
訟は、ここまですべて原告勝訴で 
ある。そのほか、檀原市、尼崎市 
では不服審査段階の公務上裁決 
も下されている(5月号等参照)。
今回の1名を含めると、これまで 

に地公災基金によって公務上認 
赵W合食調理員は117名 
たとみられる。
判決は、これまでの各判決を踏 

襲しながら、地公災基金が設定し 
ている認定基準を「採用すること 
はできない」と明確に言い切って 
おり、労組では地公災基金に対し 
て、控訴断念と不当な認定基準撤 
廃を強く求めていくことにしている。 
地公災基金側が、同種訴訟です 
ベて敗訴するという前代未聞の事 
態を踏まえて、指曲がり症の取扱 
をどう改めるの力ゝ;^注目される。 
參認定基準採用せず
労働負担量の指標として、経験 

年数、調理員一人あたりの調理食 
数、年度ごとの一人あたり調理食 
数を合計した総調理食数が参考 
にされる。

これまでの諸判決は、おおむ
106安全センター情報2004年8-9月号
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ね、経験年数10年、総調理食数 
2,000食を超える労働負荷の蓄積 
を目安に、給食調理労働が指曲 
がり症を発症させる危険があると 
して、公務上判断をしてきた。これ 
に対して、地公災基金はこうした司 
法判断に反する認定基準に固執 
しており、本裁判でもこれが最大 
の争点だった。
地公災基金の認定基準は、

①中災防報告書(地公災基金 
が認定基準を作る基礎資料と 
して実施した委託研究報告)が 
示した「経験年数11年以上、総

調理食数2,(»1 食以上」という目 
安に加えて、通算の年平均200 
食以上の労働経験がある。

②各年度について同規模施設 
の全国平均調理食数と比較し 
て、それを上回っている年度が 
相当数(※半数を目安としてい
るみられる)ある。

というものでる。
要するに、給食調理員という集 

団の中で、被災労働者本人の労 
働負荷が平均的労働負荷を相当 
超えるという、「比較」過重性がな 
ければ認定はしないという趣旨の
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「過重性基準」である。
この点について判決は、「…原 

告の平均調理食数が全国の同等 
規模施設における平均調理食数 
を超える年度数がどの程度か、施 
設、器具類などが定められた基準 
を満たしているか否かにより判断 
するものであり、結局、全国の平 
均的な水準以下の給食調理業務 
従事してVゐ限りでは変形性手指 
関節症発症の危険につながるよ 
うな業務過重には至っていないと 
いう前提に立つものであって採用 
できない。」として、地公災基金の 
認定基準を明確に否定した。
原告側は、疫学調査や作業実 

態が証明しているように、「指曲が 
り症発症というリスクを内在してい 
る給食調理員集団」における指曲 
がり症の公務上外認定基準の中 
に、その集団の中でもさらに平均 
以上の「過重な」業務をしていたこ 
とを認定要件にもちこむことは、非 
科学的かつ不合理であり、不当に 
認定の幅を狭めていると主張した。 
判決はこれを認めたといえる。
宝田さんの場合、「勤続期間が 

27年余りであり、総給食調理数は 
5,000食を超えてV巧から、公務期 
間中の公務の具体的内容、作業 
環境を勘案する必要はあるもの 
の、原告の公務の中に本件疾病 
を発症、増悪される相当程度の危 
険が内在していたと推定すること 
做きる。」(表省略)と判断された。 
最初に左手の小指に異常を自覚 
した1979年時点は9年目、1,800 
食だったが、判決では問題にされ 
なかった。
參負担作業も具体的に認定
調理作業における手指負担作

業については、原告側が多数の 
現場写真を添えて立証し裁判所 
もこれを認め、家事労働と同一だ 
という被告の主張を斥けた。
地公災基金側は指曲がり症の 

原因をあくまで遺伝や加齢としてき 
たが、判決は被告提出の証拠も 
引用しながら、「手指への力学的 
負荷の関与を原因と考える見解に 
ついては、…その他前記調査報 
告や各意見に見られる発症原因 
に関する医学的な解明状況等に 
照らす限り、相応に合理的な根拠 
を有するものということができる」 
として、これまでの各判決と同様に 
地公災基金側の主張を斥けた。 
•控訴せず認定基準撤回を
認定基準を否定する司法判断 

が完全に定着するなか、漫然と従 
来の主張に基づいた公務外判断 
を繰り返す地公災基金の姿勢は 
公正な公務災害認定を行う責任 
を放棄したもので、許されない職務 
怠慢である。これ以上認定基準を 
改正しないのであれば、違法な不 
作為状態というほかない。
地公災基金は、現行認定基準

を即時撤回しなければな 
らない。

(関西労働者安全センター)

◎原告■宝田(ほうだ)英子さん
「とてもひとりではできることでは 

なく、みんなの応援があってここま 
でこれました。組合員でほんとうに 
よかった。まして、退職しているの 
に、こんなにしていただけてうれし 
いです。地公災基金には障害認 
定もきちんとしてもらいたい。」 
◎弁護団■位田浩弁護士

「この判決は、中災防報告など 
をもとにして、「調理食数2,000食、 
勤務年数10年を超えた点におい 
て」は、給食調理業務のなかに指 
曲がり症(変形性手指関節症)を 
発症、増悪させる相当の危険性 
が内在しているとし、全国平均調 
理食数を超えることを要求する被 
告基金の主張をしりぞけた。これ 
まで基金がとってきた指曲がり症 
の労災認定基準を否定したもので 
ある。基金は、早急に基準を見直 
し、救済の範囲をひろげるべきで 
ある。」

取り消し裁決で署•局謝罪
東京參続発性気管支炎の不支給問題

6月22日、東京労働局会議室 
で労災補償課との交渉を行った。 
交渉には、局から主任監察官ら 
2名、交渉団には東京安全セン 
ター事務局、全建総連東京都連、 
じん肺患者同盟から12名が出席

した。
昨年来、じん肺合併続発性気 

管支炎の認定をめぐって、東京労 
働局労災補償課は、『じん肺診査 
ハンドブック』を無視した認定を各 
署に指示した。そのため、私たちが
安全センター情報2004年8*9月号 W7
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把握しているだけでも江戸川、三 
鷹、王子の各労基署で、じん肺続 
発性気管支炎での労災請求事案 
が業務外とされた。どの署におい 
ても、東京じん肺審査医の意見を 
よりどころに、抗生物質を使わな 
し胎療は積極的な感染治療では 
なく、続発性気管支炎とは認めな 
いというものであった。
昨年12月、全建総連東京都連 

が行った東京労働局労災補償課 
との交渉でも、前任者の主任監察 
官は、同様の答弁に終始し、『じん 
肺診査ハンドブック』による痰の量 
及び性状(Pl、3cc以上)の判定基 
準に基づく続発性気管支炎の診 
断を事実上否定するという態度を 
変えなかった。

その後、3っの事案とも審査請 
求で原処分の決定取り消し、つま 
り、じん肺合併続発性気管支炎と 
認定し業務上との決定が出され、 
いよいよ労災補償課の誤りが厳 
しく問われることとなった。

しかし、今年4月から着任した主 
任監察官は、「続発性気管支炎は 
痰の量や性状とともに喫煙や職歴 
も含めて判断する」と述べ、あらた 
めて私たちの怒りをかう結果となっ 
た。またしても、『じん肺診査ハンド 
ブック』の判定基準を勝手に変え 
て、「喫煙歴と職歴」を判断要件に 
加えるのかと徹底追及されると、さ 
すがに同席していた監察官が、ま 
ずいと思ったのか、主任監察官に 
耳打ちし、直ちに発言を撤回する 
ことになった。
私たちは、あらためて東京労働 

局労災補償課に対し、じん肺合併 
続発性気管支炎の認定に誤りが 
あったことを認め、今後はじん肺 

審査ハンドブックにもとづく認定を 
行うことを確認させた。

こうして昨年来の東京労働局管 
内での続発性気管支炎認定問題 
は決着となったが、本来であれtx 
東京労働局は、この間、労災が認 
められず苦しめられたじん肺被災

者にこそ謝罪をすべきである。事
実、江戸川労基署との交渉では、 
労災課長が「申し訳なかった。今
後このようなことがないようにした
い」と述べている。被災者に対す
る謙虚な姿勢が行政に問
われている。

振動障害の検査指針見直し
厚労省參検討会の作業に注目■監視を

「適切な診断基準の作成」を目 
標(厚労省•口頭)として、「振動障 
害の検査指針検討会」が開始され 
た。去る7月5日が第1回で、今後2 
か月ごとに開かれ、1年後には一 
定の結論を得たいという。診断基 
準が変われば、労災認定から治 
療•労災打切り(35号通達)•アフ 
ターケアに至るまで、振動病患者 
や労働者に対して大きな影響が出 
ることが予想される。以下は、前記 
検討会を傍聴した感想である。
検討会は公開であり(検討委員 

は8名)、すでに厚生労働省のホー 
ムページに議事録(http://www. 
mhlw.go.jp/shingi/2004/07/txt/ 
s0705-l.txt)等も公表されている。 
本会の主旨は、「振動障害に係る 
これまでの医学的知見の集積と診 
断機器等の進歩に応じた、安全で 
より客観的な新たな検査手技鐵 
み込んだ検査体系の在り方等の 
検討を行う」というものである。主 
な検討事項は、下記のとおり。
⑴現行の検査手技の医学的妥
当性及び有効性の限界につい

⑵新たな検査手技に係る評価 
基準の策定について。

(3) 新たな検査体系の在り方に 
ついて。

(4) その他上記に関連する医学 
的事項について。
新しV赖査法と柳評価基準に 

ついての検討のみであれば、技 
術の進歩からすれば当然ともい 
えるが、その実は、「診断基準の 
作成を目標としたい」と口頭で述べ 
たところに、厚労省の本音がある。 
すなわち、第1の問題は、検査法 
の精度追究のみが目的なのか、 
それをテコにして振動病の審査基 
準そのものを変え、行政対応を変
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現在検討中の5種類の検査手技

レーザードツプラー血流計による皮膚濯流圧測定
組織濯流を表す指標として確立されている皮膚濯流用 (SSP;skin仁町fusion pressure)をレーザド、ソ7ラー

血流百十により測定する検査手技。
皮届瀧流!上の測定値がレイノ一群と健市苫群との聞で有志斧が認められることから、レイノ-~I'I卜状の客観的

指標となりうる可能性のある険金手技である。

2 レーザー血流画像化装置による皮膚血流測定
レーザー血流画像化装世を用いて、冷却負荷検杏における子指皮膚血流を連続モニタリングして欄l止寸る検

企手投。
手指皮膚血涜の冷水没漬中とその後の回復過程に位常青と振動て貝取扱い背との閣で相違が認められる

ことから、で腕系の振動ばく訴に起因する末梢循環障害の客観的検査として有岡の可能性がある検査F技で
ある。
3 正申尺骨神経の運動感覚神経伝導検査
電気的刺激による神経のイム導速度等のiRIJ ,とに加えて、神経のJ上迫が疑オ7れる市｛すを挟んでi丘作担!と速杭恒JI

の前JI定を行い、記録さtlた結果をイ|齢補j fした王常備と比較する検企手技。
本検査手投によると、振動障百忠青では年齢補正した正常値と比較し、手字刺激による潜時、遠位潜時の遅

延、神経｛ムT主速度の低下を~!t!,める Jよ例があり、末梢優｛すの末梢神経障害の存布を示唆しており、振動障害の

末梢神経械能倹査として|分価値のある検査手技でaる。

4 MR I(磁気共鳴映像法)による筋の機能評価
運動機能障害に係る検育下技。運動機能の評lI1l iの中心は関節機能及び筋力の汗111 1iでi!'Jるが、 MRIは筋力

評価に係る検査手J支の つであり、 I向像による筋肉断面面積及びI向像の輝度変化を但握するをのである。

MI｛ Iは脱神経J立び内神経支配過程を観察するのに有用な検査手技であり、筋肉の質的な鋭化も観察でき、
将来的には脱神経筋の～1' I, lliのために筋電図の代同として、主<は補助検杏として臨床応出が期待されている検

企手段である。
5 局所冷却による指動脈血圧測定 (FSBP%)
指動脈血I_J)RIJ,ι(FSBP%) とは、 時的にレイノー現象を誘発し、 F指の血IJ ,の変化や状態を観察する検育 

手技。
本検査手投は、 FS l:3 Pちも値とレイノー現象との問に有意な相関が認均3れ、敏感l立、特異!立のバランスに優れ、

末梢循環障害の有効な検杏F技であるとされている。

更しようとしているのか、との点を

はっきりさせることである。もlA走者

の場合は、振動病の認定ゃ治療・

経過判定としてに検査、 3S号通達

を中 JL' 、とした治療継続と打切りの

問題、アフターケアや職場復帰な

ど、振動病対策の全般にわたる問

題となる。一再開斤究者の課題では

なく、労働者患者、そして彼らに

対比、している全同の保健医療関

係者に及ぶ問題である、といえる。

第2に、検討されるべき5つの

検査法についてである(凶み参

照)。技術革新江主とで検杏法が

見l宣されるのはよいとしても、これ

らの方法は現状では問題も多い。

検杏は精度が高いにこしたことは

ないが、医療現場均もすれば、安

全で忠者の苫痛が少なく、実施が

容易で安価であり、短時IUJで行え

るようなものが求められよう。ごく

一部の大施設でしカ寸子えないよう

な検杏では凶る。

$3に、検討の )j向として諸検

査の粘度目カらの追究(分析的方

101)のみが強調され、総合化の作

業過程が比えてこない。局所振動

による局所のみの障害という観点

から、手腕系の障害を精杏すると

し、その原閃は振動σみを原理的

に取り州し(青わば、オトモニオイ

モナイ振動ノミか存在してし￥るとみ

る)、子から上肢に伝わるこの振

動による局所の障害を分析する

というモのである。学問的厳密さか

ら這えば、この過程も必要であろ
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うが、現場では振動機械は足や腰 
で支えて使用され、振動という要因 
も伝播は複雑である。

そして、人体は全身で反応する。 
寒冷、騒音その他の作業環境の 
影響も(振動そのものではないが) 
重要である。検査の方向が局所 
分析に向かっている割には、全身 
的チェックが排除されまた、局所 
検査の総合化が見えにくいのであ 
る。どの識者も、予防策として手指 
や腕のみを暖めよとは言わない。 
振動機械の使用制限をはじめ、防 
振装置、全身の保温、全身の運 
動、禁煙指導まで、総合的フィー 
ドバックが患者や労働現場に対し 
て必要である、とされている。この 
過程に係わる治療医や産業医に

とって、従来の検査や判定とのつ 
ながり、整合性はどうなるのか。

さらに付記するならば、負荷の 
方法として冷水負荷のみを前提と 
している。(ISOの方法も、冷水負 
荷の温度、時間等から検討されて 
いるが。)空冷負荷や、振動その 
ものを負荷する検査なども検討の 
余地はあろう。
労働現場では、今なお振動機 

械が多く使用されており、これまで 
の教訓から様々の対策が行なわ 
れている。振動病という職業病に 
対して、その予防や認定•治療の 
ゲートが狭くならないように、今後 
の検討会に注目してゆきたい。

近藤真一
(勤労クリニック(高知)所長)

もうこんな仕事をしないで!
中国♦中国畳事情残酷物語

參潘秀英(37歳)
重慶抜山鎮駿龍村

1993年に、私は、重慶から寧波 
に働きに来ました。いぐさ製品エ 
場で日本に輸出する畳表を生産 
していました。故郷の村からは、た 
くさんの同郷が出稼ぎにでてきて 
います。この仕事は、そう学歴を 
必要としないにもかかわらず、月 
給は800元から1,000元となかな 
かよいのです。
工場に着いてから、工場の環 

境がとても悪いことを知りました。 
1週問7日の労働日で、毎日15時 
間も働きます。7～80平方メート

ルの工場には窓もなく、いぐさを消 
毒し浸している染土粉じんが、部 
屋中に蔓延しており、数メートルも 
離れると人が見えなくなるほどで 
す。工場内には換気用扇風機が 
あるのですが、経営者は節約の 
ためといって使用させてくれませ
同僚が長年にわたって、この 

染土粉じんを吸ったことにより、病 
気になったと聞いたことはあったの 
ですが、誰も信じませんでした。

2000年10月、風邪がぜんぜん 
治らなかったので、病院にいって 
レントゲンを撮りました。医者の診 
断によると、じん肺の第三期とい

うことでした。この病気はがんのよ 
うに治らないものです。いま私は、 
働くことができません。トイレに行 
くにもゼイゼイいいます。農作業 
も父母にやってもらわなければ'な 
りません。
私と一緒に出稼ぎに出た夫、 

姉、妹は誰一人として災難を免れ 
ることはできませんでした。みなじ 
ん肺になってしまいました。私は、 
5万元を使って経営者に賠償を迫 
りましたが、裁判所は審理をしたが 
らず、地に選択肢のない中で法廷 
外で和解をし、16万元をかちとりま 
したが、この事件は、そもそも正当 
に取り扱われていません。

いま故郷からは、まだ寧波に出 
稼ぎに行く人がいますが、私はそ 
ういう人たちにこういいます。「こ 
んな仕事をしないで。命を売るよう 
なもの。お金を稼いでも仕方がな 
いよ」と。

Oxfam香港季刊誌「楽施
Oxfam in ActionJ 2003/04冬季 
(http://www.oxfam.org.hk/
chinese/resource/publications/
2003 4/2003 4.pdf)より
參解説
中国におけるいぐさ加工晶の 

生産は、70年代後半から始まり、 
90年代に発展しました。現在、中 
国で生産される畳のうち75%が、 
寧波市で生産されています。もち 
ろん、そのほとんどが日本に輸出 
されています。寧波には約350社 
ものい草加工工場があり、12,000 
人の労働者が働いています。

その一方で、中国製の安い畳 
が日本の生産者を脅かしていま 
す。まさにグローバリゼーションの 
典型ともいえる日中畳事情です
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t堂界から E

が、ここでも「グ、ローパリゼーショ

ンによって恩岩、を受けるはずの途

上国の人々」が命を創!まれる事態

になっています。

畳表に使用されるいぐさは、メjI
り取られた後、独特の色、手ヰり、光

れをだすため、大然染|乏使って

泥染めをfTいますoその後、乾燥

させて織り込んでl, くのですが、と

の過料で大量の染|粉じんが舛

い、それを吸っていく守さ決土じん騨

となる場台があります。

今Inl 、いぐさじん肺を患った労

働者の多くは、内陸部の大都巾、

重慶の郊外から出稼ぎに来た人

たちです。遠く離れた地方での被

災で、故郷に帰った後も 向に回

復せず、しかもその人数も決して

少なくはないということから、出稼

ぎ送り出し先の自治体で. J i :る忠県

宅三の問題を重要視し、解決に向

けて呆り出しました。

忠県政府は、法律援助班針占

成し、 f十!稼ぎ先で主るdザ波市に関

係者を派遣し、現地の状況をJ巴握

し、 2003 年 3月 10円に報告書を作

成しています。それによると、現地

で法的支援を必l主としている被災

者を募ったところ、 350人毛の申請

があり、うち129人がその後も連絡

をとれたようです。この 129人につ

いては、逐次検金を行いました。

4 8人がいぐさ染土じん肪を思って

才刻、うち3 0人が第一期じん目市、 18

人か第二期じ/ull市と診断されてい

ます。すでに現地の 2戸波市疾病

コントロールセンターでしん肺認定

を受けている 13人は、部分的な補

償をかちとっています。

しかし、補償額は 14 万元カら 3

)J元とぱらつきがあり、また労災

認定による法的に定められた補

償翻ではないという状況です。ま

た、労災認定に必要な雇用主に

よる証明を展 JIJょが出したがらな

いケースや雇用先が補償を支払

わない、あるいは希望今の額を大き

く下|門|ξむの状況をあとことがう、

訴訟に訴えるケースも山ていま

す。しかし、間稼ぎ労働者が出稼

ぎ先で提訴することは、大きなIJ;J
難が伴います。裁判所も雇用主

に有利な判決や和解案を提示し

てきます。

ヨJ02年 10月 29 目に寧波巾の

地方裁干jI r,府こJ是訴した李止方さん

¢ケースでは、 12月lOtJに一度だ

け法主王が閣かれただけで結審しま

した。 2ω1年 3月カら10月、 2002年

7月から 9月の-"Inlにわたって、寧

j出古E興畳応イl限公ロlで働きまし

た。 2002年 8月に健康診断を受け

た際に、じん肺の疑いがあり、入

院して治療した)jがいいというアド

パイスを受けました。しかし会社側

は、職業病診断中語表にサイン

することを拒否しました。

会社tJ守去廷で明らカヰこしたその

理山とは、この会社が 2002 年 7月

からは卒さ人の J::に仕事を下請

けに州し、李さんは夫に雇用され

て賃金を受け収っていたかう、展

用関係はないという主張でした。裁

判所は学さんの要求であ&雇用

関係の承品部と版業病診断山首表

へのサイ二のうち、 2001 年 3月カら

山月までの雇用関係しカヰZめませ

んでした。

その後三ドさJしは、労使紛争仲裁

委H会に訴え、委L41ミは5万ノしの

和解金と今後はじん姉認定の中

請をしない、という和解案を提示し

ました。李さんだけでなく復数正被

災者が、このような不十分な和解

主主を飲まざ、るを得ない状況になっ

ています。!d.~1~~法律援助瑚と寧波

当局との話し合いにより、雇用関

係の明確なものについては、早急

に労災認定を行うことが確認され

ました。しカミし 日破壊された健炭

を取り戻すことはできません。

H本でむfこたみ製造の過料でLミ

く守さじんj怖を患うケースはあり、職

業病として認知されてIIます。佐の

産地で有名な|制Illt~,以白でほXJ人

の関連作業者に対しておこなった

胸部レントゲンによる診断では、

231人 (3E引が有所見者で、作業

年数4 0年以上での所比率が7 0 %

以上、 50年以上で 100%となって

います。単純な比較はできません

が、 1' '国での従業作業年数はわ

ずか数年という短期間で庄ること

均、ら、作業環境の劣JILさが谷易に

予想されます。

日本では、 「品!の上で死ぬ」とい

う言い|門|しは大作年を意味します

が、円本の消費者が安い値段で

J止を購入できるようになったかわ

りに中国の出稼ぎ労働者たちは

「畳のために必ぬ」という事態がこ

のまま続いて良いオJltはありませ

ん。 「安けれl郡山」とL追う考えは、

この聞の BSE やd日インフルエンザ

問題で通用しなくYよっています。こ

の問題に取り組むAPWSL香港

委員会均もも、今後とも清報の提

供が期待できるととから、日本の

市民社会のー屑の悶J心と関与が

期待されるところです。

翻訳・解説新田和夫氏

APWSUリンクスJNo.38 から転

載。 2003 年 11H 弓 10頁も参照。
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［暫定プログラム］

「写真展•静かな時限爆弾=アスベスト被害」から 写真：今井明

• 期間・会場

2004年11月19日(金)～21日(日) 東京・早稲田大学国際会議場
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-20-14

• 登録料

一般 8,000円、学生 3,000円

• 主 催

2004年世界アスベスト東京会議(GAC2004)組織委員会
〒136-0071 東京都江東区亀戸7-10-1 Zビル5階

TEL(03)3636-3882 FAX(03)3636-3881 URL：http://park3.wakwak.com/~gac2004/

メインテーマ：Together for the Future
かつては「奇跡の鉱物」ともてはやされ、最盛時には三千種類以上の用途があったにもかかわら

ず、いまや「殺人粉じん(キラー・ダスト)」、「静かな時限爆弾」と呼ばれる、発がん物質・アスベスト(石
綿)。毎年世界で200万件という死亡労働災害のうち、アスベストだけで毎年10万人の命を奪っていると
推計されています(国際労働機関(ILO))。今まさにアスベストの使用に内在するリスクの根絶に向け
て、世界的規模で共同の努力が広がっています。欧州連合(EU)が加盟諸国に2005年1月1日からの
「全面禁止」導入を求め、わが国でも今(2004)年10月1日から「原則使用禁止」が導入されることになり
ましたが、建築物をはじめ、私たちの身のまわりの環境中に莫大に残されているアスベストにいかに対
処していくのか。中皮腫、肺がん、石綿肺など、これから本格化することが確実な健康被害にいかに対
処していくのか。課題は山積みです。2004年世界ア スベスト東京会議(GAC2004)の目的は、人類と環
境に対するアスベストの有害な影響をいかにして最小化するのかを、文字どおり、国際的、学際的に、
検証することにあります。アスベスト・リスクのない世 界の実現に向けて、Together for the future !
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2004年世界アスベスト東京会議
2004年11月19-21日 早稲田大学国際会議場

あなたの参加をお待ちしています

本会議には、アスベスト被災者とその家族、市民、労働者、医療関係者、ハイジニスト、専門家、弁護士、行

政関係者、政策立案者、その他関心をもつ人々、どなたでも参加することができます。本会議では、日本語及
び英語を使用し、双方向の同時通訳が提供されますので、どなたでも安心してご参加いただけます。

※本プログラムは変更される場合があります。最新版はウエブサイトをご覧ください。また、各発表の抄録(日
本語及び英語)も順次ウエブサイトに掲載中です(http://park3.wakwak.com/~GAC2004/)。

参加登録
ウエブサイト(http://park3.wakwak.com/~gac2004/jp/index_registration_j.html)からオンライン登録していた

だくか、参加登録用紙をご請求ください。2004年10月30日までに、登録手続をお済ませいただくようお願いいた
します。登録料は、一般8,000円、学生3,000円です。ウエルカムパーティー(11月19日)は会費無料、懇親会(11
月20日)は別途参加費(5,000円)が必要となります。登録料及び懇親会参加費の払い込みには、以下の口座

またはクレジットカード(専用用紙をご請求ください)がご利用になれます。
• 銀行振込：三井住友銀行・亀戸支店(普)1601650 「GAC(ジーエーシー)2004組織委員会」

• 郵便振替：郵便振替口座 00120-2-444461 「GAC(ジーエーシー)2004組織委員会」

募金のお願い
画期的な世界会議の開催は、草の根の皆様からの寄付金によって支えられています。募金へのご協力もよ

ろしくお願いします。上記と同じ口座をご利用ください。

宿泊案内
指定旅行業者としてJTBが特別料金でホテルをご紹介しています。専用ウエブサイト(http://act.jtb.co.jp/

itd/scripts/gac2004j.asp)からオンライン申込いただくか、「宿泊申込書」をご請求ください。参加登録と宿泊申

込は、申込先・料金振込先とも異なりますので、お間違いのないようご注意下さい。締め切りは10月30日です。

演題募集
演題募集は6月30日をもって終了しておりますが、ポスター発表については、当分の間、追加申し込みを受

け付けています。掲示可能枚数に達し次第、終了となりますので、お早めに応募してください。

「ビジュアル・メッセージ展」作品募集
会議のメインテーマである「Together for the Future」にちなんだ公募展「GAC2004 ビジュアル・メッセージ 

展」を会期中に同時開催します。作品募集中です。入選作品は、将来的なアスベスト関係の活動・キャンペーン
に活用されます。「奇跡の鉱物」から「静かな時限爆弾」 となったアスベスト。その問題の解決に向けて、みん
なで一緒に歩んでいく。それを体現する力強いメッセージを持つ作品の応募をお待ちしています。詳しくは、「応
募要項」をご覧ください(http://park3.wakwak.com/~gac2004/jp/index_visual_j.html)。

展示ブース出展募集
世界会議の会場に、展示ブースのスペースを用意いたしました。Sタイプ(180cm×180cm、20万円)、Lタイプ

(450cm×180cm、50万円)の2種類があります。「出展要項」をご覧のうえお申し込みください(http://park3.wak
wak.com/~gac2004/jp/index_booth_j.html)。

会場案内
早稲田大学国際会議場 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-20-14(総合学術情報センター内)
都電荒川線「早稲田」駅徒歩3分、都営地下鉄東西線「早稲田」駅徒歩10分
JR山手線/西武新宿線「高田馬場」駅より20分(タクシー利用が便利です)
※12ページ記載の案内図をご覧ください。
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2004年世界アスベスト東京会議
2004年11月19-21日 早稲田大学国際会議場

タイムテーブル

全体会議セッション
(井深大記念ホール)

ワークショップ
(第2会議室)

その他
(第1・3会議室、ロビー他)

2004年11月19日(金)

09:00-12:30
開会式：
セッション1：
アスベストの地球的健康影響：緊急
の行動の必要性

12:00-18:00
写真展(ロビー)

展示ブース(第1会議室)

ポスター・セッション I
(第3議室)

(16:00-17:00 質疑応答時間)

12:30-13:30(昼食休憩)

13:30-16:00
セッション2：
環境曝露・危機管理・リスクコミュニ

ケーション

14:30-16:00
WS-A： アジア・ネットワーク：目標と

行動

16:00-17:00(休憩)

17:00-19:30
セッション3：
被災者・家族のエンパワーメント

18:00-19:30
WS-B： 建設とアスベスト

19:30- ウエルカムパーティ

2004年11月20日(土)

09:00-12:00
セッション4：
医学的側面：アスベスト関連疾患の

診断・治療等

09:00-10:30
WS-C： 労働組合のイニシアティブ

09:00-18:00
写真展(ロビー)
展示ブース(第1会議室)

12:00-18:00
ポスター・セッション II
(第3会議室)

(16:00-17:00 質疑応答時間)

10:40-12:00
WS-D： アスベスト訴訟

12:00-13:30(昼食休憩)

13:30-16:00
セッション5：
アスベスト被害に対する補償

13:30-15:30
WS-E： 疫学・公衆衛生・予防

16:00-17:00(休憩)

17:00-19:30
セッション6：既存アスベストの把握・
管理・除去・廃棄

18:00-19:30
WS-F： 被災者・支援組織

19:30- 懇親会
2004年11月21日(日)

09:00-10:00
WS-G：多国籍企業・海外移転

09:00-10:00
WS-H： 造船とアスベスト

10:10-13:15
セッション7：
アスベスト・リスクのない世界：明日
への戦略

ワークショップ報告： 表彰式：
閉会式：
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2004年世界アスベスト東京会議
2004年11月19-21日 早稲田大学国際会議場

開会式

全体会議

2004年11月19日(金)

09:00 - 09:40, 井深大記念ホール

司会：広瀬弘忠［未確定］、富山洋子

厚生労働省、環境省、東京都、ILO駐日事務所、日本労働組合総連合会、日本医師会、日本弁護士

連合会、GAC2004組織委員会、海外参加者、の各代表等を予定

09:40 - 12:30, 井深大記念ホール

セッション1: アスベストの地球的健康影響：緊急の行動の必要性

座長：小木和孝、ローリー・カザンアレン

09:40-09:55 アスベスト：魔法の鉱物から不幸をもたらす鉱物へ―予防原則の教訓
デヴィッド・ギー(欧州環境庁(EEA)新規課題・科学関連コーディネーター［デンマーク］)

09:55-10:10 世界貿易機関(WTO)における貿易紛争がアスベスト禁止に向けた世界的努力に及ぼした
影響

バリー・キャッスルマン(環境コンサルタント［アメリカ］)
10:10-10:25 中皮腫の地理学：概観

クラウディオ・ビアンチ(イタリア対がん協会・環境がん研究センター［イタリア］)

10:25-10:40 アスベスト関連疾患の流行

村山武彦(早稲田大学理工学部(複合領域)［日本］)

10:40-10:55 南アフリカにおけるアスベスト関連疾患の負担と賠償のための闘い
ソフィア・キスティング(ケープタウン大学公衆衛生・家庭医学校労働・環境衛生部［南アフリカ］)

10:55-11:10 討論・ティーブレーク

パネル：アジアで現出しつつある健康影響の状況
座長：高橋謙、ノア・ジーハン

11:10-11:20 韓国のアスベストに対する戦略

ペク・トンミョン(白道明)(ソウル大学保健大学院産業保健学［韓国］)
11:20-11:30 中国におけるアスベスト使用と健康影響の現状

リー・タオ(李涛)(中国疾病予防控制中心職業衛生与中毒控制所［中国］)
11:30-11:40 ヴェトナムにおけるアスベスト・セメント屋根材製造工場の環境汚染の現状とその労働者へ

の健康リスク
グェン・ザコン(国立労働保護研究所［ヴェトナム］)

11:40-11:50 アスベストの地球的健康影響：タイの経験

ソムキャット・スリルタンナプラク(タイ政府公衆衛生省労働衛生部［タイ］)
11:50-12:00 インド・南アジアにおけるアスベストをめぐる議論

ツシャ・カン・ジョシ(労働・環境保健センター［インド］)
12:00-12:10 アスベスト・リスク：パキスタンにおける職業的及び傍職業的保健状況

ノア・ジーハン(ペシャワール大学環境科学部［パキスタン］)
12:10-12:30 討論

13:30 – 16:00, 井深大記念ホール
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セッション2: 環境曝露・危機管理・リスクコミュニケーション

座長：マリ・クリスティーヌ、大島寿美子

セッション3: 被災者・家族のエンパワーメント

13:30-13:45 世界貿易センター・スクリーニングプログラム応答者にみられた健康影響
ステファン・レービン(マウントサイナイ医科大学アーヴィングJセリコフ労働・環境医学センター世界貿易

センター労働者・ボランティア医学スクリーニングプログラム［アメリカ］)
13:45-14:00 阪神・淡路大震災における建築物解体に伴うアスベスト飛散

寺園淳(独立行政法人国立環境研究所社会環境システム研究領域・循環型社会形成推進・廃棄物

研究センター［日本］)
14:00-14:15 バングラディシュにおける船舶解撤をめぐるアスベスト問題

チャウドリー・レーポン(バングラディシュ労働安全衛生環境財団［バングラディシュ］)
14:15-14:30 マレーシアにおけるアスベスト問題に対する消費者の取り組み［仮題］

T.ジャヤバラン(ペナン消費者協会［マレーシア］)［未確定］

14:30-14:45 アスベストの山影に暮らす(南アフリカにおけるアスベストによる環境汚染のリスクに基づい

た浄化戦略の必要性
ロバート・ジョーンズ(ローデス大学環境科学学部［南アフリカ］)

14:45-15:00 リスクコミュニケーション―保育園児童曝露事件の事例研究

内山巌雄(京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻［日本］)
15:00-15:15 学校に残る吹き付けアスベスト問題をめぐるリスクコミュニケーションの教訓

池尻成二(東京・練馬区議会議員［日本］)

15:15-15:30 吹き付けアスベストのある店舗での勤務が原因で
発症したと考えられる悪性胸膜中皮腫の1例

名取雄司(ひらの亀戸ひまわり診療所［日本］)
15:30-16:00 討論

17:00 – 19:30, 井深大記念ホール

座長：名取雄司、アニー・デボモニ

17:00-17:40 日本のアスベスト被災者・家族によるパネル・ディスカッション

中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会のメンバー

17:40-17:50 フランスにおける被災者・家族のエンパワーメント
アニー・デボモニ(国立衛生医学研究所(INSERM)現代社会公衆衛生問題研究所(CRESP)［フランス］)

17:50-18:00 発展途上国におけるアスベスト被災者の状況と取り組み：ブラジル―ABREA［仮題］
フェルナンダ・ギアナージ(労働安全衛生監督官、アスベスト曝露者協会［ブラジル］)

18:00-18:10 イヤー・オブ・アスベスト禁止カナダ(BAC)
カイル・センテス(アスベスト禁止カナダ(BAC)［カナダ］)

18:10-18:20 世界の公衆衛生に対するアスベスト被災者の貢献
ジェームズ・フィット(白い肺協会(WLC)［アメリカ］)

18:20-18:30 アスベスト被災者・家族に対する相談と支援
ローズマリー・ボジャコヴィック(オーストラリア・アスベスト疾患協会(ADSA)［オーストラリア］)

18:30-18:40 著書『私に寄り添って：介護者からみたアスベストがん』

ローライン・ケンバー(［オーストラリア］)

18:40-18:50 インドにおけるアスベスト被災者の窮状
ゴパール・クリシュナ(アスベスト禁止インド(BANI)、トキシック・リンク［インド］)

18:50-19:00 討論

2004年11月20日(土)

09:00 - 12:00, 3時間, 井深大記念ホール
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セッション4: 医学的側面：アスベスト関連疾患の診断・治療等

4-A：中皮腫の病因論・免疫学
座長：鈴木康之亮、井口弘

09:00-09:15 ヒトの悪性中皮腫168例の肺及び中皮組織におけるアスベスト繊維の分析

鈴木康之亮(マウントサイナイ医科大学(地域・予防医学及び病理学)［アメリカ］)
09:15-09:30日本における中皮腫―その病理学的特徴

井内康輝(広島大学大学院医歯薬学総合研究科病理学、石綿・中皮腫研究会［日本］)

09:30-09:40 悪性胸膜中皮腫切除例の臨床病理学的検討
廣島健三(千葉大学大学院医学研究院基礎病理学［日本］)

09:40-09:50 PCR-SSCP法による悪性胸膜中皮腫における上皮成長因子受容体遺伝子変異の検討
高部和彦(土浦協同病院［日本］)

09:50-10:00 HTLV-1で不死化されたヒト多クローン細胞株(MT-2)のアスベスト(クリソタイルB)抵抗亜株
の細胞特性

大槻剛巳(川崎医科大学衛生学部［日本］)
10:00-10:10 アスベストまたは代替繊維の刺激はマクロファージのニトロソチオール及びグルタチオンレベ

ルを変化させることにより酸化ストレスを惹き起こす
西池珠子(兵庫医科大学衛生学［日本］)

10:10-10:20 アスベスト曝露による肺胞マクロファージの機能変化：TGF-β産生、

アポトーシスおよび多核巨細胞形成
西村泰光(兵庫医科大学衛生学［日本］)

10:20-10:35 討論・ティーブレーク

4-B：アスベスト関連疾患の診断及び治療
座長：ブルース・ロビンソン、中野孝司

10:35-10:50 アスベスト関連疾患の臨床診断

グンナー・ヒラーダル(カロリンスカ大学病院胸部医学部［スウェーデン］)

10:50-11:05 中皮腫の新たな治療方法と血液検査を用いた早期発見

ブルース・ロビンソン(ウエスターン・オーストラリア大学医学部［オーストラリア］)
11:05-11:15 悪性胸膜中皮腫に対するイリノテカンをベースにした化学療法

宮田茂(兵庫医科大学総合内科呼吸器・RCU科［日本］)

11:15-11:25 アスベスト関連疾患のためのヘルシンキ・クライテリア
アンティ・トサバイネン(フィンランド労働衛生研究所(FIOH)産業衛生・毒物学部門［フィンランド］)

11:25-11:35 アスベスト曝露に関連したびまん性胸膜肥厚

三浦溥太郎(横須賀共済病院［日本］)
11:35-11:45 ILO2000レントゲン写真を用いた中皮腫と良性胸膜炎の鑑別

日下幸則(福井大学医学部国際社会医学講座環境保健学領域［日本］)
11:45-12:00 討論

セッション5: アスベスト被害に対する補償

13:30 – 16:00, 井深大記念ホール

座長：森田明、ソフィア・キスティング

13:30-13:42 環境曝露・家庭内曝露事例に対する補償

ボブ・ルアーズ(弁護士、前オランダ上院議員、オランダ・アスベスト協会設立メンバー［オランダ］)
13:42-13:54 発展途上国におけるアスベスト被災者のための法的補償戦略

チャールズ・シーゲル(弁護士、ウォーターズ＆クラウス法律事務所［アメリカ］)
13:54-14:06 アスベスト関連疾患の労災補償：国際比較

古谷杉郎(石綿対策全国連絡会議・全国労働安全衛生センター連絡会議［日本］)
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セッション6: 既存アスベストの把握・管理・除去・廃棄

14:06-14:18 日本におけるアスベスト訴訟の概要

森田明(弁護士、神奈川大学法科大学院［日本］)
14:18-14:30 保育園児童曝露事件損害賠償請求事件

牛島聡美(弁護士、牛島聡美法律事務所［日本］)
14:30-14:42 オーストラリア最大のアスベスト製造会社の企業倫理(ジェームズ・ハーディー＆コイ社)

ロバート・ボジャコヴィック(オーストラリア・アスベスト疾患協会(ADSA)［オーストラリア］)

14:42-14:54 オーストラリアにおけるアスベスト訴訟：過去の傾向と今後の方向

ティム・ハモンド(弁護士、スレーター＆ゴードン法律事務所［オーストラリア］)

14:54-15:06 ニュー・サウス・ウェールズにおけるアスベスト訴訟
ジョン・オミーリー(判事、ニュー・サウス・ウェールズ粉じん疾患裁判所［オーストラリア］)

15:06-15:18 国境を越えたアスベスト訴訟：ケープ社の事例
リチャード・ミーラン(弁護士、スレーター＆ゴードン法律事務所［オーストラリア］)

15:18-15:30 ［未確定］
アレクサンダー・ラクソン(弁護士［フィリピン］)［未確定］

15:30-16:00 討論

17:00 – 19:30, 井深大記念ホール

セッション7: アスベスト・リスクのない世界：明日への戦略

座長：中地重晴、アンダース・エングルンド

17:00-17:15 建設部門におけるアスベスト・リスクの予防
アンダース・エングルンド(ウメ大学公衆衛生臨床医学部労働医学科［スウェーデン］)

17:15-17:30 アスベスト管理者や作業者の訓練と資格の最低限の国際基準の定義について
マックス・ロパッキ(国立アスベスト訓練認証機構(NATAS)［イギリス］)

17:30-17:45 ウィーン・インターナショナル・センターにおけるアスベスト管理計画

ハインツ・クロピュニック(アエタス建築設計事務所［オーストリア］)
17:45-18:00 ケース・スタディ：元カセロス刑務所―アルゼンチン初のアスベスト除去プロジェクト

スザーナ・ミュールマン(建築士、ブエノスアイレス市アスベスト除去手順・法的側面アドバイザー［アルゼ

ンチン］)
18:00-18:15 COSLA(スコットランド地方当局協定)レポート

アンディ・ホワイト(ウエスト・ダンバートン市議会［イギリス］)
18:15-18:30 既設アスベスト・セメント製品の補修に関する新しい基準

アンディ・オバータ(ＡＳＴＭインターナショナル・アスベスト管理作業グループ［アメリカ］)
18:30-18:45 アメリカ・メリーランド州における学校、産業および環境のアスベスト管理プログラム

マーデル・ナイト(メリーランド州政府環境局［アメリカ］)
18:45-19:00 PRTRデータから見た日本のアスベスト使用状況と環境中への排出量

中地重晴(環境監視研究所・有害化学物質削減ネットワーク(Tウォッチ)［日本］)

19:00-19:30 討論
［論文提出］ アスベスト曝露労働者の防護―ヨーロッパにおける議論

ナイジェル・ブリソン(ブリソン・コンサルティング［イギリス］)［非参加］

2004年11月21日(日)

10:10 - 12:30, 井深大記念ホール

座長：天明佳臣、バリー・キャッスルマン

10:10-10:25 アスベストの管理使用から主要なアスベスト製品の禁止へ―日本のプロセス：2002年6月～
2004年10月
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大内加寿子(アスベスト問題について考える会［日本］)
10:25-10:40 アスベスト全面禁止後の欧州連合(EU)における状況

ローラン・ボーゲル(ヨーロッパ労連労働安全衛生部(ETUC-TUTB)［ベルギー］)

10:40-10:55 中国におけるアスベスト使用の研究：挑戦と機会
アーサー・フランク(ドレクセル大学公衆衛生学［アメリカ］)

10:55-11:10 ヴェトナムにおける非アスベスト繊維セメント屋根材への代替物質使用の可能性
ダン・ディンチ(労働保護研究所［ヴェトナム］)

11:10-11:25 アジア地域におけるアスベスト関連疾患の拡大を止めるためのイニシアティブ

高橋謙(産業医科大学産業生態科学研究所環境疫学研究室［日本］)
11:25-11:40 アジアにおけるアスベスト禁止：労災被災者の権利のためのアジア・ネットワーク(ANROAV)

のキャンペーンと戦略
サンジ・パンディタ(アジア・モニター・リソース・センター(AMRC)/労働災害被災者の権利のためのアジ

ア・ネットワーク(ANROAV)［香港］)

11:40-11:55 地球規模のアスベスト禁止に向けた労働組合のキャンペーン
フィオーナ・マリー(国際建設木産労働組合連盟(IFBWW)［スイス］)

11:55-12:10 アスベストのない世界に向けて！
ローリー・カザンアレン(アスベスト禁止国際書記局(IBAS)［イギリス］)

12:10-12:30 討論

12:30-13:15, 井深大記念ホール

閉会式

座長：天明佳臣、バリー・キャッスルマン

12:30-12:45 ワークショップ報告

大島寿美子(北星学園大学文学部、科学ジャーナリスト［日本］)
12:45-13:00 表彰式(田尻賞、セリコフ賞、その他)
13:00-13:10 東京宣言
13:10-13:15 閉会挨拶

天明佳臣(2004年世界アスベスト東京会議組織委員会委員長［日本］)

2004年11月19日(金)

14:30 – 16:00, 第2会議室

ワークショップ

ワークショップA: アジア・ネットワーク： 目標と行動

座長：古谷杉郎、ツシャ・カン・ジョシ 

ジェスファー・クリステンセン(アジア労働者安全衛生環境研究所
(OHSEI)［タイ］)

マドゥカー・パンディー(インド労働組合センター(CITU)［インド］)

チャン・カンホン(陳康錦)(労工傷亡権益会(ARIAV)［香港］)

ホ・クアンワン(賀光卍)(台湾工作傷害受害人協会(TAVOI)［台湾］)

要請中(民主労総(KCTU)安全衛生部［韓国］)

その他アジアからの参加者

18:00 – 19:30, 第2会議室
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ワークショップB: 建設とアスベスト

ワークショップC: 労働組合のイニシアティブ

座長：外山尚紀、アンダース・エングルンド

18:00-18:10 建設労働者におけるアスベスト関連の医学的所見と予防教育

平野敏夫(亀戸ひまわり診療所［日本］)

18:10-18:20 東京建設業国民健康保険組合でのじん肺関連レセプトチェックについて
山田恭市(東京建設業国民健康保険組合［日本］)

18:20-18:30 全建総連東京都連合会のじん肺・アスベスト対策の取り組み

渡邊守光(全国建設労働組合総連合東京都連合会［日本］)
18:30-18:40 参加型アプローチによる建設現場での安全衛生活動

外山尚紀((NPO)東京労働安全衛生センター［日本］)

18:40-18:50 建設業従事者の石綿曝露、健康影響及び死因に関する調査研究

柴田英治(愛知医科大学医学部衛生学講座［日本］)
18:50-19:00 アスベスト・セメント(AC)屋根材の表面及びアスベスト飛散リスクのアセスメント

ジェルジー・ディクゼック(クラクフ鉱山・冶金工科大学建材工学部［ポーランド］)
19:00-19:10 「白い敵」を突きとめる：建築物に使われたアスベストを把握するための簡単なガイド

スザーナ・ミュールマン(建築士、ブエノスアイレス市アドバイザー［アルゼンチン］)

19:10-19:30 討論

2004年11月20日(土)

09:00 – 10:30, 第2会議室

ワークショップD: アスベスト訴訟

座長：山口茂記、宮本一

09:00-10:00 日本の労働組合代表者によるパネル

全日本自治団体労働組合(自治労)

全国建設労働組合総連合(全建総連)

全日本港湾労働組合(全港湾)

全日本造船機械労働組合(全造船)

全日本水道労働組合(全水道)

全駐留軍労働組合(全駐労)

日本教職員組合(日教組)
10:00-10:30 討論

10:40 – 12:00, 第2会議室

座長：古川武志、バリー・キャッスルマン

10:40-10:50 ジョンズ・マンビルに対する日本からの補償請求

遠藤直哉(弁護士、桐蔭横浜大学法学部［日本］)
10:50-11:00 米海軍横須賀基地石綿じん肺訴訟について

古川武志(弁護士、古川武志法律事務所［日本］)
11:00-11:10 横須賀・造船働者のじん肺・アスベスト訴訟

未確定(弁護士［日本］)
11:10-11:20 長崎・造船労働者のじん肺訴訟

熊谷悟郎(弁護士、熊谷悟郎法律事務所［日本］)

11:20-11:30 日本で初めての火力発電所職員の悪性中皮腫
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ワークショップE: 疫学・公衆衛生・予防

白石昭夫((NPO)愛媛労働安全衛生センター事務局長［日本］)

11:30-11:40 アスベスト家庭曝露災害損害賠償請求事件

村上博子(日本エタニットパイプ分会［日本］)

11:40-11:50 中皮腫で死亡したホテル・ボイラーマンの事例
松田龍(弁護士、小寺・松田法律事務所［日本］)

11:50-12:00 討論

13:30 – 15:30, 第2会議室

ワークショップF: 被災者・支援組織

座長：グンナー・ヒラーダル、井内康輝

13:30-13:40 アスベスト糸の手紡ぎ女性労働者における悪性腫瘍による死亡率に関する研究

チャン・シン(張幸)(浙江省医学科学院［中国］)

13:40-13:50 女性の健康と環境曝露/パキスタン・ノースウェストフロンティア州マルダン地区サライ・キリに

おける中古船舶からのアスベスト・リスク
ノア・ジーハン(ペシャワール大学環境科学部［パキスタン］)

13:50-14:00 南アフリカにおけるクリソタイル・アスベスト関連疾患の流行

ソフィア・キスティング(ケープタウン大学公衆衛生・家庭医学校労働・環境衛生部［南アフリカ］)
14:00-14:10 アスベスト・セメント労働者の家族におけるアスベスト関連疾患

ビルトン・ライル(オザスコ市政府［ブラジル］)
14:10-14:20 ブラジルにおけるアスベスト使用地域に対する労働者の統合的健康サーヴェイランス・シス

テムの導入
ヒルマーノ・カストロ(CESTEH/ENSP/FIOCRUZ合同プロジェクト(オズワルド・クルツ財団)［ブラジル］)

14:20-14:30 ロンバルディア(北イタリア)中皮腫登録：3年間のサーヴェイランスの結果

キャロリーナ・メンシ(ミラノ大学労働衛生学部公衆衛生［イタリア］)

14:30-14:40 クリソタイル・アスベスト織物労働者の歴史的コホートにおける中皮腫の発症

カルロ・マーモ(トリノ・ピエモンテ地区疫学ユニット［イタリア］)

14:40-14:50 環境ハザーズとしてのアスベスト―シチュチン地域の事例

ネオニーラ・スゼスゼニア-ダブロウスカ(ノファー労働医学研究所［ポーランド］)
14:50-15:00 鉄骨工の肺がん死亡率はなぜ高いか？

久保田均(独立行政法人産業医学総合研究所［日本］)
15:00-15:10 中皮腫発生減少の見込みを予測するための曝露情報とノルディック諸国の発症データの活用

スベレ・ランガード(リクスホスピタレ大学病院労働・環境医学センター［ノルウェー］)
15:10-15:20 日本人一般集団における肺癌患者の肺内アスベスト濃度の年代による変化

石川雄一((財)癌研究会癌研究所病理部［日本］)
15:20-15:30 アスベスト代替物質は同様に危険か？

レザ・ゴーラムニア(ウロミナ医科大学［イラン］)

18:00 – 19:30, 第2会議室

座長：植草和則、ローズマリー・ボジャコヴィック

18:00-18:10 被災者が被災者を支援する

ジョン・フラナガン(マージーサイド・アスベスト被災者支援グループ(リバプール)［イギリス］)
18:10-18:20 アスベスト疾患が患者・家族にもたらす心理・社会的影響

ミシェル・シルヴィア・ハックス(フィット)(白い肺協会(WLA)［アメリカ］)

18:20-18:30 アスベストとマネー：南アフリカのアスベスト訴訟原告の立場から
リンダ・ウォルドマン(サセックス大学 開発学研究所［イギリス］)

18:30-18:40 アスベスト禁止カナダ(BAC)
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カイラ・センテス(アスベスト禁止カナダ(BAC)［カナダ］)

18:40-18:50 西オーストラリアにおけるアスベスト疾患の医学的診断と法医学的診断の対立
グレゴリー・デルフル(オーストラリア・アスベスト疾患協会(ADSA)［オーストラリア］)

18:50-19:00 横須賀におけるじん肺・石綿疾患問題の取り組み－被災者・支援組織の運動をもとに－
安元宗弘(横須賀じん肺被災者の会・横須賀中央診療所［日本］)

19:00-19:10 アスベストと患者会活動
塚原繁次(三菱長崎造船じん肺患者会［日本］)

19:10-19:30 各国の団体間の今後の連携に向けた討論

2004年11月21日(日)
09:00 – 10:00, 井深大記念ホール

ワークショップG: 多国籍企業・海外移転

座長：村山武彦、バリー・キャッスルマン

09:00-09:10 日本のアスベスト関連企業の海外進出の状況

村山武彦(早稲田大学理工学部教授(複合領域)［日本］)
09:10-09:20 アスベスト製品の地球的フェイズアウト

バリー・キャッスルマン(環境コンサルタント［アメリカ］)
09:20-09:30 ［未確定］

アニー・デボモニ(国立衛生医学研究所(INSERM)現代社会公衆衛生問題研究所(CRESP)［フランス］)

09:30-09:40 ［未確定］

ボブ・ルアーズ(前オランダ上院議員、オランダ・アスベスト協会創設者、弁護士［オランダ］)
09:40-10:00 討論

09:00 – 10:00, 第2会議室

ワークショップH: 造船とアスベスト

座長：三浦溥太郎、クラウディオ・ビアンチ

09:00-09:10 アスベストと造船所
クラウディオ・ビアンチ(イタリア対がん協会環境がん研究センター［イタリア］)

09:10-09:20 三浦半島における造船労働者の中皮腫
稲瀬直彦(横須賀共済病院［日本］)

09:20-09:30 Ａ造船所における胸部レントゲン所見および石綿関連疾患
春田明郎(横須賀中央診療所［日本］)

09:30-09:40 横須賀における被災者の掘り起こしの取り組み

林充孝(じん肺アスベスト被災者救済基金［日本］)
09:40-09:50 アメリカの造船所：労働者の殺戮の場

ジェームズ・フィット(白い肺協会(WLC)［アメリカ］)

09:50-10:00 造船の町の直面している課題

アンディ・ホワイト(ウエスト・ダンバートン市議会［イギリス］)

ポスター・セッション
ブラジルのアスベスト・セメント労働者における非悪性アスベスト肺疾患の流行

ビルトン・ライル(オザスコ市政府［ブラジル］)

アスベスト関連ハザーズの予防への寄与
イワンチカ・トロシック(医学研究・労働衛生研究所［クロアチア］)
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4人の妻とひとりの弁護士

マリー・ニコル他(アスベスト・アウエアネス・ウェールズ［イギリス］)

アスベスト及びシリカへの職業曝露による疾病・死亡に対する補償のモデル：労災補償(粉じん疾患)法
1942-1967年

ジェフ・ランスレー(ニュー・サウス・ウェールズ粉じん疾患補償基金［オーストラリア］)
アスベスト起因肺がんの補償を受けたNSW 粉じん疾患基金請求者に関するレビュー：1998-2003年

レベッカ・ハイランド(ニュー・サウス・ウェールズ粉じん疾患補償基金調査・教育部門［オーストラリア］)
オーストラリア・ニューサウスウェールズ(NSW)における中皮腫の発症率

アンソニー・ジョンソン(ニュー・サウス・ウェールズ粉じん疾患補償基金調査・教育部門［オーストラリ

ア］)
ポーランドにおけるアスベスト加工工場労働者の医学検査の管理及び協力：AMIANTUSプロジェクト

ネオニーラ・スゼスゼニア-ダブロウスカ(ノファー職業病研究所［ポーランド］)

石綿肺により補償を受けた労働者における悪性及び非悪性の死亡率
ネオニーラ・スゼスゼニア-ダブロウスカ(ノファー職業病研究所［ポーランド］)

“ポーランドにおいて使用されるアスベスト及びアスベスト含有製品の根絶” 政府のプログラム

スタニスラバ・スザルーチャ(環境省労働社会政策省［ポーランド］)

リオ・デ・ジャネイロのアスベスト曝露作業者集団の疫学的・臨床的・放射線医学的・機能的データ―７年
間の追跡研究

アルベルト・アラウホ(ペドロエルネスト大学病院(UERJ)・クレメンティノFフィルホ大学病院・胸部疾患
研究所(UFRJ)・マウントサイナイ病院/クイーンズカレッジ産業環境医学国際フェローシップ・プログ
ラム［ブラジル］)

製鉄所におけるアスベスト対策について
宇土博(広島文教女子大学人間科学部教授［日本］)

建設解体現場における気中石綿濃度測定と曝露防止対策
外山尚紀(東京労働安全衛生センター・作業環境測定士［日本］)

空調・配管工事従事者における胸部病変の検討
高山重光(管工業健康保険組合健康管理センター［日本］)

阪神大震災によるアスベスト被害の経験と教訓
中地重晴(環境監視研究所・有害化学物質削減ネットワーク(Tウォッチ)［日本］)

水俣の悲劇からJOSHRCの創立へ－日本の労働組合では新しいスピリットが誕生
ポール・ジョバン(INSERM、パリ第７大学［フランス］)

パキスタンとタイにおけるアスベストの写真
ノア・ジーハン(ペシャワール大学環境科学部［パキスタン］)

アスベスト単独の量関連影響を超える石綿肺罹患の肺がんリスクに対する影響
アリソン・ライド(ウエスターン・オーストラリア大学公衆衛生校［オーストラリア］)

港湾でのアスベスト曝露と胸膜中皮腫
クラウディオ・ビアンチ(イタリア対がん協会環境がん研究センター［イタリア］)

船舶解撤におけるアスベスト曝露
クラウディオ・ビアンチ(イタリア対がん協会環境がん研究センター［イタリア］)

※ ポスター発表応募受付中！

写真展
静かな時限爆弾=アスベスト：被災者からのメッセージ

今井明(カメラマン［日本］)
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2004年世界アスベスト東京会議(GAC2004)組織委員会

委員長 天明佳臣(全国労働安全衛生センター連絡会議議長、医師)

顧 問 小木和孝((財)労働科学研究所主管研究員、元ILO労働条件環境局長)／鈴木武夫(元国立公衆衛生院院長)／
鈴木康之亮(米ニューヨーク・マウントサイナイ医科大学教授(地域・予防医学及び病理学))／広瀬弘忠(東京女
子大学文理学部教授(リスク・災害心理学))

組織委員 飯田勝泰((NPO)東京労働安全衛生センター事務局長)／井内康輝(広島大学大学院医歯薬学総合研究科病理
学教授(医学部長)、石綿・中皮腫研究会代表幹事)／上野満雄(自治体労働安全衛生研究会事務局長、医師)／
宇野林蔵(横須賀じん肺被災者の会相談役)／大島寿美子(北星学園大学文学部心理・応用コミュニケーション学
科専任講師、科学ジャーナリスト)／齋藤宏保(東京農工大学大学院生物システム応用科学教育部(BASE)客員
教授、元NHK解説主幹)／富山洋子(日本消費者連盟代表運営委員)／中地重晴(環境監視研究所所長、有害化
学物質削減ネットワーク(T-ウォッチ)代表)／中野孝司(兵庫医科大学内科学呼吸器RCU科教授)／古川和子(中
皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会)／マリ・クリスティーヌ(国連ハビタット親善大使、異文化コミュニケーター、
ＴＶパーソナリティー)／宮本一(全国建設労働組合総連合(全建総連)労働対策部長)／村山武彦(早稲田大学理
工学部教授(複合領域))／森田明(弁護士、神奈川大学法科大学院教授)

事務局長 古谷杉郎(石綿対策全国連絡会議事務局長)

事務局次長 安間武(化学物質問題市民研究会)

事務局 今井明(カメラマン)／植草和則(中皮腫・じん肺・アスベストセンター)／大内加寿子(アスベストについて考える会)
／永倉冬史(アスベスト根絶ネットワーク)／名取雄司(亀戸ひまわり診療所、医師)／西田隆重(じん肺・アスベス
ト被災者救済基金)／渡辺治子(ノーウェア主宰、桑沢デザイン研究所非常勤講師)

国際委員会 アニー・デボ・モニ(フランス：国立衛生医学研究所(INSERM)現代社会公衆衛生問題研究所(CRESP)研究部長)
／ツシャ・カン・ジョシ(インド：労働・環境保健センター所長・プロジェクト・ディレクター)／ペク・トンミョン(白道明)
(韓国：ソウル大学保健大学院産業保健学教授)／バリー・キャッスルマン(アメリカ：環境コンサルタント、『アスベ
スト： 医学的・法的側面』の著者)／フェルナンダ・ギアナージ(ブラジル：労働安全衛生監督官、アスベスト曝露者
協会)／ローリー・カザンアレン(イギリス：アスベスト禁止国際書記局(IBAS)コーディネーター)

協 賛 全日本自治団体労働組合(自治労)／全国建設労働組合総連合(全建総連)／日本教職員組合(日教組)／全日本港
湾労働組合(全港湾)／全造船機械労働組合(全造船)／全日本水道労働組合(全水道)／全駐留軍労働組合(全駐
労)／日本消費者連盟／労働者住民医療機関連絡会議／中皮腫・じん肺・アスベストセンター／中皮腫・アスベスト疾
患・患者と家族の会／石綿対策全国連絡会議(BANJAN)／アスベスト禁止国際書記局(IBAS)

後 援 厚生労働省／環境省／ILO駐日事務所／東京都／日本労働組合総連合会(連合)／日本医師会／日本弁護士連合会
／日本経済新聞社／朝日新聞社／石綿・中皮腫研究会／エコケミストリー研究会／(社)日本化学会／日本環境学会
／日本リスク研究学会／日本衛生学会／日本地質学会／廃棄物学会／(社)環境科学会／日本肺癌学会／(社)日本
建築学会／(社)日本産業衛生学会／(社)日本水環境学会／(財)日本建築センター／(社)日本建築材料協会／(社)
環境情報科学センター／田尻宗昭記念基金／ラマッチーニ協会／労働環境衛生学会(SOEH：アメリカ)／国際労働衛
生会議・呼吸器障害科学委員会(SC-RD, ICOH)／ヨーロッパ労連(ETUC)／国際中皮腫研究会(IMIG)

早稲田大学国際会議場案内図

早稲田大学国際会議場
(早稲田大学キャンパス内
では「中央図書館」と合わ
せて「総合学術情報センタ
ー」として案内されていま
すのでご注意下さい。)

〒169-0051 東京都新宿
区西早稲田1-20-14

•都電荒川線
「早稲田」駅 徒歩3分

•都営地下鉄東西線
「早稲田」駅 徒歩10分

•JR山手線/
西武新宿線
「高田馬場」駅

徒歩20分
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全国尚働安全池田tt=-t?‘夕、富絡A ＝－義匝同1靭女宝尋.J壬"t!ノタ－:1:1:絡 E 譲
〒J36-0071 JlI京都江東区亀戸7-JO・lZビル5階 TEL(03) 3636-3882/F AX (03) 3636・3881

E-mail joshrc@)jca.apc.or.g HOMEPAGE http://www.jca.apc.or.g/joshrc/ 

東京・NPO法人東京労働安全衛生センター E・mailctoshc@)jca.apc.or.g 
干136-0071江東区他戸7-10-1Zビル5階 TEL(03) 3683・9765/FAX (03) 3683-9766 

東 京 ．三多摩労働安全衛生センター
〒185-0021国分寺市南町2-6-7丸山会館2-5 TEL (042) 324・1024 /FAX (042) 324-1024 

東 京 ・三多摩労災職業病研究会
〒18.5-0012国分寺市本町牛12・14三多l恒国次生協会館内 TEし（042)324-1922 /FAX (042) 325-2663 

神奈川．社団法人神奈川労災職業病センター E-mail k-oshc窃jca.apc.org
〒230-0062繊浜市鶴見区笠間町20θ サンコーポ盟関505TEL (045) 573-4289 /FAX (045) 575・1948

新 潟 ．財団法人新潟県安全衛生センター E-mail KFR00474仰nifty.ne.jp

干951-8065新1F.Jrl1東明i:iill2・481 TEL(025)228・2l27/FAX(025)228-2127 

1持 岡 ・ 清水地域勤労者協議会
〒424・081211'1水市小柴PIT2・8 TEL(0543)66-6888 /FAX(0543)66・6889

愛知・名古屋労災職業病研究会 E-mail roushokuken@)be.to 
〒466-0815名古島市昭和区山手通5-33-1TEし（052)837-7420/FAX(052)837・7420

京 都．京都労働安全衛生進絡会議

〒601-8432京郊市南区西九条来品目T50-9Lil本ピル3階 TEL(075) 691・619l /FAX (075) 691・6145

大 版 ・関西労働者安全センター E-mail koshc2000@)yahoo.co.jp 

〒540-0026大阪市中央区内料IfJ-2・13ば／めいピル602TEL (06) 6943-1527 /FAX (06) 6942-0278 

兵 庫 ．尼崎労働者安全衛生センター E-mail jh3 l012@)msf.bi.globc.ne.jp 
〒660・0803尼的市長洲本通ト16-17阪神医療生協気付 TEし（06)6488-9952 /FAX (06) 6488・2762

兵 FlI・関西労災職業病研究会
干“0-0803尼崎市長洲本通ト16-17阪神医療生協長洲支部 TEL (06) 6488・9952IF AX (06) 6488-2762 

兵 JilI・ ひょうご労働安全衛生センター E-mail a-union@)triton.ocn.ne.jp 

〒651-0096神戸市中火区雲井jffi］－トI212号 TEL(078)251-I l 72 /FAX (078)251-1172 

広 μ・広島労働安全衛生センター E-mail hirosima-azc巴nter@)cronos.ocn.ne.jp 
〒732-0827広ぬ市南区稲荷町5-4,11悶ビル TEし（082)264-4110 I FAX (082) 264-41 IO 

鳥 取・鳥取県労働安全衛生センター
干680-0814{!;I孜市南側T505自治労会館内 TEL(0857)22・6110/FAX(0857)37・0090

徳 山・NPO法人徳島労働安全衛生センター E-mail ren只o-tokushima窃mva.biglobe.ne.jp
〒770-0942~.r:1市昭利回f3・35・ l 徳品県労働福祉会館内 TEL(088) 623-6362 /FAX (088) 655-4113 

愛媛・NPO法人愛媛労働安全衛生センター E-mail eoshc@)mx81.tiki.nc.jp 
〒792・0003新居浜市新ElilllTJ-9・9 TEし（0897)34-0900 /FAX (0897) 37・1467

愛 媛 ・えひめ社会文化会館労災職業病相談室
〒790-0066松山市直・田町8-6 TEし（089)941・6065/FAX (089) 941-6079 

高 知1・財団法人 高知県労働安全衛生センター
〒780-0011~·：j知市部l野北IUT3・2-28 TEL (0888) 45・3953/FAX (0888) 45-3953 

熊 本 ． 熊本県労働安全衛生センター E-mail awat巴111011＠）巴昭l巴.ocn.ne.jp
干86ト2 1 05 熊本『Ii秋i~lf秋田344 1-20 秋illレークタウンクリニック TEL (096) 360-1991 /FAX (096) 368・6177

大分・社団法人大分県勤労者安全衛生センター
〒870-1133大分市宮崎953-1（大分協和病院3階） TEし（097)567・5177/FAX (097) 503-9833 

宮 附 ・｜日松尾鉱山被害者の会 E-mail aanhyuga@)mnet.ne.jp 
〒883-0021日向市！！，！＇光寺283-211長江同地ト14 TEし（0982)53・9400/FAX(0982)53・3404

鹿児向 ・鹿児島労働安全衛生センター準備会 E-mail aunion@)po.synapsc.ne. jp 
〒899・5215姶良郡加治木町本IIIT403有lリlビル2F TEL (0995) 63・1700I FAX (0995) 63-170 I 

自治体 ．自治体労働安全衛生研究会 E-mail sh-net@)ubcnc1.or.jp 

干102・0085千代田区六務IIITI自治労会館3附 TEし（03)3239-9470/FAX (03)3264-1432 

（オブザーバー）

福 i::i・福島県労働安全衛生センター
〒'960-8132偏烏rl,J如氏PIJ6-58~·，＼ぬ交通労組前l TEし（0245)23・3586/FAX (0245)23・3587




